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まえがき

年２月以降、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大は、社会・経済に大きな影響

を及ぼし、その影響は１年経過した今も続いています。社会生活や経済活動の先行きは不透

明で雇用情勢は厳しく、生活困窮者を含む多様な求職者の支援が重要な課題になっていま

す。今後、就職困難者の就労にも少なからず影響が生じることが予測されます。就職困難者

は、就労経験の少ない若者（就職氷河期世代含む）、失業や無業の期間が長い成人年齢層、

中高年齢者、単親世帯の母親・父親、障がい者及びその可能性のある人、外国人、不安定就

労で働いている人など多様な人々が想定されますが、就職を困難化する様々な要因があり、

経済・雇用情勢の改善の影響を受けにくく、社会的な援護が必要な人も少なくありません。

就職困難者の支援では、就職を困難化する要因を適切に見極め、その要因の軽減・解消と

働く意欲の醸成に取り組み、求職活動から就労、定着まで視野に入れた丁寧な支援が求めら

れます。大阪府では、 年以降、 の全市町村で自治体主導の地域就労支援事業が行

われており、府内 箇所の地域就労支援センターで就職困難者の就労を支援しています。

本調査は、地域就労支援事業で行われている就職困難者の支援の現状を、各市町村の就労

支援コーディネーターの目を通して把握し、その結果を、事業効果を高める方策の検討と各

市町村及び各地域就労支援センター間で共有する目的で実施しました。並行して、地域就労

支援センターを利用されている相談者・求職者の仕事や生活に関する現状や今後の意向な

どを把握する調査も実施しました。本資料が、地域に密着して就職支援に従事されている関

係者、就業支援機関等の担当者、求職者を受け入れる企業・事業所の経営者や管理者、求職

者の皆様の参考になれば幸いです。

最後になりましたが、ご多用の中、アンケートやヒアリング調査にご協力を賜りました、

市町村および地域就労支援センターの就労支援コーディネーターの皆様、アンケート調査

にご協力を賜りました求職者の皆様、関係機関および有識者の皆様に対しまして、厚く御礼

を申し上げます。

本調査は、大阪産業経済リサーチ＆デザインセンター 主任研究員 天野敏昭 が担当して

実施し、本報告書を執筆しました。調査においては、福原宏幸氏（大阪市立大学名誉教授）

より助言を受けました。

令和３年３月

大阪産業経済リサーチ＆デザインセンター

センター長 小林 伸生
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要 約

○（調査の目的）府内の全 市町村で実施されている「地域就労支援事業」（ 年開

始）を通して、就職困難者の就労支援の現状、課題、今後の方向性などを探る。地域就

労支援事業は、「地方分権一括法」と「改正雇用対策法」の努力義務規定（地方公共団体

が労働に関する必要な施策を講ずる）を背景に始められた。自治体の主導と裁量に委ね

られる事業が、国の関係する事業（生活保護受給者等就労支援事業、生活困窮者自立支

援制度（就労準備支援事業））に比べて、多様な就職困難者に対応できる点に着目する。

○（就職困難者） 年頃から増加した、社会や社会福祉の手が届かない「社会的援護

を要する人々」（厚生労働省 ）が一つの契機で、「就労能力を持っているが、重い

生活困難によって働く意欲をなくしている人々」あるいは「就労能力、働く意欲がある

が、生活上の困難によって働けない人々」であるため、就職困難者には生活困窮の側面

を持つ人も少なくない。就職困難者の属性と就職困難の要因は様々であるが、働く意欲

の醸成や生活上の困難に対して社会的な支援が必要である点は共通している。

○（地域就労支援事業）「就労困難者の雇用、就労を支援するという住民福祉サービスと密

接な関連を有する事業」 田畑 、「「地域」を基軸として、福祉、人権そして教

育などの施策との総合化として構築された事業」 福原 、「社会参加を保障

する政策であり就労のための福祉を志向する政策」 櫻井 などの定義がある。政

策や制度の枠を超えて、各求職者に必要な支援や取組みが、地域就労支援コーディネー

ターが中心になって行われる。地域就労支援コーディネーターの支援・役割は、「相談」

を軸にした支援、「当事者中心のスタイル」、「寄り添い」型の支援、「専門性」である。

○（本章のまとめ）地域就労支援事業は、開始当初から幅広い就職困難者を対象にして、地域

就労支援コーディネーターが、地域の状況や資源に深く関わりを持ち、雇用・就労だけでなく福

祉や生活にかかる施策をも必要に応じて包含しながら総合的な支援を行い、個別的な支援と

各求職者の状況に応じて十分な時間をかけて支援を行える点が特徴である。そうした中、

年に開始された生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業・就労訓練事業（任

意事業）は、雇用保険と生活保護の中間に位置付けられた生活困窮者（就職困難者）の就労

支援の機能を持ち、地域就労支援事業の対象の一部と重なり合うことも考えられる。就労支援

の観点では、自治体の主導と裁量による地域就労支援の事業の現状を把握したうえで、任意

事業である生活困窮者自立支援制度に基づく就労準備支援事業・就労訓練事業の取組みの

広がりと内実もあわせてみていく必要がある。両事業の相違をみていく際には、「生活困窮者自

立支援の下では、『福祉から就労』への動きも認められるものの、そこでの就労支援は、多面性、

柔軟性が乏しいといえる。ただ、生活保護の場合には、周知のように、非稼働世代が多いため、

就労支援の対象がきわめて限られており、今日、課題となる就労支援政策の中心は、生活困窮

者自立支援制度において考えてよいといえよう」という指摘（阿部 ：７）をふまえると、「就

労支援の多面性、柔軟性」が一つの着目点になるとも考えられる。

第１章 就職困難者と就労支援－調査の目的と背景に関連して
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○（地域就労支援コーディネーターの要件）就労関係の実務経験を有する割合が ％と

高く、５人に１人が福祉、人権、就職・生活の困難に関係する経験を有している。職業

系資格を保有する割合は ％。資格よりもむしろ実務経験に重きがおかれている。

○（就労阻害要因）若年者（ 歳以下）、成人年齢層、就職氷河期世代該当者では高い割

合で該当する要因が多くみられる。自由記述の内容から「トラウマ」「不安」「閉ざされ

た労働市場」「自己分析の不十分さ」などのキーワードを導き出せる。中高年齢者では「生

活困窮」「年齢」、高齢者では「年齢」「健康状態」「家族 同居者 の世話・介護」が主な

要因。単親家庭の母親・父親は、「就労に制約があること」「経済的困窮」のほか「精神

状態」「自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ」「社会経験の少なさ」などもみられる。

就労阻害要因
若年者

（ 歳以

下）

Ｎ＝

成人年齢

層

（

歳以下）

Ｎ＝

氷河期世

代該当者

Ｎ＝

中高年齢

者

（

歳以下）

Ｎ＝

高齢者

（ 歳以

上）

Ｎ＝

単親家庭

の母親

・父親

Ｎ＝

障がい者

Ｎ＝

その他

（外国人

など）

Ｎ＝

職業経験のなさ・少なさ

健康状態 －

精神状態

家族 同居者 の世話・介護

自己流の判断やこだわり

コミュニケーションの困難性

不活発・無気力

家族関係、親の態度や志向 －

依存傾向、主体性の欠如 －

社会経験の少なさ

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ －

学業不振（中退など） －

経済的困窮

居住環境の不安定さ

障がい・障がい傾向 －

年齢 －

無業やひきこもりの期間 －

自己理解や自己受容の困難性

仕事･職場での辛い経験 －

仕事に対する覚悟・意欲のなさ －

日常生活での辛い経験

単親世帯に伴う就労面の制約 －

支援機関との連携やつながりを持てていない

情報収集能力が十分でない

上記以外の要因 －

合計

○（支援内容）コーディネーターの多くが多様な支援が必要だと考えている。十分に取り

組めている割合が高いのは求職活動に向けた実践的な支援である。地域就労支援センタ

ーの体制に制約がある中で、支援内容の選択と集中は必然のことで、他機関等と連携す

る場合にあっても、相談者（求職者）の申し送りや申し送り後の状況の共有、必要に応

じて、連携先と共同で支援を継続することも必要になる。

第２章 地域就労支援センターの現状－資料とアンケート調査結果を中心に

就労支援コーディネーター 名を対象にアンケート調査を実施（回答数 ）
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支援内容
必要な支援と

考えている

十分に取り組

めていない

どちらかといえば取

り組めている（ａ）

十分に取り組めて

いる（ｂ）

取り組めている

割合（ａ＋ｂ）

信頼関係の構築（ラポール形成）

相談・助言（自己理解・自己分析）

相談・助言（職業興味・職業適性）

アセスメント（支援内容の見立て）

応募書類作成・履歴書の書き方

面接対策

インテーク（初期面談）

相談・助言（職業・進路）

相談・助言（日常生活）

志望動機・自己ＰＲの検討・作成

コミュニケーションスキルの向上

就職後の支援・職場定着支援

日常生活での意欲喚起

サポートプラン（支援計画）の作成

評価・効果測定（事業全般・実績）

相談・セミナー（家族・保護者対象）

企業マッチング・面接会

講座・セミナーの開催

無料職業紹介（自治体の職業紹介）

能力開発（例：パソコン・ 関係）

資格取得支援

職場見学・職場体験

キャリアアップ支援

就労体験先の開拓・創出

職業訓練

訪問支援（アウトリーチ）

メールや巡回の方法による相談

ピアサポート（求職者の支え合い）

フィールドワーク・ボランティア

ＳＮＳ等によるコミュニケーション

○（他機関との連携状況）連携する必要性が低いと回答した割合が高いのは「教育機関」、

「民間職業紹介事業者・人材派遣事業者」だが、連携する必要性がない割合は 分の１

から 分の にとどまり、連携する一定の余地はある。連携する割合が高く、その一定

の効果が表れている連携先は、「ハローワーク」「市町村の他の関係部署」「地域若者サポ

ートステーション」「生活困窮者自立支援事業の実施主体・部局」「社会福祉協議会・社

会福祉法人」「職業訓練機関」である。連携する必要性がある割合は高いが連携している

割合が高いとはいえないのは、「母子家庭等就業･自立支援センター」「就労継続支援事業

所（Ａ･Ｂ型）」「シルバー人材センター」「 」である。これらの機関との連携の

必要性は、各支援センターに多い相談者の属性にも影響されることも考えられる。むし

ろ、相談者の属性の特徴にかかわらず一層の連携の必要性が求められると考えられるの

は、「商工会議所・経済団体」「 しごとフィールド」「中間的就労を受け入れる企

業・団体」「近隣の市町村・他の市町村」「企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）」

「自治会・町内会・民生委員」「就労移行支援事業所」「医療機関（保健所を含む）」など

で、相談者のアウトリーチや就労支援の先になる就労先の確保、就労支援と並行して必

要となる福祉・医療的な支援にかかる連携先である。
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他機関との連携状況

連携先と連携の状況（Ｎ：ケースの数）

連携する

必要性は

低い

連携する必要がある
連携して

いる割合

（ａ＋ ）

連携している

とまでは

いえない

連携の効果

が十分に現れて

いない（ ）

連携の一定

の効果が現れて

いる（ ）

ハローワーク（相談者の相互紹介、同行支援）

障がい者就業・生活支援センター

生活困窮者自立支援事業の実施主体・部局

地域若者サポートステーション

シルバー人材センター

就労継続支援事業所 Ａ･Ｂ型

母子家庭等就業･自立支援センター

Ｃ－ＳＴＥＰ

センター所在地の市町村の他の関係部署

社会福祉協議会・社会福祉法人

非営利団体（ や公益法人等の支援組織）

就労移行支援事業所

ＯＳＡＫＡしごとフィールド

職業訓練機関（例： への推薦､大阪府人材育成

課の委託訓練､高等職業技術専門校､ ’創造館事業）

企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）

医療機関（保健所を含む）

中間的就労を受け入れる企業・団体

商工会議所・経済団体

近隣の市町村・他の市町村

都道府県庁（広域自治体）

商店街・商店（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）

自治会・町内会・民生委員

起業を支援する組織（例：労働者労働組合）

民間職業紹介事業者・人材派遣事業者

教育委員会

大学・短期大学・高等専門学校

専門学校

全日制の学校

通信制・定時制の学校

○（生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係）生活困窮者自立支援制度と

の連携は決して多いとはいえないが（ ％が連携していないか連携の機会が少ない状

況と回答）、連携する予定がないのは ％にとどまる。「連携して相談に対応している」

が ％と最も割合が高く、「会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有している」

や「担当窓口や関係機関、関連事業に相談者を紹介している」もそれぞれ ％、 ％

あり、「連携して事業を実施している」ケースは ％である。今後の連携に積極的だ

といえる。

生活困窮者自立支援制度との連携状況
度数（Ｎ＝ ） ケースのパーセント

連携して相談に対応している

連携して事業（例：講座、面接会、説明会）を実施している

担当窓口や関係機関、関連事業に相談者を紹介している

会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有をしている

連携していないかその機会は少ないが、今後連携していきたい

連携しておらず、現在のところ連携する予定はない

合計
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○（地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度の対象者）生活困窮者自立支援制度の対

象は、就労訓練可能及び求職活動可能の段階に到達できておらず福祉的な支援などを含

む複合的な支援が必要なケースと考えられているが、地域就労支援事業の相談者が二極

的であるとの指摘もあり、日常生活や社会生活の支援から始まる相談者が多い一方、情

報の整理や書類関係の見直しを一緒に行えば就労につながる相談者が多い実態もある。

地域就労事業と生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の各対象者の判断基準等
地域就労支援事業 生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）

・就労意欲があり、就職、再就職を目指す一連の基本的な活動を

自主的に行える段階である

・生活基盤が整っている

・対象者の課題が就労のみの場合

・相談者は二極的で、日常生活・社会生活支援から始まる対象者

が多い一方、情報の整理や書類関係の見直しを一緒に行えば

就労につながる対象者も多い

・日常生活や社会生活が可能であるとしても、就労面でのブラン

クや不安があり求職活動に向けて確認が必要な場合。

・長期間のブランク等により、日常生活が不規則で社会生活が確

立できていない場合

・就労意欲はあるものの、就労できる段階ではない場合

・自助・共助が困難状態であると感じるとき

・対象者の課題に就労以外の課題がある場合（日常生活支援等で

福祉的支援と連携が必要な場合）

○（就労支援コーディネーターからみた地域就労支援事業）

・【相談者（求職者）にみられる状況】不安、悩み、葛藤を抱えるケースが少なくない。就

労支援は、単にマニュアルに依拠して進められるものでなく、相談者の状況とその変化

を的確に見極め、時々の判断に基づく適切な支援が求められる。

・【他機関等との連携の実効性を高める必要性】制度上の連携ではなく担当者間の緊密な連

携やスーパーバイズ機能を伴う議論や検討が実効性を高めるポイントになる。

・【就労先の開拓】企業・事業所の理解と具体的なメリットの提案が求められる。センター

による開拓に加えて、関係機関の機能向上に対する期待も大きい。

・【職業訓練、職場見学・職場体験・職場実習、中間的就労の有用性】相談者が未経験の職

種にチャレンジでき選択肢を広げるだけでなく、地域就労支援コーディネーターの知

識・視野を広げるためにも非常に有効である。有償の中間的就労の場のほか、居場所、

グループワークなど、広い意味での社会参加できる場も有用である。

・【就労後の支援の必要性】就労支援コーディネーターと良好な関係性が構築され、就労後

に労働相談で来訪するケースでは、職場や仕事に対する第三者の客観的な目から見た見

解や、必要によって労働法の理解につなげ、安易な離職を未然に防止する契機になる。

・【生活困窮者自立支援事業との関係】生活と就労の支援を並行して進める必要のある案件

も多く、役割分担だけでなく両事業の相互補完の観点からの連携が求められる。

・【新たな相談対応や事業実施のあり方】電話やメールによる相談のほか、オンラインによ

るセミナー・講座、企業面接会等の実施、アウトリーチが必要なケースでは、 等を

活用した相談の機会の創出により窓口を身近に感じられる工夫が必要。

・【就労支援コーディネーターのスキルアップの必要性】近年、障がい者及び障がいが推察

される人からの相談が増えていることを受けて、障がいの理解を進める知識や支援のノ

ウハウが必要になっている。就労支援コーディネーターに求められる支援が複雑化し、

求められる資質や経験が高度化する中で、スキルアップできる機会が必要。
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〇（地域就労支援センターの 事例）センターが立地する地域性、運営組織の成り立ち・

役割（就労支援系、人権系あるいは非営利組織、株式会社など）や事業内容などを背景

とする特徴、支援を進めるに際しての関係機関とのつながりとその深さ、各就労支援コ

ーディネーターの経験や属人的な要素とそれをベースにした創意工夫などがみられる。

〇（支援の姿勢）就職を困難化する多様な阻害要因があるため、就労支援を始める前に、

自己理解と自己肯定感・自己効力感の醸成を優先した支援が行われることが多い。また、

障がい者・障がいが推察される人の相談も増えており、専門的な予備知識が求められる

局面も多く、相談者数の増減だけで支援に要する負荷を判断できない現状がある。

〇（相談・調整の段階）時間に上限を設けず、「傾聴」（共感）と「誘導」（考えてもらう）

を併用することで、信頼関係を構築できるまで複数回の相談が重ねられている。そして、

やりたいことを明確にして将来設計につなげていけるよう、できることとできないこと

の整理や現実的なこと（収入の目標や仕事の内容によっては資格取得や学びの必要性な

どについて考える機会）にふれることで、主体的に考えていけるよう方向付けしている。

様々な情報の中から、相談者のその時の状況に適した複数の選択肢を用意して提案する

ことで、相談者が自らの意思で情報や機会を選び取っていけるよう背中を押している。

「自発的に動くエネルギーが出てくること」「潜在的な能力を引き出すこと」を重視する

姿勢は、ハローワークのように、限られた時間の中で求人情報の提案を受け自己決定し

ていく手法とは一線を画しており、就労支援コーディネーターは、「相談者の中にストー

リーができる」ことを支えるプロデューサーのような役割を担っている。支援の見立て

は、相談者の状況と経過に応じて適宜見直される必要があり、情報の収集と収集した情

報を継続的に更新していくことも求められる。「相談・調整」から「情報提供」への段階

は、一方向の流れで進められているわけではなく、相談者の変化に合わせてスパイラル

アップされていく過程でもある。

〇（「企画・立案」「実施・遂行」の段階）主な取組みは以下のように整理できる。

・障がいが推察されるケースが増えていることに対し、就労可能性を高めるうえで、障が

いの理解・受容や障害者手帳の取得が一つの契機になって意思決定できる可能性が高ま

っている。

・就労可能性を高めるうえで、グループワーク、職場での見学・実習や体験（インターン

シップ）、職業訓練、資格取得（実務経験を伴う資格取得）などに有用性を見出している。

これらは、仕事や職場の理解につながるだけでなく、参加者がお互いに刺激を受ける場

ともなり、社会に出るまでの不安を解消したり、社会でどこまで適応していけるか見極

める機会にもなり、新たな行動につながる契機になる可能性を高める。

・無料職業紹介所を設置している自治体では、登録企業数を増やす方向ではなく、求職者

と企業・事業者のマッチングの実効性を高める方針を有している。例えば、求人票から

第３章 地域就労支援センターの支援の多様性－各センターの事例

市町（直営型７市､委託型 市１町､直営型＋委託型２市）で聞き取り調査を実施
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だけでは知ることのできない、企業・事業者が求めている本音などを独自に引き出し、

就労後の定着も見すえて求人を開拓・創造している。企業・事業所の理解が欠かせない

が、求職者の適性や弱点を含む等身大の情報を企業・事業者に伝え、採用と実習をセッ

トで働きかけるほか、ケースによっては求人条件の調整を提案している。このほか、「総

合評価事業」や「雇用奨励金」などによる雇用を動機付ける取組みも行われている。

・関係機関との関係において、例えば、連携の多いハローワークにつなぐ際に、就労支援

コーディネーターが信頼のおける面識のある担当者に対し、「相談者をお願いしますね」

などと一声かけることで、ハローワークに出向くハードルを下げ、連携の実効性を高め

ている。体制上の連携だけでなく担当者間の連携が重要であることを示している。

〇（「評価・レベルアップ」の段階）事業において相談者数や就労者数が過大な評価軸には

なっておらず、多様な相談者が来訪するゆえ、各相談者の状況に応じて「相談者との信

頼関係の構築と当事者の主体性の尊重」が重視され、「時間」の概念を大切にした支援が

行われている。しかし、多様な阻害要因を有する相談者に対応する上で、各就労支援コ

ーディネーター任せではない、全体的なスキルアップの機会が求められている。

○（政策・施策・事業の連携の一層の促進が求められる）自治体が主導する就労支援事業

は、開始後約 年経過しているが、この間、相談者の属性や就労阻害要因に変化がみ

られ（ひきこもりなどの若年無業者、障がい者や障がいが推察される人、年金を受給す

る高齢者、就労に制約のある単親世帯の親など）、就労までに解決を要する課題は増え、

複合化する状況もみられる。相談者の状況を十分に理解し、就労と生活の両面から時間

をかけた寄り添った支援が求められるようになっている。政策・施策・事業の連携を一

層促進する必要性が高まっているが、地域雇用政策における支援のあり方として、地域

就労支援では、就労支援だけに限定されず、福祉的支援、企業支援（人材育成、企業の

啓発・育成）とも連動させて取り組むことがますます必要になっている。大阪府全体の

雇用情勢と地域就労支援事業の実施状況に基礎自治体間の違いがみられるなかで、府及

び市町村が一体となって地域雇用政策を検討していく必要がある。

○（継続的な事業検証が必要）就労支援事業は、「まだ着手されたばかりの新たな公共サー

ビスの領域」（櫻井 ）といえ、地域の内実から今後の就労支援のあり方を考

えていく必要がある。第３章の各事例から、地域就労支援事業は、「『計画段階の想定に

したがって淡々とニーズに対応していくものではなく、そのつど顕在化する多様なニー

ズへの対応態勢・方法を、関係者の見解の相違も含め再構造化しながら進める営み』。す

なわち『動く企画』」（筒井 ）の指摘の通り、各地域就労支援センターのコーデ

ィネーターが、各相談者と向き合う中で様々な経験と創意工夫を重ねていく過程でもあ

る。また、地域に密着した就労支援は、自治体やＮＰОなどの受託団体の取組みが先行

していることも多く、自治体と民間団体との連携が主流である。こうした観点から、各

市町村の地域就労支援事業を継続的に事業検証する必要がある。

第４章 まとめ－就職困難者の今後の支援のあり方（今後への課題）
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第１章 就職困難者と就労支援－調査の目的と背景に関連して

１．調査の目的

本調査は、大阪府内の の全市町村で実施されている「大阪府地域就労支援事業」（以

下、地域就労支援事業）を通して、府内の就職困難者の就労支援の現状、課題、今後の方

向性、また、地域就労支援事業の相談者が有する課題（就労阻害要因）などを探る目的で

実施した。地域就労支援事業が始められた背景・契機の一つは、 年に成立し

年４月に施行された「地方分権一括法」と「改正雇用対策法」で、「改正雇用対策法」の第

五条に、「地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必

要な施策を講ずるように努めなければならない」という地方公共団体の努力義務が規定さ

れている。地域就労支援事業は、大阪府と府内の市町村の主導による労働政策で、 年

から 年にかけて和泉と茨木の２市でモデル事業が実施された後、 年の職業安

定法の改正に伴い、自治体による無料職業紹介事業の実施が可能になったことなどの経過

を経て、 年より の全市町村で実施され現在に至っている（ただし、無料職業紹

介事業を行っているのは一部の自治体）。

地域就労支援事業のほか、就職困難者の就労を支援する事業には主に２つある。１つは

年に始まった「生活保護受給者等就労支援事業」である。この事業では、市町村の

福祉事務所とハローワークのコーディネーターによる個別面談やケース会議を経て支援メ

ニューが作成され、ハローワークに誘導するなどの就労支援が行われる。２つは 年

度から始められた「生活困窮者自立支援制度」の「就労自立に関する支援（就労準備支援

事業）」で、同事業は、「日常生活自立に関する支援」、「社会自立に関する支援」とあわせ

て行われる。

現在、就職困難者の支援は、主に、「生活保護受給者等就労支援事業」、「生活困窮者自立

支援制度（就労準備支援事業）」、「地域就労支援事業」の各制度・事業で行われている。３

つの事業のうち、国の制度である「生活保護受給者等就労支援事業」と「生活困窮者自立

支援制度（就労準備支援事業）」は、対象者が生活保護受給者や生活困窮者に限定されるの

に対し、大阪府と府内市町村による地域就労支援事業は、自治体の主導と裁量に委ねられ

る事業で、国の制度に基づく事業よりも多様な就職困難者に対応できる点が一つの特徴で

ある。

本調査では、地域就労支援事業の意義と課題の把握・共有につなげるほか、対象者が一

部重複する可能性を指摘される生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係性

にも着目し、地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の特性を

明らかにしながら、両事業の効率的な事業連携・分担、相乗効果の創出のあり方の検討に

もつなげる。これらにより、地域就労支援事業の施策展開の方向性を提示することと各市

町村のモデルとなり得るケース（取組み事例）を導き出すなど、市町村間での情報共有に

つなげていく。

- 8 -



 
 

次節では、資料や文献等に基づいて、上記の調査目的の背景となる、就職困難者の定義、

就職困難者の就労支援、地域就労支援事業の概要、地域就労支援事業に関する先行調査研

究をみていく。

なお、本稿では「就職」と「就労」の表記を併用するが、「就労」と表記する際には、大

谷 頁 にしたがい、「『雇用』を除き、賃金を得ることを目的にする・しないに関

わらず、仕事に従事すること」の意味で用いる。

２．就職困難者

就職困難者に単一の定義があるわけではないが 、例えば、大阪府が毎年実施している「市

町村就職困難者就労支援担当職員（就労支援コーディネーター）養成講座」のテキスト に

よれば、近年増加した、社会や社会福祉の手が届かない「社会的援護を要する人々」（厚生

労働省 ）が一つの契機で、「就労能力を持っているが、重い生活困難によって働く

意欲をなくしている人々」あるいは「就労能力、働く意欲があるが、生活上の困難によっ

て働けない人々」である。

生活上の困難は、経済的困難、長期失業、家庭問題（ 、子育て、介護など）、健康・

ボーダーの障がい、社会的孤立など様々である。このため、就職困難者には生活困窮の側

面を持つ人も少なくない（上記テキスト 頁） 。その属性は、就労経験の少ない若者

（就職氷河期世代含む）、失業・無業の期間が長い成人年齢層、高年齢者、単親世帯の母親・

父親、障がい者及びその可能性のある人、外国人、不安定就労で働くワーキング・プア（働

く貧困層）など多様である。大阪府が 年に発表した「地域就労支援方策検討調査（報

                                                   
雇用対策法施行規則第６条の２などに規定される就職困難者は、「身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者、母子家庭の母等、父子家庭の父、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者など」。

雇用保険法施行規則 条などに規定される就職困難者は、「 歳以上の者、身体障がい者、知的障が

い者、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者など」。本報告書で扱う「大阪府地域就労

支援事業」における就職困難者は、「障がい者、母子世帯の母親、中高年失業者、就職希望の若者、同和

地区住民など」で、一方に、社会的な孤立（対人関係をうまくつくれない、さまざまな生活支援の仕組み

へのアクセスの方法を知らない）と貧困に直面している人々がいる。他方に、現在は貧困ではないが引き

こもりやさまざまな精神障がいなどを持っているため経済的自立を果たせないでいる（将来に貧困に陥

る可能性のある）人々がいる。共通する課題は、低学歴、継続性のない（転職経験が多い）職歴、学卒後

長期にわたって働いた経験がないことなど（資格と職業能力の欠如）によって、安定収入の仕事に就けな

いでいることである。具体的には、ハローワークに通ったが仕事が見つからない人々、ハローワークに行

って、かえって自分に自信を持てなくなってしまうなどの状況がある 内田龍史・李嘉永（報告）、福原宏

幸（座長）「大阪地域就労支援事業相談者の貧困と社会的排除－調査報告から（貧困研究会第 回研究大

会 大阪市立大学 年 月 日）」 頁 。

テキストの名称は「地域就労支援事業の意義と地域就労支援コーディネーターの役割」。講座は、毎年、

大阪府地域就労支援センターの就労支援コーディネーターを対象に、福原宏幸氏（大阪市立大学名誉教授）

を招聘して開催される。

同テキストでは、広義の生活困窮者を住民税非課税世帯の人ととらえ、その数は全国で約 万人、

国民の に相当すると考えられ、相対的貧困率約 ％に近い割合であることに言及されている。
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告書）」では、「就職困難者」と「学卒無業者」の両方を「就職困難者等」と定義し、この

定義は国の定義よりも幅広く、就労阻害要因が多く生活緊急度や切実度が高い人が想定さ

れている（図表１－２－１）福原 頁 。既に 年頃から多様な就職困難者

が想定されていた。

また福原は、上記のテキストの中で、就職困難や生活困窮さらには社会的排除の要因と

して、①もって生まれた特質、②子ども期の家庭環境や教育の影響、③若年期・成人期の

家族や職場・仕事などとの関係、④社会的制度があることを指摘し、就職困難者の実像に、

低学歴や資格非保有、育児や介護を必要とする家族の問題、心身の障がいや高齢化、貧困、

継続性のない離転職の繰り返しなどの状況がみられることを指摘している 。

このように、就職困難者の属性と就職困難の要因は様々であるが、働く意欲の醸成や生

活上の困難に対する社会的な支援が必要である点は共通している。

図表１－２－１ 就職困難者等

働く意欲・希望がある：就職困難者 就労意識が希薄：学卒無業者

障がい者 高卒未就職者

母子家庭の母親 フリーター

中高年齢者 中途退学者

同和地区出身者 その他学卒無業者

その他（外国人市民、父子家庭の父

親、上記以外の 歳の者）

出所：福原 頁。

就職困難者は、様々な背景や要因がみられるため、その範囲や規模を明確に定めること

は難しい。また、失業者、無業者、不安定就業者のいずれにも含まれていると考えられる

ため、複数の資料やデータに依拠して多面的にみていく必要がある。特に、新型コロナ感

                                                   
「大阪府地域就労支援事業における就職相談者実態調査」 ※ では、就職困難者に５つの就労阻害要

因（①低学歴や資格非保有、②育児や介護を必要とする家族の問題、③心身の障がいや高齢化、④貧困、

⑤継続性のない（転職経験が多い）職歴の繰り返し）がみられることが明らかにされ、相談者 ※ は重

層的に困難を抱えた層であることが確認された。

※ 就職困難者が抱える不利な条件や困難を明らかにする目的で、相談者の属性や相談内容、各種支援

事業を通じた就職への移行状況、就職にかかわる課題･志向などの調査が行われた（ 年 月から

年 月に実施）。地域就労支援調査研究会（福原宏幸代表・清水隆夫・李嘉永・内田龍史）によっ

て、大阪府内各市の地域就労支援センターならびに プラザ （ 歳以上を対象とした大阪府

の地域就労支援センター）の就職担当者を通じて就職相談者に調査票を配布し、郵送にて無記名で大阪市

立大学福原研究室に返送してもらう方法で実施された。回収サンプル数は で、うち有効サンプル数

は 。

※ 回答者属性は、年齢は平均年齢 歳、性別は男性 ％・女性 ％、主な学歴は「高卒」

が ％で 歳未満の若年層の ％が「中卒」、 ％に心身に障がいあり、 ％が生活保護を

受給。
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染症の拡大の影響などに伴い、足下の雇用情勢が厳しければ、就職困難者が就労できる環

境は厳しくなる。以下では、政府統計等から大阪府の就職困難者にかかわると考えられる

状況をみていく。

第一に、景気停滞下における新型コロナ感染症の拡大により、景気と業況の長期の落ち

込みが懸念される。景気動向指数 府が毎月公表 のＣＩ一致指数 景気の現状を把握する際

に用いられる の推移から、景気停滞下での新型コロナ感染症拡大の経済的影響はより甚大

で、リーマン・ショック時より景気動向指数の落ち込みは急激 月に大きく落ち込んだ

であった。 月は休業要請が緩和された影響 政策的支援効果も想定 などもあり前月をわ

ずかに上回ったが、景気立ち直りの見通しはまだみえず リーマン・ショック時は半年から

か月後に底を打ち立ち直りに向かった 、今後の景気と業況の動向を注視し続ける必要が

ある（図表１－２－２）。

出所：「大阪府景気動向指数」（ 一致指数）。

注：各事象の発生時点を０か月の位置におき、各事象発生後の変化をみている。

第二に、上記の景気と業況の推移に伴い、倒産・廃業の増加や雇用調整が進む可能性が

ある。大阪府景気観測調査 府内企業 社が対象、四半期毎実施 では、営業赤字企業

の割合が、 年は 年よりも高い割合で推移し、 年が 台であったのに

対し、 年は 月期と 月期に営業赤字企業の割合が ％を超え、 月

期も低下したとはいえ、前年同期の割合を大きく上回る ％の水準である。また、

年末から 年初めにかけて新型コロナ感染者が急増したことに伴い、景気と業況が再

び悪化する可能性もあるため、今後、倒産・休廃業の増加や雇用調整が進み（ 年

月の雇用調整の実績のある事業所の割合は ％で、 月の ％より５ポイント低下

したものの、前年同期の ％よりも高い水準にある／厚生労働省｢労働経済動向調査

図表１－２－２ 大阪府景気動向指数（一致指数）の推移

か月

（ 年＝ ）

（ 年 月）

新型コロナ（ 年１月）

リーマン・ショック（ 年 月）

東日本大震災（ 年 月）
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（ 年 月）｣）、失業者・休業者が増加することも予測される。引き続き、倒産・廃

業の推移を注視する必要がある状況が続いている（図表１－２－３）。

図表１－２－３ 大阪府景気観測調査における「営業赤字」の企業の割合
年 年

月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期

大企業

中小企業

製造業

非製造業

全企業

業況判断 －

出所：大阪府「景気観測調査」。

注：業況判断はＤＩ値（「上昇」－「下降」企業割合；各期の実績見込みとして前期比、季節調整済）。

第三に、失業者・休業者・事業主都合離職者等の推移を注視する必要がある。完全失業

率（労働力調査）は、新型コロナ感染症の拡大後は上昇しており、大阪府の水準は全国や

近畿よりも高く、男女ともに４％前後の水準で、男性は 月に大きく上昇し、女性は

月に大きく上昇した。府の 年７ ９月の完全失業率は ％に上昇し、 ６月の

％より高い水準になり、完全失業者数 万７千人 は前年同期比 ％・ 万 千

人増加した。 年 月の雇用保険の受給者実人員は、 か月連続で前年同月比を上

回って増加し、 年 月以降は前年同月比２けた増（ 月 ％→ 月 ％→

月 ％）で増加している。なお、各機関による完全失業率の予測は 年 月を

ピークに改善すると予測されているものの 、ここにきて新型コロナ感染症が拡大したこと

により、改善の予測は不透明な状況になっている（図表１－２－４）。

図表１－２－４ 完全失業率・完全失業者の推移
男女（％） 男（％） 女（％） 完全失業者（千人）

大阪府 近畿 全国 大阪府 大阪府 大阪府（男･女）

年 月 （ ･ ）

月 （ ･ ）

月 （ ･ ）

月 （ ･ ）

年 月 （ ･ ）

月 （ ･ ）

月 （ ･ ）

出所：総務省統計局「労働力調査」、大阪府総務部統計課「労働力調査地方集計結果 大阪の就業状況」。

                                                   
（厚生労働省 足下の雇用・失業情勢や働き方等の変化をめぐる状況等について（参考資料））
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完全失業者の増加などを背景に、役員を除く雇用者数（職員・従業員）は、正規が前年

同期から ％・ 万 千人増加したのに対し、非正規は ％・ 万 千人減少し、

非正規の雇用形態への影響が大きい。

休業者数は、 年 月には 月から 千人の大幅増加となり、 月には

千人に減少したものの、前年同期から ％・ 万 千人増加した。そして、女性

の休業者の減少幅が男性よりも小さい状況がみられる。

国の 月の休業者は、 月の 万人から 月に 万人に減少したが、休

業の理由をみると、「勤め先や事業の都合」が休業者の 分の （ ％）を占め、

月の ％より低下したものの依然として高い割合である。このため、休業者の失業や非

労働力化に注意する必要がある （図表１－２－５）。

図表１－２－５ 大阪府の就業者数・休業者数
就業者（千人） 役員を除く雇用者（千人） 休業者（千人）

男女計 男 女 正規（うち男） 非正規（うち女） 男女計 男 女

年１ ３月 （ ） （ ）

４ ６月 （ ） （ ）

７ ９月 （ ） （ ）

月 （ ） （ ）

年１ ３月 （ ） （ ）

４ 月 （ ） （ ）

７ ９月 （ ） （ ）

出所：総務省統計局「労働力調査」、大阪府総務部統計課「労働力調査地方集計結果 大阪の就業状況」。

第四に、直近の有効求人数、有効求職者ともに増加の傾向がみられるものの、厳しい雇

用環境である。直近の 年 月の大阪の労働市場は、有効求人倍率が 倍（正

社員は原数値で 倍）で、有効求職者数は失業者の増加に伴い ヵ月連続増加し

人となった。また、雇用情勢の先行指標となる新規求人倍率は ヵ月ぶりに上

昇し 倍となり、新規求職申込件数は ヵ月ぶりに減少した。有効求人数（繰り越さ

れた求人数＋新規求人数）が ヵ月連続で増加し、新規求人倍率が 倍超の水準で推移し

ているのは好材料といえるが、新規求人数そのものは 月を底に回復途上にあるものの、

コロナ感染症前の 月に比べると ％程度少なく、企業の雇用抑制が引き続きみられる

中、有効求職者数の増加に伴い、当面雇用情勢は厳しい状況が続くと考えられる（図表１

－２－６）。

                                                   
全国の休業者数の月次の推移をみると（大阪府は月次の推移データがないため、参考として全国の推移

を確認）、 月 万人（前年１７７万人）→ 月 万人（前年 万人）→ 月 万人（前年

万人）→ 月 万人（前年 万人）→ 月 万人（前年 万人）→ 月 万人（前

年 万人）→ 月 万人（前年 万人）→ 月 万人（前年 万人）／労働力調査（基

本集計））。
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図表１－２－６ 大阪府の雇用情勢

有効求職者数 有効求人数 有効求人倍率 新規有効求人倍率
有効求人倍率

（全国）

年 月

月

年 月

月

月

月

月

月

月

月

９月

月

月

出所：大阪労働局「大阪労働市場ニュース（令和 年 月分）」、厚生労働省「職業安定業務統計」。

また、態様別の新規求職申込件数（全数）をみると、２か月ぶりに前年同月比マイナス

となったが、そのうち事業主都合離職者は か月連続前年同月比プラスで増加しており、

在職者、自己都合離職者、無業者とは異なる動向で推移している。求人数と求職者数の全

般的な推移は低調ではないが、就職支援機関等で、休業期間の長期化や勤め先企業への将

来不安などから求職活動を開始する動きがあることも聞かれることから、引き続き雇用環

境を注視する必要がある（図表１－２－７）。

図表１－２－７ 新規求職申込件数の状況（態様別・原数値）

月 月 月 月 月 月 月 月

新規求職申込件数

（前年同月比：％） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ）

在職者
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

離職者
▲ ▲ ▲

うち事業主都合離職者

うち自己都合離職者
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

無業者
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

出所：大阪労働局「大阪労働市場ニュース（令和 年 月分）」。

注：パートタイム関係取扱数を含み新規学卒者を除く。在職者以下はパートタイムを含み季節労働者を除

く常用。

第五に、雇用吸収力の高い職業と求職者のマッチングでは職業の啓発や訓練も重要であ

る。 年 月の職業別の求人・求職状況をみると、サービス、専門技術、介護関連
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※専門技術およびサービスのうち介護関連の職業の合計 、輸送・機械運転、建設・採掘、

保安などの職業は人材が不足している。職業と求職者のマッチングでは、専門的な技能を

必要とする職業もあり訓練を行うことも必要になる。また、求職者に対し職業転換の必要

性を啓発する必要もある（図表１－２－８）。

図表１－２－８ 職業別求人・求職状況（ 年 月）
職業 有効求人数 人） 有効求職者数 人 有効求人倍率 倍

サービス

専門技術

介護関連

運搬・清掃等

販売

事務

生産工程

輸送・機械運転

建設・採掘

保安

管理

職業計（パートタイムを含む常用）

出所：大阪労働局「大阪労働市場ニュース（令和 年 月分）」。

第六に、当面厳しい雇用情勢が続くと考えられる中で、労働市場において求人（職業）

と求職者のマッチングのバランスがとれず労働需給のミスマッチが生じると、失業者、休

業者、無業者が増加することも懸念され、その状況が長期化すると、生活上の困難（９頁

で言及）を伴う就職困難者が増え、非労働力化する可能性もある。生活上の困難が大きい

就職困難者は、景気や業況の回復の影響を受けにくい面もあるため、社会的な支援によっ

て、多様な就職困難者（図表１－２－９、 ）が非労働力にとどまらないようにすること

が一層求められる。

図表１－２－９ 大阪府の雇用関係指標の推移

就業状態、主な活動状態 年平均 年平均の構成比 年平均 年平均

歳以上人口（千人） －

労働力人口（千人） 歳以上人口の ％

就業者 労働力人口の ％

・従業者 労働力人口の ％

・休業者 労働力人口の ％

完全失業者 労働力人口の ％

非労働力人口（千人） 歳以上人口の ％

・通学 非労働力人口の ％

・家事 非労働力人口の ％

・その他（高齢者など） 非労働力人口の ％

出所：総務省統計局「労働力調査」、大阪府総務部統計課「労働力調査地方集計結果（年平均）」。
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図表１－２－ その他の雇用等関係指標
事項 区分 年平均 年平均 年平均 年平均

失業者（大阪府）
大阪府総務部統計課「労働

力調査地方集計結果（年平

均）」

歳（千人）

歳

歳

歳

歳

歳以上

非労働力人口「その

他」（「通学」と「家

事」を除く）の数（大

阪府）
大阪府総務部統計課「労働

力調査地方集計結果（年平

均）」

歳（千人）

歳

歳

歳

歳

歳以上

年 年 年 年

フリーターの数

（全国）総務省統計局「労
働力調査（詳細集計）」

歳（万人）

歳

若年無業者の数

（全国）
総務省統計局「労働力調査

（詳細集計）」

歳（万人）

歳

歳

歳

歳

合計

破産件数 新受件数 大阪）

自己破産申立件数 自然人（全国）

年 年 年 年

ホームレス数 厚生労

働省「ホームレスの実態に関す

る全国調査（概数調査）結果」

大阪府 人 人 人 人

全国 人 人 人 人

低所得者（保護率）
厚生労働省「被保護者調査」

大阪府計 ％ ％ ％ ％

全国 ％ ％ ％ ％

年 月末現在 年 月末現在 年 月末現在

身体障がい者手帳所持者数（ 歳以上、大阪府） 人 人 人

療育手帳所持者数（ 歳以上、大阪府） 人 人 人

精神障がい者保健福祉手帳所持者数（大阪府） 人 人 人

年 年 年 年

単親世帯
国勢調査

母子世帯 大阪府

父子世帯 大阪府

ひきこもり（全国）
内閣府「生活状況に関する

調査」

（ 年の調査から）調査対象満 歳から満 歳までの広義のひきこもり群の出現率は

％で推計数は 万人（狭義のひきこもり群の推計数は 万人）。（ 年の調査か

ら）調査対象満 歳から満 歳までの広義のひきこもり群の出現率は ％で推計数は

万人（狭義のひきこもり群の推計数は 万人）。
※狭義のひきこもり：「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける＋「自室からは出るが、家からは出ない 又は 自室からほとんど出な

い」に該当。広義のひきこもりは、これに「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」が加わる。

出所：（表中に未記載の出所）裁判所「司法統計（年報）」、大阪府福祉部「市町村別身体障がい者手帳・療育手帳・精神障

がい者保健福祉手帳所持者数一覧」。

                                                   
歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、①雇用者のうち「パート・アルバイト」

の者、②完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、③非労働力人口で、家

事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・ア

ルバイト」の者（総務省統計局「労働力調査」）。

歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者（総務省統計局「労働力調査」）。
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３．就職困難者の就労支援

先述のように、日本で多様な就職困難者の支援の必要性が認識されるようになったのは、

厚生労働省が『社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告

書』を公表した 年頃が一つの契機だと考えられる。また、 年代に就職氷河期

に端を発する無業の若者への着目が契機であるとの指摘もある 阿部 。

就職困難者は、労働市場に参入して主体的に求職活動を行うことが難しく、労働市場や

雇用情勢が改善した場合でも、その好影響を受けにくいとも考えられる。生活上の困難を

複数抱えるケースもあり、各求職者の状況に適した伴走型の支援が求められることも多い。

職住近接で就労を希望する人も少なくないため、企業・事業所の立地などの特性や地域性

が、求職者の就労可能性を狭めることも考えられる。このため、就職困難者の就労支援で

は、各求職者の状況と必要な支援を適切に見極めるソーシャル・ワーク の要素が求めら

れる。また、自治体には、地域に存在する資源を発見しそれを有効に活用する観点から、

地域に密着した就労支援と仕事の創出のバランスを図りながら政策を策定し実施すること

が求められる。このため、労働政策、産業政策、福祉政策の各領域を関連付け、関係組織

と連携しながら支援体制を構築し実施することが重要になる。

大阪府では、「地域就労支援事業」「生活困窮者自立支援事業の就労準備支援事業」「生活

保護受給者等就労自立促進事業」の各制度を中心に就職困難者の就労支援が行われている

（図表１－３－１、２） 。各事業の対象者は、就労を阻害する要因やその背景にある生

育歴などで対象者層が重なるケースがみられる一方、就労自立以外の日常生活自立や社会

自立に向けた支援の必要度の違いなどにより、各制度の対象者層が異なるケースもある。

本調査でみていく地域就労支援事業は、上記の３つの事業の中では、一般的に、就労準

備性が高まってきたと考えられる就職困難者が主な対象になり、日常生活自立や社会自立

に向けた支援の必要性は相対的に低いと考えられており、主に労働部局で所管されている。

一方、「生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）」と「生活保護受給者等就労自立促

進事業」では、就労以外の支援の必要性も大きいと考えられており、主に福祉部局で所管

されている。また、「生活困窮者自立支援事業の就労準備支援事業」と「生活保護受給者等

就労自立促進事業」が国の制度であるのに対し、３つの事業の中で最も早くに開始された

                                                   
国際ソーシャルワーカー連盟（ ）では、「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビー

イング）の増進をめざして、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワー

メントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、

人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理はソーシャルワークの拠

り所とする基盤である。」と定義されている。

このほか、特定の属性を対象とする支援として、若者を対象とする「地域若者サポートステーション」

（国の委託事業で府内に 箇所）、障がい者を対象とする「ハローワークの専門援助部門」、「地域障害者

職業センター」、「障害者就業・生活支援センター」、市町村によって開設された就職支援機関などがある

が、特定の属性に限定せず多様な就職困難者に対応しているのは「地域就労支援事業」、「生活困窮者自立

支援事業の就労準備支援事業」、「生活保護受給者等就労自立促進事業」の３つの事業だと考えられる。
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「地域就労支援事業」は、既に言及したように、自治体の主導による事業で、対象者の間

口をより広く設定し、各自治体の創意工夫を活かせる余地が大きい点などが特徴だと考え

られる。

図表１－３－１ 就職困難者の就労支援事業

地域就労支援事業
生活困窮者自立支援制度

（就労準備支援事業）

生活保護受給者等

就労自立促進事業

開始年
・ 年に和泉市と茨木市で

モデル事業を実施。

・ 年に全市町村で開始

・ 年 ・ 年

制度 大阪府の独自制度 国の制度 国の制度

管轄 主に労働部局 主に福祉部局 福祉部局

事業内容

・就労準備性が高まってきた段

階（日常生活自立と社会自立

に関する支援を終えた就労自

立に関する支援段階）の求職

者を対象に、就職に向けた資

格取得講座の実施や応募書類

の作成指導や面接対策を実

施。

・段階的支援≪①日常生活自立

に関する支援→②社会自立に

関する支援→③就労自立に関

する支援≫を行い、就職準備

性が高まったら、ハローワー

ク等と連携し、就職に向けた

応募書類の作成や面接対策等

の支援につなげる。

・就労準備支援事業と就労訓練

事業は任意の事業。

・ハローワークのチーム支援を

中心に、就職支援ナビゲータ

ーによる、①キャリアコンサ

ルティング、②職業相談・職業

紹介、③職業準備プログラム

（職場体験講習、職業準備セ

ミナー等）、④トライアル雇

用、⑤公共職業訓練・求職者支

援訓練等による能力開発、⑥

人手不足業種などマッチング

可能性の高い生活保護受給者

等向け求人の開拓などが行わ

れる。

特長

・対象の限定がなく間口が広い

（右記の生活困窮者以外の人

も対象）

・自治体の独自事業で、地域に

密着した丁寧な支援が可能。

・対象となる生活困窮者は、「現

在生活保護を受給していない

が、生活保護に至る可能性の

ある者で、自立が見込まれる

者」「就労の状況、心身の状

況、地域社会との関係性その

他の事業により、現に、経済的

に困窮し、最低限度の生活を

維持することができなくなる

おそれのある者」

・生活保護受給者、児童扶養手

当受給者、住宅確保給付金受

給者、生活困窮者等が対象。

・労働局・ハローワークと地方

公共団体との協定等に基づく

連携が基盤。地方公共団体に

おけるワンストップ型の就労

支援体制の整備として、地方

公共団体にハローワークの常

設窓口を増設。

拠点

・府内全市町村に相談窓口を設

置。設置方法は各市町村の裁

量に委ねられる。

・地域就労支援センターは府内

に 箇所（ 年度）。

・福祉事務所を設置する市町村

が設置（全市と島本町）※福祉

事務所を設置しない町村では

都道府県がその役割を担い、

子ども家庭センターに相談窓

口を設置。自立相談支援機関

窓口は府内に 箇所（

年 月 日時点）

問題点

・生活保護制度と対象の一部が

重複するが所得保障を欠く。

市町村の直営は少なく、委託

団体の運営次第では、全国一

律の水準を保つことは難しい

各事業の

関係性

相互補完・連携、相談窓口を一

本化して求職者支援を実施する

市町村も増加傾向

｢生活保護受給者等就労自立促

進事業｣ ハローワーク連携 と

の相違を把握しておく必要あり
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図表１－３－２ 生活困窮者自立支援制度と就労訓練事業

※自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給は必須事業。そのほかは任意事業

出所：厚生労働省公表資料「生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか」。
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４．地域就労支援事業

前節で、就職困難者の属性と就労を困難化する要因は多様で、求職者の特性を適切に見

極め、地域の支援機関や企業・事業者など様々な機関が連携して丁寧な支援を行うことが

重要だと言及した。その一つの取組みが「地域就労支援事業」である。同事業は、既に述

べたように、「地方分権一括法」と「改正雇用対策法」（ 年成立・ 年 月施行）

を背景に、「改正雇用対策法」の第五条「地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域

の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない」という地

方公共団体の努力義務の規定が嚆矢となり、地域の厳しい雇用環境と雇用に関わる労使団

体、福祉団体や人権団体との意見交換や協議なども契機になって創設された 福

原 頁 。

大阪府の地域就労支援事業は、「就労困難者の雇用、就労を支援するという住民福祉サー

ビスと密接な関連を有する事業」 田畑 頁 、あるいは「『地域』を基軸として、

福祉、人権そして教育などの施策との総合化として構築された事業」福原 頁

である。福原 によれば、地域就労支援事業は、国の「福祉から就労へ」の施策と連

動した地域主導で行われる就労支援で、当事者の主体性を尊重し、福祉、人権、教育など

の施策を総合的に活用することが前提になると考えられている 。その前提のもとで、政策

や制度の枠を超えて、各求職者に必要な支援や取組みが、地域の社会的資源を活用して進

められる（図表１－４－１、２）。

櫻井 も同様の認識を示している。地域就労支援事業を、社会参加を保障する政策

であり就労のための福祉を志向する政策であると評価したうえで、事業の特徴として、①

多様な就職阻害要因を持つ人を対象にしている、②地域就労支援コーディネーターが、単

なる就職相談や求人情報の提供にとどまらず、就労に影響を与える多様な相談も受けて、

必要な支援を提供している、③サービスの提供に関わる多様な部署や機関（自治体内部で

は労働、福祉、教育、人権等、外部ではハローワークや民間の関係機関）が、地域就労支

援事業推進会議・個別ケース検討会議に参加しているという 点をあげ、同事業が、「就

労支援を入口に社会的な包摂（社会参加の保証）を実現する政策」だとの見解を示してい

る。

図表１－４－１ 地域就労支援事業の特徴

地域就労支援事業は、自治体による幅広い就職困難者を対象にした就労支援プログラ

ムとして、「国が進める『福祉から就労へ』の施策と連動しつつ、地方自治体の新たな独

自の取り組み」として推進され、なかでも、大阪府と府内市町村による「地域就労支援

事業」は先駆的な取組みとされる。そして、同事業は、「政府主導の雇用政策と異なり、

『地域』を基軸として、福祉、人権そして教育などの施策との総合化として構築されて

いった」。また、「これまでの福祉政策や雇用政策のように規準によって人を区分けする
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のではなく、個々の当事者の阻害要因やニーズを把握し人にあわせて制度を活用するこ

とが求められている」（政府の規準ではとらえられない事象や人に対応）。「当事者の主体

性を尊重してなされること、そして就労を妨げている様々な要因を雇用や福祉などの自

治体各担当部署・制度と地域のもつ社会的資源を総合的に活用しながら進められる。す

なわち、政府のワークファーストに対し、地域就労支援策は『就労のための福祉』

（ ）を提起したものであると考えられよう。このことから、地域就労支

援事業は、政府によるワークフェア政策に対して『もうひとつのワークフェア政策』を

対置しようとするものといってよい」。

出所：福原 頁。

具体的な支援は、「地域就労支援コーディネーター」が中心になって行われる（図表１－

４－３、４）。地域就労支援コーディネーターは、大阪府が実施する養成講座を修了する必

要があり、就労を困難化している要因の見立て、個別検討会議などでのサポートプランの

作成、ハローワーク等への誘導や必要に応じて企業に対して見学・体験や就職を依頼する

などの支援を行う。前出の「市町村就職困難者就労支援担当職員（就労支援コーディネー

ター）養成講座（ 年 月 日）」のテキストの 頁及び福原 頁

には、地域就労支援事業の意義（特徴）ないし地域就労支援コーディネーターの役割とし

て以下の各点があげられる。コーディネーターの活動は、｢就労のための福祉

｣の提起を前提に、当事者の支援に必要な関係機関と連携し、それぞれの事業の組み

合わせ・調整を行うケアマネジメントの活動で、斡旋中心の就職相談ではなく、当事者の

側に立って、共に仕事探しをする姿勢と活動が求められることが指摘されている。そして、

就労に至るプロセスの構築に取り入れられた手法は、同和地区での実践と障がい者雇用支

援の取組み、すなわち、「できること」に注目した支援、補助付き雇用とジョブコーチの仕

組みの実践である。

【コーディネーターの支援・役割】

■「相談」を軸にした支援：同和地区隣保館 での総合相談の中で培われてきた「相談」

という概念と、「コーディネーター」（調整）を軸とする相談・支援のスキーム。

■「当事者中心のスタイル」：コーディネーターは、当事者の支える側との深い信頼関係を

つくることが必要であり、当事者のニーズや思い、自己決定への十分な配慮が求められ

る。当事者の主体性を尊重する視点が求められる。

■「寄り添い」型の支援：当事者を支える「付き添い活動」で、就職にいたるまでの継続

的、包括的な独自の支援の枠組みを構築。

                                                   
「地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンタ

ーとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う」ことを目的に設置

される。（全国隣保館連絡協議会ウェブサイト ）
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■「専門性」：適宜必要な専門的情報を提供する福祉と就労の専門家としての活動。

上記の特徴を持つ大阪府の事業は、全国的に先進的な取組みとされ、その後、各地に広

がりをみせたが13、一方で各自治体間の取組み状況に差がみられるなどの課題も指摘され

ている[福原,2018;仲,2020]14。このほか、他の就労支援制度との重複可能性の指摘は、

2005年に開始された「生活保護受給者等就労自立促進事業」の事業スキームとの類似（施

策の重複問題）である。同事業の対象やスキームが、「福祉から就労へ」と国の政策理念や

戦略が変化する中で、市町村の福祉事務所とハローワークのコーディネーターによる個別

面談やケース会議を経て支援メニューが作成されハローワークに誘導することなどが似て

おり 、両事業の関係を整理する必要がある。しかし、佐口[2006:29 頁]は、地域就労支

援事業の対象層の多様性・窓口の広さを生かしていける可能性（必要）があることにも言

及している。「生活保護受給者等就労自立促進事業」と「地域就労支援事業」では、対象者

の一部が重複する可能性があるが、地域就労支援事業には生活保護受給者を含むより多様

な対象者層に対応でき、支援の間口が広いなどの特長がある。また、働くことを困難化し

ている要因に丁寧に対応していく必要性はあるが、就労を目的に掲げていることで、企業・

事業所などの理解や協力を得やすい側面もある。さらに、福原[2007]は、担当部署及びそ

の担当者の連携によって、「不利をかかえる就労可能な人びとに対する支援の選択肢が広

がり、補完的な事業を展開できる可能性」がある点を指摘している。

13 和歌山県では、2005年の「和歌山県就労ナビゲート事業補助金」の創設を受けて、和歌山市（2005

年）、湯浅町（2006 年）、新宮市（2007 年）で事業を開始。滋賀県では、湖南 4 市（草津市、守山市、

栗東市、野洲市）が 2006 年に事業を開始。神奈川県では、藤沢市（2004 年）、相模原市（2005 年）、

川崎市（2007年）が事業開始。さいたま市は、2007年３月に「さいたま市雇用対策推進計画」を策定

し就労支援機関の設置を計画など。このほかにも、総合入札制度や指定管理者制度の導入などによる就職

困難者の雇用確保、民間非営利組織による地域での就労支援の取組み、ハローワークと各市町村の共同に

よる職業相談など、自治体による新たな就労支援事業が同時期に開始され拡大した[福原,2007:218頁]。
14 例えば、福原[2018]では、相談件数や就職率等の成果が市町村間で大きく違う、就職率の上昇だけで

なく就職につながらなかったケースの検討の必要性、就職後の仕事の質と継続についての検証の必要性、

福祉担当部署との連携の重要性、地域における雇用先の開拓（地域の中小企業との関係づくり）、就労体

験や訓練の課題への対応として国や他の制度の活用と連携の必要性などの課題があることを指摘してい

る。
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図表１－４－２ 就職困難者の支援と地域就労支援政策への経過（国と大阪府の動き）

1999年：「地方分権一括法」と「改正雇用対策法」の成立（2000年 4月施行）。「改正雇用対策法」

（地方公共団体の施策）第五条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労

働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない（努力義務規定）。大阪府では、自立・

就労支援方策検討委員会設置（大阪府が、「地対財特法（地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律）」の失効後の新たな就労支援策の創造をめざす）。2000年に「地域就労支援

事業検討委員会」に改称され、2002年に「地域就労支援事業推進協議会」に改称された

2000年：大阪府の自立・就労支援方策検討委員会が『調査報告書：地域就労支援事業（仮称）の創設』

を発表（同和地区住民のほか多くの就職困難者を支援する、人権の観点からの就労支援と当事者中心

主義の就労支援、大阪府同和地区で実施されてきた就労支援のノウハウを生かすという３つの視点

から地域就労支援事業を提起）。大阪府の和泉市と茨木市でモデル事業と実態調査（～2001年）

2001年：改定地域雇用開発促進法施行（雇用計画策定を促す）（10月）。「地域就労支援方策検討調査

（報告書）」を発表（対象となる「就職困難者等」を定義。国に比べると対象者は幅広い）

2002 年：大阪府内 19 市町で地域就労支援事業を開始。「地域就労支援事業検討調査報告書」、「大阪

府労働施策の基本方向」を発表

2003年：職業安定法改正（無料職業紹介業務の実施が可能に）。自立・就労支援方策検討委員会が「地

域就労支援事業（仮称）の創設」を提言。大阪府内 37 市町で地域就労支援事業を開始

2004年：大阪府内 44全市町村で地域就労支援事業を開始（2005年度から市町合併で 43市町村）

2005年：生活保護受給者等就労支援事業開始（市町村の福祉事務所とハローワークのコーディネータ

ーによる個別面談やケース会議を経て支援メニューが作成され、ハローワークに誘導・地域就労支援

事業とスキームが類似している点（施策の重複問題）の指摘は、2006年当時からいわれてきた（佐

口,2006:29頁）→地域就労支援事業には、多様な対象者層に対応できる、支援の間口が広いなどの

特長があるとも考えられる。阻害要因に丁寧に対応していく必要性はあるが、就労を目的に掲げてい

ることで、企業などの理解や協力を得やすい側面もある。大阪府独自の「JOBプラザ OSAKA」を開

設（地域就労支援事業をバックアップする目的で、相談事業と無料職業紹介事業を開始）

2007 年：地域雇用開発促進法改正

2008 年：地域就労支援事業の市町村補助金を経費の半分補助から他の補助金対象事業と統合して総

合相談事業交付金化の方針発表（配分は前年度実績に基づく）

2009年：大阪府地域就労支援事業が補助金事業から交付金事業化

2011年：豊中市、吹田市、箕面市の３市で、地域就労支援事業をベースにして、パーソナル・サポー

ト・モデル事業を開始

2013年：厚生労働省の生活困窮者支援モデル事業開始（全国 69地域）

2015年：生活困窮者自立支援制度実施
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図表１－４－３ 地域就労支援事業における就労実現までのフロー

（福原 ： 頁、おおさか人材開発人権センター ）

就職困難者等

↓

相談

↓

↓

（若年者の場合：事業への誘導）

青少年と日常的に接している機関等↓

相談

↓

市町村（事業主体）

地域就労支援センター

（市町村の直営または委託）
庁内の連携

大阪府

（事業運

営支援）

地域就労支援コーディネーター

○生活相談

○職業相談・カウンセリング

○職業適性検査

○サポートプランの作成

福祉 教育

関係機関

等：

地域企業

等 、各種

専 門 機

関 、能力

開発委員

雇用担当

セクション

人権 その他

個別ケース検討会議

ハローワ

ーク（雇

用・就労

へ向けた

協力）

個別支援メニュー

・能力開発事業

・就労体験事業

・講習・講座事業

・雇用・就労創出事業

・求人情報提供

・求人情報フェア

個別支援メニューの決定・実践

↓ ↓

↓

他の就労支援機関 就労支援ケース連絡協議会

障害者就業・生活支援センター、母子家

庭等就業・自立支援センター 等

↓

Ｃ－ＳＴＥＰ

大阪府人材雇用開発人権センター

人材開発養成事業

↓ ↓

雇用・就労の実現
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図表１－４－４ 地域就労支援の推進の５段階

（福原 ： 頁、地域就労支援事業検討会 ）

（コーディネーター）

当事者を支える「付き添い活動」

福祉と就労の専門家としての活動

（就職困難者等）

第１段階 Ⅰ．相談・調整 ・信頼関係を構築→「当事者の主体性」を尊重

・「相談カード」を活用→ニーズや就労阻害要

因を発掘

・必要に応じて複数回対応

・関係部署や地域団体と調整

相談・面接

第２段階 Ⅱ．情報提供 ・雇用・就労及び福祉や教育にかかわる施策情

報を収集し提供

各種施策等活用

第３段階 Ⅲ．企画・立案 ・サポートプラン（支援目標、目標実現への道

筋、就労阻害要因克服の方法）を作成（「主

体としての当事者」への情報提供と「相談」

を繰り返し、コーディネーターと当事者が一

緒に組み立てる。就労以外の阻害要因がある

場合は、庁内関係部署や専門性を持つ関係諸

機関の参加を得て「個別ケース検討会議」を

開催）

（希望・要望）

第４段階 Ⅳ．実施・遂行 ・助言、バックアップの支援活動、励まし

・ハローワークでの求職活動、各種求人機関へ

の応募

・コーディネーターによる、ハローワークや事

業者の訪問、継続的日常生活支援における関

係施設や民間支援施設への働きかけ、職場環

境や技能に強い不安がある場合は人材開発

養成事業（おおさか人材雇用開発人権センタ

ー（ ） ）などに誘導

実施

第５段階 Ⅴ．評価・レベルアップ ・就労の継続状況の定期的な確認。必要に応じ

て再度の就職活動など、当事者へのフォロー

アップ

・個々の支援ケースの集約、事業全体の効果測

定、問題点や新たな課題の発見

雇用・就労

※第３段階から第５段階は必要に応じてサイクルを回す

                                                   
（ ：一般社団法人おおさか人材雇用開発人権

センター／ 年に設立）は、大阪府や市町村、会員企業・団体と連携して、就職困難者等の人材養成

やマッチング事業等を実施している。就職困難者等は、市町村の地域就労支援センターを通じて、

の会員企業・団体等において、人材開発・養成（人材スキルアップ定期コース：障がい者を対象とする企

業見学・職場実習／人材スキルアップ随時コース／大阪府域支援学校等との連携）、就職マッチング（就

職マッチングへのエントリーと職場見学会／会員訪問／在職者の職場適応・定着支援／会員貢献度評価

顕彰）、就職情報発信・研究開発（広報・情報提供／研究会・研修会の開催／会員情報の収集）、ネットワ

ーク構築等（市町村・「地域就労支援センター」との連携）／一般財団法人大阪人権協会との連携／一般

社団法人ヒューマンワークアソシエーション「 サポ」との連携／有限責任事業組合大阪職業教育協働機

構（ ´ ）との連携、その他（平和・人権・福祉に取り組む活動への協力等）等の各事業が行われる。
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５．先行調査研究にみる地域就労支援事業

大阪府の地域就労支援事業は、全国に先駆けて始められた地域主導の労働政策であるこ

とから研究者の関心を集め、複数の先行調査研究がある。本節では、これらをもとに、地

域就労支援事業の意義と課題をみていく。先行調査研究の多くは、事業の生成から現在ま

での変遷過程に着目し、事業の意義と課題を導き出そうとしている。

佐口 は、地域就労支援事業を「地域開発や個々の雇用政策とは区別される地域雇

用政策と呼びうる内容に到達したといってよいだろう」と評価している。佐口によれば、

雇用・生活問題が、地域雇用政策を本格化（就職困難者への就業支援策の体系化）させる

契機となり、大阪雇用対策会議の「大阪地域における雇用の創出・確保推進策」（ 年）

が提起され、この経過は、緊急地域雇用特別交付金や緊急地域雇用創出特別基金（事業）

に依存する面が大きく（ 頁）、 年の改定雇用対策法のもとで「国からの誘導の産

物である側面が強かった」（ 頁）ものの、就業困難者を支援する自治体独自の地域雇用

政策の発展につながっていったとしている。その背景として佐口は３点指摘している。

第一に、日雇労働者が多く住むあいりん地区対策者事業等の経験や同和地区の存在が、

雇用施策と福祉施策を融合させた施策につながる性格を有していた。第二に、「行政の福祉

化」（府政のあらゆる分野を福祉の視点から総点検する）の理念で、具体例は「総合評価入

札制度」で、福祉関連団体の活動の積極性も一背景である（ 頁）。第三に、「労働行

政地域総合システム」の構築（ 年度から）による、労働行政の浸透である（細分化

された労働行政の窓口を統合）。第四に、地域雇用政策の生成と深く関わった大阪府雇用推

進室の動きである。そして、「地域就労支援事業」は、「地域・雇用・福祉の三要素を結合

させた象徴的な事業」 佐口 頁 で、「働く意欲や希望がありながらも、就業を阻

害する要因を抱えている層（就職困難者）を対象に、市町村が主体となり、ハローワーク

等地域の関係機関が実施するものも含め、雇用・福祉等関連施策を総合的に活用して、そ

の就業を支援していくことを目的とした事業」と、就労の名称にとどまらない総合的な政

策と捉えている。

大谷 は、就職困難者という表現について、就労を望みながら就職できていない状

態を個人の原因に求めるのではなく、社会的理由で雇用・就労から排除されている人とい

う側面を強調し（ 頁）。市町村が雇用・就労政策を展開する意義として、総合的な施策を

展開できる、一人ひとりに適した対応ができる、身近な生活圏での支援ができるメリット

がある点を指摘する。その一方で、市町村間の格差の拡大について、無料職業紹介事業の

取組みの有無、自治体によって担当部課が人権、雇用・就労などの違いがあること、コー

ディネーターの力量、諸機関との連携の状況などが背景にある点を指摘し（ 頁）、

人権問題としての雇用・就労政策の必要性を提案している。

その後の研究でも、就労支援事業の総合性やその意義および必要性を指摘する見解がみ

られる 大阪市政調査会編 五石 ほか 。大阪市政調査会編 では、地域

社会と自治体が担うセーフティネットの重要性とその構築が重要であると指摘している
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（ⅵ-ⅷ）。五石[2014]は、自治体による就労支援の必要性について、初期工業化から工業

化段階（戦後から 1980年代）と脱工業化段階で就労支援のあり方が異なり、前者では学

卒者の均質的な若年労働者が、職業安定所や学校の進路指導担当から企業に割り振られる

広域で行われる傾向があるのに対し、後者（支援が実施され始めたのは 2000年以降）で

は、非正規、長期失業、求職意欲喪失など個人が抱える事情が多様で個別的であることか

ら、コミュニティの範囲内で実施される傾向があるため、中央政府でなく自治体が実施す

ることが適切だと指摘する（21-22 頁）。そして、自治体の就労支援の課題としては、関

連する行政組織の再構築（大谷[2008:27]もこの点を指摘）とキーマンになる人材である

点を指摘する。

上記のように、地域就労支援の意義を評価する先行研究は多い。しかし、2003 年の事

業開始から（全市町村では 2004年から）約 18年経過後も、引き続き事業の動向を注視

する必要があるとの言及もみられる。例えば、櫻井[2014]は、自治体による就労支援事業

は「まだ着手されたばかりの新たな公共サービスの領域」で（210頁）で16、継続的にそ

の内実を検証し、より良い政策展開の方向性と方策を見出していく必要があると言及して

いる。

また、筒井[2016]によれば、就労支援事業は「計画段階の想定にしたがって淡々とニー

ズに対応していくものではなく、そのつど顕在化する多様なニーズへの対応態勢・方法を、

関係者の見解の相違も含め再構造化しながら進める営み」である。そして、事前の事業調

整よりも、途中の事業調整に大きな比重がかかった「動く企画」で、就労支援事業は、制

度・政策と社会運動とが交錯しうる場で、受託組織は、制度・政策の限界や課題を見出し、

オルタナティブな意味を生み出しうる存在である（53頁）。さらに、「就労支援には対話的

了解が必要」（59頁）で、それによって別の潜在的ニーズが掘り起こされ、「そのつど顕在

化する多様なニーズへの対応態勢・方法を、関係者の見解の相違も含め再構造化しながら

進める営み（動く企画）」（59頁）であるため、「途中の事業調整を行う意思と技量が、自

治体・受託者ともに求められ」（59頁）、「自治体と受託組織が協働的に事業を『つくり込

む』ことが肝心」（62頁）だと指摘している17。

地域に密着した就労支援は、雇用情勢悪化のもとでの国の緊急雇用創出基金事業が大き

な端緒になったとはいえ、自治体の裁量によるところが大きく、自治体の委託事業とその

事業の受託団体であるＮＰОや非営利組織など民間団体の取組みが先行しており、自治体

と民間団体との連携が主流である。これらの各点から、地域就労支援事業の動向を全般的

16 櫻井は、日本は諸外国より失業率が低く、2000 年代以降に若年無業者の長期失業が政策課題と認識される

ようになるまでは、労働市場の中での雇用の観点からの支援にとどまってきた点を指摘している。
17 筒井[2011]は、豊中市の事例から、①基礎自治体が雇用労政を充実させるには、時限付の外部複数財源

（国や府の補助金・交付金・委託金）をつなぎ合わせていかざるを得ない、②豊中市の雇用労政は総合的である、

③総合的雇用労政の理由は、就労困難者には福祉的な就労支援と基礎的な職業訓練が、中小零細企業には大

手なら当然の労務管理の構築・改善や、求人・採用への支援が必要だという認識に基づく、④それゆえ双方に「手

取り足取り」関与しており、誰が媒介者であれ、相当な時間を要する難事であるという 4つの知見を導いている。
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にみていくことと並行して、各地域の取組みの実態の差異や多様性をみていく必要がある。

櫻井 らは、地域就労支援事業に関する近年の調査 を通して以下の知見を得てい

る。第一に、就労者数を被説明変数とする分析から、就労支援事業に関する中長期の事業

計画を策定している自治体において、就労者数の多い自治体ほど、事業にあてる（自治体

の）一般財源が増えるほど就労者数が増加する関係がより強く、また、就労者の多い自治

体ほど一般財源が増える傾向が強く、両者の差が一層拡大する傾向がみられる。第二に、

相談件数の多さを従属変数とした質的比較分析から、相談件数の多さを最もよく説明する

要因の組み合わせが、①自治体無料職業紹介所（自治体独自の職業紹介機関）が開設され

ている、②国の交付金等を活用した事業を実施している、③他機関との間で事業全体に関

する協議を行っている、④就労体験や訓練を受け入れる機関を有しているという つの要

因で、特に、就労体験・訓練を提供する協力機関の有無が最も頑強な効果を持つ。第三に、

自由回答内容から、独自の訓練場所が用意できずに雇用システム（求人）につなぐことを

重視せざるを得ない自治体は、特に一般的な求人案件とのマッチングが難しい相談者の支

援に対して有効な策を打ち出せずに、事業の存続や意義についても危機感を持っている、

また、生活困窮者自立支援制度の実施に伴い、約 分の の自治体が地域就労支援事業と

の連携が強化されたと認識している一方で、 つの事業が有効に連携できておらず、地域

就労支援事業が消失することを危惧する自治体も存在することなどが明らかになっている。

そこには、 年に補助金から交付金化されたことにより、前年度の実績に基づいて配

分額が決定されるため、事業展開が市町村の裁量によるところが大きく、事業の意義や実

施体制のあり方を見直す必要性が高まった経緯がある。

６．小括

本章でみてきたことを総括すると、 年に開始された（全市町村では 年から）

地域就労支援事業は、当初から幅広い就職困難者を対象とし、地域就労支援コーディネー

ターが、地域の状況や資源と深い関わりを持ち、雇用・就労にとどまらず福祉や生活にか

かる施策をも必要に応じて包含しながら総合的な支援を行い、個別的な支援と各求職者の

状況に応じて十分な時間をかけて支援を行ってきた点に特徴がある。そうした中、

年に開始された生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業・就労訓練事業（任意事

業）は、雇用保険と生活保護の中間に位置付けられ、生活困窮者（就職困難者）の就労支

援の機能を持ち、地域就労支援事業の対象の一部と重なり合うケースもある。地域就労支

援事業と就労準備支援事業・就労訓練事業の両事業は、いずれも長期失業者に対する所得

保障がなく、欧州のように生活保障の点で万全なものとはいえないが、就労支援の観点で

は、自治体の主導と裁量による地域就労支援事業の現状を把握したうえで、任意事業であ

                                                   
櫻井純理 科学研究費助成事業研究成果報告書（地方分権化におけるアクティベーション政策のガバ

ナンス構造に関する研究）。 年 月に「大阪府・自治体就労支援事業に関するアンケート調査」を実施

（ 自治体のうち 自治体が回答）。
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る生活困窮者自立支援制度に基づく就労準備支援事業・就労訓練事業の取組みの広がりと

内実もあわせてみていく必要がある。阿部 が指摘する点、すなわち、「生活困窮者

自立支援の下では、『福祉から就労』への動きも認められるものの、そこでの就労支援は、

就労支援の多面性、柔軟性が乏しいといえる。ただ、生活保護の場合には、周知のように、

非稼働世代が多いため、就労支援の対象がきわめて限られており、今日、課題となる就労

支援政策の中心は、生活困窮者自立支援制度において考えてよいといえよう」（ 頁）とい

う言及からは、「就労支援の多面性、柔軟性」が、地域就労支援事業と生活困窮者自立支援

制度の相違をみていく際の一つの着目点になるとも考えられる。
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第２章 地域就労支援事業の現状－資料とアンケート調査結果を中心に

１．調査の概要

本章では、既存の関係資料（市町村地域就労支援事業に関する取組状況等（ 年度

の大阪府・市町村地域就労支援事業推進協議会ブロック会議資料）／市町村就職困難者就

労支援事業報告（大阪府・市町村就労支援事業推進協議会資料））と 年に実施した

アンケート調査の結果をもとに、大阪府地域就労支援事業の現状をみていく。

アンケ―ト調査は２種類実施した。各地域就労支援センターの就労支援コーディネータ

ーを対象に実施した、「地域就労支援センターにおける求職者支援に関する調査」（調査１）

の結果からは、各就労支援コーディネーターの視点を通して事業の現状・課題・展望、相

談者が有する課題（就労阻害要因）などをみていく。また、地域就労支援センターの相談

者・求職者を対象に実施した、「地域就労支援センターの求職者の仕事と生活に関する調査」

（調査２）は、相談者・求職者の仕事や生活に関する現状や今後の意向を把握する目的で

実施した。本調査は、就労支援コーディネーターの取組みや視点を通して「地域就労支援

事業」の現状を把握し、その結果を、事業効果を高める方策の検討に活かし、各市町村及

び各地域就労支援センター間で共有することを目的に実施した。あわせて、地域就労支援

センターの利用者の仕事や生活に関する現状や今後の意向なども把握し、その結果を、就

労支援事業の一層の充実につなげることを目的に実施した（図表２－１－１）。

次節からは、既存の調査・報告等の資料とアンケート調査の結果をみていく。

図表２－１－１ 実施した調査

調査１「地域就労支援センターにおける求職者支援に関する調査」

目的：各就労支援コーディネーターの視点を通して地域就労支援事業の現状を把握する

対象：地域就労支援センターの就労支援コーディネーター 名（回答数は ）

項目：１．地域就労支援コーディネーターご自身（回答者）について、

２．相談者（求職者）の状況（ 年度および 年度の回答時点の状況）

３．センターでの支援内容

４．他機関との連携の状況・内容

５．生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係

６．地域就労支援事業について感じておられること

方法：郵送

調査２「地域就労支援センターの求職者の仕事と生活に関する調査」

目的：相談者・求職者の仕事や生活に関する現状や今後の意向を把握する

対象：地域就労支援センターの相談者・求職者で調査に協力できる方（回答数は ）

項目：１．回答者について（属性、生活の状況、現在の就業状況、就業面の希望など）

２．求職活動について（利用している支援機関、求職活動に有益な支援など）

３．自己の認識と人生での経験・今後について

方法：各地域就労支援センターでの留置きによる回答

※回答数が にとどまるため、本報告書では回答内容の一部を参考までに引用している。
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２．既存資料にみる地域就労支援事業の現状

以下では、アンケート調査の結果をみる前に、「地域就労支援事業実施状況に関する調

査」、「市町村就労支援事業に関する取組状況等（大阪府・市町村地域就労支援事業推進協

議会ブロック会議資料）」、「各年の市町村就職困難者就労支援事業報告（大阪府・市町村就

労支援事業推進協議会）」などの資料に基づいて、地域就労支援事業の現状全般をみていく。

（１）地域就労支援事業の変遷

年に 市町 センターで開始された地域就労支援事業は、その 年後に全

市町村 センターで実施されるようになり、現在は全 市町村 センターで実施さ

れている。 年時点で、 市町村に の地域就労支援センターがある。センターを

箇所開設しているのは 市町村、 箇所以上設置しているのは９市町ある（八尾市 、

和泉市 、大東市 、箕面市 、泉佐野市 、豊中市２、東大阪市 、羽曳野市 、吹田市

）。 箇所のセンターの運営形態は、委託 箇所、直営 箇所、委託＋直営 箇所で

直営がやや多い。委託事業者の組織は、人権に関係する組織が と最も多く、特定非営

利活動法人（ ）７、株式会社４、就労支援関係の非営利組織３、社会福祉法人 によ

って運営されている。各市町村のコーディネーターの数は１ 人で府内総数は 人

である。コーディネーターの雇用及び任用区分は、市町村の正規職・任期職員・非常勤嘱

託員・アルバイト、嘱託員、委託先の正職員・非常勤嘱託員・臨時職員・アルバイトなど

様々である。各市町村の 年度のセンターの利用状況（新規相談件数＋再相談件数＋

その他の利用）の合計は 件で（新規相談件数 件、再相談件数 件、

その他の利用 件）、各センターの利用状況は、 件に分布し、市町村間の広

がりが大きい（新規相談件数は 件、再相談件数は － 件、その他の利用は

件に分布）（図表２－２－１、２）。

図表２－２－１ 新規相談者数・就労者・就労率の推移

相談者数 就労者数 就労率

人 ％
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（２）地域就労支援事業の現状

次に、「市町村地域就労支援事業に関する取組状況等（ 年度の大阪府・市町村地

域就労支援事業推進協議会ブロック会議資料）」と「地域就労支援事業と生活困窮者自立

支援事業の連携状況について（府就業促進課とりまとめ資料）」をもとに、事業の現状を

みていく。前者の資料は一昨年度（ 年度）に開催された会議用の資料ではあるが、

「昨年（ 年）からの変化、最近の特徴・傾向」「課題」「今年度（ 年度）の新

たな取り組みについて」「これから実施を考えている取り組み」の４項目について各市町

村から回答を得ており、各市町村の事業の現状と全般的な傾向の把握に参考になる。

最初に、 年の状況について「前年からの変化、最近の特徴・傾向」をみていく。

第一は、利用者数が減少または横ばいである市町村（センター）が多く、その要因と

して、雇用情勢の改善、相談を継続する必要があるにもかかわらず継続的に相談に来な

い、対象となる人に事業を周知できていないなどの現状がある。そのうち、対象となる

人に事業を周知できていない現状に対し、アウトリーチの必要があるとの考えから、例

えば、 年度から児童扶養手当の手続きに合わせて、ひとり親家庭向け相談会の相

談ブースで事業を しているケース、夜間相談対応や社会福祉協議会・民生委員・自

治体関係者等と連携してニーズを掘り起こすなどの対応をしているケースがある。これ

らの取組みは、相談対象者に関係する庁内の関連部局や他の関係機関と連携して事業を

告知している例で、相談対応時間の設定など相談者の利便性を高めることで開拓を図っ

ている。

第二は、相談者の変化である。中高年齢者（例： 代の単身男性）、高齢者（

歳ないし 歳以上）、障がい者及び障がいが推察される人、ひきこもり（ 問題（

歳代の親と 歳代の子どもの組み合わせによる生活問題）にある保護者など家族から

の相談も増えている）、ひとり親家庭の親、外国人（一部）、一部の市町村では生活困窮

者自立支援制度から誘導されるケースなど、就職まで時間を要したり他部門と連携が必

図表２－２－２ 過年度継続相談者数・就労者数・就労率

相談者数 就労者数 就労率

人 ％
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要になるケース、長期的で就労と生活の複合的な支援が必要となるケースが増えている。

中高年齢者の相談者はもともと多い状況がみられるが（ 年度の相談者の ％

が 歳以上の中高年齢者等）、それに加えて、より丁寧な個別的な支援が必要となる相

談者が増えている。多くのセンターにおいて、相談者数は減少または横ばいにある一方、

相談対応にかかる負荷は大きくなっていることがうかがえる（図表２－２－３）。

第三は、「市町村就職困難者就労支援事業報告（大阪府・市町村就労支援事業推進協議

会）」をもとに就労率をみると、新規相談者及び過年度継続相談者ともにほぼ横ばいない

し微減で推移している（新規相談者： 年度 ％→ 年度 ％→

年度 ％／過年度継続相談者： 年度 ％→ 年度 ％→ 年度

％／新規＋過年度継続相談者： 年度 ％→ 年度 ％→ ％）

（図表２－２－４）。

図表２－２－３ 年度・ 年度の相談者及び就労者の属性別の構成比

年度

相談者数（相談者の属性別の構成比：％） 就労者数（相談者の属性別の構成比：％）

新規 人 過年度 人 計 人 新規 人 過年度 人 計 人

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

若年者 歳以下

中高年者等
歳以上

単親家庭の親

障がい者

その他

年度
新規 人 過年度 人 計 人 新規 人 過年度 人 計 人

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

男性 女性
合計

若年者

中高年者等

単親家庭の親

障がい者

その他

図表２－２－４ 年度・ 年度の相談者の属性別の就労率

年度
就労率（新規） 就労率（過年度） 就労率（新規＋過年度）

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

若年者（ 歳以下）

中高年者等（ 歳以上）

単親家庭の親

障がい者

その他

合計

年度
就労率（新規） 就労率（過年度） 就労率（新規＋過年度）

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

若年者（ 歳以下）

中高年者等（ 歳以上）

単親家庭の親

障がい者

その他

合計
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図表２－２－５ 年度（ 月～ 月）の各地域就労支援センターの状況

ブロック 市町村名 ｾﾝﾀｰ数
ｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ数

新規

相談

就労率

（新規）

就労者数

新規＋過年度

正規雇用率

（新規）

正規雇用率

（過年度）

センター利用状況

新規相談＋再相談＋その他

大阪市 大阪市

堺市 堺市

北河内

守口市

枚方市

寝屋川市

大東市

門真市

四條畷市 －

交野市

中河内

八尾市

柏原市

東大阪市

南河内

富田林市

河内長野市

松原市 －

羽曳野市 －

藤井寺市 －

大阪狭山市 －

太子町 － － －

河南町 －

千早赤阪村 － － －

北大阪

豊中市

池田市 －

吹田市

高槻市

茨木市

箕面市

摂津市 －

島本町

豊能町 －

能勢町 － － －

阪南

岸和田市 －

泉大津市

貝塚市

泉佐野市 －

和泉市

高石市 －

泉南市

阪南市

忠岡町 －

熊取町 －

田尻町

岬町

合計
新規相談 再

相談 その他

注：各地域就労支援センターの実態は、市区町村の就業構造の違いやセンターの立地（地域特性や相談者

のアクセス利便性の違い）、また、各地域就労支援センターの相談者の状況の違い（相談者が抱える

就労阻害要因、支援の困難性や支援に要する相談回数など）などの影響を大きく受けるため、本調査

報告書では実績の数値よりもむしろ、支援の内容や質に目を向けることが重要だと考えている。
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次に、事業実施における課題等をみていく。

第一は、生活困窮者自立支援事業やハローワークなど、他の支援事業・支援機関との連携であ

る。生活困窮者自立支援事業との関係では、求職者のニーズに対応する上で相談窓口を一本化

するメリットがある一方、福祉と労働の各担当部局の情報共有や連携を一層進める必要があると

の指摘がみられる、また、ハローワークと隣接していることで就労相談件数が少ないという支援機

関間の役割分担の課題などがみられる。

第二は、コーディネーターの能力向上である。近年、障がい者やひきこもりの就労支援とそれに

関係する知識や情報、スキルが求められている。その背景は、就労継続支援Ａ型事業所の働き方

の変化に伴う施設外就労の増加、障がい者求人の件数及び職種の少なさ、精神疾患や障がいが

推察される人の社会復帰、障がい者の支援機関との役割分担や連携、ひきこもり支援では家族

支援が必要になるなどの課題で、事例が少ないとスキルを蓄積できない現状がある。こうした課

題に対する対応について他のセンターや関係機関との情報交換や連携が求められている。

第三は、就労にブランクのある人（例： 歳以上の中高年者など）の支援の困難性である。就

労意欲の喚起及び自己受容・自己理解（例：職業イメージや目標、適性などの自分のキャリア・イ

メージに自信を持てないなど自力で求職活動できない）の支援が求められるほか、人間関係面で

は、ひきこもりなどではメンタル面のフォローや家族支援なども必要になっている。こうした課題に

対して、関連するプログラムメニューや通所できる居場所の必要性などが高まっている。

第四は、企業の開拓と企業向け支援コンテンツの充実である。求職者の支援と一体的に企業

側の意識改革を図り、仕事体験や職場体験を短期で受け入れることが可能な企業を開拓するほ

か、雇用継続に向けた環境を整備することや採用計画等のコンサルティングを行うなどの必要性・

有用性があるとの指摘から、企業との関係性を深めていく余地がある。

第五は、講座の開拓で、受講科目と採用職種が異なる場合があり、採用ニーズをふまえた講座

メニューの企画・実施が求められている。

また、 年度の新たな取組みとして、図表２－２－７の様々な取組みがみられる。 年

月 日時点のカウンセリング以外の取組状況は、就職面接会を行うのが 市町村と最も多く、

次に、一般講座・セミナーを 市町村、資格取得講座を 市町村が実施している。また、無料

職業紹介は 市町、職場体験は 市町で行われている。各市町村単独の取組みだけではなく、

近隣市町村と連携した取組みもみられ、取組みの内容や広がりを企図している傾向がみられる。

図表２－２－７ 年度の新たな取組み

■合同企業就職面接会、合同就職面接・説明会（ハローワークをはじめ関係機関と連携して、一般求人だけでなく障がい

者求人の事業も行われている）

■就業体験・職場体験（インターンシップ）などに取り組んでいる（例：要綱改正により年制制限を 歳から

歳に引き上げ、就業体験前のビジネスマナー研修の受講をインターンシップ生以外の研修希望者に拡充／就労困難者

のマッチングで職場体験（インターンシップ）が有効なため、地方創生推進交付金を活用して職場体験実習の協力企

業を開拓し、体験メニューの切り出し、体験希望者への説明ツールである実習プログラムや企業情報シートの作成、就
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労支援イベントの実施（就職氷河期世代の 代半ばまで対象を広げてサポステの「就職氷河期世代等無業者一体

支援モデルプログラム」と連携して実施）

■障がい者雇用の理解及び雇用の促進（例えば、ジョブコーチの派遣など職場定着支援システム等の説明、２市合同に

よる「障がい者雇用を考える集い」での啓発と障がい者面接会の開催、就労移行支援事業所と連携した職場体験を通

じた就労支援、合同企業説明会を合同企業面接会に変更、市外からも職場の開拓などの取組みがみられる）

■地域若者サポートステーションと連携した就労相談及び職業適性検査の実施

■庁内連携体制の強化、生活困窮者自立支援法に基づく支援会議・就労支援部会の発足（例：年 回の連携会議でケ

ースや開拓企業情報を共有／就労支援体制検討会議で他市の取組みなどの見学会を実施）

■ （コミュニティソーシャルワーカー） との連携の緊密化

■在宅での就労希望者対象のセミナー

■「みんなの食堂」事業での就労相談員の参加の呼び掛け（例：「自宅で作る」がコンセプトの若い相談者の生活自立と

居場所づくりの取組みとして、参加費 円で月に 回 時から開催）

■企業向けセミナーの開催（例：市内の他の就労支援機関と、若者の定着や障がい者の受入れに関する人事戦略セミナ

ーを共同開催）

■求職者向けセミナー（例：総務事務講座、介護職員初任者研修講座に連動させて施設見学会を実施し求人も提示、清

掃スタッフ養成講座に連動させてシニア面接会を実施： 年度は「セブン－イレブンシニアスタッフ説明会」を同時

開催、通信講座による就労支援事業として登録販売者の受験対策講座を実施／ハローワークと連携して「出張ハロー

ワーク」を開催／女性向けの起業準備セミナーや しごとフィールドと共催のセミナーなどを開催。このほか、医

師事務作業補助者講座の実施など）

■就職氷河期世代の人を対象とする事業（ハローワークと連携した就職面接会）

■就労支援事業の対象者で生活困窮者に、月２回のフードバンクからの食品提供する事業を活用

さらに、これから実施を考えている取組みとして、以下（図表２－２－８）の様々な内容がみられ

る。上記の 年度の新たな取組みと重なる取組みもみられるが、各地域就労支援センター

において、相談以外の事業が恒常的に企画・検討され、市町村間での情報共有や相互の事業

を参照することなども進んでいることがうかがえる。

図表２－２－８ これから実施を考えている取組み

■合同企業説明会・合同企業就職面接会（求職者のニーズが高い取組みで、ハローワークや商工会議所などの他機関

と共催で開催するほか、職場見学会、就労体験事業、就職活動関連セミナー、障がい者雇用を考える会なども検討され

ている。例えば、ハローワークの出張セミナーの定期的実施などだが、一部に、適切な職業能力開発講座メニューがな

                                                   
コミュニティソーシャルワークは、イギリスにおいて提案されたコミュニティに焦点をあてた社会福

祉活動・業務の進め方で、地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視した

援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結びつけたり、新たな

サービスを開発したり、公的制度との関係を調整したりすることをめざすもの。コミュニティソーシャル

ワーカーは、コミュニティソーシャルワークを行う者（大阪府のホームページによる）。
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い課題、受講者減少に伴う講座内容を見直す必要があるなどの課題もみられる）

■市独自のオリジナル求人案件を市のホームページ等での常時公開（近隣の市町村と求人情報を交換・共有するなど）。

これに関連して企業開拓（職場体験実習協力企業、実習プログラムの活用）

■厚生労働省「地域雇用活性化推進事業」実施への検討など、国の事業などの活用

■就職困難者対応のカウンセリングスキル向上研修

■通所できる居場所づくり

■ブロックで連携した就職関連イベントの周知協力

■在宅就労希望者や就職氷河期世代向けの事業（例：既に実施した就職面接会を検証して事業構築）

■相談体制の継続（蓄積された経験と他機関との連携をベースに、システム化することが課題）

■他市の就労支援事業（就労につながる効果的な講座）の参照と検討、事例の共有

■就職困難者の資格取得経費の一部を補助する制度の新設を検討

最後に、「地域就労支援事業と生活困窮者自立支援事業の連携状況について（府就業促進課

とりまとめ資料）」から、両事業の連携状況をみる。 の市町村のうち、「連携実施型」が 市町

村で多く、同一の拠点で実施しているのは 市ある。 市町村のうち、 市町村は連絡会議を

実施しており、その開催頻度は様々である（随時 ／年 回 ／月 回 ／年 回から数回

／年 ～ 回 ）。次に多いのは連携なしの１２市町である。一体的実施型は 市町（豊中、高槻、

貝塚、守口、四条畷）で、所管部局は、雇用が 、福祉が と福祉部局が所管するケースが多い 。

連携する内容は、概ね次の６点に整理できる。①相互に適切な窓口に誘導（例：就労支援コー

ディネーターによる住居確保給付金受給者の就労支援の実施）、②関係機関への紹介（例：

、就労相談コーナーや無料職業紹介所）、③雇用と福祉の各部局での情報共有（相談者の

状況を恒常的あるいは必要に応じて共有）、④関係する事業の告知と誘導（例：資格取得講座、

合同就職面接会、パソコン講座、就労体験事業、職業能力開発講座）、⑤両事業による連携事業

（例：「ステップ就労」（８１頁参照）、「地域しごと支援事業（医療事務やパソコンなど資格取得を

支援する講座））、⑥情報共有に向けた連絡会議等の開催（例： 年から庁内（産業振興課・

生活支援課・障害福祉課・子育て支援課）の就労支援のワンストップ化並びに連携体制の強化と

して「地域就労支援の在り方の為の会議（庁内就労支援ネットワーク会議）」を実施、社会福祉協

議会を中心とした情報交換を行う連携会議「まるごとネットワーク推進会議（市の 、生活困

窮者自立支援、地域包括支援センター・介護保険課、地域就労支援センター、 ・学校教育課、

市民福祉課等で構成）」を実施）。

次節では、就労支援コーディネーターを対象に実施したアンケート調査の回答をもとに、地域就

労支援の現状、課題、今後の展望などをみていく。

                                                   
和泉市が 年 月から一体的実施型になったため、 年度は、連携実施型 市町村、連携

なし 市町、一体的実施型６市町である。
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３．アンケート調査結果にみる地域就労支援事業の現状・課題・展望

（１）地域就労支援コーディネーター（回答者）の属性と支援体制

アンケート調査の回答数は、対象とした地域就労支援コーディネーター 名に対し

名である（内訳： 市 名／９町 名／１村１名／市町村不明１名）。対象数の

は、「令和元年度 市町村就職困難者就労支援事業の実績報告書」の「相談体制の概

要」欄に記載されている相談対応者の総数である。ただし、同報告書の「地域就労支援セ

ンターの概要」欄に記載されているコーディネーターの総数は である。 が相談

対応者と目されるコーディネーターの数であるのに対し、 はコーディネーター養成研

修の修了者と目される数である。回答の状況からみて、市町村・地域就労支援センターに

よって、就労支援コーディネーターをコーディネーター養成研修の修了者に限定している

ケースとそうでないケースがあることが想定される。

回答のあった 名が所属する地域就労支援センターの運営形態は、委託と直営がほぼ

同数である。従事形態と従事状態は、直営、委託とも正規以外の職員の割合が高く、直営

では ％、委託では ％が正規以外の職員である。従事状態は、全体では、専任が

％、兼任が ％で専任が多い。運営形態と従事形態別にみると、直営では、正規

職員はすべて兼任で従事しており、正規以外の職員では専任が ％を占めて高いが、一

部兼任のケースもある。委託では、正規職員は専任と兼任が半々で、正規以外の職員では

専任が ％と高く、兼任は ％と直営の正規以外の職員の場合よりやや割合が高い

（図表２－３－１－１）。

兼任する業務は、直営の場合では、商工・観光・消費（者）・労働福祉・農林・港湾・人

権などにかかわる業務を兼任するケースが多く、委託の場合では、障がい者、進路選択、

人権、総合生活などの各相談、生活困窮者自立支援事業など、就労以外の相談業務を兼任

しているケースが多い。

図表２－３－１－１ コーディネーターが所属するセンターの運営形態と従事形態

運営形態 度数 構成％ 従事形態 度数 構成％ 従事状態

直営

市町村の正規職員
専任 （ ％）

兼任 （ ％）

市町村の正規以外の職員
専任 （ ％）

兼任 （ ％）

委託

委託先の正規職員
専任 （ ％）

兼任 （ ％）

委託先の正規以外の職員
専任 （ ％）

兼任 （ ％）

合計 合計
専任 （ ％）

兼任 （ ％）
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就労相談の通算従事月数（地域就労支援センターでの従事月数を含む）は、２カ月から

カ月（ 年）まで分布し、平均従事月数は カ月（ 年）である。地域就労支

援センターでの従事月数は、 カ月から カ月（ 年）までに分布し、平均従事月数

は カ月（５年）である。また、この問いの有効回答 名のうち、就労相談従事月数

と地域就労支援センターでの相談月数が一致するのは 名で、他の組織等での就労相談の

経験を持つ回答者は 名で、 カ月から カ月（ 年）までの範囲で他の組織等で

の経験を持っている。運営形態別にみると、委託は直営よりも平均従事月数が大きく、ま

た、地域就労支援センター以外の組織等で相談を経験した平均従事月数も大きい。委託の

運営形態では、複数年にわたる継続的な相談対応が行われ、それに伴う相談の実績が積み

重ねられている。

図表２－３－１－２ 就労相談の従事月数

就労相談の従事月数

（通算月数）（ａ）

地域就労支援センター

での従事月数（ｂ）

相談従事月数の差

（（ａ）－（ｂ））

全体 平均値

度数

標準偏差

最小値

最大値

委託 平均値

度数

標準偏差

最小値

最大値

直営 平均値

度数

標準偏差

最小値

最大値

コーディネーターの実務経験等をみると、就労関係の実務経験を有する割合が ％

と高いほかは突出して高い割合の実務経験はなく、５人に１人が福祉、人権、就職・生活

の困難に関係する経験を有している。単一の経験のみ選択した回答者は全体の ％で

ある（当該者 名のうち 名が就労の実務経験）。実務経験の例は、就労関係では、ハ

ローワークや大阪労働局などでの労働行政及び職業相談・職業紹介・職業指導（就職支援

ナビゲーター）、生活保護受給者等にかかわる福祉事務や就労支援、派遣会社での就職相談

及び仕事紹介、障がい者のジョブコーチ支援などで、就労関係以外には、母子関係に関す
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る子育て講座、多重債務等の生活再建支援、障がい者支援施設や更生相談所（障がい者本

人やその家族からの相談に応じ、専門的な指導や判定業務などを行う）、奨学金を含む進路

選択相談、総合生活相談、人権ケースワーク相談、青少年会館や児童相談所など対象者に

特化した相談や支援等の経験、企業での人事経験、地域コミュニティでの活動、保育施設

管理、教員（校長、教育センター所長、進路相談員）、百貨店での接遇経験、労働組合での

労働相談など企業や地域での実務経験である。

資格の保有状況をみると、大阪府が実施する「就労支援コーディネーター養成講座」を

受講済みの割合が ％と最も高く、次に職業系資格（キャリアコンサルティング、キャ

リアコンサルティング技能士（１・２級）など）を保有する割合が ％と高い。単一の

資格のみ選択した回答者が全体の ％である（当該者 名のうち 名が「就労支援

コーディネーター養成講座」を受講済み）。そのほか、心理系、福祉系、教育系の各資格の

保有率は１割前後である。保有する資格の例は、キャリアコンサルタントや産業カウンセ

ラー・シニア産業カウンセラーが多く、このほか、ファイナンシャルプランナー、ジョブ

コーチ 号 号、ヘルパー 級、自殺防止サポーター、社会福祉主事、心理カウンセラー、

人権擁護士、第二種衛生管理者、教員免許などである。

コーディネーターの要件として資格よりもむしろ実務経験に重きがおかれている。相談

者に個別伴走型で対応していく際に、特定の資格に限定されず、雇用・就労や福祉に関す

る施策、また、生活全般の確立に向けての情報や知識・経験を有し、地域の状況も理解し

ている等身大の相談対応者であることが求められていると考えられる。

図表２－３－１－３ コーディネーターの実務経験と保有する資格

実務経験（複数回答） 度数（Ｎ＝ ） ケースの％

就労に関係する実務経験を有している

福祉に関係する実務経験を有している

教育に関係する実務経験を有している

人権に関係する実務経験を有している

就職・生活の困難に直面した経験を有している

上記以外で業務に活かせるその他の経験を有している

合計

資格（複数回答） 度数（Ｎ＝ ） ケースの％

心理系資格（臨床心理士、公認心理士、産業カウンセラーなど）

福祉系資格（精神保健福祉士、社会福祉士など）

医療系資格（保健師、看護師、作業療法士など） ％

職業系資格（キャリアコンサルティング、キャリアコンサルティング技能士（１・２級）など）

労働系資格（社会保険労務士など）

教育系資格（保育士、幼稚園教諭、小・中・高等学校教諭）

大阪府が実施する「就労支援コーディネーター養成講座」を受講済み

上記以外の資格

合計
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（２）相談者（求職者）の状況

相談者が来所する主なきっかけ・経路は、「市町村の広報、窓口」の割合が高く、ついで

「家族や知人の紹介、口コミ」、「医療・福祉関係機関の紹介」の割合が高い。ハローワー

クなどの就労支援機関から紹介されるケースは約３割で、「地域の団体や住民の紹介（自治

会、民生委員・児童委員、近隣住民、市民活動団体など）」も約２割ある。最も多いものか

ら三番目に多いものまで選択した結果でみても同様の傾向を示している。その他のきっか

け・経路としては、ホームページ、以前利用したことがある、議員、障がい者福祉センタ

ー、日本語教室（外国人労働者が対象）での相談などである。

図表２－３－２－１ 相談者（求職者）が来所したきっかけ・経路

度数（Ｎ＝ ）ケースの％

市町村の広報（例：広報誌、ちらし、ウェブサイト、センターの情報発信、回覧板など

市町村の窓口（例；生活困窮者自立支援、障がい、高齢者、子育て、生活保護等の窓口

家族や知人の紹介、口コミ

医療福祉関係機関の紹介（社会福祉協議会、保健所、医療機関、ＣＳＷなど）

ハローワークの紹介

就労支援機関の紹介（地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、ｼﾙﾊﾞｰ人材センター、民間職業紹介所など）

地域の団体や住民の紹介（自治会、民生委員・児童委員、近隣住民、市民活動団体など）

その他

学校・教育委員会の紹介

合計

最も多い

（Ｎ＝ ）

二番目に多い

（Ｎ＝ ）

三番目に多い

（Ｎ＝ ）

複数回答の選択割合

（Ｎ＝ ）

市町村の広報 ％ ％ ％

市町村の窓口 ％ ％ ％

ハローワークの紹介 ％ ％ ％

就労支援機関の紹介 ％ ％ ％

医療・福祉関係機関の紹介 ％ ％ ％

学校・教育委員会の紹介 ％ ％ ％ ％

家族や知人の紹介、口コミ ％ ％ ％

地域の団体や住民の紹介 ％ ％ ％

その他 ％ ％ ％

合計 ％ ％ ％ ％

相談者数（継続相談者＋新規相談者）の平均値は、 年度（概ね、調査時点までの

数値）は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、前年度の水準をやや下回る

規模と想定される。相談者（求職者）の状況・属性は、就労した経験のある相談者が７ ８

割と多く、就労が難しいと思われる相談者（求職者）は、１ ２割弱程度である。属性とし

ては、成人年齢層が最も多く、若年者、中高年齢者、障がい者の割合が相対的に高い。
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図表２－３－２－２ 相談者（求職者）の状況・属性（平均値）
年度 年度

男性 女性 男性 女性

相談者総数（人）

就労した経験のある相談者の割合（％）

就労は難しいと思われる相談者の割合（％）

再求職の相談者及び定着の相談者の割合（％）

歳以下の若年者の割合（％）

歳以下の成人年齢層の割合（％）

氷河期世代該当者の割合（％）

歳以下の中高年齢者の割合（％）

歳以上の高齢者の割合（％）

単親家庭の母親父親の割合（％）

障がい者の割合（％）

その他（外国人など）の割合（％）

福祉的な支援を要する相談者の割合（％）

新型コロナウイルスの影響を受けた離職者の割合（％）

相談者（求職者）が就労した主な業種・職種は、製造関係などの軽作業・作業が最も多く、警備、

清掃、医療福祉、運輸・倉庫、事務などが各１割程度ある。業種・職種はやや限定されているとはい

え、上記以外の業種・職種に一定の割合で就労していることから、就労先を広げられる余地はある。

図表２－３－２－３ 就労先の主な業種・職種（複数記述、ケース 、総記述数 ）
業種・職種 総回答数に占める割合（％）

軽作業・作業

警備

清掃

医療・福祉

運輸・倉庫

事務

サービス

流通・販売

調理

その他

情報通信

ビル管理

林業

なお、参考までに、「地域就労支援センターの求職者の仕事と生活における調査」（回答数 ）

から、「生活の状況及び自己の認識と人生での経験・今後」の 項目のうち相関関係にある項

目の多いものをあげると、「学習・自己啓発・訓練をできる環境」「現在の生活全般の満足度・生

活の質」「充実感がある」「日々の生活が楽しい」「人間関係が充実している」「居住状態」「自分

に対して自信が持てる」「社会的な能力がある」などで、こうした関係性も相談者の支援におけ

る一つの視点になると考えられる。
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図表２－３－２－４ 生活の状況及び自己の認識と人生での経験・今後の相関（求職者調査）
生活の状況、

自己の認識と人生での経験・今後
平均値

相関関係に

ある項目数
相関関係にある項目

自分自身の健康状態、精神状態 ２ 娯楽や社会活動に参加できる環境／日々の生活が楽しい

家計状態 ６
娯楽や社会活動に参加できる環境／食生活・栄養面の状態／必要な情報を収集できる環境／現在の生活

全般の満足度・生活の質／充実感がある／創造的な能力がある

居住状態

家庭環境／悩みや不安を相談できる環境／食生活・栄養面の状態／保育・育児・子育てをしやすい環境

／学習・自己啓発・訓練をできる環境／必要な情報を収集できる環境／現在の生活全般の満足度・生活

の質／日々の生活が楽しい／物事に対してやる気を感じる／充実感がある／創造的な能力がある

家庭環境 ７
居住状態／学習・自己啓発・訓練をできる環境／現在の生活全般の満足度・生活の質／自分に対して自

信が持てる／日々の生活が楽しい／将来についてポジティブに感じる／充実感がある

悩みや不安を相談できる環境 ６
居住状態／保育・育児・子育てをしやすい環境／家族の介護や看護をしやすい環境／必要な情報を収集

できる環境／現在の生活全般の満足度・生活の質／充実感がある

娯楽や社会活動に参加できる環境 ８
自分自身の健康状態、精神状態／家計状態／現在の生活全般の満足度・生活の質／自分に対して自信が

持てる／日々の生活が楽しい／人間関係が充実している／社会的な能力がある／創造的な能力がある

食生活・栄養面の状態 ５
居住状態／学習・自己啓発・訓練をできる環境／必要な情報を収集できる環境／現在の生活全般の満足

度・生活の質／充実感がある

保育・育児・子育てをしやすい環境 ５
居住状態／悩みや不安を相談できる環境／家族の介護や看護をしやすい環境／必要な情報を収集でき

る環境／現在の生活全般の満足度・生活の質

家族の介護や看護をしやすい環境 ４
悩みや不安を相談できる環境／保育・育児・子育てをしやすい環境／必要な情報を収集できる環境／現

在の生活全般の満足度・生活の質

学習・自己啓発・訓練をできる環境

居住状態／家庭環境／食生活・栄養面の状態／必要な情報を収集できる環境／現在の生活全般の満足

度・生活の質／自分に対して自信が持てる／日々の生活が楽しい／帰属感を感じる／物事に対してやる

気を感じる／将来についてポジティブに感じる／充実感がある／他の人とうまく付き合うことができ

る／人間関係が充実している／社会的な能力がある

必要な情報を収集できる環境

家計状態／居住状態／悩みや不安を相談できる環境／食生活・栄養面の状態／保育・育児・子育てをし

やすい環境／家族の介護や看護をしやすい環境／学習・自己啓発・訓練をできる環境／現在の生活全般

の満足度・生活の質／充実感がある／創造的な能力がある

現在の生活全般の満足度・生活の質

家計状態／居住状態／家庭環境／悩みや不安を相談できる環境／娯楽や社会活動に参加できる環境／

食生活・栄養面の状態／保育・育児・子育てをしやすい環境／家族の介護や看護をしやすい環境／学習・

自己啓発・訓練をできる環境／必要な情報を収集できる環境／日々の生活が楽しい／充実感がある／人

間関係が充実している／創造的な能力がある

自分に対して自信が持てる

家庭環境／娯楽や社会活動に参加できる環境／学習・自己啓発・訓練をできる環境／日々の生活が楽し

い／将来についてポジティブに感じる／充実感がある／他の人とうまく付き合うことができる／人間

関係が充実している／社会的な能力がある／創造的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心が

ある

日々の生活が楽しい

自分自身の健康状態、精神状態／居住状態／家庭環境／娯楽や社会活動に参加できる環境／学習・自己

啓発・訓練をできる環境／現在の生活全般の満足度・生活の質／自分に対して自信が持てる／将来につ

いてポジティブに感じる／充実感がある／他の人とうまく付き合うことができる／人間関係が充実し

ている／社会的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心がある

帰属感を感じる ５
学習・自己啓発・訓練をできる環境／物事に対してやる気を感じる／他の人とうまく付き合うことがで

きる／人間関係が充実している／社会的な能力がある

物事に対してやる気を感じる ６
居住状態／学習・自己啓発・訓練をできる環境／帰属感を感じる／他の人とうまく付き合うことができ

る／人間関係が充実している／社会的な能力がある

将来についてポジティブに感じる ８
家庭環境／学習・自己啓発・訓練をできる環境／自分に対して自信が持てる／日々の生活が楽しい／充

実感がある／人間関係が充実している／社会的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心がある

充実感がある

家計状態／居住状態／家庭環境／悩みや不安を相談できる環境／食生活・栄養面の状態／学習・自己啓

発・訓練をできる環境／必要な情報を収集できる環境／現在の生活全般の満足度・生活の質／自分に対

して自信が持てる／日々の生活が楽しい／将来についてポジティブに感じる／人間関係が充実してい

る／創造的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心がある

他の人とうまく付き合うことができる ７
学習・自己啓発・訓練をできる環境／自分に対して自信が持てる／日々の生活が楽しい／帰属感を感じ

る／物事に対してやる気を感じる／人間関係が充実している／社会的な能力がある

人間関係が充実している

娯楽や社会活動に参加できる環境／学習・自己啓発・訓練をできる環境／現在の生活全般の満足度・生

活の質／自分に対して自信が持てる／日々の生活が楽しい／帰属感を感じる／物事に対してやる気を

感じる／将来についてポジティブに感じる／充実感がある／他の人とうまく付き合うことができる／

社会的な能力がある／創造的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心がある

社会的な能力がある

娯楽や社会活動に参加できる環境／学習・自己啓発・訓練をできる環境／自分に対して自信が持てる／

日々の生活が楽しい／帰属感を感じる／物事に対してやる気を感じる／将来についてポジティブに感

じる／他の人とうまく付き合うことができる／人間関係が充実している／創造的な能力がある／社会

での問題や政治・選挙に関心がある

創造的な能力がある

家計状態／居住状態／娯楽や社会活動に参加できる環境／必要な情報を収集できる環境／現在の生活

全般の満足度・生活の質／自分に対して自信が持てる／充実感がある／人間関係が充実している／社会

的な能力がある／社会での問題や政治・選挙に関心がある

社会での問題や政治・選挙に関心がある ７
自分に対して自信が持てる／日々の生活が楽しい／将来についてポジティブに感じる／充実感がある

／人間関係が充実している／社会的な能力がある／創造的な能力がある

注：回答数が にとどまるため、参考として掲載。

注： から の項目：０＝この問いに該当しない（ のみ）１＝良い、２＝まあ良い、３＝ふつう、４＝あまり良くない、５＝良くない。

から の項目：１＝かなり当てはまる、２＝少し当てはまる、３＝どちらでもない、４＝あまり当てはまらない、５＝まったく当てはらまない。
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相談者（求職者）にみられる状況や傾向（就労阻害要因）は、属性によって違いがみら

れる。また、回答数の多い属性は、若年者（ 歳以下）、中高年齢者（ 歳以下）、

成人年齢層（ 歳以下）、高齢者（ 歳以上）、障がい者、単親家庭の母親・父親な

どで、相談の多い属性や阻害要因の大きさを反映する面もみられる。以下に属性別の主な

状況や傾向（就労阻害要因）をみていく（図表２－３－２－５、６）。

就業者の中心層で、長く働き続ける必要性の高い若年者（ 歳以下）、成人年齢層、就

職氷河期世代該当者（学卒後に就業できなかったか安定した就業に移行できなかった相談

者）には、該当する要因が多くみられ、「すべての番号が合致するくらい複雑で多様な要因

があると思う」という回答もあり、要因は多岐に及び重複している。年齢層によって要因

の並びに入れ替わりはあるものの、共通する要因も多い。また、求職活動にすぐに取り組

むことを難しくしている要因も多く、就労以外の支援を伴う必要性が高いことがうかがえ

る。

自由記述の内容から導き出せるキーワードは、「トラウマ」（学生時代のいじめ、自信の

なさからか、注意などが怒られていると感じる、職場でのトラブルなどで自信をなくして

いる）、「不安」（非正規雇用を繰り返していることの不安、新型コロナ感染症の拡大による

派遣の雇止め）、「閉ざされた労働市場」（地域に希望する職種の職業や就職先が少ない、今

後生活が安定して成り立つ正規の求人が少ない、正社員希望と職種の違い、正社員へのこ

だわり、派遣就労が多くキャリアの積み重ねが不十分、選択できる仕事の少なさ、市場ニ

ーズを理解していない）、「自己分析の不十分さ」（自分の特性・適性に気づいていない、仕

事を覚えにくい）などである。また、中高年齢者になると、「生活困窮」（生活の乱れで年

金保険料滞納のまま離職し貯蓄が無い、債務を含む経済困窮や健康状態（心身））、若年者

優先の採用に際して不利という「年齢」も要因になる。

一方、高齢者や単親家庭の母親・父親では、回答者の２割以上が選択した要因の数はや

や少なく集約されてくる。高齢者では年齢に起因することとして、年齢、健康状態、家族

同居者 の世話・介護が主な要因になってくるが、これらは各相談者の状況によって異な

るため、その状況に即した対応が必要になる。また、情報収集能力が十分でないことや経

済的困窮については具体的な対策を講じやすいが、こうした要因に加えて自己流の判断や

こだわりが大きいと求職活動が難しくなる可能性があるので、個人の変容につなげていく

支援が求められる。単親家庭の母親・父親では、就労に制約があることや経済的困窮など、

施策によって対策を講じやすい要因がみられる一方、精神状態、自信喪失、劣等感、自己

肯定感の低さ、社会経験の少なさなど、時間をかけた支援が必要な要因もみられるため、

総合的な支援が必要になる。自由記述の内容から導き出せるキーワードは、高齢者では、

二極的な面がみられ、「生活困窮の問題」（無年金や少年金で貯蓄がなく生活の基盤が不安

定、生活保護を受給している）と「労働市場の問題」（健康面に問題がなくても求人数が少

ない、年齢、近所で就労を希望、親族の心配、ベテランとして働いてきた自負があり体力

が落ちていることを認められず仕事にこだわりがある）がみられる。
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障がい者では、一般高校や高等専修学校での進路・就労支援が不十分、就労準備に相当

時間がかかる、療育や精神障がいの理解ある仕事に就けないなどである。外国人では、言

葉や生活習慣の問題がある一方、より良い賃金を求めてステップアップを目指すケースも

みられる。

相談者（求職者）にみられる様々な就労阻害要因に対して有効だと思われる取組（自由

記述）として多くあげられたのは、じっくり話を聴いてもらえていないことが多いことか

ら、まず寄り添って話をよく聴いて（傾聴）不信感を取り除き、日常会話などを通して信

頼関係を構築したうえで就労などに関する情報提供などを進め、自己理解、自己肯定感、

自己効力感、自信の回復などにつなげていくことである。そこでは、自己理解や自己肯定

感を促すような（個人またはグループの）ワークが有用であることや、事業所等での見学

や実習・体験を通じた「出来る」という思いや経験を積み重ねることの意義を指摘する意

見がみられ、就労準備支援事業での実習を利用して自己の理解や受容につなげている実践

例もある。反対に、こだわりや自己評価が高い場合にも、客観的な評価を自己理解につな

げていく必要性があると指摘する意見がある。これらの意見から、継続的な相談と自己啓

発や社会参加に関する支援が必要であることが示唆される。

次に多くあげられるのは、他の支援機関と連携する必要性があることを指摘する意見で

ある。相談者（求職者）の最近の傾向として、障がい（発達障がい・精神障がい）のある

ことが推察される人が多くなってきていることから、ハローワークの専門援助部門と連携

した同行支援のほか、 、障害者就業・生活支援センター、地域若者サポートステ

ーション、福祉関係機関と密接に連携して複合的に対応する必要性が高まっている。その

一方で、つなぐことのできる社会資源が少ない地域では、居住地域に限定されず近隣地域

での就職先の紹介やハローワークへの案内等の必要があることを指摘する意見もみられる。

また、就労阻害要因が多様であることから、個々の要因への対応だけでなく、社会生活で

問題を抱えた時に、話のできる場や関係が身近にあることが望ましいという意見もあり、

ワンストップの窓口や本人だけでなく家庭の問題にも対応できる包括的な支援が有用であ

ることを指摘する意見もある。

このほか、職場での経験が少ない人には、職場訓練や資格取得講座等の受講が有効だと

する意見もみられ、より就労に直結すると考えられる実践的な取組みが有効だと指摘する

意見もある。

最後に、別の調査の結果（図表３－３－２－７）を参照して上記の就労阻害要因やそれ

への取組みを補完すると、就職氷河期世代には、「年収の低さ」のほか「情報の入手経路の

男女間の違い」（男性は「ネット」が多く、女性は「テレビ」や「友人や家族との会話」が

やや高く、男性は「父母」と同居するケースが多いものの「家族以外の人との会話が少な

いか無い」、「無職者の低い外出頻度」（ 年以上で自室や自宅から出なくなったケースも多

い）、「相談経験のない人が多い」（解決できない、知られたくないなどの理由で相談したく

ない人も少なくないが、理由なしも多い。無料、親身、近いなどの状況であれば相談した
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い人もいる）などの状況がみられ、求める支援は、「就職先あっせん」のほか、「資格取得

のための訓練・講座」（「運輸・建設系」「栄養士、調理師、美容師」「介護・福祉系」）で、

無職の男性では「就活に関する相談・カウンセリング」や「支援窓口やコンテンツなどの

情報発信」などを求めている。スキルアップセミナーでは、「職場体験や企業見学」「面接

対策」「自己分析」「再就職後の定着支援」「応募書類の書き方」などを受講したい意向が大

きい（大阪府 ）。

また、財団法人連合総合生活開発研究所の調査では、 年頃から政策課題になった

とされるワーキングプア（例えば、単身世帯の場合の年収 万円未満を想定）に着目

し、その多くが職務への自立性や意思決定の権限が小さい仕事に従事しており、不安定雇

用であるほか共通した来歴として、世帯の形態と暮らし向きが学歴に影響される、相談で

きる人や利用できる社会サービスなど社会関係資本が希薄だったり分断されている、セー

フティネットや政治から排除されているなどの状況がみられ、教育、労働市場、社会的な

つながり、セーフティネットの つの問題がみられる点を指摘し、労働市場に限定されな

い幅広い問題に対応する必要性があることを示唆している（財団法人連合総合生活開発研

究所（ワーキングプアに関する調査研究委員会） ）。

- 48 -



 
 

図表２－３－２－５ 相談者の属性別の主な状況や傾向（就労阻害要因）

（ ％以上選択されたものを割合の高い順に掲出）

若年者（ 歳以下） 成人年齢層（ 歳以下）

就職氷河期世代該当者

（学卒後に就業できなかったか安定し
た就業に移行できなかった相談者）

職業経験のなさ・少なさ

コミュニケーションの困難性

社会経験の少なさ

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

無業やひきこもりの期間

精神状態

自己流の判断やこだわり

依存傾向、主体性の欠如

自己理解や自己受容の困難性

障がい・障がい傾向

情報収集能力が十分でない

不活発・無気力

仕事に対する覚悟・意欲のなさ

学業不振（中退など）

仕事･職場での辛い経験

家族関係、親の態度や志向

仕事･職場での辛い経験

自己流の判断やこだわり

コミュニケーションの困難性

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

精神状態

障がい・障がい傾向

無業やひきこもりの期間

自己理解や自己受容の困難性

仕事に対する覚悟・意欲のなさ

経済的困窮

依存傾向、主体性の欠如

健康状態

情報収集能力が十分でない

不活発・無気力

家族関係、親の態度や志向

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

仕事･職場での辛い経験

無業やひきこもりの期間

精神状態

コミュニケーションの困難性

自己流の判断やこだわり

障がい・障がい傾向

自己理解や自己受容の困難性

仕事に対する覚悟・意欲のなさ

経済的困窮

職業経験のなさ・少なさ

不活発・無気力

社会経験の少なさ

依存傾向、主体性の欠如

情報収集能力が十分でない

中高年齢者（ 歳以下） 高齢者（ 歳以上） 単親家庭の母親・父親

自己流の判断やこだわり

家族 同居者 の世話・介護

仕事･職場での辛い経験

健康状態

精神状態

経済的困窮

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

仕事に対する覚悟・意欲のなさ

自己理解や自己受容の困難性

年齢

無業やひきこもりの期間

コミュニケーションの困難性

障がい・障がい傾向

年齢

健康状態

情報収集能力が十分でない

経済的困窮

自己流の判断やこだわり

家族 同居者 の世話・介護

単親世帯に伴う就労面の制約

経済的困窮

家族 同居者 の世話・介護

精神状態

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

社会経験の少なさ

情報収集能力が十分でない

障がい者 その他（外国人など）

障がい・障がい傾向

精神状態

コミュニケーションの困難性

自己流の判断やこだわり

自己理解や自己受容の困難性

職業経験のなさ・少なさ

健康状態

社会経験の少なさ

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

支援機関との連携やつながりを持て

ていない

情報収集能力が十分でない

コミュニケーションの困難性

支援機関との連携やつながりを持て

ていない

その他の要因
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図表２－３－２－６ 相談者（求職者）にみられる状況や傾向（就労阻害要因）
若年者

（ 歳以

下）

Ｎ＝

成人年齢

層（

歳以

下）

Ｎ＝

氷河期世

代該当者

Ｎ＝

中高年齢

者（

歳以

下）

Ｎ＝

高齢者

（ 歳以

上）

Ｎ＝

単親家庭

の母親・

父親

Ｎ＝

障がい者

Ｎ＝

その他

（外国人

など）

Ｎ＝

職業経験のなさ・少なさ

健康状態 －

精神状態

家族 同居者 の世話・介護

自己流の判断やこだわり

コミュニケーションの困難性

不活発・無気力

家族関係、親の態度や志向 －

依存傾向、主体性の欠如 －

社会経験の少なさ

自信喪失、劣等感、自己肯定感

の低さ
－

学業不振（中退など） －

経済的困窮

居住環境の不安定さ

障がい・障がい傾向 －

年齢 －

無業やひきこもりの期間 －

自己理解や自己受容の困難性

仕事･職場での辛い経験 －

仕事に対する覚悟・意欲のなさ －

日常生活での辛い経験

単親世帯に伴う就労面の制約 －

支援機関との連携やつながりを

持てていない

情報収集能力が十分でない

上記以外の要因 －

合計
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図表２－３－２－７ 関連する他の調査（参考）

大阪府における就職氷河期世代支援策のあり方検討のためのインターネットアンケート調査
・（年収・情報入手・相談）非正規雇用者、無職者とも、45-49歳の男性の年収（世帯年収）が「300

万円未満」で低い。情報の入手は、男性は「ネット」が多いのに対し、女性は「テレビ」や「友人

や家族との会話」がやや高い（男性は「父母」と同居するケースが多い／男性は家族以外の人と

の会話が少ないか無い割合が高い）。無職者では、外出頻度が低く（5年以上で自室や自宅から出

なくなったケースも多い）、外出頻度について相談経験の無い人も多い（解決できない、知られた

くないなどの理由で相談したくない人も少なくないが、理由なしも多い。無料、親身、近いなど

の状況であれば相談したい人もいる）。

・（勤め先・職種、勤務経験）非正規雇用者の勤め先や職種は、男性は、「製造業」「運輸業」及び「現

場労働」が多く、女性は「医療・福祉」及び「販売職・サービス職」や「事務職」が多い。就業経

験は、転職を繰り返すケース（正社員での勤務経験は少ない）と正社員での勤務経験が無いか少

ないケースに二分される（無職者は非正規雇用者よりも勤務会社数が小さい）。離職理由は、自分

に向かない仕事だった（40-49歳の非正規雇用の男性や 35-39歳の無職の男性に多い）、職場の

人間関係が良くなかったなど。

・（今後の展望）「年金や社会保障など老後の生活基盤」「自身の健康」が大きな不安で、35-44 歳

の男性では「社会コミュニティとの調和」の不安も大きい。無職者の働きたくない理由は、非正

規雇用及び無職者の 4～5割が正規雇用を希望（40-49歳の非正規雇用の男性は 6割超が希望）。

求める支援は、「就職先あっせん」のほか、「資格取得のための訓練・講座」（「運輸・建設系」「栄

養士、調理師、美容師」「介護・福祉系」）、無職の男性では「就活に関する相談・カウンセリング」

「支援窓口やコンテンツなどの情報発信」など。スキルアップセミナーでは、「職場体験や企業見

学」「面接対策」「自己分析」「再就職後の定着支援」「応募書類の書き方」などの受講意向が大き

い。求める支援やスキルアップセミナーの受講意向は性別や年代によって違いがある。
出所：「大阪府における就職氷河期世代支援策のあり方検討のためのインターネットアンケート調査業務」報告書

（2020年 2月に実施。大阪府を含む 15府県の 35～49歳までの男性 1,200人（非正規雇用 900人、無職

300人）、女性 800人（非正規雇用 600人、無職 200人）が回答。回答者 2,000人のうち 1,103人が大阪

府居住者）

※非正規雇用：派遣・契約など非正規雇用、パート・アルバイト。無職：専業主婦・主夫、家事手伝い、無職

困難な時代を生きる人々の雇用と生活の実態調査
・（ワーキングプア）この調査では、単身世帯の場合は年収 200 万円未満を想定し、2005 年頃か

ら政策課題になったとしている。ワーキングプアは、主に「第 2次労働×外部化」の象限に相当

する職務（職務への自立性や意思決定の権限が小さい）に従事していると考えられる（「ワーキン

グプアの職歴は、まさに「内部労働市場」からの離脱であると同時に、「外部労働市場」における

移動のプロセス」：非正規雇用の拡大）。

・（不安定雇用と来歴）ワーキングプアと考えられる人は不安定雇用であるほか共通した来歴がみら

れる（世帯の形態と暮らし向きが学歴に影響（ケース報告書 6頁）／相談できる人や利用できる

社会サービスなど社会関係資本が希薄だったり分断されている／セーフティネットや政治から排

除されている など）。教育、労働市場、社会的なつながり、セーフティネットの 4つの問題がみ

られる（セーフティネットは、市町村の地域就労支援事業が該当：分析編 16頁）。
出所：財団法人連合総合生活開発研究所（ワーキングプアに関する調査研究委員会）[2010, 2011]「困難な時代を生

きる人々の雇用と生活の実態調査」
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（３）地域就労支援センターでの支援内容

次に、地域就労支援センターでの支援状況を の内容の取組みからみていく。「ＳＮＳ

等によるコミュニケーション」「フィールドワーク・ボランティア」「ピアサポート（求職

者の支え合い）」「メールや巡回の方法による相談」「訪問支援（アウトリーチ）」「職業訓練」

の６つは、必要な支援だと考えられていない割合が３ 割とやや高いが、相談者（求職者）

にとって不要だということではなく、地域就労支援センターとして取り組むことが難しく、

センターで実施する意向はないものの他機関に委ねる観点が含まれている可能性がある。

コーディネーターの多くが、多様な支援が必要だと考えている中で、十分に取り組めてい

る割合が高いのは、回答者の約３割が選択している「インテーク（初期面談）」「応募書類

作成・履歴書の書き方」「志望動機・自己ＰＲの検討・作成」である。相談者（求職者）に

様々な就労阻害要因がみられるものの、求職活動に向けた実践的な支援に最も取り組めて

いると考える傾向がみられる。さらに、取り組めている割合（どちらかといえば取り組め

ている割合＋十分に取り組めている割合）をみると、「信頼関係の構築」「相談・助言（日

常生活）」「アセスメント（支援内容の見立て）」が約８割、「日常生活での意欲喚起」「相談・：

助言（自己理解・自己分析）」が約７割というように、求職活動を効果的に進めるうえで必

要となる支援に取り組む割合が高い（図表２－３－３－２）。

しかし、全般的に、十分に取り組めていない割合が高い支援も多い（図表２－３－３－

１）。これらの支援を地域就労支援センターで行うのか、あるいは、関係機関等と連携して

行うのかはセンターによって結果の見方は異なると考えられる。いずれにしても、地域就

労支援センターにおいて、相談者（求職者）の就労の実現に向けて多様な支援が必要であ

ること、また、地域就労支援センターの組織体制、例えば、コーディネーターの人数、予

算、活用できる資源等に制約がある中で、センターで行う場合には、ある程度選択と集中

が求められることと、他機関等と連携する場合にあっても、相談者（求職者）の申し送り

や申し送り後の状況の共有、必要に応じて、連携先と共同で支援を継続することも必要に

なると考えられる。

図表２－３－３－１ 十分に取り組めていないと考えている支援（割合の高い順）
相談・セミナー（家族・保護者対象）

訪問支援（アウトリーチ）

就労体験先の開拓・創出

キャリアアップ支援

メールや巡回の方法による相談

フィールドワーク・ボランティア

ピアサポート（求職者の支え合い）

職場見学・職場体験

職業訓練

コミュニケーションスキルの向上

サポートプラン（支援計画）の作成

評価・効果測定（事業全般・実績）
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図表２－３－３－２ 地域就労支援センターでの支援内容
必要な支援と

考えている

十分に取り組

めていない

どちらかといえば取

り組めている（ａ）

十分に取り組め

ている（ｂ）

取り組めている

割合（ａ＋ｂ）

信頼関係の構築（ラポール形成）

相談・助言（自己理解・自己分析）

相談・助言（職業興味・職業適性）

アセスメント（支援内容の見立て）

応募書類作成・履歴書の書き方

面接対策

インテーク（初期面談）

相談・助言（職業・進路）

相談・助言（日常生活）

志望動機・自己ＰＲの検討・作成

コミュニケーションスキルの向上

就職後の支援・職場定着支援

日常生活での意欲喚起

サポートプラン（支援計画）の作成

評価・効果測定（事業全般・実績）

相談・セミナー（家族・保護者対象）

企業マッチング・面接会

講座・セミナーの開催

無料職業紹介（自治体の職業紹介）

能力開発（例：パソコン・ 関係）

資格取得支援

職場見学・職場体験

キャリアアップ支援

就労体験先の開拓・創出

職業訓練

訪問支援（アウトリーチ）

メールや巡回の方法による相談

ピアサポート（求職者の支え合い）

フィールドワーク・ボランティア

ＳＮＳ等によるコミュニケーション

次に、地域就労支援センターとして充実したい支援や取り組みたい支援、その実現に必要とな

る資源や環境について、自由記述の内容からみていく。

上記でみたように、コーディネーターは、信頼関係の構築（ラポール形成）など個人による違いも

あり、マニュアルや定型的な方法で対応できないことが多々ある点を指摘している。相談者にとっ

て多様な支援が必要であると認識しているが、地域就労支援センターの支援体制には制約があり、

センター単独で行えることと行えないことについて一定の整理をしているケースがあることもうかが

える。そうしたケースでは、関係する組織等と連携することが取組みの主な方向性になる。例えば、

「その時、その状況、その場面に応じて必要な支援は全て行いたい。必要になるのは諸経費と人

（スタッフ）。 項目のうち選択した以外の項目は、相手が必要で要望に応じて柔軟に対応中」あ
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るいは、「ハローワーク、生活困窮者窓口、生活保護などのトータル連携が必要で、単体で何もか

もするのは無駄が多いと思う」などのコメントから、支援体制に制約がある中で、相談者の様々な

ニーズに対応しようと模索していることがうかがえる。

相談の観点では、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、対面での相談に

不安を感じる相談者が多いことから、「リモート面談のシステムの構築と環境整備の取組み」の必

要性を指摘する意見がみられる。この意見は、コロナ禍後の生活様式に変化が想定されることだ

けでなく、若年者や障がい者など、来訪しての相談に躊躇するケースでは相談することへのハード

ルを下げることに寄与する可能性もあると考えられる。一方で、様々な就労阻害要因を抱えている

相談者にとって、他者から干渉を受けやすいと考えられている によるコミュニケーションは避

けるのが賢明との意見もあり、リモートのみに依存した相談対応の危険性を指摘する意見もある。

求職者の精神面への支援が必要だとの意見もあり、コーディネーターの養成講座を通じてスキル

アップを図っていきたいと考えるコーディネーターも存在する。

就労に向けた職場での体験・実習・訓練あるいは社会体験の観点では多くの意見がみられる。

カ月から 、 カ月の中間的就労として、企業内で 円 日程度の報酬を得て体験できる

機会があると良いという意見がみられる。採用面談だけでは相談者の良いところが伝わりにくいた

め、市の協力も得て市内事業所に対して積極的なトライアル雇用への働きかけを進め、事業所の

理解と相談者の状況の理解を促進する必要があるとの意見がみられる。相談と並行して、相談者

に早い段階で体験の機会を提供できるよう、体験を引き受ける企業の開拓に取り組む必要性が

あるとの意見もある。就労困難者・求職者（再就職者）の中には、職場経験の少なさ等により、働く

イメージや仕事のイメージを形成することが難しいケースが多く、職場見学・体験を自由にできる環

境があることや職業能力開発講座のメニューの充実を図ることが有効であるとの指摘は多い。そ

して、就労体験に関して、企業との連携や制度を継続的に見直す必要があることを指摘する意見

もある。さらに、就労への道のりがやや遠いケースでは、他者とコミュニケーションをとれる場などで、

就労に限定されない体験や地域のイベントなどに参加できる場があると良く、既存の訓練の場所

や居場所よりももっと気軽に参加できる場づくりを通じて、自信につなげられる可能性を高める必

要があるとの意見もみられる。相談者にみられる、体験不足、意欲喚起、コミュニケーション等の支

援において、集団での居場所づくりが必要だと考え、個別の支援計画のもと必要に応じて福祉部

局と相談しているケースもあり、コーディネーターの多くが、就労に向けた職場での体験・実習・訓

練あるいは社会体験に期待を寄せると同時に、今後、行政や事業所、他機関との連携がますます

必要になることを認識している。

このほかにも連携の実践のケースや連携のあり方に関する事項として、応募書類作成・履歴書

の書き方や志望動機・自己ＰＲの検討・作成を、近隣の市町村と広域で連携して実施しているケー

スがあるほか、高齢者の就労意欲の高さに反して求人が少ないことから、受け入れ先の確保を増

強する必要があることや、障がい者や 歳以降からの受け入れ先が少ないことに対して、就労継

続支援事業所Ａ型の年齢制限をなくしてほしいなど、制度面の見直しが必要との意見もみられる。
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（４）他機関との連携の状況・内容

ここでは他機関との連携の状況を の機関との関係からみていく（図表２－３－４－

１）。連携する必要性が低いと回答した割合が高いのは「教育機関」、「民間職業紹介事業者・

人材派遣事業者」で、約３割の回答者が連携する必要性がないと考えている。教育機関は、

相談者（求職者）の主な層が新規学卒者でないこと、民間職業紹介事業者・人材派遣事業

者は、主にハローワークや無料職業紹介所で求人を探すことが多いことが関係している。

しかし、連携する必要性がない割合は 分の１から 分の にとどまり、連携する一定

の余地はある。

連携する割合が高く、その一定の効果が表れている連携先は、「ハローワーク」「市町村

の他の関係部署」「地域若者サポートステーション」「生活困窮者自立支援事業の実施主体・

部局」「社会福祉協議会・社会福祉法人」「職業訓練機関」である。連携する必要性がある

割合は高いが連携している割合が高いとはいえないのは、「母子家庭等就業･自立支援セン

ター」「就労継続支援事業所（Ａ･Ｂ型）」「シルバー人材センター」「 」である。こ

れらの機関との連携の必要性は、各支援センターに多い相談者の属性に影響されることも

考えられる。むしろ、相談者の属性の特徴にかかわらず一層の連携の必要性が求められる

と考えられるのは、「商工会議所・経済団体」「 しごとフィールド」「中間的就労を

受け入れる企業・団体」「近隣の市町村・他の市町村」「企業（職場見学先､職業体験･訓練

先､就職先）」「自治会・町内会・民生委員」「就労移行支援事業所」「医療機関（保健所を含

む）」などで、相談者のアウトリーチや就労支援の先になる就労先の確保、就労支援と並行

して必要となる福祉・医療的な支援にかかる連携先である。

連携上の課題や取り組みたい連携やその内容（自由記述）で多くみられるのは、就労の先にあ

る企業・事業所（就職先）の開拓だが、人材などの体制が十分ではないため、課題であると感じて

いるコーディネーターが多い。中小企業団地と連携し、職場見学・体験、面接会の開催等に取り組

みたいと考える意見もみられる。また、障がいがあることが推察される相談者などについて、実習を

通じて、ある程度能力や適性を確認し、その後、実際の職場で適性確認や配置の検討などができ

る連携先となる企業や事業所を増やしていきたいと考えるコーディネーターもいる。

また、連携しても成果が上がらないことや連携先への立地面のアクセスが課題との指摘もある

（例： で成果が上がらない、 しごとフィールドは遠くて行くことに抵抗がある）。企

業、商店街、非営利団体と連携はしているものの、連携先が必要とする時のみアプローチしてくる

ケースもあり、恒常的な連携が難しいことがうかがえる。また、連携の前段となる関係機関との情

報共有の難しさを指摘する意見もある。例えば、ケース会議等の日時の調整が難しいことや、担当

以外の人と情報共有することに抵抗を感じることである。障がい者の就労支援で、病院やクリニッ

クの情報が本人からしか聞けない状態で、支援方針を立てるのが難しいケースもある。そうした点

から、所在地の市部局との連携を強化したいという意見もみられる。非営利団体の取組みに対し、

柔軟できめ細かい対応が可能ではないかと評価する意見もあるが、活動内容を十分に把握でき

ないため連携が難しいという意見もある。

- 55 -



 
 

このほか、地域就労支援センターの課題として、対象者が限定されていない分、多様な属性の

相談者との関わり方が浅くなることや、地域就労支援センターの認知度が低く、相談から就労に至

るまで、他機関と充実した連携に至らない課題の指摘もある。地域就労支援センターでは、相談者

（求職者）との関係は強いものの、事業所・企業（就労先）との関係において、ハローワークや市の

無料職業紹介所を通しての関係となるため、直接的な連携に距離を感じているとの意見もみられ

る。

図表２－３－４－１ 他機関との連携の状況

連携先と連携の状況（Ｎ：ケースの数）

連携する

必要性は

低い

連携する必要がある
連携して

いる割合

（ａ＋ ）

連携してい

るとまでは

いえない

連携の効果

が十分に現れて

いない（ ）

連携の一定

の効果が現れ

ている（ ）

ハローワーク（相談者の相互紹介、同行支援）（Ｎ＝ ）

障害者就業・生活支援センター（Ｎ＝ ）

生活困窮者自立支援事業の実施主体・部局（Ｎ＝ ）

地域若者サポートステーション（Ｎ ）

シルバー人材センター（Ｎ＝ ）

就労継続支援事業所 Ａ･Ｂ型 （Ｎ＝ ）

母子家庭等就業･自立支援センター（Ｎ＝ ）

Ｃ－ＳＴＥＰ（Ｎ＝ ）

センター所在地の市町村の他の関係部署（Ｎ ）

社会福祉協議会・社会福祉法人（Ｎ ）

非営利団体（ や公益法人等の支援組織）（Ｎ＝ ）

就労移行支援事業所（Ｎ＝６９）

ＯＳＡＫＡしごとフィールド（Ｎ＝ ）

職業訓練機関（例： への推薦､大阪府人材育成課の委

託訓練､高等職業技術専門校､ ’創造館事業）（Ｎ＝ ）

企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）（Ｎ＝ ）

医療機関（保健所を含む）（Ｎ＝ ）

中間的就労を受け入れる企業・団体（Ｎ＝ ）

商工会議所・経済団体（Ｎ＝ ）

近隣の市町村・他の市町村（Ｎ＝ ）

都道府県庁（広域自治体）（Ｎ＝ ）

商店街・商店（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）

（Ｎ＝ ）

自治会・町内会・民生委員（Ｎ＝ ）

起業を支援する組織（例：労働者労働組合）（Ｎ＝ ）

民間職業紹介事業者・人材派遣事業者（Ｎ＝ ）

教育委員会（Ｎ＝６６）

大学・短期大学・高等専門学校（Ｎ＝６６）

専門学校（Ｎ＝６６）

全日制の学校（Ｎ＝６６）

通信制・定時制の学校（Ｎ＝６６）
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（５）生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係

地域就労支援事業（モデル事業を含め 年に開始）は、生活困窮者自立支援制度の

就労準備支援事業（ 年度開始）にくらべると支援対象者の間口が大きい特長がある

が、両事業の対象者は一部重複する可能性があるため、支援の交流や連携の実態をみてい

く。地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度との連携は決して多いとはいえず、回答

者の ％が、連携していないか連携の機会が少ない状況だと回答しているが、連携する

予定がないのは ％にとどまる。程度の差はあるものの何らかの連携をしている割合は、

内容によって ％から ％に分布し、「連携して相談に対応している」が ％と

最も割合が高く、「会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有している」や「担当窓口や

関係機関、関連事業に相談者を紹介している」もそれぞれ ％、 ％あり、「連携し

て事業を実施している」ケースは ％である。また、「連携していないかその機会は少

ないが、今後連携していきたい」と回答した 社のうち 社は、他の連携にかかわる選

択肢を選択しており、恒常的とはいえないまでも既に何らかの連携した実績を有している。

本調査の回答でみる限り、まだ連携する機会は少ないものの、今後の連携することに対

して積極的で、今後具体的な連携が検討され進展すると考えられる（図表２－３－５－１）。

図表２－３－５－１ 生活困窮者自立支援制度との連携状況
度数（Ｎ＝ ） ケースのパーセント

連携して相談に対応している

連携して事業（例：講座、面接会、説明会）を実施している

担当窓口や関係機関、関連事業に相談者を紹介している

会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有をしている

連携していないかその機会は少ないが、今後連携していきたい

連携しておらず、現在のところ連携する予定はない

合計

図表２－３－５－２は、具体的な連携のケースの一覧である。支援調整会議やケース会

議、社会福祉協議会が実施する 研修、こども育成支援会議、障害者就労支援部会な

ど定期的に開催される会合などの様々な場で、相談の内容や相談者の状況、支援プラン、

施策（セミナー、事業、職業訓練など）等の情報交換・情報共有が行われており、必要が

生じた都度や巡回相談時に、当該機関等を訪問したり電話などの手段で連携しているケー

スもある。情報交換・情報共有は、定期的な会合だけでなく、担当者の判断によって、必

要があれば臨機応変に行われている。同時に、住居や所持金をはじめ、生活の維持に緊急

を要するケースについて、生活困窮者自立支援の窓口に紹介するケースが多いが、緊急を

要することから、担当者間で随時紹介等が行われていることがうかがえる。また、生活困

窮者自立支援制度の対象者に求人情報を提供したり仕事を紹介するケースもあり、制度・

事業を行き来しながら、就労面のニーズを補完しているケースもみられる。
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図表２－３－５－２ 生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との連携の内容

運営形態 （各自治体における）連携している事業の内容／紹介している相談者、窓口、機関、事業／情報交換や情報共有の場や内容

直営

・相談者の状況に応じた対応等でハローワーク、職業訓練などと情報交換・共有

・就労面に加えて、生活面にも不安がある相談者を生活困窮者自立支援担当に紹介

・庁内の就労支援担当者による、就労相談担当者連絡会議を年数回開催し、それぞれの業務について情報共有

・困窮している相談者を生活保護・生活困窮の窓口に紹介

・生活困窮者支援会議で相談内容や支援プランを共有

・（紹介例）就労相談と並行して貯金を崩している生活への不安があるため社会福祉協議会と連携して支援、娘の就職を機に生活保護を辞退。

就職を探しているが当面の生活不安から貸付を希望のため社会福祉協議会を案内、社会福祉協議会での引きこもり就職困難者が職業適性検

査を希望。検査後連携して相談

・社会福祉協議会が実施する 研修で、実施している若年者就労相談等について説明

・実施しているセミナーや事業等の周知広報や参加を社会福祉協議会に依頼

・雇用労働部局であるくらし支援課で両事業を所管し一体的に実施

・庁内及び関係機関で構成する両事業の連絡会議を年一回開催し、実績報告や具体の支援ケースを紹介・意見交換

・長期ブランク（ひきこもりなど）のケースなどで就労準備支援事業と連携相談、同席相談

・生活保護、社会福祉協議会（社会福祉協議会貸付）、子ども福祉、ハローワーク、作業所などと連携し、担当者とミニケース会議で共有

・個々のケースに応じて、適性検査や職場見学、応募書類の作成等のメニューを活用することを協議、実施

・病気やけがなどで就労困難あるいは障害者手帳取得の可能性のある人に対して、市役所内担当窓口や社会福祉協議会へ誘導

・生活困窮担当者、就労支援担当者の間で週 回程度ケース会議を実施し、情報共有及び今後の対応支援策を検討

・担当者より依頼のある場合のみ就労支援

・年に 回、生活困窮者自立支援事業合同会議を実施し、情報共有

・適切な求人の有無の問い合わせや紹介依頼がたまにある程度

・生活保護受給者や生活困窮者を、主に警備、清掃事業へ紹介

・担当者間のみで生活保護受給者向けの求人情報をその都度情報提供

・相談者の特性に寄り添った支援が必要な就職困難者を に推薦

・相談者個々に対し、個別ケース検討会議で相談内容や状況等を共有

・相談者の生活状況から判断し、生活困窮者自立支援制度を所管している地域福祉課を案内

・講座、面接会、説明会を実施

・生活困窮者を福祉部門に紹介し、ハローワークへの同行も行っている

・こども育成支援会議、障害者就労支援部会で情報交換・情報共有

委託

・お困りごとなんでも相談（食料の配布）との連携

・新型コロナウイルス感染症の影響で収入減のあった人を生活自立支援の福祉なんでも相談の貸付制度に紹介

・市内の他の就労支援機関、こころの健康センター、障害者就業・生活支援センター、地域若者サポートステーションと連携

・電話連絡及び各々の機関に出向いて相談者を紹介

・生活保護まではいかないが、離職などが理由で、今後、住宅を失う可能性がある人を「住居確保給付金」窓口へ紹介し、就職活動をしている

が、経済的困窮のため思うように動けない人などに対して、社会福祉協議会の「生活福祉資金」などを情報提供

・生活支援希望者を福祉課相談窓口に、障がい認定等の相談者を障がい福祉窓口に紹介

・スキルアップが必要なケースは、しごとフィールドやハローワークに紹介

・くらしサポート。若者等自立サポート事業。

・ハローワークの専門窓口に紹介状の発行依頼等や一般就労困難者の就労継続支援Ａ型事業所での支援。

・市の就労担当者と地域就労センターコーディネーターと１カ月に１度事例報告会

・生活保護窓口に相談も受けてもらえない人で当座生活費がない人を紹介

・窓口は一体化している

・地域就労支援事事業は、主に、 を利用する案件に該当

・支援調整会議で情報共有

・相談者の中に希望者がいれば誘導できるよう、担当者間で事業内容を情報共有

・生活保護受給者に地域活動を紹介

・必要に応じて、市の生活支援課（生活困窮あるいは生活福祉）に紹介

・ 相談員と月 回程度情報を共有

・地域福祉ネットワークを活用して包括支援センターなどを利用

・地域福祉ネットワーク推進会議などで情報共有

・就労支援事業推進委員会（社会福祉協議会より代表参加）を年 回開催

・就労支援センターの相談者で、現時点では即就労することが困難と判断される人を就労準備訓練事業に紹介したことがある

・大阪府主催の市町村就労支援担当者等研修会などにおいて、各支援機関の実施内容を情報交換し、情報共有

・生活困窮に相談に来た人で、就労意欲のある人をサポート

・就労困難者の就労以外の問題点について紹介

・支援内容と結果、経過説明、家庭環境事情（家庭の問題）等を情報交換・情報共有

・合同面接会を実施し、相談時に活動証明書を発行

・就労相談の前に、経済的な問題（住む家や貯金がない）や病気を解決しなければならない場合、区の自立支援相談窓口に紹介

・巡回相談に行った折に、窓口に顔を出して情報交換するほか、電話で支援を共有

委託＋直営

・総合生活相談事業、地域就労支援事業を通じて適宜対応

・求職者にはハローワークや他の就職支援機関、課題により適切な機関へ案内・紹介

・各機関の関係者とあまり面識がない

・生活困窮者自立支援センターに、収入減で先々に不安を抱える相談者に対する支援の説明を要請

・地域就労支援センターに来所した際に、電話で該当する相談者の状況を共有
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地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の対象者の支援段階

をみる目的で、「日常生活支援段階」を１、「求職活動可能段階」を として 段階で

各事業の対象者を位置付けてもらう問いを実施したところ（図表２－３－５－３）、総体的

に地域就労支援事業の対象者の方が、就労訓練可能または求職活動可能の段階に位置づけ

られる傾向がみられる。地域就労支援事業の対象者が１から５段階までの累積で約３割で

あるのに対し、生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の対象者は１から５段階ま

でで約７割を占めている。ただし、一部のコーディネーターは、地域就労支援事業の対象

者が、日常生活支援から社会生活支援の各段階に相当する１から４と、就労訓練可能から

求職活動可能の各段階に相当する８から に該当するケースがあると回答しており、地

域就労支援事業の対象者が二極的であることを指摘している。また、生活困窮者自立支援

制度（就労準備支援事業）の対象者が、社会生活支援から就労訓練可能の各段階に相当す

る５から７あるいは６や９に該当するケースもみられ、生活困窮者自立支援制度の対象者

が、日常生活支援や社会生活支援の段階にとどまるわけではない（図表２－３－５－４）。

図表２－３－５－３ 地域就労支援と就労準備支援の事業対象者の支援段階に関する問い

地域就労支援と就労準備支援の事業対象者の支援段階（それぞれ該当する番号１つに○）

対象者の主な支援段階 日常生活支援⇒社会生活支援⇒就労訓練可能⇒求職活動可能

① 地域就労支援事業の対象者 １ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

② 就労準備支援事業の対象者 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

図表２－３－５－４ 地域就労支援と就労準備支援事業の対象者の支援段階
支援段階：数字が大きい

ほど日常生活支援から求

職活動可能の段階に移行

地域就労支援事業の

対象者の支援段階（ａ）

就労準備支援事業の

対象者の支援段階（ｂ）

度数 構成％ 累積％ 度数 構成％ 累積％

日
常
生
活
支
援
→
社
会
生
活
支
援
→
就
労
訓
練
可
能
→
求
職
活
動
可
能

から 及び から － － －

５から７ － － －

合計
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また、両事業の支援段階の差（地域就労支援事業の支援段階－就労準備支援事業の支援

段階）をみても、プラスの域の割合が大きく（マイナスの域 ％、ゼロの域 ％、

プラスの域 ％）、総体的に地域就労支援事業の対象者の方が、就労訓練可能または求

職活動可能の段階に位置づけられる傾向がある（図表２－３－５－５）。

図表２－３－５－５ 地域就労支援と就労準備支援事業の対象者の支援段階の差

差
が
プ
ラ
ス
で
あ
る
ほ
ど
、
地
域
就
労
支
援
事
業
の
対
象
者

は
、
就
労
訓
練
可
能
、
求
職
活
動
可
能
の
段
階
と
い
え
る

２事業の支援段階の差

（地域就労支援事業の支援段階－就労準備支援事業の支援段階）

差 度数 構成％ 累積％

合計

地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の各対象者の判断基

準は、全般的に、就労訓練可能及び求職活動可能の段階に到達できておらず、福祉的な支

援などを含む複合的な支援が必要と考えられる場合に生活困窮者自立支援制度の対象にな

ると考えられている。地域就労支援事業は、就労にある程度焦点を絞って支援を進めるこ

とができるケースが主な対象になっている。しかし、地域就労支援事業の相談者が二極的

であるとの指摘もあり、日常生活支援や社会生活支援から始まる相談者が多い一方、情報

の整理や書類関係の見直しを一緒に行えば就労につながる相談者が多い実態もある。また、

両事業の対象者とも、自己分析と就労意欲に大きな差があるとの指摘もある。このほか、

相談者（求職者）の希望（心と身体）が最優先されるべきとの考え方もあり、明確な基準

がなく相談者の特徴と事業内容・支援者の相性を重視する考え方もみられる（図表２－３

－５－６）。
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図表２－３－５－６ 地域就労事業と生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）
の各対象者の判断基準等

地域就労支援事業
生活困窮者自立支援制度

（就労準備支援事業）

・就労意欲があり、就職、再就職を目指す一

連の基本的な活動を自主的に行える段階

である

・生活基盤が整っている

・対象者の課題が就労のみの場合

・相談者は二極的で、日常生活・社会生活支

援から始まる対象者が多い一方、情報の整

理や書類関係の見直しを一緒に行えば就

労につながる対象者も多い

・日常生活や社会生活が可能であるとして

も、就労面のブランクや不安が大きく、求

職活動に向けて一定の見極めが必要な場

合

・長期間のブランク等により、日常生活が不

規則で社会生活が確立できていない場合

・就労意欲はあるものの、就労できる段階で

はない場合

・自助・共助が困難状態であると感じるとき

・対象者の課題に就労以外の課題がある場合

（日常生活支援等で福祉的支援と連携が

必要な場合）

生活困窮者自立支援制度と連携することや一体的実施による効果（連携や一体的実

施を行っていない場合は想定される効果として回答）は、「特に効果はない・わから

ない」は ％と低い割合で、何らかの効果があると考える回答者が多い。高い割合

で効果を期待しているのは「自治体の関係部署との連携が進み、適切な支援に誘導で

きる」が ％と最も大きい。次に、「福祉的な支援が可能になる」「情報を共有で

きる」「外部の関係機関等との連携が進み、適切な支援に誘導できるようになる」「相

談者を開拓できる」で、支援の広がりを期待していることがうかがえる（図表２－３

－５－７）。

一方、生活困窮者自立支援制度と地域就労支援事業との関係に課題もみられる。第一に

「体制面の課題」である。例えば、一体的に実施している場合、生活基盤を整えることか

ら就労支援に結びつけるまでの支援体制や時間的な負担が大きく、相談やキャリアカウン

セリング等に十分対応できないケースがある。しかしその一方で、社会生活や生きがい、

達成感等のかけ橋となり、長期的に生きやすさを感じることのできるサポートをしたいと

いう思いもあり、コーディネーターが、支援体制に制約がある中で葛藤している現状があ

ることがうかがえる。第二に、「連携方法の課題」である。生活困窮者自立支援制度につな

ぎはしても、相互の情報交換が難しく具体的にどう連携して良いのか分からないケースで

ある。この課題に対し、各窓口の関係者が情報交換や連絡を密にしないと相談者に適した

対応は難しく、定期的に窓口担当者間の情報交流や定例会議等を実施する必要があるとの

意見もある。また、密接に交流することで課題を明確化し、対象者の線引きや情報の共有、

支援対象者の引き継ぎなどのイメージを把握しやすくする必要性があるとの指摘もある。
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図表２－３－５－７ 生活困窮者自立支援制度との一体的実施の効果
度数

（Ｎ＝ ）

ケースの

パーセント

自治体の関係部署との連携が進み、適切な支援に誘導できるようになる

外部の関係機関等との連携が進み、適切な支援に誘導できるようになる

相談者を開拓できる

事業参加者を開拓できる

生活保護受給申請につながる

福祉的な支援が可能になる

情報を共有できる

特に効果はない・わからない

その他

合計

（６）就労支援コーディネーターからみた地域就労支援事業

ここでは、就労支援コーディネーターが地域就労支援事業の現状と今後についてどのよ

うにみているのか自由記述内容をもとに整理する。その内容から、就労支援コーディネー

ターは、資格よりもむしろ様々な実務経験を活かし、個別伴走型で対応している。近年、

相談者は、就労だけではなく生活面の課題を持つケースが増え、複合的な課題に対応する

ため支援は長期化し、一定の専門的な知識も求められるようになっている。また、他の支

援機関との連携や就労先となる事業所・企業の開拓もますます求められるようになってい

る。このため、就労支援コーディネーターの担う役割は大きく、一つひとつの相談対応の

負荷も大きいため、属人的な資質や経験に依存するだけでは十分な支援が行えないことが

うかがえる。以下では、主な内容をみていく。

第一は、「相談者（求職者）にみられる状況」である。単身者でも家族同居であっても、

疎遠あるいは希薄な人間関係のもとで、不安、悩み、葛藤を抱えるケースが少なくなく、

また、精神的に傷を負っていたり障がいが推察される人が増えており、地域就労支援セン

ターは、制度の狭間を埋める最後の砦の一つともなっている。就労支援コーディネーター

は、時間制限なしに一貫した担当制で対応するケースもあり、まず傾聴して本人の状況や

就労に限定されない関心のある話題を引き出して共有し、相談者が、自己否定の状況から

自己肯定感・自己効力感を醸成できるよう時間をかけて見守り、自身の存在意義を理解で

きた段階で就労支援に進めている。「あきらめていた人々の就労への扉を開いている」や

「同行支援した相談者は心を開いてくれる傾向にある」「誘導ではなく、本人の意思決定を

尊重する」というコーディネーターの表現は、就労支援においてラポール形成と伴走支援

を重視していることを示している。一方で、意思決定できず依存傾向にならないよう、出

来る事と出来ない事の識別を通して、気持ちの問題から行動に移せるようバランスをとっ

て進める必要があるとの指摘もある。行動変容を促すうえで、職業適性検査やキャリアイ

ンサイト等のツールを使いフィードバックすることが有用な場合もある。このように、就
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労支援は、単にマニュアルに依拠して進められるようなものではなく、相談者の状況とそ

の変化を的確に見極め、その時々の判断に基づく適切な支援を行っていくことが求められ

ている。

第二は、「他機関等との連携の実効性を高める必要性」である。既に各機関との連携は進

められているが、その実効性を高めることが求められている。例えば、制度上の連携では

なく担当者間の緊密な連携やスーパーバイズ機能を伴う議論や検討が実効性を高めるポイ

ントであるとの指摘がみられる。また、適切な連携機関に紹介した後の状況を把握できて

いない現状があり、センターでの支援のあり方を検証する上で、連携紹介後の状況の把握

が大切であるとの指摘もみられる。

第三は、「就労先の開拓」である。一つは、相談者（求職者）が、希望する職種を限定す

る現状があるため希望職種を広げる必要性があるとともに、連携できる企業・事業所を開

拓する必要性が大きい。そのためには、企業・事業所の理解と具体的にどのようなメリッ

トがあるのか提案できることが求められる。そのため、センター自体が企業・事業所との

連携を緊密化するとともに、例えば、 からの求人情報の提供を希望する意見がみ

られるなど関係機関の機能向上に対する期待も大きい。また、高齢者の相談が増えている

ものの年齢が障壁となり求人そのものが少ないという問題は少なからずみられる。地域に

密着した企業の開拓は容易でないが、企業団地との関係づくりなど、地域の資源の開拓に

向けた構想が既に動いている。

第四は、「職業訓練、職場見学・職場体験・職場実習、中間的就労の有用性」である。こ

れは、相談者が未経験の職種にチャレンジでき選択肢を広げる上で有効なだけでなく、地

域就労支援コーディネーターにとっても知識・視野を広げるためにも非常に有効との指摘

がある。また、ハローワークとは異なる短期間の職業訓練制度を独自に検討する余地があ

るとする自治体がある。さらに、中間的就労の環境を整備するニーズもある。就労経験が

あってもブランクが長かったり、ひきこもりのケースでは、長期的な相談対応と見守りが

必要になる中で、有償の中間的就労の場のほか、居場所、グループワークなど、広い意味

での社会参加できる場が有用との指摘がみられる。

第五は、「就労後の支援も必要」なことである。就労後にも相談に訪れるケースもみられ、

定着支援まで一貫して行っているセンターもある。就労支援コーディネーターと良好な関

係性が構築されることによって、就労後に労働相談で来訪するケースでは、職場や仕事に

対する第三者の客観的な目から見た見解や、必要に応じて労働法の理解につなげ、安易な

離職を未然に防止する契機になることもある。就労前から就労後まで相談できる場所があ

ることは大きな意味を持つ。

第六は、「生活困窮者自立支援事業との関係」である。一体的に実施している自治体では、

生活的自立及び社会的自立の段階で停滞するケース、家計面の支援が必要なケース、就労

後の定着支援が重要になるケースなど、生活と就労の支援を並行して進める必要のある案

件も多く、役割の分担だけでなく両事業の相互補完の観点からの連携が求められている。
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第七は、「新たな相談対応や事業実施のあり方」である。新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴う新しい生活様式への対応も背景にあるが、例えば、電話やメールによる相談のほ

か、オンラインによるセミナー・講座、企業面接会等の実施、スマートフォンや を

活用することによるひきこもりなどのアウトリーチが必要なケース（親族が相談に来訪し

ても本人は来訪しないか相談が続かないことが多い）における相談の予約や相談の機会の

創出である。就職困難者にとって相談窓口を身近に感じられる工夫が必要との指摘もある。

ただし、相談者の側もオンライン化や情報通信に親和的である必要がある。また、職場見

学・職場体験の一つのあり方として、会社（職場）の業務を など動画で紹介す

ることも働く職場をイメージする上で有用ではないかとの指摘がある。

第八は、「就労支援コーディネーターのスキルアップの必要性」である。就労支援におい

てコーディネーターに求められるのは、傾聴力、社会常識、業種や職種に関する理解、各

相談者の潜在的な可能性に応じたオーダーメイド的な支援計画を立てられることの指摘が

みられるが、これに関するスキルアップに加えて、近年、障がい者及び障がいが推察され

る人からの相談が増えていることを受けて、障がいの理解を進める知識や支援のノウハウ

が必要になっている。就労支援コーディネーターに求められる支援が複雑化し、求められ

る資質や経験が高度化する中で、スキルアップできる機会が必要である。また、こうした

状況において、コーディネーターの就労環境や労働条件の安定化も求められている。

４．小括

地域就労支援コーディネーターは、資格よりもむしろ実務経験を活かして相談等の支援

に対応している。相談者の就労阻害要因は、属性によって要因の数や内容は異なるものの、

「精神状態」「コミュニケーションの困難性」「自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ」「社

会経験の少なさ」「年齢」「健康状態」「家族 同居者 の世話・介護」「経済的困窮」など複

数の要因がみられる。こうした現状に対し、コーディネーターの多くが多様な支援が必要

だと考えているが、十分に取り組めているのは求職活動に向けた実践的な支援である。地

域就労支援センターの体制に制約がある中で、支援内容の選択と集中の観点から、他機関

等と連携することが必然であるが、連携する割合が高く、その一定の効果が表れている連

携先は、「ハローワーク」「市町村の他の関係部署」「地域若者サポートステーション」「生

活困窮者自立支援事業の実施主体・部局」「社会福祉協議会・社会福祉法人」「職業訓練機

関」である。連携する必要性は高いが連携している割合が高いとはいえないのは、「商工会

議所・経済団体」「 しごとフィールド」「中間的就労を受け入れる企業・団体」「近

隣の市町村・他の市町村」「企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）」「自治会・町内

会・民生委員」「就労移行支援事業所」「医療機関（保健所を含む）」などで、相談者のアウ

トリーチや就労支援の先にある就労先の確保、就労支援と並行して必要となる福祉・医療

的な支援にかかる連携先である。
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生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係では、同制度との連携は決して

多いとはいえないが（ ％が連携していないか連携の機会が少ない状況と回答）、連携

する予定がないのは ％にとどまる。「連携して相談に対応している」が ％と最も割

合が高く、「会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有している」や「担当窓口や関係機

関、関連事業に相談者を紹介している」もそれぞれ ％、 ％あり、今後の連携に

は積極的といえる。そして、生活困窮者自立支援制度の対象は、就労訓練可能及び求職活

動可能の段階に到達できておらず、福祉的な支援などを含む複合的な支援が必要なケース

と考えられているが、地域就労支援事業の相談者が二極的であるとの指摘もある。日常生

活支援や社会生活支援から始まる相談者が多い一方、情報の整理や書類関係の見直しを一

緒に行えば就労につながる相談者が多い実態もある。

また、就労支援コーディネーターは、地域就労支援事業の現状と今後について以下のよ

うにみており、事業展開の検討に活かしていくことが望まれる。第一に、相談者（求職者）

にみられる状況から、就労支援は、マニュアル依存型ではなく、相談者の状況とその変化

を的確に見極め、時々の判断に基づく適切な支援が求められる。第二に、他機関等との連

携ではその実効性を高めるため、制度上の連携ではなく担当者間の緊密な連携やスーパー

バイズ機能を伴う議論や検討が実効性を高めるポイントになる。第三に、就労先の開拓で

は企業・事業所の理解と具体的なメリットの提案が求められるが、センターによる開拓に

加えて、関係機関の機能向上に対する期待も大きい。第四に、職業訓練、職場見学・職場

体験・職場実習、中間的就労は、相談者が未経験の職種にチャレンジでき選択肢を広げる

だけでなく、地域就労支援コーディネーターの知識・視野を広げるためにも非常に有効で、

有償の中間的就労の場のほか、居場所、グループワークなど、広い意味での社会参加でき

る場も有用である。第五に、就労後の支援の必要性もあり、就労支援コーディネーターと

良好な関係性が構築され、就労後に労働相談で来訪するケースでは、職場や仕事に対する

第三者の客観的な目から見た見解や、必要に応じて労働法の理解につなげ、安易な離職を

未然に防止する契機になる。第六に、生活困窮者自立支援事業との関係は、生活と就労の

支援を並行して進める必要のある案件も多く、役割分担だけでなく両事業の相互補完の観

点からの連携が求められる。第七に、新たな相談対応や事業実施のあり方として、電話や

メールによる相談のほか、オンラインによるセミナー・講座、企業面接会等の実施、アウ

トリーチが必要なケースでは、 等を活用した相談の機会の創出により窓口を身近に

感じられる工夫が考えられる。第八に、就労支援コーディネーターのスキルアップの必要

性で、例えば、障がいの理解を進める知識や支援のノウハウが必要になっている。就労支

援コーディネーターに求められる支援が複雑化し、求められる資質や経験が高度化する中

で、スキルアップできる機会が必要である。
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第３章 地域就労支援センターの支援の多様性－各センターの事例

１．調査の概要

本章では、 の市町（運営形態：直営型７市、委託型 市１町、直営型＋委託型２市）

の各地域就労支援センターで聞き取った内容に基づいて事例を紹介する。各センターでの

聞き取り内容を、「市町村就職困難者就労支援事業報告」や「市町村就職困難者就労支援事

業の実績報告（ ～ 月実績）」の資料 で補完しつつ、各センターの支援の多様性と「地

域就労支援の推進の５段階」（図表３－１、第１章で紹介した図表の再掲）にも留意し、相

談者数、相談件数、就労者数などの結果の背景にある、各支援段階における創意工夫や課

題をみていく。その一端から、地域就労支援の事業の実効性の向上や新たな実践へのヒン

トを得る資料を提示する。

図表３－１－１ 地域就労支援の推進の５段階（ 頁に掲載の図表を再掲）
（福原 ： 頁、地域就労支援事業検討会 ）

（コーディネーター）当事者を支える「付き添い活動」・福祉と就労の専門家としての活動 （就職困難者等）

第１段階 Ⅰ．相談・調整 ・信頼関係を構築→「当事者の主体性」を尊重

・「相談カード」を活用→ニーズや就労阻害要因を発掘

・必要に応じて複数回対応

・関係部署や地域団体と調整

相談・面接

第２段階 Ⅱ．情報提供 ・雇用・就労及び福祉や教育にかかわる施策情報を収集

し提供

各種施策等活用

第３段階 Ⅲ．企画・立案 ・サポートプラン（支援目標、目標実現への道筋、就労阻

害要因克服の方法）を作成（「主体としての当事者」へ

の情報提供と「相談」を繰り返し、コーディネーターと当

事者が一緒に組み立てる。就労以外の阻害要因がある

場合は、庁内関係部署や専門性を持つ関係諸機関の

参加を得て「個別ケース検討会議」を開催）

（希望・要望）

第４段階 Ⅳ．実施・遂行 ・助言、バックアップの支援活動、励まし

・ハローワークでの求職活動、各種求人機関への応募

・コーディネーターによる、ハローワークや事業者の訪問、

継続的日常生活支援における関係施設や民間支援施

設への働きかけ、職場環境や技能に強い不安がある場

合は人材開発養成事業（おおさか人材雇用開発人権

センター（ ））などに誘導

実施

第５段階 Ⅴ．評価・レベルアップ ・就労の継続状況の定期的な確認。必要に応じて再度の

就職活動など、当事者へのフォローアップ

・個々の支援ケースの集約、事業全体の効果測定、問題

点や新たな課題の発見

雇用・就労

※第３段階から第５段階は必要に応じてサイクルを回す

                                                   
「市町村就職困難者就労支援事業報告」（大阪府・市町村就労支援事業推進協議会が毎年作成している資

料）及び「市町村就職困難者就労支援事業の実績報告（ ～ 月実績）」（各センターから提出される年度報告）。
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２．支援の多様性（事例からの気付き）

本章の第３節で地域就労支援センターの 事例を紹介するが、直営、委託、直営＋委

託のいずれの運営形態においても、センターが立地する地域性、運営組織の形態（就労支

援系、人権系あるいは非営利組織、株式会社など）や事業内容などを背景とする特徴、支

援を進めるに際しての関係機関とのつながりとその深さ、各就労支援コーディネーターの

経験や属人的な要素とそれをベースにした創意工夫などがみられる。

以下では、地域就労支援の推進の５段階（Ⅰ相談・調整、Ⅱ情報提供、Ⅲ企画・立案、

Ⅳ実施・遂行、Ⅴ評価・レベルアップ）（図表３－１－１）も参照し、各センターにみられ

る取組みからの気付きを、就労支援コーディネーターの発言も引用して以下に記載する。

相談者の多くは、ハローワークに行っても就職先が見つからない求職者で、その属性は、

若年者、中高年齢者、障がい者・障がいが推察される人、単親家庭の親、外国人など様々

である。就職を困難化する多様な阻害要因があるため、就労支援を始める前に、自己理解

と自己肯定感・自己効力感の醸成を優先した支援が行われることが多い。その一方、ハロ

ーワークの立地（例：ハローワークが遠い、不便）によって、ハローワークで自ら求職活

動を進めることのできる相談者が来訪するセンターもある。このため、相談者は、短期間

の支援で就労に至る層と就労までに時間がかかり多様な支援を要する層に二極化している。

また、障がい者・障がいが推察される人の相談も増えており、専門的な予備知識が求めら

れる局面も多く、相談者数の増減だけで支援に要する負荷を判断できない現状がある。さ

らに、一部の自治体では相談拠点を増やしたり出張相談を行うなど、アウトリーチが必要

な層へのアプローチを試みる例もある。

相談・調整は、支援の根幹となる段階で、数人の就労支援コーディネーターから、「相談

者との信頼関係を構築し、当事者の主体性の尊重を重視している」との発言が聞かれたが、

その一つの現れが、相談時間に上限を設けず、「傾聴」（共感）と「誘導」（考えてもらう）

を併用することで、そこでは「時間」が大きな意味を持ち、信頼関係を構築できるまで複

数回の相談が重ねられている。そして、やりたいことを明確にして将来設計につなげてい

けるよう、収入の目標や仕事の内容によっては資格取得や学びの必要性などについて考え

る機会をつくり、できることとできないことの整理や現実的なことにふれることで、主体

的に考えていけるよう方向付けしている。就労支援コーディネーターは、主訴の就労や求

職にとどまらない生活の問題にワンストップで対応することも多く、その過程で様々な情

報を得る機会も多いが、そうした情報の中から、相談者のその時の状況に適した複数の選

択肢を用意して提案することで、相談者が自らの意思で情報や機会を選び取っていけるよ

う背中を押している。「自発的に動くエネルギーが出てくること」「潜在的な能力を引き出

すこと」を重視する姿勢は、ハローワークのように、限られた時間の中で求人情報の提案

を受け自己決定していく手法とは一線を画しており、就労支援コーディネーターは、「就労

希望者自身の中で再就職や転職に至るストーリーを組み立てること」を支えるプロデュー

サーのような役割を担っている。
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しかし、多くの就労支援センターは、在籍するコーディネーターが１名から数名のとこ

ろが多く、多様な相談者にオーダーメイド的に対応するには負荷が大きく、各支援段階に

おける客観的な見極めと適切な判断に確信を持てないこともある。このため、運営形態に

かかわらず、支援センターの内外の組織や人材と情報共有し連携することで、客観的な見

立てや幅広い情報収集につなげているケースも多い。また、支援の見立ては、相談者の状

況と経過に応じて適宜見直される必要があり、情報の収集と収集した情報を継続的に更新

していくことも求められる。このように、「相談・調整」から「情報提供」への段階は、一

方向の流れで進められているわけではなく、相談者の変化に合わせてスパイラルアップさ

れていく過程でもある。

「相談・調整」「情報提供」の段階がスパイラルアップされるのと並行して、「企画・立

案」「実施・遂行」の段階では、具体的な計画が策定され実行に移されるが、各センターで

は様々な取組みが行われる（図表３－２－１）。主な取組みは以下のように整理できる。

第一に、障がいが推察されるケースが増えていることに対し、就労可能性を高めるうえ

で、障がいの理解・受容や障害者手帳の取得が一つの契機になって意思決定できる可能性

が高まっている。

第二に、就労可能性を高めるうえで、グループワーク、職場での見学・実習や体験（イ

ンターンシップ）、職業訓練、資格取得（実務経験を伴う資格取得）などに有用性を見出し

ている。これらは、仕事や職場の理解につながるだけでなく、参加者がお互いに刺激を受

ける場ともなり、社会に出るまでの不安を解消したり、社会でどこまで適応していけるか

見極める機会にもなり、新たな行動につながる契機になる可能性を高める。

第三に、無料職業紹介所を設置している自治体では、登録企業数を増やす方向ではなく、

求職者と企業・事業者のマッチングの実効性を高める方針を有している。例えば、求人票

からだけでは知ることのできない企業・事業者が求めている本音などを独自に引き出し、

就労後の定着も見すえて求人を開拓・創造している。企業・事業者の理解が欠かせないが、

求職者の適性や弱点を含む等身大の情報を企業・事業者に伝えるとともに、採用と実習を

セットで働きかけるほか、ケースによっては求人条件の調整を提案している。このほか、

「総合評価事業」や「雇用奨励金」などによる雇用を動機付ける取組みも行われている。

第四に、他機関等との関係において、例えば、連携の多いハローワークにつなぐ際に、

就労支援コーディネーターが、信頼のおける面識のある担当者に対し、「相談者をお願いし

ますね」などと一声かけることで、ハローワークに出向くハードルを下げ、連携の実効性

を高めている。体制上の連携だけでなく担当者間の連携が重要であることを示している。

「評価・レベルアップ」の段階では、地域就労支援事業において相談者数や就労者数が

過大な評価軸にはなっていない。多様な相談者が来訪するゆえ、各相談者の状況に応じて

「相談者との信頼関係の構築と当事者の主体性の尊重」が重視され、「時間」の概念を大切

にした支援が行われている。しかし、多様な阻害要因を有する相談者に対応する上で、各

就労支援コーディネーター任せではない、全体的なスキルアップの機会が求められている。
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援
事
業
）
も
受
託
し
て
い
る
）
／
支
援
に
お
い
て
、中
期
目
標
と
短
期
目
標
を
た
て
て
い
る
／

就
労
に
お
い
て
職
業
訓
練
と
職
業
能
力
開
発
講
座
が
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
（
委
託
団
体
が
職
業
訓
練
等
の
た
め
に
市
か
ら
受
託
し
て
い
る
市
内
の
施
設
や
公
園
の
管
理
な
ど
の

事
業
で
訓
練
を
実
施
）
。就
労
だ
け
で
な
く
、参
加
者
が
お
互
い
に
刺
激
を
受
け
る
こ
と
で
新
た
な
行
動
に
つ
な
が
る
契
機
に
も
な
る
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
は
密
接
に
連
携
し
、事
前
に

連
絡
す
る
こ
と
で
相
談
者
が
出
向
き
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
／
求
職
活
動
の
支
援
に
お
い
て
、諦
め
ず
に
応
募
し
て
い
く
こ
と
で
就
労
先
が
決
ま
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
が
、

求
職
者
の
等
身
大
を
企
業
に
伝
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
認
識
し
て
い
る

北
河
内

守
口
市

委
託

就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
相
談
と
兼
任
で
相
談
に
対
応
し
て
い
る
（

年
度
末
に
相
談
窓
口
を
一
本
化
）
／
主
訴
の
就
労
だ
け
で
な
く
生
活
課

題
の
対
応
に
も
注
力
し
て
い
る
／
職
業
紹
介
所
が
あ
る
。求
人
数
よ
り
も
就
労
し
た
人
を
育
て
て
く
れ
る
企
業
を
開
拓
し
増
や
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
／
就
労
準
備
支
援
の
一
つ
の

メ
ニ
ュ
ー
と
し
て

の
利
用
を
位
置
付
け
て
い
る

枚
方
市

委
託

委
託
先
の
団
体
は
、人
権
な
ん
で
も
相
談
、福
祉
な
ん
で
も
相
談
、進
路
選
択
支
援
相
談
、男
女
共
生
フ
ロ
ア
・ウ
ィ
ル
の
相
談
、地
域
就
労
支
援
相
談
の
５
つ
の
事
業
を
行
っ
て
お
り
、

就
労
だ
け
で
な
く
生
活
問
題
全
般
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
し
て
い
る
／
相
談
者
の
潜
在
的
な
能
力
を
引
き
出
せ
る
よ
う
時
間
を
か
け
て
傾
聴
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。傾
聴
後
は

相
談
者
が
自
ら
を
振
り
返
り
、履
歴
書
や
職
務
経
歴
書
を
作
成
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
お
り
、そ
の
過
程
で
相
談
者
と
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
る
／
当
該
団
体
内
や
近
隣
に
連
携
で
き

る
各
種
相
談
員
や
支
援
団
体
先
が
集
積
し
て
い
る
／
就
労
機
会
の
拡
大
の
観
点
で
資
格
講
座
を
企
画
・実
施
し
て
い
る

大
東
市

委
託

市
内
に

箇
所
の
相
談
拠
点
を
開
設
し
て
い
る
／
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
（
就
労
準
備
支
援
事
業
）
が
緊
急
性
を
要
し
時
間
を
か
け
て
仕
事
を
選
ん
で
い
ら
れ
な
い
状
況
が

あ
る
の
に
対
し
、地
域
就
労
支
援
事
業
で
は
、相
談
者
が
働
き
た
い
と
思
う
仕
事
や
職
種
に
就
け
る
よ
う
一
定
の
時
間
を
か
け
て
対
応
す
る
点
に
違
い
が
あ
る
／
相
談
者
の
状
況
を
み

て
就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
飛
び
込
み
で
就
労
先
を
開
拓
す
る
こ
と
も
あ
る
／

年
度
は
「
若
年
者
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
業
」
を
実
施
し
て
い
た

門
真
市

委
託

近
年
は
障
が
い
者
の
相
談
が
増
え
て
い
る
／
在
職
し
な
が
ら
相
談
に
来
訪
す
る
人
も
お
り
、仕
事
の
現
状
や
不
満
な
ど
を
共
有
す
る
こ
と
で
離
職
を
予
防
で
き
る
こ
と
も
あ
る
／
若
年

者
で
は
、地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
と
連
携
し
、ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
の
活
用
や
定
期
的
に
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る
こ
と
が
刺
激
に
な
る
こ
と
も
あ
る
／
意
欲
の
醸
成
・向

上
に
お
い
て
、職
場
見
学
や
職
場
体
験
が
就
労
の
契
機
に
な
る
こ
と
が
あ
る
／
資
格
取
得
も
実
践
が
伴
え
ば
有
効

四
條
畷
市

直
営

無
料
職
業
紹
介
所
が
あ
る
。他
市
で
の
企
業
開
拓
も
実
施
し
、積
極
的
な
紹
介
を
図
っ
て
い
る
／
主
に
就
労
困
難
者
を
中
心
に
職
業
相
談
・紹
介
・定
着
支
援
を
実
施
し
、生
活
困
窮

者
自
立
支
援
窓
口
と
の
相
談
内
容
と
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
る
／
単
親
世
帯
の
母
親
及
び
高
齢
者
の
相
談
が
多
い
／
本
質
に
迫
る
寄
り
添
う
支
援
と
し
て
、現
在
か
ら
将
来
の
生

活
設
計
に
基
づ
く
必
要
収
入
の
見
込
み
額
の
希
望
等
に
も
踏
み
込
ん
で
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
も
あ
る
／
相
談
者
の
特
性
や
職
歴
・実
績
等
を
鑑
み
、適
し
た
求
人
を
開
拓
し
、紹
介

す
る
こ
と
も
あ
る

交
野
市

直
営

制
度
の
狭
間
に
あ
る
相
談
者
に
対
応
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
／
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
連
携
し
た
就
労
相
談
や
職
業
適
性
検
査
事
業
か
ら
相
談
に
つ

な
が
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
／
就
労
後
の
労
働
相
談
や
転
職
相
談
も
あ
る
／
過
度
な
思
い
入
れ
や
価
値
観
を
緩
め
る
こ
と
で
就
労
先
が
見
つ
か
る
ケ
ー
ス
も
多
い
／
障
が
い
の
理
解
・受

容
か
ら
障
害
者
手
帳
の
取
得
に
つ
な
げ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

中
河
内

柏
原
市

直
営

２
名
の
就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、「

歳
以
上
」
「

歳
未
満
」
と
い
う
よ
う
に
相
談
者
の
年
齢
で
分
担
し
て
相
談
に
対
応
し
て
い
る
／
地
域
就
労
支
援
事
業
は
相
談
者
と

じ
っ
く
り
対
応
で
き
る
良
さ
が
あ
る
／
傾
聴
（
共
感
）
と
誘
導
（
考
え
て
も
ら
う
）
を
併
用
し
て
い
る
／
採
用
面
接
に
同
行
す
る
際
に
は
、相
談
者
の
弱
点
と
メ
リ
ッ
ト
の
両
方
を
ア
ピ
ー
ル

し
背
中
を
押
し
て
い
る
／
市
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、商
工
会
が
連
携
し
て
「
ス
テ
ッ
プ
就
労
」
（
２
週
間
の
雇
用
型
就
労
体
験
）
を
実
施
し
て
い
る

東
大
阪
市

委
託

不
安
が
大
き
い
場
合
に
は
時
間
を
あ
け
て
相
談
を
重
ね
て
い
る
／
自
己
理
解
を
深
め
る
う
え
で
、（
専
門
学
校
、職
業
訓
練
校
な
ど
で
の
）
学
び
が
就
労
ま
で
の
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な

り
、不
安
を
自
信
に
つ
な
げ
て
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
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 南
河
内

富
田
林
市

委
託

中
高
年
齢
者
の
相
談
が
多
い
が
、年
齢
が
就
労
の
障
壁
で
あ
る
／
若
年
者
は
、地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
体
験
事
業
な
ど
が
合
わ
な
い
人
が
来
訪
す
る
／
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
な
ど
の
講
座
に
注
目
し
て
お
り
、
´
ワ
ー
ク
創
造
館
の
担
当
者
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
／
小
中
学
校
（
委
託
団
体
が
子
ど
も
食
堂
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
で
つ
な

が
り
が
あ
る
）
の
教
諭
を
通
じ
て
事
業
を
告
知
し
て
い
る
／
相
談
者
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
出
向
く
際
に
、面
識
の
あ
る
担
当
者
を
紹
介
し
円
滑
な
登
録
と
相
談
に
お
い
て
配
慮
し
て
い
る

北
大
阪

豊
中
市

直
営

パ
ー
ソ
ナ
ル
・サ
ポ
ー
ト
・サ
ー
ビ
ス
や
緊
急
雇
用
創
出
基
金
の
各
事
業
の
実
績
が
活
か
さ
れ
て
い
る
／
地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
上
部
に
、生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

自
立
相
談
支
援
機
関
を
位
置
付
け
、市
、社
会
福
祉
協
議
会
、一
般
社
団
法
人
キ
ャ
リ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
の
特
性
を
活
か
し
て
い
る
／
若
年
者
は
主
に
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

対
応
し
て
い
る
／
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
就
労
準
備
支
援
事
業
（
段
階
的
に
就
労
を
目
指
す
複
数
の
メ
ニ
ュ
ー
で
構
成
）
を
活
用
し
て
い
る
／
事
業
所
内
体
験
実
習

は
、採
用
面
接
に
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、体
験
の
場
で
専
門
家
の
支
援
が
あ
る
と
働
き
続
け
ら
れ
る
と
思
え
た
り
、体
験
実
習
の
場
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
集
す
る
こ

と
で
、例
え
ば
、障
が
い
が
推
察
さ
れ
る
人
の
障
が
い
の
理
解
・受
容
が
進
ん
だ
り
、就
労
の
可
能
性
の
検
討
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
／
無
料
職
業
紹
介
所
と
無
料
職
業
紹
介
コ

ー
ナ
ー
（

時
ま
で
開
所
）
が
あ
り
、相
談
者
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
転
職
希
望
者
の
利
用
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。就
労
の
マ
ッ
チ
ン
グ
で
は
、求
職
者
の
適
性

な
ど
の
状
況
を
企
業
に
伝
え
る
と
と
も
に
、場
合
に
よ
っ
て
は
企
業
に
求
人
条
件
の
調
整
を
提
案
す
る
こ
と
も
あ
る
／
無
料
職
業
紹
介
所
の
求
人
案
件
は
、拡
大
路
線
で
は
な
く
顔
の

見
え
る
関
係
を
ベ
ー
ス
に
、採
用
と
実
習
の
体
験
を
セ
ッ
ト
で
働
き
か
け
て
い
る
。求
人
開
拓
と
い
う
よ
り
、会
社
の
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
姿
勢
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
／
従

来
型
の
若
者
向
け
合
同
面
接
会
で
は
な
く
、イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
中
心
の
内
容
に
切
り
替
え
、働
き
ぶ
り
を
評
価
し
て
も
ら
う
こ
と
で
応
募
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
で
、就
職
経
験
の

少
な
い
求
職
者
に
有
効
で
あ
る

池
田
市

直
営

就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
社
会
保
険
労
務
士
で
も
あ
り
就
労
と
労
働
の
両
相
談
に
対
応
し
て
い
る
。顧
問
先
企
業
を
通
じ
て
業
界
事
情
に
通
じ
、就
労
先
や
仕
事
の
選
択
に
際

し
て
具
体
的
に
助
言
で
き
る
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
隣
接
し
て
お
り
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
利
用
者
も
相
談
に
来
訪
す
る
／
仕
事
を
し
た
こ
と
の
な
い
人
や
不
安
の
あ
る
相
談
者
に
は
職
業
訓
練

や
資
格
取
得
の
有
効
性
に
注
目
し
て
い
る
／
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
連
携
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、適
性
を
知
る
機
会
に
な
る

吹
田
市

直
営
＋
委
託

拠
点
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
性
や
特
徴
が
あ
る
。一
つ
は
就
労
相
談
、総
合
生
活
相
談
、人
権
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
相
談
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
し
て
お
り
高
齢
者
の
相
談
が
多
い
。も

う
一
つ
は
無
料
職
業
紹
介
所
を
有
し
、中
高
年
齢
者
や
若
年
者
の
相
談
が
多
い
／
無
料
職
業
紹
介
所
は
、求
職
者
と
企
業
・事
業
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
実
効
性
を
高
め
る
方
針
で
運

営
さ
れ
て
い
る
。求
人
票
か
ら
だ
け
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、企
業
・事
業
者
が
実
際
に
求
め
て
い
る
本
音
を
引
き
出
す
努
力
を
続
け
て
い
る

島
本
町

委
託

就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
関
わ
っ
て
い
る
里
山
保
全
活
動
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
こ
と
で
、森
林
組
合
に
就
職
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
、相
談
者
の
興
味
や
潜
在
す
る
能
力

を
引
き
出
せ
る
柔
軟
な
見
立
て
が
有
効
な
場
合
が
あ
る
／
委
託
団
体
が
受
託
し
て
い
る
、除
草
、低
木
の
剪
定
業
務
に
相
談
者
が
参
加
す
る
有
償
の
中
間
的
就
労
を
実
施
し
て
い
る

阪
南

岸
和
田
市

直
営

セ
ン
タ
ー
の
み
で
解
決
を
目
指
す
が
、相
談
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
主
で
あ
る
／
相
談
を
重
ね
る
ケ
ー
ス
で
は
、就
労
可
能
な
職
種
や
求
人
条
件
と
希
望

す
る
労
働
条
件
の
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、「
仕
事
探
し
が
仕
事
」
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
／
資
格
を
取
得
し
て
就
職
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
。一
方
で
、就
労
に
と
っ
て
有
望

と
思
わ
れ
て
も
、予
算
の
関
係
や
遠
方
ま
で
通
わ
な
い
と
取
得
が
難
し
い
な
ど
、企
画
の
段
階
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
資
格
も
あ
る

泉
佐
野
市

直
営
＋
委
託

近
年
の
相
談
者
は
、就
労
支
援
だ
け
で
な
く
福
祉
と
連
携
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、総
合
生
活
相
談
員
と
一
緒
に
考
え
て

支
援
す
る
こ
と
も
あ
る
／
市
独
自
の
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
（
正
規
雇
用
を
目
指
す
就
職
困
難
者
を
対
象
に
、資
格
取
得
に
か
か
る
受
講
料
を

【
上
限
５
万
円
】
ま
た
は

【
上

限
１
０
万
円
】
分
補
助
す
る
）
を
実
施
し
て
い
る
。職
業
訓
練
に
つ
な
げ
ら
れ
る
と
支
援
が
進
め
や
す
く
な
る
と
感
じ
て
い
る
／
無
料
職
業
紹
介
所
が
あ
る
が
、業
種
に
や
や
偏
り
が
あ
る

和
泉
市

直
営

出
張
相
談
を
含
め
、拠
点
が

箇
所
あ
る
。一
方
で
担
当
職
員
が
足
り
ず
、同
行
支
援
を
行
い
に
く
い
現
状
も
あ
る
／
無
料
職
業
紹
介
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。以
前
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

求
職
者
の
情
報
（
年
齢
、し
た
い
仕
事
、小
学
校
区
レ
ベ
ル
の
居
住
地
、資
格
保
有
状
況
）
を
掲
載
し
て
い
た
／
就
労
の
可
否
に
お
い
て
「
意
思
決
定
」
が
で
き
る
で
き
な
い
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
だ
が
、障
が
い
が
推
察
さ
れ
る
場
合
に
は
意
思
決
定
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
。こ
う
し
た
場
合
は
、障
が
い
の
理
解
・受
容
か
ら
障
が
い
者
手
帳
の
取
得
を
勧
め
る
こ
と
も
あ
る

泉
南
市

委
託

求
職
者
は
高
齢
化
し
て
い
る
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
や
や
遠
い
た
め
、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
活
動
を
行
え
る
人
も
来
訪
す
る
。土
曜
日
（
要
予
約
）
も
相
談
対
応
し
て
い
る
／
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
の
求
人
情
報
を
毎
日
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
求
職
者
の
閲
覧
に
供
し
て
い
る
／
委
託
団
体
が
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
を
受
託
し
連
携
し
て
い
る

阪
南
市

委
託

就
労
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
相
談
対
応
の
ほ
か
、泉
州
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
員
に
よ
る
「
若
年
者
等
（
概
ね

歳
ま
で
）
の
た
め
の
し
ご
と
の
出
張
相
談
」

や
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
「
就
労
・生
活
相
談
（
月
３
回
）
」
も
行
わ
れ
て
い
る
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３．地域就労支援センターの事例集

（１）直営型

事例１：四條畷市地域就労支援センター・無料職業紹介事業（直営）

【概要】

健康福祉部福祉政策課が所管し、キャリアコンサルタントの資格と公的職業紹介機関や

大学で 年以上の相談経験を持つ就労支援コーディネーター１名（任期付き職員）が、

市役所内で相談と職業紹介を兼任している（相談時間：月・火・木・金各曜日の８時 分

時 分）。

【支援の概況・ポイント】

（相談者の状況）相談者の間口は広く、若年者、中高年者、高齢者、単親世帯の母親、

障がい者が多く、生活保護受給者や卒業後働いていない人からの相談もある。なかでも単

親世帯の母親の相談が多いため、女性の相談者が男性の倍程度多い。相談者には、ハロー

ワークに行って求職活動をするも不採用が続いている人や、殆ど行っていない人が多く、

単親世帯の母親などは、門真のハローワークが遠いことも一因となって来訪する。就労の

意欲は様々で、無業の状態でも２ ３カ月程度の生活は維持できるような人が多い。事業開

始より年々、相談者と就労者の数は順調に増えている。また、就労者数の内に正規就労者

も多数あり、ハローワークが遠いため相談に訪れる人の存在（ここでは、初回相談から２

カ月以内で殆どの採用が決まり３カ月以上かかる人は少ない）と、キャリアコンサルタン

トの技術と経験、求人募集の選び方、応募技術等のきめ細かな個別指導など無料職業紹介

所とハローワークの各求人の適切な活用が功を奏している。

就労支援コーディネーターは就任して３年目だが、就労体験事業所の開発業務を主とす

る前任者のやり方を根本から変え、市の方針で、キャリアコンサルタントの主体性を活か

して自由なスタイルで支援業務にあたることができたことが大きく、事業の進捗状況の精

査など全面的に任せてくれたことで自身の自由で様々な創意工夫が支援の成功につながっ

ていったと感謝している。また、相談者に対する基本的な対応姿勢としては、かれらそれ

ぞれが持つ様々な人物的な欠点等を個性として認めて肯定するとともに、応募行為時など

の諸作業や行動等時のフットワークの軽さを特に促進し、ゲーム的に自ら積極的に応募活

動や採否結果を楽しみ、深刻さを後に引っ張らないように常にアドバイスしている。

（相談の状況・相談の例）就労への過程において、就労希望者自身の中で再就職や転職

に至るストーリーを組み立てることができるかどうかが重要だと考えており、傾聴だけで

なく、相談者の主体的な考えや行動を促していくことで、自分が仕事をしているイメージ

を持ち、その中で自分の特性や好きなことなどを振り返り、自覚することで自信を持てる

ように働きかけている。そのため、リズム感をもって相談に対応し、例えば、初回相談で
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相談者からの聴き取りや印象から合っていそうな職種や作業等を提案し、そこで働いてい

る自身のイメージを持ってもらえるようにすることもある。また、どんな仕事をしたいの

か自身でもわからない相談者には、「何がしたいのですか、どんな職業人になりたいですか、

中学生や高校生の時のクラブ活動は何でしたか、どんなことが得意なんですか？」など様々

な角度から尋ね、相談者がやりたいこと、やれそうなことを一緒に探していき、具体化す

ることもする。さらに、「１日あるいは１週間にどのくらい働こうと考えていますか？ ま

た、月に幾ら位の収入がほしいですか？」などと尋ね、求める収入額の実現に向けてどの

くらいの時間や日数の働き方が必要なのか想像し認識してもらうこともある。また、相談

者の多くには何らかの阻害要因があるが、就職できない現状をすべて世間のせいにするな

ど、自己分析や評価を十分に行えていないケースも数多く見受けられる。相談対応では、

話を聴くだけではなく、必要に応じ、現実を直視する場面を提示したり、反対に褒めてお

だてて自信をつけることもある。相談者は、あいつぐ不採用に自信をなくしていることが

多いが、色々な側面から話をするうちに自信を取り戻すことが多い。一般に人の話や指摘

やアドバイスを素直に聞ける人ほど変容し、就労成功が早い。支援の流れにリズムをつけ、

例えば、次の相談日までに指示していた課題を達成できなかった場合、決して怒り、指摘

注意し、批判したり責めるのではなく、穏やかに『やったけれど本当にできなかった』の

か『しようとしなかった為にできなかった』のかの違いをしっかりと問いかけて、その言

い訳に対する本当の原因を自身が気づき認め、物事に真剣に向き合う指導等をすることも

ある。相談者の理解と変化の状況を見ながら、こうした過程を積み重ね、時には褒めたり、

おだてたりしながら「採用される人物」としての自信をつけさせていく。母親と一緒に来

所した、短大卒業後 の仕事を経験し全て人間関係が原因で退職し自信を無くし、次の

職種選択に迷う女性の例では、「笑顔が素敵だから」「清潔感があるから」「受付業務などに

すごく向いているのでは･･･」などと話しかけることで暗かった表情が明るく変わり、顔を

上げる。「こういう仕事が向いていると思うけどどう思う？」などと本人の志向と意向を引

き出していく。また、「すぐには採用に至るとは限らないから年齢の数くらいは応募するつ

もりでいてね（実際は 歳ならその半分くらいは）」とか、あるいは「母親には聞かせた

くないことが有るのでは」とか「次回からは一人で来られますか」など、主体性や自尊な

どを促進する対応を重ね、不安を取り除き、自身の本心と希望を引き出していく。

単親世帯の母親の例では、１日何時間、週何日何時から何時までどんな仕事で働きたい

ですかとたずねても、最初はなかなか答えられないが、さらに、「どのくらい月収が必要で

すか」とたずね、具体的に 万円と回答があった場合、時間給 円とすると、１日

８時間月 日勤務で 万円弱と、目標の 万円に届かないことが分かる。これによ

り、週 日くらい働こうと思っていたけど週５日働こうと思うようになり、子どもを保育

所へ早く送っていこう、土曜日も預けようなどの建設的な考え方に変わっていく。一つず

つ折り合いをつけていきながらイメージを具体化し、現在と将来の生活の経済的な基盤作

りも含めて話をしていくなど、家計に踏み込んだアドバイスをすることも大切で、「働きた
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い＝お金がほしい」という視点と本質に迫る寄り添い方が重要で、相談者の本音を引き出

しながら次のステップを見つけ、段階的・計画的に実現していくことを重視している。

しかし、順調に相談を重ねられるケースばかりとは限らず、相談の展開に躊躇してしば

らく来訪しない人にはあえて連絡をとらず、「早く就職を」とか「早く書類を」などと急か

さない配慮もしている。相談の頻度は、週１回か２週に１回など様々だが、傾向として、

こまめに度々来る方が就労先は早く決まりやすく、リズムをつくり、≪継続した積極性を

発揮すること＝強い「就労意欲」「やる気」≫は極めて重要だと感じている。相談開始から

就労までの期間は１カ月半程度が多いが、相談者の意欲が最も大きく影響し、「生活のため

に早く職に就かなくてはいけないという」思いの強さが重要である。また、就労先は、清

掃、運輸（運転）、製造、事務などが多く、溶接や旋盤などの経験を有する場合は正社員で

就労するケースも多くみられる。 問題にかかる就労経験のない若者のケースでは、

最初は「何が得意」「何になりたい」などとたずねてもなかなか出てこないが、「野球選手

になりたかった」とか中学校や高等学校のクラブがサッカーであったことなどが分かって

きたことで、「スポーツ店の販売スタッフなんかどう」などの提案につながり、正社員でス

ポーツ店に就職したケースもある。既存の求人を活用するだけではなく、相談者の特性や

来所時に聴き出した会話内容にヒントを得た、新たな職種の求人を提案開拓することもあ

り、若者なら、好きなことや趣味等の体験や経験を、その延長線上に仕事として活かす視

点で、アルバイトからでもと働きかけて事業者に求人提供を提案することもあり、新たな

求人を創り出し、職業経験がなくても働いていける方向性を見つける工夫も行っている。

（支援に時間を要する例）精神障がい者や障がいのあることが推察されるケースでは、

会話のキャッチボールができないことも多々あり、専門外の支援可能か否かの選択になる

こともある。こうした場合は、就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所に紹介することもある。支援

を継続する場合には、決して相談者を責めるようなことはせず、その人の持つ独自の個性

として捉え、常に肯定的に臨機応変に柔軟に対応している。例えば、「もしあなたが会社の

社長ならあなたを採用しますか」と問いかけ、採用側の視点や判断を与えることで、自己

分析を重ね自信をつけながら、自己改善もしていけるように誘導し、緩やかに時間をかけ

ながら支援していく。就職困難者や精神障がい者のなかには、全て世間が悪いからと考え

る他責志向の人もいるが、同情や共感を示したり反対・反論や強制・指導等をするのでは

なく、客観的に対面し、意見として冷静に傾聴することが重要だと考えている。就労支援

業務に携わっているスタッフの多くが行う、共感する態度を見せることを特に重視するが

故に「あなたなら、いつかそのうち良い会社に就職できると思いますよ、とりあえずは一

生懸命に頑張りましょうね」の一点張りの対応では、就労に向けての今後の具体的な対策

や計画・方針も打ち出されず、また、傷つけないことを意識しすぎるが故に、相手に嫌が

られる厳しい言葉、正しいアドバイスや指導等をあえて意識して避ける傾向も多々あると

思われる。相談者には、どこに行き、誰と相談し、どうしたら、何が『大丈夫』となるの

か具体的に示し、丁寧に説明する必要があるといつも思っている。
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（再相談）在職のままあるいは離職して再度相談にここへ来る人もいる。離職する理由

は、「人間関係が難しい、仕事が合わない、求人情報と異なる仕事を任された（コンピュー

ター入力だったのに倉庫作業や掃除など）などだが、定着の問題に対し、就職後に来所し

た人に、「辛いことはあるけど勝手にやめないでね」「ストレス解消に来てくれたら良いか

ら」「仕事の愚痴や不満等をこぼしに来てね」などと伝えている。また、企業に連絡した際

には、本人に替わってもらって近況をたずねることもある。本人から連絡してくることも

多いが、嫌なことがあった時に連絡してきた人から「しばらく話をしたらすっきりしまし

た」と言われることもある。やむを得ず離職を考えざるを得ない人に対しては「再就職手

当をもらってから辞めようね、あと２週間は仕事を頑張って」などと助言することもあれ

ば、「次の仕事の心配をしなくて良いから」とか「ここに来たらまた紹介するから」などの

言葉が安心や自信につながり辞めなくなることもある。いつでも辞められるんだという発

想に変化すると、ならもう少し仕事を続けてみようかと思えることもある。再相談では、

企業と就労者の両方の問題に目を向け、離職したことを問題視せず、もう済んだこと、過

去となったことよりも今からのこと、次のことを積極的に考えていく。

定着支援として、就労数か月後に就労者に連絡することもあるが、就労後に向こうから

連絡があることも多い。その殆どは「人間関係も築けて、毎日楽しく頑張っている」との

報告が多い。

（相談者の対応で大切なこと）それぞれの相談者に臨機応変に柔軟に対応することが大

切で、コーディネーターの役割を例えていうなら、≪「まず就労希望者を家から出し、電

車に乗せ、野球場に向かわせ、グランドへ降ろし、バッターボックスに入らせ、バットの

基本的な振り方を教え、飛んでくる「求人」というボールに向かい、打てそうな好みのボ

ールを選び、「求人応募というバット」を全力で振らせる」ことである」。そして、空振り

をする度に就労支援者には「ストレートの場合は、シュートの場合は、どう打つのか、も

しカーブが来た場合はどう振るとヒットになるのか等のアドバイスを相談者のスイングを

一球一球良く見ながら具体的丁寧に行うこと」≫である。その後も投手が変わろうが、球

場というフィールドが変わろうが、就労希望者が狙ったヒットが出るまで継続的に向き合

っていくことが基本である。資格や理論にとらわれ過ぎず、１名のコーディネーター体制

ゆえ間違うことができないが、それでも自分で考え工夫してコーチとして「就労成功」と

いう結果を出していくことが大切だと感じている。

（無料職業紹介所）無料職業紹介の案件は、現在 社 件あるが、すべてが市独

自の求人というわけではなくハローワークにも掲載されている。当初は、市内の企業の協

力を得て独自の職業紹介事業の展開を想定していたが、企業側の採用機会の拡充などのメ

リットを考慮し、無料職業紹介所とハローワークの両方に求人を出すよう働きかけている。

企業の立場にたつと、求人にマッチした人材を提供できないとかえって迷惑をかけること

にもなるので、企業の採用の間口を狭めない方向に転じた。また、市内だけでは事業所や

求人案件数・求人数が少ないので、自転車で他市に行ける範囲で企業を開拓できる可能性
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を探っている。

（生活困窮者自立支援制度との関係）同市の地域就労支援事業の所管は福祉部門で、生

活困窮者自立支援制度と窓口は同じである。主に生活面の経済的な困りごとがある相談者

は生活困窮者自立支援制度に誘導することが多く、働きたい希望を持ち職業相談として来

訪した場合は地域就労支援事業（無料職業紹介所）に誘導することが多い。住居確保給付

金の相談から地域就労支援事業につながるケースもあり、逆のケースもあるが、電話で相

談予約を受ける際に、現状の課題を確認することで、いずれの事業が適切かを判断し、相

談開始後の状況次第で両事業を行き来するケースもある。地域就労支援事業では専ら就労

に関する相談が主になるのに対し、生活困窮者自立支援（就労準備支援事業）では、面談、

支援計画の作成、日常生活や社会生活の相談、住宅確保給付金から就労自立まで生活全般

が対象になる。就労準備支援事業は社会福祉協議会が担っており、生活習慣改善、ボラン

ティア活動への参加、ハローワークへの同行、職場見学・体験、模擬面接、履歴書の書き

方、ビジネスマナー習得など様々な支援メニューが用意されており、両事業は相互に行き

来がある。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

2017年度 10 72 0 10→正規 0・非正規 0 0→正規 2・非正規 1 ３

2018年度 92 18 0 76→正規 0・非正規 0 １8→正規 0・非正規 0 0

2019年度 １０５ 25 0 １０５→正規１６・非正規２９ 25→正規 0・非正規 0 45

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（2019年度は０件）。

（2019年度の相談者の属性と経過）
新規相談者１０５人 過年度相談者０人

男：34人 女：71人 男：０人 女：０人

属性 若年者（34歳以下） ６ ４ ０ ０

中高年齢者（35歳以上） １２ １１ ０ ０

ひとり親家庭の親 ０ ４１ ０ ０

障がい者 １５ ７ ０ ０

その他 １ ８ ０ ０

経過 就労者 １６ ２９ ０ ０

相談継続 ０ ０

その他 ０ ０

（2019年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

－

就労

支援

・ハローワークに 2名（男性 1名女性 1名が就労）

・その他に 7名（うち男性 6名が就労）

事業 －
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事例２：交野市地域就労支援センター（直営）

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2014071500046/

【概要】

「雇用の拡大促進事業」として、総務部人権と暮らしの相談課が所管し、市立保健福祉

総合センター（ゆうゆうセンター）において、専任の非常勤職員を中心に市職員５名（正

規職員４名、非常勤職員１名／１回当たりの相談時間は概ね１時間）で就労相談を行い、

正規職員４名（うち２名は就労支援コーディネーターの資格を取得）については人権施策

各種相談業務と兼任で対応しており（相談時間：月-金曜日の 10-12 時と 12 時 45 分-

17 時 30 分）、相談経験年数が 10 年を超える就労支援相談員も在籍している。地域就労

支援実施計画があり、「地域就労支援推進会議」（メンバー8 人）、「地域就労支援個別ケー

ス検討会議」（メンバー5人）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

相談者のうち、就労するまで時間がかかりそうな相談者は 2-5割程度で、障害者手帳取

得者や発達障がいが推察される人が多く、年齢に関係なく、抑うつ症状・発達障がい等で

心療内科に通院し、精神障害者保健福祉手帳を持っていない人が多い。グレーゾーンで手

帳を取得できない人もいるが、中にはメリットを知らず、就労支援相談員の説明により取

得する人もいる。

生活保護受給者、障害者手帳取得者、単親世帯家庭ではそれぞれの相談員が配置されて

いるが、就労支援相談員はそうした制度の隙間にも対応できる存在として、例えば、ひき

こもりの人、求職活動を重ねてもうまくいかない人、仕事が続かない人など、自分一人で

求職活動を進めることが難しい人が対象になる。相談者は、働く意欲を持っているが、C-

STEP に紹介するなどの現実的な提案を出すと、不安が高まったり行動に踏み出せなくな

るなど症状が重くなるケースもある。

新型コロナ感染症拡大の影響では、それによる退職者の相談はないが、正社員事務職希

望者が、ハローワークの求人数が減っていることで苦労している現状はある。

相談者は多様であるが、あくまでも相談者の主体性を尊重しており、職務経歴書を本人

に作成してもらって必要に応じて見直していく。そこでは話を聞くことを重視するのと並

行して、ハローワークでの検索の仕方の指導、書類の書き方など、実践的なことも一緒に

取り組んでいく。しかし、ひきこもりの人などで親が相談に来るケースもあるが、本人が

相談に来所することは少なく、継続的な相談が難しい課題もある。生活困窮を抱えている

場合は、まず社会福祉協議会の事業につなぐが、適性検査を受けたい場合には誘導される

こともある。生活困窮者自立支援制度と地域就労支援事業の明確な連携の実態はないが、

社会福祉協議会と連携を深めたいと思っている（これまで 2名程度誘導した実績あり）。

相談者に若年者が多いのが特徴である。北河内地域若者サポートステーションと連携し
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た「若年者のための就労相談」（2017年 7月から）から相談につながるケースが多い。北

河内地域若者サポートステーションと連携して職業適性検査事業を実施し（2018 年 10

月から）、受検者の中で就労相談を希望する若者が新規相談につながっている。地域若者サ

ポートステーションは、セミナーを実施していたり対象者層が近いなど、連携する意義が

あると考えている。

※若年者のための就労相談：地域若者サポートステーションのスタッフが来所（2020 年 4 月から奇数月の第三水曜

日 14-16時（当初は月 2回））。適性検査（サポステ）は、就労相談の呼び水でもある。結果説明の時に就労相談を

希望するかどうかたずねている。ハローワークに行っている人で適性検査を受ける人もいる。

（ケース）

20 代前半の男性で、職業適性検査の回覧板をみて（3 カ月に 1 回）来所した。進学

校を卒業後、2 年間浪人していたがうまくいかず家事手伝いであった。相談後、高校の

時に演劇で大道具を担当した経験を活かせるよう、北大阪技術専門校で木工を学び、訓

練後は地域若者サポートステーションでも支援を受け、舞台製作の事業所に就職が決ま

った。

就労までの具体的な目標期間は定めておらず、各相談者の状況に応じて対応している。

再相談の件数そのものは多いわけではないが、「希望している紹介派遣ではない派遣の案

内があったが受けるべきか？」「一旦就職したが、条件が違っていて離職してきた」など、

労働相談に関する内容も見受けられるほか、納得のいく就労先を探しに就労後も継続的に

相談に来訪するケースもある（就労継続支援 A型事業所に就職したが、正社員を目指した

いので働きながら相談を継続）。

また、中高年（60歳以上で大企業製造業で働いていた）の例では、希望業種をメーカー

にこだわらないことで就労先が決まったケースもある（ボイラー訓練校に通った経験と誰

とでもフレンドリーに話せる性格を活かし、マンション管理の仕事で就労）。職場や仕事の

探し方のアドバイス、志望動機の書き方などを通して、相談者をしばっている過度な思い

入れや価値観を緩めることで就労先が見つかるケースも多く、一回で決まる人も半数程度

おられる。ハローワークの利用の仕方や雇用保険制度について説明することで前進するケ

ースも多く、また、障害者手帳の取得など、知っておいた方がよい情報を提供する意義は

ある。

職業紹介は紹介して終わりではなくフォローアップが必要で、ハローワークとより連携

を深めることで可能になるのではないかと感じている。このほか、2018 年度までは毎月

の市広報誌で就労相談の案内をしていたが、2019 年度から年度初めの市の無料相談（保

存版）として 1回配付されるだけになり、広報の回数が減少しており、相談者への事業周

知が課題になっている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 →正規 ・非正規 ２→正規 ・非正規

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者 人 過年度相談者 人

男：１ 人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下） ３ ０

中高年齢者（ 歳以上） ０ ０

ひとり親家庭の親 ０ ０

障がい者 ２ １

その他 ０ ０

経過 就労者 ３ １

相談継続 ０ ２（障がい者）

その他 １４
（若年者 、中高年齢者 、障がい

者 ／体調の変化、連絡不通のた

め支援中断、案内によりサポステや

ハローワークに相談移行）

０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ 名推薦し女性 名が就労

・高等職業技術専門校へ 名誘導し（サポステ支援と重複）男性 名が就労

就労

支援

・地域若者サポートステーションに 名（うち男性 名、女性 名が就労）

・ハローワークに 名（うち同行支援は 名、女性 名が就労（うち 名同行支援））

事業

・就労支援セミナー（市民対象、セカンドライフに必要な公的年金の基礎知識／ 名参加）

・職業適性検査（厚生労働省編一般職業適性検査を 歳の就職困難者を対象に毎月 回実

施、 名が参加し 名が就労／北河内地域若者サポートステーションと連携）

・三市合同企業就職面接会（就職困難者全般を対象に実施、 名参加し 名が就労／枚方市、

寝屋川市、ハローワーク枚方等と連携）
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事例３：柏原市地域就労支援センター（直営）

【概要】

市民部産業振興課商工労働係が所管し、柏原市産業会館において２名の就労支援コーデ

ィネーター（会計年度任用職員）が、専任で相談に対応している（相談時間：月・火・木・

金曜日の 時／標準的な相談時間は 時間）。

【支援の概況・ポイント】

（相談体制）２名のコーディネーターが、相談者の年齢（ 歳以上と 歳未満）で担

当を分け、対応している。同市では生活困窮者相談窓口と窓口を分けているため、困窮者

の相談は少ないものの、一人一人の課題は異なり、自らの課題を自覚することが出来るよ

う働きかけつつ、対応している。求人応募時に気をつける事、職種を含めた希望、向き不

向きなどの適性を考え相談を重ねてゆく。

何度不採用になっても心が折れないよう支え、また信頼関係を築きながら、持続的に支

援している。初回相談で相談者の希望を確認後、半年から一年以内での就職を目指し、と

にかくチャレンジを繰り返してもらう。その中で出てきた課題を次回の面接までに練習し、

克服する。そうして就労にこぎつけた際には、相談者自身が自信をつける契機となってい

る。地域就労支援事業は、相談者とじっくり向き合い、対応できる良さがある。

相談の頻度は週１回が多く、３回程度から ～ 回程度で就職が決まることが多い。

ハローワークで紹介状をもらったら面接の練習を開始する。比較的期間をつめて相談に来

訪する人は決まりやすく、週１回の相談が理想的だと考えている。初回の相談は人となり

の理解、 回目の相談は苦手なことや得意なことを日常生活の中で聞くが、傾聴（共感）

と誘導（考えてもらう）を併用する。その後の相談ではアクションを重ねることに移行し、

就職活動に向け苦手・得意・希望などを、具体的に拾い出す。しかし、相談者が躊躇した

ら別メニューを提示することもある。

就職困難者は生活困窮者相談窓口、障害福祉課、障がい者就業・生活支援センター、病

院のケースワーカーや精神保健福祉士、 などの福祉関係の窓口に行くことが多く、こ

れらの窓口から地域就労支援事業に紹介・相談されるケースも多い。このほか、広報や回

覧板を親が見て相談というケースもある。ひきこもり相談では親だけ相談に来訪するケー

スと親と本人が一緒に来訪するケースが半々であり、相談後の継続的な支援に結び付けた

り、アウトリーチも行っている。

（相談の状況）インテーク（最初の面接・相談）では自分を飾りたい面があるのか自分

を出せない面があるのか確認し、無理やり支援を押し進めると、受け入れられないケース

もあるので、相談者の特性をふまえてその時の状況を確認している。一対一の相談のほか、

「社会参加を経験してみますか」「ハローワークでカードをつくって申し込み登録します
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か」など、選択肢を提示するようにしている。相談者の半分以上は、コミュニケーション

が苦手で、離職の繰り返しやブランクが長く自信を無くしているケースもある。こうした

ケースに対し、集団に馴染めるように社会参加を勧めている。またコミュニケーションの

中心は挨拶や報告・連絡・相談であり、ずっと話し続ける必要はないことを伝えている。

こうしたケースでは、事業者・企業の了解を得られれば、採用面接に同行することもある。

採用面接では、相談者の弱点をアピールすることもある。面接では苦手と思っていること

が言えないが、例えば、入社して厳しい指導にはへこむが、言われたことに対してはきち

んと丁寧に最後までやりとげる自信がある、毎日ウォーキングして体を鍛えているから体

力も自信があるなど、弱点とメリットの両方をきちんと説明できるよう背中を押すことも

ある。また、ハローワークに同行することもあり一緒に求人を検索したり、説明を受ける

こともある。

（ケース）

１カ月で就労した相談者は、コミュニケ―ションに課題があり、自分が伝えたいこと

が相手に伝わらない、すべてを丁寧に伝えようとするがかえって分からないようになる

状況だった。面接の練習を重ね、応募３社目の企業で正社員採用が決まった。面接の練

習時に、本人に具体的に対応などを伝えた。

（関係機関との連携）事業面では、ハローワークや地域若者サポートステーションと連

携するほか、求職者支援訓練、 、生活困窮者自立相談支援機関、緑地公園の清掃訓練

（就労準備支援事業）などと連携しており、福祉の団体との結びつきが大きい。情報共有面では、

「就労支援部会」（福祉関係部署と関係団体の担当者会議）や生活困窮者支援会議などの会議

を定期的に開催しており、産業振興課あるいは福祉部局や社会福祉協議会が主体になって行わ

れることもある。

（相談者の変容）地域就労支援センターの隣には、ひきこもりの方を対象とするグルー

プ活動の場所がある。ひきこもりの支援では、グループを通して皆で行動することで結果

や達成感を得られ変容の契機になることがある。例えば、参加者と一緒に料理をつくる過

程で、計画や打ち合わせ、メニュー決めなどを通して主体性を醸成していけることがある。

この活動は、親が最初に見学して本人に勧めてもらうこともあり、親や見学者も一緒に入

って手伝いなどをする場合もある。週 回の開催であるが、就労に限定されず色々なメニ

ューもあり幅広い活動にも参加できる点では充実した拠点であると考えている。活動を通

して自分の良いところを見つけられるようになったら周囲の人のことにも目を向けられる

ようになる。いろいろな場面での社会参加を経て本格的な就職活動に導いていく。これら

の活動は、年齢や状況にかかわらず参加でき、初回相談からグループ活動を勧めることも

ある。このほかにも、緑地公園の清掃活動に一緒に参加することもあり、活動後は反省会
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を開いている。イベント、コミュニケーション講座、地域のボランティア活動など様々な

活動も行われている。母親が ～ 回経験した後に子どもが参加するケースもあり、この

活動を経て就労に至る人も多い。また、試用期間中に解雇された場合に上記のグループ活

動に参加して、再度就労に向けて支援を進めることもある。

（就労後の状況把握）就労後の定着状況を電話で確認しており、就職者から電話がある

こともある。確認時に定着している割合は ％程度だが、電話をしても出ない人もいるし

転職している人もいる。５年間相談対応した人もいる。ケースによっては、就労後、さら

に正社員で転職を提案することもある。就職していることが社会参加であること、しかし、

今の就労先でずっと働き続けなくても良く、嫌だったら辞めても良いということや必要以

上に社会通念にとらわれすぎないよう伝えることもある。

（事業者・企業とのつながり）相談者の就労先として、連絡して何社か協力いただける

事業者・会社とのつながりがある。「ステップ就労」は、柏原市、大阪労働局（ハローワー

ク藤井寺）及び柏原市商工会が、 年５月に「柏原市雇用対策協定」を締結し、企業

の人材確保と就職支援等を協力して実施する一環で始められた事業である。就職困難者に

対し、就労への「最初の一歩となる雇用契約による職業体験」として 週間行われる雇用

型就労体験で、就労準備支援事業（福祉部局）を経て、一定のアセスメントを受け入れ企

業側に提示できる人を福祉部局から推薦してもらう事業である。段階を経て就労に結びつ

ける事業であるが、その受け入れ企業を増やすのが課題である。受け入れ企業は ～ 社

あり、求職者の希望は、メーカーが多く、仕事の内容は、営業、販売、接客、倉庫作業、

清掃、バックヤードなどである。引き続き、受け入れ企業を増やしていきたいと考えてい

るが、一方で相談者数が減っていて事業者・企業に声掛けしにくい面もあるので相談者を

増やすことも課題である。「ステップ就労」は、経験のある人は正社員志向で求人を探すが、

未経験の人や若年者は、パートや契約から入れる正社員登用のある会社へステップアップ

を志向することが多いことが背景にある。相談者の多くが自転車で行けるところで働く希

望を持つことから、地元の事業者・企業の協力が不可欠である。事業者・企業の理解を促

進するため、市（産業振興課）は、「障がい者雇用を考える集い」などの開催を通じて、障

がい者の理解が進んでいる企業を紹介するほか、事業者・企業と一般市民の双方の立場に

着目した講演会等を開催し、就職困難者が就労している実態なども伝えている。
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【相談・就労の状況】

年度

相談件数 相談者数→就労者数

就労者新規相

談

再相

談

その他

※
新規相談者 過年度相談者

年度 ７７ ３０３ ８１ ７７→正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 ５２ ２５８ ５２ ５２→正規 ・非正規 １６→正規 ・非正規 ３０

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談は定着支援。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者４０人 過年度相談者２２人

男：２１人 女：１９人 男：１５人 女：７人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他

ひきこもり２

名、生活困窮

者１名

ひきこもり１

名、生活困窮

者１名

経過 就労者

相談継続 １６ ５

その他 ６

連絡不通や本人の申し出等

による支援中止

８

連絡不通や本人の申し出等

による支援中止

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ５名推薦し、男性３名が就労

・その他能力開発事業に２名誘導し、男性１名、女性１名が就労

就労

支援

・ハローワークに 名（うち同行支援は男性女性各 名、男性 名女性 名が就労）

事業
・「ジョブ・マッチング・フェア・イン柏原」（説明会、面接会、セミナー）（ 名参加し 名就労）

・「就職フェアかしわら・やお」（説明会、面接会、セミナー）（ 名参加し 名就労）
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事例４：豊中市地域就労支援センター豊中・豊中市地域就労支援センター庄内（直営）

【概要】

市民協働部くらし支援課が所管し、 つの拠点（生活情報センターくらしかん内・豊中

市立労働会館内）において、 名の就労支援コーディネーター（非常勤職員 名、臨時

職員 名＜生活困窮者自立相談支援法に基づく事業担当者も含む＞）が、専任で相談に対

応している（相談時間：月 金の 時）。コーディネーターの年齢は 代から 代、

相談経験年数は 年から 年と幅広い。コーディネーターは、マッチング、見守り（生

活困窮者自立支援に基づく事業）、実習（一部生活困窮者自立支援事業に基づく事業）、企

業開拓の各担当制で、「豊中しごとセンター（自治体版ハローワーク・無料職業紹介コーナ

ー）」にも 名配置されている。「豊中市地域就労支援事業推進会議」（メンバー 名で

回開催）と「支援調整会議」（メンバー 名で 回開催）が設置されている。同市の就

労支援は、地域就労支援事業と無料職業紹介がベースになって行われており、地域就労支

援センターでは、カウンセリングのほか、無料職業紹介、資格取得講座、就職面接会、職

場体験などが行われている。また、必要に応じて生活困窮者自立支援法に基づく就労準備

支援事業の活用も行っている。

【支援の概況・ポイント】

（地域就労支援センターの位置付けと相談者）地域就労支援センターの相談者には、経

験や職業能力の問題だけでなく、健康、対人関係能力、家族の世話や介護、生活リズムの

崩れなどの課題を抱える人もおり、こうした相談者への対応は、これまで「パーソナル・

サポート・サービス事業」 を活用して生活を支えてきた経緯がある。同市は、地域就労

支援センターの上部に、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関「くらし再建パ

                                                   
様々な生活上の困難に直面している人に対し、個別的・継続的・包括的に支援を実施するもので、４

つの特徴を持つ（①複雑に絡み合った生活困難者の抱える問題の全体を受け止める／②特定の制度の範

囲のみの支援や他の機関に回付して終わる支援ではなく、あくまでも当事者が必要とする支援策を制度

横断的にコーディネートする／③当事者と伴走し、自立生活が軌道に乗るまで継続して支援する／④様々

な領域の支援機関と目標や情報を共有し、効果を評価・確認しながら支援する）。 年 月の緊急

雇用対策に基づき、貧困・困窮者対策として、「ワンストップ・サービス・デイ」の試行、年末年始の緊

急宿泊施設の確保と生活相談が行われ、一定の目的は達成されたものの課題も残り（場所や職員確保の問

題に伴う恒常的な実施の困難さ／限られた実施期間中に、様々な生活上のリスクが重なる利用者の課題

を把握し、活用可能な支援を相談し、具体的な支援に結びつけることの困難さ）、必要な対応として、当

事者の抱える問題の全体を構造的に把握した上で、支援策を当事者の支援ニーズに合わせてオーダーメ

イドで調整、調達、開拓する継続的なコーディネートが必要との観点から、「パーソナル・サポート・サ

ービス」が検討された（内閣府資料「「パーソナル・サポート・サービス」について」）。
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ーソナルサポートセンター」 （ 頁の図表参照）を位置付け、同センターで受付後、就

労が主な課題である人が地域就労支援センターに誘導される。

地域就労支援センターの相談者は、自己分析ができていない人が多く、ハローワークで

就職先が決まらない人が多いほか、税や保険、住宅（家賃）、給食費などを滞納しているケ

ースもある。年齢層は、 歳代が中心で、若年者は少ない（若年者は、生活困窮者自

立相談支援事業の一部を委託しており、厚生労働省の「とよの地域若者サポートステーシ

ョン」を受託している一般社団法人キャリアブリッジに紹介することが多い）。このほか、

高齢者では、 歳以上になると求人が少なくなるほか、多重債務や生活をダウンサイジン

グできない、などの生活困窮の状況もみられる。

就労への道筋では、イベントを通じて就労につなげる場合と個別マッチングで就労につ

なげる場合がある。働いた経験のある人でも、ブランクがあると再就職先は見つけにくい

が、継続して働いていれば、高齢者であっても同じ業界や職種なら比較的採用につながり

やすい。

（各機関の特性を活かして相談者を誘導）市くらし支援課（市民協働部）が、地域就労

支援事業を直営で実施しているが、並行して、生活困窮者自立支援を担う社会福祉協議会

と一般社団法人キャリアブリッジのそれぞれの強みを活かして相談者を誘導している。若

年者はキャリアブリッジで対応するケースが多い。キャリアブリッジは、就職氷河期世代

支援においては、生活困窮者自立支援と地域若者サポートステーションによる一体的支援

が可能で（全国 地域）、この２事業を併用し行き来できるメリットを持ち、専門性を持

つ約 名のスタッフが若者支援に幅広く対応している。こうした特性を活かし、若年者

はキャリアブリッジに誘導しているが、反対に、企業での実習が必要な若年者が、地域若

者サポートステーション（キャリアブリッジ）から地域就労支援センターへ紹介されるケ

ースもある。若年者の支援では、例えば、就労困難という同じ状況にある人がグループを

つくり、お互い切磋琢磨できる環境が重要であることから、地域若者サポートステーショ

ン（一般社団法人キャリブリッジ）のメリットをいかした集団で実施する講座でのコミュ

ニケーショントレーニングや カ月の短期集中トレーニング（山での合宿体験）などは有

効だと考えている。キャリアブリッジは、地域若者サポートステーション・若者支援・生

活困窮者支援の機能を専門家によるチーム支援で担っており、生活面の課題を持つ障がい

者、高齢者、債務を抱える個人事業者などにも対応している。

                                                   
生活困窮者自立支援法に基づく自立支援を担っている。委託と直営の両形態で実施しており、それぞ

れに強みがある、社会福祉協議会は窓口に来ることのできない潜在層のアウトリーチに強みがある。直営

は地域就労支援センターを軸にした窓口で就労が主な課題になる層が中心である。一般社団法人キャリ

アブリッジは若者の支援やパーソナルサポート事業を契機として設立された専門家集団で、キャリアカ

ウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士、中小企業診断士、看護師、ファイナンシャルプランナーなど

で構成され、非常勤スタッフを含め、様々なより複雑なケースに多方面から支援している。３つの組織が

それぞれの強みを活かして役割分担することで、生活困窮者や就職困難者の課題に幅広く対応できる体

制にしている。
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市、キャリアブリッジ、社会福祉協議会が連携する風土は、パーソナル・サポート・サ

ービスや緊急雇用創出基金事業から発生し、各団体と事業分担する中で顔のみえる関係性

と適正な規模を形成し、予算措置することで各団体が成長していった経緯がある。社会福

祉協議会の「豊中びーのびーのプロジェクト」（発達障がい者や引きこもりがちな人の居場

所や社会関係づくり）や、支援や介護が必要な高齢者の日常生活の困りごとを若者がサポ

ートする「千里福祉便利屋モデル事業」は、緊急雇用創出基金や地方創生加速化交付金事

業の一環で事業構築されたものである。

また、上記２団体以外の生活困窮者自立支援事業や就労支援講座の受託事業者も緊急雇

用創出基金事業の頃からかかわり、支援ノウハウを市と共に培ってきた事業者が多い。

（支援の流れ）地域就労支援センターでの受付後、就職マッチングは個々の状況により

すすめており、ハローワークの求人等を活用し自力で活動できる人は、ハローワーク（池

田、十三）、豊中しごとセンター、民間の求人媒体などで求職活動を進める。地域就労支援

センターの支援対象者は、職業能力の自己理解が不十分で離転職を繰り返す人も多く、キ

ャリアを積めない働き方を続けていたり、知的障がいや発達障がいが推察される人もいる

など、就労を困難化する様々な課題を有するケースが多い。また、家族環境や生育歴の問

題により、働く力や生きる力を培うチャンスが少なく、自己肯定感が低く、新たな挑戦に

踏み出すことが難しいケースもある。職業能力だけでなく、家計状況や家族関係の問題を

持つ場合もある。就職や継続就労には生活の安定性が重要なポイントであるため、家計や

家賃の金額を聞くこともあり、状況と必要に応じて生育歴、職歴、心の健康状態などをた

ずねることもある。

（事業所内体験実習が有効）事業所内体験実習は、自分のことを自分でうまく整理して

言葉にできず、面接だけで良いところを伝えられない場合には、採用面接にかわる採用ツ

ールになるというイメージを持っている。 週間程度のうちに概ね 日実習体験を行う

ことで企業にとって採用の可否を把握したり、相談者も体験の中で仕事や職場を理解する

契機になる。万一、採用されなくてもフィードバックを企業からもらえるので、本人にと

っては今後の活動の参考になる。実習（就労準備支援事業・就労訓練事業）は、生活困窮

者自立支援法に基づく実習のメニューを使っており、コーディネーターと実習担当者の

名がつく。実習メニュー（ 年度は コース、 年度は コース）は、長くひ

きこもっていた人などを対象にした、昼夜逆転の生活や約束した時間に出てこられないな

ど生活習慣が確立されていない、コミュニケーションがとれないなどの状況の人に対して、

身体を動かす作業などを通じて、生活習慣の確立や外出の習慣化などを促す居場所と生活

再建のメニューから、企業の現場で実習を行うより実践的なメニューまで階段状でメニュ

ーづくりをしており、開始段階は相談者によってまちまちである。例えば、花つくり体験

実習（道路や公園の花の植え替え作業）、農業体験などの実習を経てひきこもりから外に出

られるようになったケースもあり、屋内から屋外へと徐々に負荷を与えていき、外で働け

る段階になれば飲食店での実習や事務所作業の仕事の体験など、あるいは、障がい者福祉
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施設での軽作業体験などのメニューを使って職業能力を高めていく 。日常生活自立、社

会的自立、職業自立へのトレーニング、一方でどんな特性があるのかどんな作業ができる

のかどんな配慮をすれば働けるのかなど、実習のなかで確認している。相談者の多くは、

就労先は自転車で 分以内を希望するなど近隣での就労を希望するが、実習では少し遠

いところに挑戦することで移動範囲の拡大をねらうこともある。

（障がいが推察される人の支援）障がいが推察される人では、診断や医療機関へのつな

ぎと適性の見極めも大切だと感じており、実習などからエピソードを収集している。発達

障がいが推察されることもあるが、それをもって働けないとの判断にはならず、作業して

みて「これだったらできるよね」など、体験やアセスメントをどのように深めていけるの

か考える必要がある。長い目でみて配慮が必要となったら、受け入れ事業者・企業、本人

と相談して、障害者手帳の取得を勧めることもある。エピソードを積むことで、医師の相

談や受診につなぎやすくなるほか、例えば、（ワークセンターとよなか）就労継続支援Ｂ型

事業所の実習に入ることで障がいの受容につながり、就労継続支援Ａ型事業所につながっ

たケースが複数ある。社会福祉法人へ委託している段ボール工場や軽作業での体験実習で

は社会福祉士や福祉の専門家も在籍し、本人のプラスの面に目を向け、障害者手帳の保有

を武器にすることを考える。本人の気持ちや家族の障がい受容を促す負担は大きいが、実

習や体験はエピソードを積め、支援があると働き続けられると思えることもあることから、

福祉の専門人材の存在は大きい。怒られたり叱られたりということを繰り返したとしても、

自分の能力不足や努力不足のせいではなく特性であると分かり自分を許せることで、自己

肯定感が高まるとともに、特性に配慮された就職先を探すという選択肢が広がる。失敗し

てもフォローしてもらえる実習の場があると無駄に傷つくことなく、今後のキャリア形成

を考える事ができる。

（「無料職業紹介所・豊中」「豊中しごとセンター」）「無料職業紹介所・豊中」（生活情報

センターくらしかん内）と「豊中しごとセンター（無料職業紹介コーナー）」（阪急庄内駅

前／ 年 月開設）にて職業紹介を行っており、地域就労支援事業の相談者の利用が

多い。豊中しごとセンターは 時まで開所しているため転職希望者も来所する。

「無料職業紹介所・豊中」では、求職者の就労を支援するだけでなく、地域企業の活性

化にも寄与している。求職者の特性や適性をふまえた丁寧な支援を行い、独自の求人で就

職のマッチングを行うが、その際に求職者の適性などの状況を企業に伝え、場合によって

は、企業に求人条件の調整を提案することもある。人の活躍と企業の成長の両方の観点か

ら様々な事業が行われ、人の活躍の観点では、「採用前の企業事業所内実習」、「業種別の事

業所見学会」、「人材の紹介、合同面接会」（若者や障がい者など対象者別、ものづくりや警

                                                   
地域就労支援、生活困窮者自立支援として、日常生活自立、社会生活自立の段階を含む、段階的支援

メニューが提供される（居場所、花づくり体験実習、農作業、障害者福祉施設での軽作業体験実習、飲食

店体験実習、介護事業者での業務、事務体験実習、 検定対策などのパソコン講座、清掃体験講座

など）。
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備など職種別）が行われ、企業の成長の観点では、「豊中版ジョブライフサポーター養成講

座」（企業内メンタルヘルスや障がい者雇用の推進に向けた環境整備や配慮の仕方などを

学ぶ）、「職場定着支援」、「障害者・高齢者等雇用支援及び各種助成金の手続き・相談」（業

務の切り出しや環境整備など）、「企業支援セミナーの開催及びメールマガジン配信等によ

る情報提供」などが行われる。就労後の定着支援は か月後を目処に行われ、必要に応

じて企業と相談者間で生じた溝を仲介するケースもある。

「豊中しごとセンター（無料職業紹介コーナー）」（「豊中市シルバー人材センター」や「と

よなか生涯現役サポートセンター」を併設）では、ハローワークや市の独自の求人の検索

と紹介状の発行、就職活動準備セミナーの受講、応募書類や面接試験に関する相談、仕事

探しの個別相談などが行われる。求人検索はオンライン化が進んでいるが、オンラインで

の検索が難しい高齢者も少なくないため、近隣や利用者ニーズの高い求人は印刷し、ファ

イリングするなど求職者に寄り添った職業紹介も行っている。同センターに来訪する人は、

ハローワークの機能を求めて来訪する人も多いが、地域就労支援事業につながる手前の段

階の人も多く、駅前立地ということでアウトリーチとして求職者の早期発見につながって

いる。来訪した人に声をかけ、来訪者から発せられた言葉（キーワード）をもとに関係性

を深めている。複数回来訪する人の顔と名前は一致してきており、何回来訪したか、どん

な声かけをしたかなど記録している。 年の 月までで 件（新規相談

件）の来訪があり、そのうち半分程度が伴走型の丁寧な支援が必要な人だが、来訪者のほ

とんどが自立的に求職活動することが難しい印象である。自ら求職活動に進められる人は、

民間の職業紹介所やインターネットを利用することも多いと思われる。また、 年

月時点の就労件数は、前年度からの継続相談を含め 件であった（ 年の新規相談

は 件で就労件数は 件）。

（求職活動・求人開拓）無料職業紹介所・豊中では求人情報を公開しておらず、相談者

の適性を把握したうえで、事業者・企業に連絡して見合った求人があるかどうか逆アプロ

ーチしている。求人があればマッチングを進め、採用面接あるいは事業所内体験実習後に

採用面接へと進む。フルタイムで働く人を求める企業もあるが、企業には、最初は 時間

から始め、徐々に半日、 日へと時間を延ばしたり、週 日から 日へ徐々に出勤日数を

増やすなど、求人条件を提案したうえでマッチングしている。就労後の定着支援は、本人

と企業に状況をたずね、調整が必要な場合は両者の間に入ることもある。求職活動では、

無料職業紹介所を活用するほか、状況によって、ハローワーク、豊中しごとセンター、生

涯現役サポートセンター、合同面接会、イベントなどを活用することもある。

企業に若者をつなぎたい思いがあるが、従来型の若者向け合同面接会のようなイベント

には人が集まらなくなっているため、現在は企業見学やインターンシップも含めた体験型

イベントに切り替えている。 年度から開催している「仕事と出合おう とよな

か」では、仕事の経験がなくてもやる気のある若者を受け入れる企業が出展し、企業見学

や面接などを行う カ月のイベントを開催してきたが、事業開始年度は、見学者 名の
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うち応募対策セミナーに 名参加したが、合同面接会の参加者は 名にとどまり、そ

の理由は履歴書に書くことはなく面接で聞かれても答えられないというものであった。延

べ応募者 名のうち最終的な合格者は 名で、継続支援で最終的に 名となったが、採

用される力はあるものの自信がなかったので応募につながらなかった経緯があった。この

ため、 年度（「ものづくり企業で働こう！仕事と出合おう とよなか」（ 年

月 ～ 日開催））からは合同面接会ではなくインターンシップに切り替え、働きぶ

りを評価してもらうことで応募のハードルが下がり会社の状況を分かって応募できること

もある。見学者 名（ 社が協力）のうち応募対策セミナーに 名参加し、ミニイン

ターンシップに 名が参加し、延べ応募者 名のうち 件が採用内定を得た（実人数

名）。この取組みから、就業経験の少ない求職者に有効なこととして、応募書類の作成や

面接の支援だけではなく、会社や仕事を具体的に知る機会の重要性などが浮かび上がった。

このケースから、インターンシップが有効であると想定されるが、今後の検討課題として、

就職氷河期世代の人に来てもらう工夫（就職氷河期世代には、非正規で継続的に働いてい

る人とひきこもってしまった人の２つのタイプがあり、前者は、相談に来る時間が無いし

正規職に就けないと思っていることが多い）、イベント的ではなく常時行える可能性の探

索、実習体験だけでなく採用につながる企業の開拓などである。 年から ´ワーク

創造館に事業委託して、企業開拓とそこでどんな体験ができるかシラバスを組み立ててい

る。相談者の若者は、今まで何回も傷ついているので事業者・企業を信用していないし、

中で育ててくれるのか不安を持っている。同世代はそれなりの経験と職責を担ってきたが、

自分は、ジョブ的な仕事の判断力や人をまとめる力の能力を蓄積する機会がなかったため、

同世代に求められる能力感が育成されていない恐れやどんなキャリアを描けるのだろうと

いう不安があり、企業の中でどんな仕事を任せられるのか、応募要件は実際どうなのか（年

齢だけか、就職氷河期世代だけに限定か転職希望者も含むのかなど）など、安心して求職

活動をできないのが実状である。この現状に対し、事業者・企業への入り口をつくり丁寧

な段階的な支援を行う必要があるが、就労先の多くは不人気業種になってしまい、仕事の

切り出し方が難しい。若者自身も、就労支援を経ても、「清掃、警備、介護だけでしょ」と

いう認識から、ステップアップできないのではないかとの思いに駆られる。キャリアアッ

プのイメージを描けないとモチベーションは高まらず、社会のレールから一度ドロップア

ウトしたのにまたそのレールに戻すのかという思いにさせてしまう。事業所内体験実習を

通じて、働いている自分の将来像を想像できたり、見せることが大切である。例えば、介

護なら資格取得を通じて管理者までのステップをキャリアパスとしてイメージできるよう

みせることが大切であり、イメージすることでチャレンジしたいという意欲につながる。

無料職業紹介所での求人の開拓は、４名のコーディネーターで担当している。 社

の登録があるが拡大路線ではない。企業が求める人材をすぐに紹介できないことも多いた

め、「急募ではなく良い人がいたら紹介してね」を理解する企業を中心に、顔の見える関係

にある 社のうち実質は 社程度が稼働している。「無料職業紹介所・豊中」の
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立上げ当初は、民間のシンクタンクの企業データベースを活用し 社に対し、アンケ

ート調査を通じて市の就労支援サービスに対する賛同状況を把握し、このサービスに興味

のある企業を訪問して登録企業を増やしてきたが、現在は、個々の相談者を念頭に置きな

がら採用と実習体験をセットで提案し、実際に採用できる人を紹介する事で企業とのコア

な関係性の構築に取り組んでいる。まず、企業アセスメントをして求職者に合う企業を絞

り込み、本人同意のもと企業に対し求職者の職業適性や配慮事項など既に確認のできてい

ることを伝える。一定の配慮をしていただくことができれば、会社にとって役に立つ人材

であるという見立てをもってマッチングしている。求職者支援と企業支援を両立させ、お

願いベースではなく企業にとってのメリットを見出し、会社の理解も深めていく。会社の

ことを理解した上で提案しており、求人開拓ではなく事業説明と会社のことを教えてくだ

さいという姿勢でアプローチしている。担当者は週１回以上情報交換しているが、ひらめ

きや経験など属人的な要素に依存している課題もある。しかし、欠員が出る前に連絡が入

ることもあり、信頼の積み重ねが大切だと考えている。

（生活困窮者自立支援制度との関係）生活困窮者自立支援では、生活困難のケースに対

応する局面が多く、就労支援・就労準備支援事業はあまり前面に出ていないように感じて

いる。地域就労支援センターでは、事業所内体験実習や無料職業紹介に力を入れており、

就労支援を継続的に行っており、就労準備支援事業は無料職業紹介を使っている。これま

での実績を活かしていくことが大切だと感じている。社会福祉協議会に住宅確保給付金事

業を委託していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、緊急小口貸付や総合貸付

の業務が増えたことで、住居確保給付金業務をくらし支援課にて実施したことにより、今

まで見えていなかったことが見えてくることもある。例えば、住居確保給付金は就労とも

大いに関わりがあるが、生活困窮者自立相談支援の視点から の事象や精神的なしんど

さを持つ人が少なくないなど、これまで顕在化していなかったことが露見するケースもあ

る。２つの事業から、地域就労支援事業は、基本的に就労意欲があり、就労、職業能力、

マッチングに焦点が置かれ、就職活動や継続就労がうまくいかない理由がみえにくいこと

もある。生活困窮者自立支援事業では、生活を支えることが優先され、経済的基盤や家族

関係などがみえるが、現状は、雇用政策とはいえない状況がみられる。

ハローワークと地域就労支援事業の違いとしては、専門援助部門は地域就労支援事業に

近く、本人自身の職業能力が考慮され個別性をもった支援が行われているように思われる

が、一般的には、本人ができるできないよりも、「やりたい」が優先され紹介状が発行され

ているように感じる。それだけだとつまづくことも多く、個別の本人の経験やどういうこ

とを大事にしているのか本人の気付きを促すことで試行錯誤的に付き合いながら進めてい

く必要があると考えている。

地域就労支援は職業能力や経験、本人が興味や関心を持っているところ、本人の価値観

を確認しながら支援を実施しており、個別性や地域性のある支援としてやるべきことの余

地は大きいと感じている。
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地域就労支援事業と生活困窮者自立支援事業の枠組み（豊中市提供資料）

 
 
 
 
  

＜くらし再建パーソナルサポートセンター＞

一社キャリアブリッジ 社協 直営

広報、 、ちらし、関係課、地域

地域就労支援センター（くらし支援課）

福祉事務所

生活支援・家計改善支援

しごとセンター

福祉事務所

実習（就労準備支援事業・就労訓練事業）

事業所内体験実習

就労

無料職業紹介所・ハローワーク・しごとセンター・Ｓサポ・シルバー人材センター

合同面接会

（障がい者、高齢者、清掃、警備）

仕事と出合おう とよなか

高齢者向けマッチング事業 Ｓサポ

＜各種講座＞

就職支援講座 しごと

シングルマザー向け講座

若年無業者向け講座

精神障がい者向けリワーク講座

女性の再就職講座

高齢者向け講座 サポ
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 ６２４ ０ ６２４→正規 ・非正規 ４４９→正規 ・非正規 １７８

年度 ０ →正規 ・非正規 ４８１→正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者 人 過年度相談者 人

男： 人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他

経過 就労者

相談継続

その他

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・地域就労支援メニューへ 名誘導し、男性 名女性 名が就労

・ へ１名推薦し、女性 名が就労

就労

支援

・ハローワークに 名（うち同行支援は 名、男性 名女性 名が就労）

・地域若者サポートステーションに７名（男性 名、女性２名が就労）

・生活困窮者自立支援制度に 名（男性 名、女性 名が就労／新規相談受付者のうちの

就労者）

・その他に 名（男性 名、女性 名が就労）

事業

・「シニアのためのおしごとカフェ」（概ね 歳以上を対象とした茶話会形式の会社説明会を 回

開催／とよなか生涯現役サポートセンターと共催） 名参加し 名就労

・「生活支援サービス従事者研修＆仕事説明会」（介護予防・日常生活支援総合事業に従事する者を

養成する研修を 回開催）３９名参加し１４名就労

・「障害者のしごと合同説明会」 名参加し 名就労

・「挑戦！シニアのための飲食店のおしごと説明会」（概ね 歳以上を対象とした飲食店の会社説明

会／とよなか生涯現役サポートセンターと共催） 名参加し就労者はなし

・「挑戦！シニアのためのファーストフードのおしごと説明会」（概ね 歳以上を対象とした飲食店の

会社説明会を 回開催／とよなか生涯現役サポートセンターと共催）３０名参加し４名就労

・「清掃・警備の仕事合同面接会」 名参加し 名就労

・「第１回太鼓亭仕事説明会」（概ね 歳以上を対象とした会社説明会／とよなか生涯現役サポー

トセンターと共催） 名参加し 名就労

・「ミドルシニアからのおしごと説明会＆面接会」（概ね 歳以上を対象とした合同面接会／とよなか

生涯現役サポートセンターと共催） 名参加し８名就労

・「挑戦！シニアのための和菓子のおしごと説明会」（概ね 歳以上を対象とした和菓子店の会社説

明会を 回開催／とよなか生涯現役サポートセンターと共催） 名参加し 名就労
※他の支援機関が主催する事業とも連携している（「シニア向け就職支援講座」／「清掃の仕事体験講座（就労

支援付き）」（就労準備支援事業）／「メンタルに不安を抱えている方の就労支援講座」／「働くジブン発見プロ

グラム」／「豊中市シングルマザー対象就労支援プログラム」／「女性の再就職活動をサポートする連続講座

（全 回）」
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事例５：池田市しごと相談・支援センター（直営）

【概要】

市民活力部にぎわい戦略室商工労働課が所管し、池田市立コミュニティセンター内で社

会保険労務士の地域就労支援コーディネーター２名（市アルバイト職員で 年の開設

時に就任）が、就労と労働の相談に対応している（相談時間：毎週水曜日と金曜日の９

時）。就労相談では、個々の問題点の把握と対処法の検討や職業訓練の紹介などが行われ、

労働相談では、不当解雇や賃金不払い、労働法違反、サービス残業、有給休暇取得の拒否、

いじめ、セクハラなどの様々な相談を受け、問題解決に向けて対応策を検討し、労働者個

人のほか労働組合や雇用主の問題解決を支援している。相談拠点の向かいに「ハローワー

ク池田」が立地している。「池田市地域就労支援会議」（メンバー 人）、「池田市地域就労

支援事業個別検討会議」（メンバー 人）、「がん拠点病院としての就労支援連絡会議」（市

民病院ががん拠点として機能していくうえで、仕事を辞めざるを得ない患者のケアを目的

に設置された。メンバー 人）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者） 代以上から 代までの中高年齢者が多いが、近年は、発達障がい者、抑

うつ症状の診断を受け職場の理解を得られず離職した人、多人数の中で緊張して話せない

人なども来訪している。相談者の多くは、ハローワークでの求職活動がうまくいかず、地

域就労支援センターや地域若者サポートステーションに相談するケースが多く、ひきこも

りや働いた経験のない人からの相談もある。求人をどのように探せばよいのか、どういっ

た仕事が自分に向いているのかなどが分からない人も多い。また、ハローワークの相談時

間が 分と短いため、ハローワークと地域就労支援センターの両方を利用する人も

いる。

（就労と労働の相談）相談日は、水曜日と金曜日の週２日だが、社会保険労務士の資格

を持つ地域就労支援コーディネーターが、就労と労働の相談に対応している。社会保険労

務士として、顧問先の様々な会社の業界事情などにも通じていることから、例えば、警備

の仕事を勧める場合には、相談者の年齢や特性をみて、屋外でなく屋内の警備の方が良い

のではとアドバイスすることもある。相談者は、広報誌やホームページを見て、市役所や

地域就労支援センターに電話をかけてくることが多いが、就職先を斡旋しているかどうか

たずねられることもあり相談件数に計上されない問い合わせもある。相談は予約制で、相

談者本人が相談シートの一部に記入し、それをもとに相談内容を丁寧に聞き出し、これま

でどのような仕事をどのような形でやっていたかなどたずねていく。
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（職業訓練が有効、高齢者では仕事の創造が課題）仕事をしたことのない人には職業訓

練を紹介することもある。例えば、自動車整備、製造、組み立て、パソコン、ヘルパーな

どの訓練につなげることがある。しかし、相談者の多くは、相談、訓練、就労で遠くに行

くことや電車に乗って移動することを避けたい気持ちがあり、ハローワークの職業訓練の

多くが大阪市内で行われることから紹介が難しいこともある。そうした中で、障がいがあ

ることが推察される 代前半の相談者のケースは、もともと箕面の関係施設で短期間の

訓練を受けていたが、短期間の訓練では就労に至らないことから、ハローワークから大阪

市内にある夕陽丘高等職業技術専門校へ推薦を受け、見学を経て１年間通学したことで、

宅配便の車の横乗りの仕事で就労することができた。その後も就労を継続し、母親から定

期的に近況の連絡があるなどつながりが続いている。若年者では、大阪市内まで職業訓練

に通うことで就労につながりやすい状況もみられ、連携はハローワークが最も多いが、

´ワーク創造館（大阪市内）や などとも連携している。

一方、高年齢者になると職種が絞られるので、ハローワークの求人、中でも介護ヘルパ

ー、清掃、警備などの職種を具体的に紹介することが多くなる。 歳代後半から 歳代

になると、ハローワークの求人では難しいことが多く、シルバー人材センターでも希望す

る仕事に就けないなどの現状があるため、高齢者の仕事を創造する必要性は高い。

求職者は、具体的な希望を持っているとは限らず、例えば、障がい者（手帳取得者や診

断を受けている人）では、働ければそれで良い、時間給でも良いなどと考える人もいる。

１対１の面談では障がいがあるとは気づかないような場合もあるが、短期間で離転職を繰

り返し、同じような職歴を１ ３カ月程度繰り返すことから察することもある。ヘルパーな

どの仕事を勧めることもあるが、やってみたい気持ちはあるものの相手に何か聞かれた時

に対応できるかどうかを心配して乗り気にならないケースもある。こうした現状から、職

業訓練や資格を取得できる研修に可能性を見出している。訓練の期間は、 か月から

年間程度までで、パソコン講座やヘルパー 級講座など、ハローワークで適性の見極めを

経て受講する講座を決定することもある。あるいは、育児中の女性のケースでは通信教育

を勧めることもある。

（連携）情報共有に向けて、地域就労支援会議、ケース検討会議、検討会を開催する動

きはあり、会議体には市の福祉関係の部署も入っているが、十分に機能するところまでに

は至っていない印象である。連携するケースが多いのは地域若者サポートステーションで

ある。地域若者サポートステーションでは、ハローワークで求職活動を進める前に、自分

がどのようなことに向いているのか知る機会を得られ、とよの地域若者サポートステーシ

ョンと体験型ワークショップを共催している。また、地域若者サポートステーションのセ

ミナーでは、生活保護など福祉の担当者と出会うこともあり、今後も連携していく可能性

がある。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ７ １ ０ ７→正規０・非正規０ →正規 ・非正規０ ０

年度 ３ １ ０ ３→正規０・非正規０ →正規 ・非正規０ ０

年度 ８ ２ ０ ８→正規０・非正規２ ０→正規 ・非正規０ ２

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は４件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者８人 過年度相談者０人

男：８人 女：０人 男：０人 女：０人

属性 若年者（ 歳以下） ０ ０ ０ ０

中高年齢者（ 歳以上） ６ ０ ０ ０

ひとり親家庭の親 ０ ０

障がい者 ０ ０ ０ ０

その他 ０ ０

経過 就労者 ２ ０ ０ ０

相談継続 ６（中高年齢者 、障がい者２） ０

その他 ０ ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・誘導した実績はないが、関係性を構築した機関として、ハローワーク池田、 、 ´ワーク創造

館、とよの地域若者サポートステーションなど

・就労準備支援事業（生活困窮者自立支援制度）との関係では、主にとよの地域若者サポートステー

ションに案内しており、生活困窮そのものについては池田市生活福祉課に案内

就労

支援

同上

事業

とよの地域若者サポートステーションが主催し年 回共催している「就労セミナー」やハローワーク池

田の主催により年 回開催される「就職面接会」など。 年度は、「体験型ワークショップ」（

歳が対象で自分の良さを知り、仕事選びのヒントを見つける／とよの地域若者サポートステーショ

ンと共催）、「労働問題セミナー」（一般市民や勤労者を対象に「働き方改革のこれから！！」のセミナー

／北摂 市働き方セミナーとして開催）が行われたが、参加者のうち就労した人はなし。「サポステ就

職説明会」（ 歳の未就業者が対象）は、新型コロナウイルス拡大の影響で開催中止となった
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事例６：岸和田市就労困難者等雇用相談（直営）

【概要】

魅力創造部産業政策課が所管し、「就労困難者雇用相談」として、市役所内において４名

体制（正職員と会計年度任用職員各 名）で労働相談と兼任で就労相談に対応している（相

談時間：年末年始を除く平日の 時半／１回当たりの相談時間は 分 時間）。

会計年度任用職員は採用試験を経て最長５年間業務に従事するが、就労支援業務未経験

者が多く、初年度は相談対応の研修等が中心となる。そのため、就労支援コーディネータ

ーとしての実質的な実務は 年程度になる。

地域就労支援計画を策定し、「地域就労支援事業推進会議」と「地域就労支援個別ケース

会議」を設置している。

【支援の概況・ポイント】

相談者は広報を見ての電話や来訪が多い。主な相談内容は「条件にあう求人が見つから

ない」、「働きたいが、（求職の仕方など）方法が分からない」などで、電話で完結しない場

合は、市役所内に相談スペースを確保して対応している。

相談の結果、地域就労支援センターのみでの解決が難しい場合は、適切な相談・支援機

関、例えば、「ハローワーク」や「地域若者サポートステーション」、「障害者就業・生活支

援センター」などにつないでいる。

再相談のケースでは、かつての相談・支援機関利用者が再度利用したいと相談に来所し

たり、相談者が特に利用を希望する機関等があれば、希望に沿った対応をしている。

生活困窮のケースでは、生活困窮者自立支援事業の家賃補助などを紹介しているが、他

機関等からは資格取得講座に関する照会にとどまっている。相談を重ねるケースは少ない

が、傾聴で相談者のニーズを聞き出し、適切な相談・支援機関等につないでいる。

同市は岸和田雇用対策委員会で就労に資する資格取得講座を企画し、資格取得による就

労に注力している。これまでにフォークリフト、介護職員初任者の資格取得などを実施し

てきた。中でも 年度に開始した登録販売者は反響が大きく、定員 名に対し

名の応募があった

資格講座は、「広報きしわだ」、「産業政策課ホームページ」、「市民センターなどで配布さ

れるちらし」で告知している。地域就労支援センターの非利用者でも、応募条件に適合す

る岸和田市民であれば、 万円程度の自己負担で受講することが可能である。

年度の講座受講者のその後の状況は、登録販売者を除く各講座で合計 名の受

講者のうち、 名から回答があり、 名が就職した 。

                                                   
登録販売者は 年８月に試験が行われ、受講者のその後は現在集計中である。
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また、就労に資する資格であっても、予算の関係や遠方まで通わないと取得が難しいな

ど、企画の段階で断念せざるを得ない資格もある。

現在、労働関連の諸事業（勤労者互助会の補助金、労働相談など）を兼任しながら地域

就労支援事業を実施しているところであるが、加えて貝塚市や大阪府、ハローワーク、商

工会議所と連携して「岸和田・貝塚合同就職面接会」を開催している。これ以外にもさら

に他機関等とのつながりを通じて支援に有効な資源を作り出すため、外部環境の整備に取

り組んでいく方針である。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 １９ １４ １９→正規１・非正規４ ２→正規０･非正規０

年度 １９ １０ １９→正規１・非正規０ ２→正規０・非正規０ １

年度 １２ ３ １２→正規０・非正規０ ２→正規０・非正規１

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は１１件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者１２人 過年度相談者２人

男：６人 女：６人 男：２人 女：０人

属性 若年者（ 歳以下） １ ２ １ ０

中高年齢者（ 歳以上） ４ １ ０ ０

ひとり親家庭の親 ０ ０ ０ ０

障がい者 １ ３ １ ０

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 ０ ０ １ ０

相談継続 １２ １

その他 ０ ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ３名推薦し男性１名が就労（ただし、 非経由で就労）

就労

支援

・ハローワークに２名（就労者は０）

・障がい者就業・生活支援センターに１名（就労者は０）

・地域若者サポートステーションに１名（就労者は０）

・ しごとフィールドに１名（就労者は０）

事業

・女性向け起業セミナー（５８名参加し３名起業）

・介護職員初任者研修（再就職支援講座）（２６名参加し全員資格を取得し 名就労

※一部調査中）

・フォークリフト運転技能講習（再就職支援講座）（１２名参加し全員資格を取得。就労者は０）

・岸和田合同企業説明会（岸和田商工会議所・池田泉州銀行ほかと共催）（４１名参加し４名就労）

・きしわだ就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ （高校３年生対象の模擬面接会）（ 名参加し 名就労）

・“氷河期世代を応援する”岸和田市就職面接会（ハローワークと連携）（ 名参加。就労者は０）

・きしわだ障害者就職模擬面接会（７名参加。就労者は０）

・登録販売者通信講座（再就職支援講座）（２３名参加）

・岸和田・貝塚合同就職面接会（貝塚市・大阪府・ハローワーク等と連携）（ 名参加し１２名就労）
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事例７：和泉市無料職業紹介センター（直営）

【概要】

年 月に、第１次にあたる「和泉市就労支援計画」が策定され、この計画に基づいて施

策を進めてきた。 年に無料職業紹介センターが設置され、市役所（くらしサポート課）、和泉

シティプラザ、和泉市立人権文化センター、和泉市南部リージョンセンター、和泉市北部リージョン

センターの５か所で、専任もしくは兼任の就労支援コーディネーターが相談などに対応している

（相談時間：市役所は月 金曜日の 時 時 分、人権文化センターは第 ・ 火曜日

時 時半、そのほかは各所週 日 時 時半）。 年 月には、第１次計画の策定

以後の社会情勢の変化や就労環境を取り巻く状況等を鑑み「第２次和泉市就労支援計画」が策

定されている。

第２次和泉市就労支援計画

年度までの か年の「第２次和泉市就労支援計画」として策定され、「第４次和泉市総合計

画」などをうけ、働く意欲のある市民一人ひとりの就労を支援していくため、同市及び関係機関が一体

となって取り組むための基本的な方針と、具体的な展開方向をとりまとめることを目的に策定されて

いる。同市の就労支援の基本方針には、「就職困難者等の就業機会の拡大を図るとともに、安心して働

くことのできる環境整備を促進する」（ 頁）。「就職困難者等をはじめとした働く意欲のある市民一

人ひとりが、自らの意思に基づき、その能力や個性、技術・技能、経験などを生かして、自己実現の一

つの手段として取り組み、生きがいや生活に必要な糧を得ることのできる“就労”という基本的な権利

を尊重することができる社会の実現をめざし、「就労支援事業」を展開しています」（ 頁）が掲げら

れ、ＷＬＢ（ワークライフバランス）の推進や労働環境整備も視野に含められている。そして、就労支

援の基本方針である「就職困難者等の就業機会の拡大を図るとともに、安心して働くことのできる環境

整備を促進する」のもとで、地域の特性を活かした就業の促進、雇用・就労の機会・場の創出、働きや

すい職場環境に向けた支援が行われる。なお、「雇用」と「就労」の用語の定義について、「雇用」を、

「労働基準法の適用される事業所または事務所において使用され、使用に対する報酬として最低賃金

法に定める以上の賃金を支払われることを内容とする労働者と使用者の間の労務供給契約関係」とし、

「就労」を、「雇用はもとより、賃金を得ることを目的とする、しないにかかわらず、仕事に従事する

こと」と（ 頁）している。同計画では、各事業について活動指標を定め、 年及び 年の目

標値を掲げ、毎年進捗状況を検証している。
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【支援の概況・ポイント】

（相談拠点）市役所以外に４か所で出張相談を行なっており、 か所ともコーディネー

ターが予約なしで相談・職業紹介に対応している。拠点によっては３時間半のうちに５、

６人から 人くらい来所することもある。また、地域によって相談者の属性に違いがみ

られ、和泉シテイプラザ（和泉中央）の相談者は幅広い年齢層で若年者も多いのに対し、

北部、南部では若年者が少なく 歳超の相談者が多い。以前は、障がい者手帳の取得や

年金受給の手続きのため、医療機関や年金事務所などに同行支援をしていたが、現在は相

談拠点が増えたこともあり同行支援は難しくなっている。相談者は、口コミ、市のホーム

ページ、広報、 （コミュニティソーシャルワーカー）などを通じて来訪している。

（地域就労支援センターの特徴）地域就労支援センターでは、「提案していく」方針のも

と、ハローワークのような担当窓口別や成果指標のみを優先することなく、就労以外の相

談も聞き取ることで、幅広い側面から相談者のニーズに合った寄り添い支援をしている。

そのため、相談者が就労後も慕って来訪している。

（相談者の状況）全拠点の相談者の属性は、中高年齢者が多くを占めるが、若者、ひと

り親家庭の母親、障がい者など幅広い。支援が難しいと思われるのは就労までに１年以上

かかるような人で、中には 年かけても就労できない人もいるが、そうしたケースは就

職する気持ちを持てていないことが多い。

相談では傾聴を重視し、アセスメント・職業適性検査はあまり重視していない。話をす

ることを第一とし、家の中のことや金銭面の状況を聞くこともある。就労できるかできな

いかの分かれ目は、意思決定をできるかどうかである。数は少ないが、転職検討者（例：

新型コロナウイルス感染症の拡大で雇い止めになった相談者）などで、自分で求人を探し

て疑問があれば聞いてくるような人は意思決定をできる人である。しかし、 歳以上の高

齢者については意欲が高く意思決定もできるが職種が限られる課題がある。女性では清掃、

調理補助、軽作業が主で、男性では送迎や警備などである。中高年の支援については、

歳代では、職種を限定したり経験したことのない仕事をしたくないなどのこだわりが

あり就労を難しくしている。提案した求人に対し、もう少し自分は出来るのではないか、

もっと良いところはないかなどと思い、他を探し続けて就労に至らないこともある。また、

正社員で就労したものの再び派遣で働き始める人もいる。このように、意欲があり意思決

定を出来る状態でも就労が難しい場合もある。一方、意思決定をするのが難しい人に障が

いが推察されることがある。相談内容が一貫しない、希望する職種が一貫しないなどであ

る。

就労経験が全くないもしくは数年しか働いたことがなく親の年金で生活してきたひき

こもりの人が、親が施設に入るので慌てて相談に訪れるケースもある。ひきこもりのケー

スでは、職場でいじめられて離職したが、手に汗をかくなどの症状があるからということ

で、他機関から障がい者手帳の取得を勧められたものの納得がいかず４ ５年ひきこもっ

ていたというケースで、地域就労支援センターで相談を重ね仕事に行けるようになった例
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がある。

若年者に対しては、この会社で勤め続けなければいけないという考え方ではなく、若さ

を武器に固くならず気軽な気持ちで臨むことを勧め、経験は必要だが過度なプレッシャー

は不要だと助言することで少し楽になるケースが多い。研修や講座も一助となる。介護初

任者研修やフォークリフト等の資格取得を目的とした講習会やパソコンの基礎、履歴書の

書き方など、就職活動に役立つ講座を開催している。相談とセットで勧めることで、相乗

効果を狙っている。

（ケース１）

軽い障がいを持つ若者で、 を通じて就労したが、職場に自分の仕事がないな

どの理由で離職後再訪し、最終的に自分で空港関係の仕事を探して就労に至り、近況に

ついても報告がある。最初は打ち解けられないという印象だったが、毎週面談すること

で打ち解けていった。このケースでは、初期面談から につなぐまで１年以上を

要した。

（ケース２）

歳くらいの就労経験のある男性のケースで、正社員希望だが何度応募しても就労

につながらず、知的障がいであることが分かった。 （コミュニティソーシャルワー

カー）と連携し、本人の自覚を促し手帳の取得を勧め、障害者就業・生活支援センター

とも連携し府の施設で勉強し就労に至った。

（無料職業紹介）介護・福祉や土木・建築の事業者や企業の求人が多く、パートなら資

格がなくても採用可能というところもある。介護や福祉関係の施設には様々な仕事（洗濯、

調理、ヘルパーなど）があるので、相談者（求職者）によっては選択肢が広がることもあ

る。相談者がパートでの就労を希望していても正社員を提案することもあり、例えば、ひ

とり親家庭の母親や配偶者扶養控除の範囲内で働きたいと考えている人などでは、将来を

考慮し正社員での就労を提案している。また、以前は求職者の情報（年齢、したい仕事、

小学校区レベルの居住地、資格保有状況）をホームページ上に掲載していたことがあり、

介護事業所などから要望があり採用が決まった人もいる。コミュニケ―ションをとること

が難しい相談者は、面接で落されることが多いが、事前に本人のこと（能力など）を伝え

ることができれば就労につながると考えている。テクノステージ和泉にも依頼すれば受け

入れてくれそうな良い会社がある。企業との関係性は重要で、求人開拓に関して、求職者

を連れて事業者・企業を訪問したいと考えている。新型コロナウイルス感染症の拡大で事

業者に働きかけられていないが、今後進めていきたいと考えている。

（生活困窮者自立支援制度との関係性）生活困窮者自立支援制度とのすみわけが明確で

ない印象を持っているが、 年 月から生活困窮者自立支援事業と地域就労支援事業
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の所管がくらしサポート課に一本化され、連携して支援を行っている。

地域就労支援事業のフローチャート（第２次和泉市就労支援計画 頁）

 
 
 
 
 
 

 
 
  

和泉市無料職業紹介センター

（職業の紹介・あっ旋）

●就労支援コーディネーターによる相談

●就職阻害要因の解消・解決

●職業能力講習会への誘導等

●求職登録者と求人事業所とのマッチング

テクノステージ和泉・トリヴェール和泉

西部地区の事業所に紹介・あっ旋

大阪府内の事業所

に紹介・あっ旋

不採用
面接

就職

ハローワーク泉大津

へ案内・誘導

就職を希望する就職困難者等（和泉市民）

就労後、概ね３か月後に状況を確認

案内・誘導求職者紹介・求人募集 求職者紹介・求人募集

登録
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

３６４ １，１６７ ８５７ ３６４→正規２９・非正規３３ １８４→正規９・非正規 １００

２６７ ８５８ ６１９ ２６７→正規２３・非正規３８ →正規１７・非正規 ９６

７９４ ６１２ ３３２→正規１５・非正規４０ １２８→正規６・非正規 ８０

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は１７件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者３３２人 過年度相談者１２８人

男：１１８人 女：２１４人 男：３４人 女：９４人

属性 若年者（ 歳以下） ２０ ３４ ６ ６

中高年齢者（ 歳以上） ８３ １３１ ２１ ４４

ひとり親家庭の親 ４ ４４ ０ ３７

障がい者 １０ ４ ７ ６

その他（外国人） １ １ ０ １

経過 就労者 ２０ ３５ １１ １４

相談継続 １２１ １５

その他 １５６（自己就職、長期間来所なし、
連絡がとれないなど）

８８

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ６名推薦し（人材スキルアップ定期コース２名、就業マッチングコース４名）、男性 名が

就労

就労

支援

・シルバー人材センターを２９名に案内

・生活困窮者自立支援制度に５名

事業

・「和泉市就職情報フェア（求職・求人合同面接会）」（商工会議所、ハローワーク泉大津、府総合労働

事務所などと求職・求人合同面接会を９月に共催。一般求人２４件と障がい者求人１７件に対し、９２

名が参加し４名が就労）

・フォークリフト運転免許取得講座（２回開催、１３名参加し１０名修了、就労者は１名）

・介護職員初任者研修取得講座（２回開催、１５名参加し１４名修了、就労者は３名）

・玉掛け技能免許取得講座（１回開催、１名参加・修了、就労者はなし）

・医療事務技能資格取得講座（１回開催、１５名参加・修了、就労者は１名）

・「若者就職応援セミナー」（応募書類作成、会社・仕事研究、志望動機、面接の基礎、コミュニケーシ

ョン力、保険、税金等、ワード、エクセル、就職活動に向けたパソコンの活用術の１０講座）（１５－３９

歳の若者、就職困難者等が対象、延べ１５３名が参加し６名が就労）
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（２）委託型

事例８：大阪市地域就労支援センター（委託）

https://osaka-shigoto.jp/chiiki/

【概要】

「しごと情報ひろば総合就労サポート事業」として、市民局ダイバーシティ推進室雇用

女性活躍推進課が所管し、事業委託先の株式会社東京リーガルマインド（大阪公共事業本

部）の４名の就労支援コーディネーターが、専任で相談に対応している（本部相談日時：

月-金の 10時-17時 巡回相談日時：東淀川区(第 2･4水曜日午前) 生野区(第 2水曜日

午後) 福島区（第 3水曜日午後）城東区（第 2木曜日午後）阿倍野区（第 1・3金曜日午

後） 此花区（第 2金曜日午前）／基本的な相談時間は、本部相談が１時間、巡回相談が

30分）。コーディネーターは豊富な経験を持ち、就労相談、職業適性診断、職業紹介など

を行っている。同市には「大阪市しごと情報ひろば」26があり、大阪市民（在勤・在学含

む）などを対象に、キャリアカウンセラーによる職業相談、職業適性診断、セミナーなど

が行われており、クレオ大阪西・マザーズでは職業紹介を行っている。また、ハローワー

ク併設型の天下茶屋、西淀川、平野の各しごと情報ひろばでは、職業相談、情報提供等を

行っている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者の来訪経路・来訪当初の状況）相談に至る主な経路として、過年度相談者の登

録更新が最も多いほか、区役所（受付や保健福祉など、巡回先の区や生活困窮者自立支援

窓口との連携）から約 2割、知人等の紹介が約 1割などである。このほか、市のホームペ

ージや市政及び区広報紙、地域就労支援センターのホームページやちらし、他機関等から

の紹介なども 1割程度ある。相談者には働きたいが働けないような多種多様な阻害要因を

抱えているケースが多い。例えば、仕事や職種に対する理解不足、自己理解の不足、社会

情勢の理解不足、離職期間の長さによる不安や焦りなどの状況がみられる。相談者にはこ

うした問題が複合的にみられるケースもあるため、これらの問題を整理することから始め

るケースもある。相談者の多くが、就労を困難化する要因を抱えているが、就労に至るま

での相談回数は様々である。このほか、70-80代からの相談もあり、働きたい高齢者は多

いが、職種が限定されることや働く時間帯や時間数に関する問題が多くみられる。

（相談者）相談者の属性は様々だが、障がい者や障がいが推察される人の相談が多くな

っている。圧倒的に中高年齢者（35歳以上）の相談が多く 6-7割を占め、40-50代は、

単身世帯と家族世帯と様々だが、最もお金がかかる時期で、この時の働きが老後に影響す

26 株式会社東京リーガルマインド(大阪公共事業本部)は「しごと情報ひろば総合就労サポート事業」と

して「大阪市地域就労支援センター」と「大阪市しごと情報ひろば」(天下茶屋、西淀川、平野、クレオ

大阪西・マザーズ、アウトリーチ)の各施設を運営している。天下茶屋、西淀川、平野のしごと情報ひろ

ばでは、ハローワーク併設型として、一体運営を行っている。

- 102 -



 
 

ることもあって、焦っている相談者が多い。高齢者については、定年の延長に伴い勤続年

数の延長が見られる。企業によっては新たに高齢者を採用する体制を持っているところが

あるものの、実態はまだ多いとはいえない。また、安定雇用は大切な観点だが、安定雇用

や正規雇用に固執することで相談が長期化する場合もある。「どうなりたいか、どうしたい

か、企業が求めていることは何か」などを深めていく必要性もある。 代では、経験

を役立てたいというケースは多い。しかし、経験や資格が全て有効とは限らないため、支

援の考え方や進め方は、社会状況や相談者の環境、年齢の個人差にも大きく影響する。

（相談対応）コーディネーターには傾聴力が大切で、客観的状況の見極め、整理、緊急

度に合わせて話をしていくことが求められる。相談対応では、まず傾聴し状況と経過に合

わせて、相談者の問題点を整理して明確にすることが第一である。問題の逼迫度と優先順

位を見極めて相談者が理解し、自らの力で進めるよう支援している。具体的には、能力、

経験値、自己理解、職業理解、環境理解、長期・短期の目標設定、「どうなりたいか、どこ

が問題なのか、今何をすべきか」といった問題点の整理など、様々な視点をふまえて、長

期・短期のプログラムの検討と提案・実施といった流れで進めていく。傾聴を繰り返し、

支援のプログラムやメニューの作成を進める。適性診断、グループワーク、書類対策、面

接対策、求人情報の提供、イベントセミナー等の情報提供を実施する。場合によっては、

ハローワークや企業などへの同行支援を行っている。相談者の状況に応じて進めていくた

め、定型的なパターンを見出すことは難しく、相談対応時には言葉を選ぶことも必要にな

る。一人ひとりに合った個別相談により、ハローワークの専門援助支援への誘導、結果の

検証とその後の支援、リファー先の検討とマッチング、ハローワークの情報やしごと情報

ひろばの案件等の紹介、そのほかの様々なプログラムや関係機関など（求人情報誌、就労

継続支援 型 型事業所、大阪市若者自立支援事業コネクションズおおさかなど）の活用

につなぐ。こうした取組みが行きつ戻りつで行われることもある。原則として一人の相談

員が専任で一貫してサポートする体制の為、時間をかけてじっくり相談することができる。

相談対応後は、就労支援コーディネーター相互間で速やかに情報を共有し、ケースだけで

なく、連携機関の新しい情報や、公的な施策の変更等といった支援に必要な情報を共有し

ている。週末と月末に定例会議を行っている。複合化した問題を抱える相談者に最も適し

た支援を考え、多様なケースに対応できるように努力している。

（グループワーク）就労までに時間がかかる人、障がい者など、働きたいが働けない人

の中には、「自分のよいところなんて考えたことないのに、自己 って言われても･･･」

「不採用になった理由がよくわからない。みんなどうやって就職活動しているのかなぁ」

などと思う人もみられ、グループワークを経て就労に至る人もいる。社会に出るための実

践的なステップとして「求職スキルアップひろば」（就職に近い人向け）が行われている。

このグループワークでは、参加者同士で気持ちを高め合いながら、就労に向けてはずみを

つけ、社会に出るまでの不安解消や社会にどこまで適応するか考えていく過程で本人の努

力と気持ちをバックアップする様々なプログラムが行われている。例えば、仲間との活発
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なコミュニケーション、自己理解（自分自身の振り返り）、他者理解（他の人の意見を通じ

て、自分の視野を広げる）、応募書類の書き方や模擬面接、就労に向けての目標設定から達

成までのプロセス、リフレッシュやストレス対策、季節の行事（七夕、クリスマス会）な

どが行われ、「スキルアップ」（自己理解・職業理解・面接練習）、「やる気アップ」（目標設

定・情報交換）、「リフレッシュ」（会話・ストレス対策）の３つの側面から就労へのはずみ

をつけている。2019年度は毎月 2回、計 18回継続して開催された。どの回からでも参

加でき、１回のみの参加や見学のみの参加も可能である。参加者の半数が年度内に就職し、

当該年度で就職できない場合でも過年度相談者として次年度に就職に至っており、グルー

プワークの意義と効果は高いと考えている。

（ケース１）

生活困窮者自立支援相談窓口から誘導された、精神疾患（統合失調症）を持つ 50 代

の相談者のケースは、主治医から就労許可が出たものの、20代から幻聴や幻覚の症状が

みられたが精神科を受診していなかった。同居の母親との関係は悪く、医療保護入院や

離職の経緯があり上記の症状がある状態で働けるのかどうか不安があった。コミュニテ

ィソーシャルワーカーなどを含め 4 人で面談を実施した。就労への不安が一致したた

め、セカンドオピニオンとして、別医師の診断を受けることを提案し実施した。その結

果、①「すぐの就労は厳しい」という診断、②投薬（別処方箋）の提案を受けた。その

後、服用の効果がみられ、精神の安定が図られるようになった。経過観察を経て、ハロ

ーワークに定期的に出向くようになり、職業訓練の受講や障がい者手帳の取得申請に向

けて、障害者就業・生活支援センターと連携し、障がい者手帳の発行の依頼と並行して、

就労移行支援事業所に誘導した。このケースは、生活困窮者自立支援相談の窓口やコミ

ュニティソーシャルワーカーとの連携によって状況の改善につなげられた例である。

（ケース２）

安定した仕事に就きたいと相談に来訪した 40 代のケースは、大学院を修了後に事務

補助の仕事で従事したが統合失調症を発症し、その後、司書的な仕事や配送センターの

仕事で働き始めたが、仕事に対する理解に困難をきたしたことと作業のスピードについ

ていけないという理由で離職した。ケース検討会議を経てマッチング案件としての求職

支援を継続する一方で、障がい者手帳取得を促し、家族の理解を得た。障がい者手帳の

取得に至り、3 日間の清掃の仕事を体験する。結果、本採用になる。このケースの就労

までの支援に要した期間は約 10カ月である。現在定着支援継続中である。

（就労）就労（採用）に向けて、ハローワークの求人情報や大阪市しごと情報ひろばの

独自の求人情報を中心とし、更に求人情報誌や求人サイト等幅広く情報を収集、提供、応

募先の探索や求職者とのマッチングを検討し、求人情報に応じて、応募の支援（書類・面
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接対策等）を進めている。相談者の多くにみられることであるが、雇用形態や職種などへ

のこだわりを見直し、職業選択の視野を広げることにより、就労への道が開かれることも

多く、就労の機会を増やす視点をもって応募を支援している。ただし、相談者の状況によ

って譲れない条件としてみられるのは、子育て中の母親や高齢者が近隣地域で働くことを

希望するケースや、40-50代では高い給料を求めるケースもあるが、こうした場合には状

況やキャリアもあわせて考えていくことになる。また、あらゆる資格が就労において有効

だと考えられるが、実践が伴わないと難しいと感じている。このため、資格プラス経験が

ポイントになる事例として、ボイラー、電気工事、マンション管理 経理事務などがあげ

られる。就労へのプロセスは人それぞれで、支援の内容は、支援システムに入力され一覧

で確認できるようになっている。支援期間は、様々で、１カ月以内の短期間で就職するケ

ースもあれば、阻害要因が重なって長期にわたるケースもある。また、一旦就労するもの

の、相談を継続するケースもある。原則として、相談者のほとんどは、早い就労を希望し

ているため、丁寧且つスピード感のある対応を心掛けている。

（連携・定着支援）連携している機関は、ハローワーク（障がい者の専門援助部門を含

む）、各区役所の生活困窮者自立支援窓口、就労移行支援事業所、就労継続Ａ型及びＢ型事

業所、大阪ろう難聴就労支援センター、大阪市若者自立支援事業コネクションズおおさか、

精神科・心療内科などである。各々の機関とは案件上の必要性に応じて、相互に連携しつ

つ相談者の支援を行っている。各機関の支援内容は重複するとみられるものもあるが、相

談者の就労へのサポートとして、複数の受け皿をもち支援する体制が望ましく、こぼれる

ことのない支援の一翼を担いたいと考えている。定着支援は、ケースバイケースで、1日、

1週間、1ヶ月単位から更に長いスパンも含め、相談者に応じた定着支援を実施している。

同時に離職に対する対策として、離職する前に相談するよう常々声がけもしており、本人

の継続就労も含めた幅広いサポートを支援の一環ととらえている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 ３２５ ２，９１９ ０ ３２５→正規１０９・非正規７ →正規 ・非正規 ２４５

年度 ３８１ ２，４９１ ０ ３８１→正規１０６・非正規１６ １１０→正規１０２・非正規８ ２３２

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者３８１人 過年度相談者１０７人

男：２４２人 女： 人 男：人 女：人

属性 若年者（ 歳以下） ２４

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他

経過 就労者

相談継続 ▲３

その他 ０ ０

※過年度相談者の経過「その他」▲ は、当該年度に同一の相談者が複数回就職したことを示す。

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・地域就労支援メニューに 名誘導し、男性 名女性 名就労

・ へ 名推薦し、男性 名女性 名が就労

就労

支援

・ハローワークに 名（うち同行支援は男性 名女性 名、男性 名女性９名就労）

・ しごとフィールドに 名（就労者はなし）

生活困窮者自立支援制度に 名（女性 名就労）

事業

・「求職スキルアップひろば（地域就労支援センターの登録者を対象に、 月から翌年 月まで毎月

回ないし 回実施／面接力・対応力を強化するグループワーク）（各月 名参加、参加人数の

合計は 名、 名就労）

・「ハローステップ就職応援プラザ 中央図書館」（求職中および求職予定の人を対象に、ハローワ

ーク・就労関係機関の面接・相談会が行われる）（ 名参加）

・「ハローステップ就職応援プラザ 城東区」（求職中および求職予定の人を対象に、ハローワーク・

就労関係機関の面接・相談会が行われる）（ 名参加）

・「ハローステップ就職応援プラザ 北区」（求職中および求職予定の人を対象に、ハローワーク・就

労関係機関の面接・相談会が行われる）（１１３名参加）
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事例９：堺市地域就労支援センター

【概要】

産業振興局商工労働部雇用推進課が所管し、公益財団法人堺市就労支援協会 （通称ジ

ョブシップさかい）に委託して、市内１箇所において４名の就労支援コーディネーター（正

規職員）が専任で相談に対応している（相談時間：月 金の 時 分）。このほか、

市内の各区役所（堺区除く）とサンスクエア堺（堺区）内で出張による就労相談も実施してい

る。就労支援の流れは、就労支援カルテを作成後、相談、履歴書・職務経歴書の記入アド

バイス、面接にあたってのロールプレイング、職業能力開発講座、定着支援などを実施す

るほか、無料職業紹介事業も実施し、職業能力開発講座と関連付けて登録企業等とともに

「合同企業面接会」を開催している。「堺市地域就労支援事業庁内連絡会」（メンバー 人

で 回開催）、「就労支援ケース検討会議」（メンバー 人で 回開催）、「就労支援調整

会議」（メンバー 人で 回開催）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者）堺市の毎月の広報誌で、 つの区役所とサンスクエア堺（堺区）内で就労相談

ができることを周知している。相談者の年齢層は、 代が多いが、「さかい ステ

ーション」（ 歳までの男性と全年齢の女性を対象とした就労支援機関）と相互に連携し、

幅広い相談者に対応しており、「さかい ステーション」があるサンスクエア堺内で就

労相談を行うことで、相談場所が隣接するメリットを活かしている。また、「堺地域若者サ

ポートステーション」（ 歳〜 歳の働くことに悩みをもっている方を対象とした支援

機関）から利用者を紹介されることもあり、「堺地域若者サポートステーション」と地域就

労支援センターの両方を利用する人もいる。地域就労支援センターの支援対象者は、働く

意欲・希望がありながら、様々な阻害要因を抱え、雇用・就労を実現できないでいる人で

ある。例えば、職業選択を誤ったと感じている人、適性に合っていない仕事についていた

人、その他就労を困難化する課題を抱えている人などである。こうした要因により離転職

を繰り返す相談者が多く、男女ともに同じ傾向がみられる。また、定年退職後の相談者も

いるが、職種の意向などを変えれば就労につながりやすい面もある。近年の相談者は

人程度で、男性の方が多い。新規相談者 人のうち相談カードを作成し登録す

るのは 人で、電話相談で解決するケースなど、相談カードを作成しないケースも多

い。また、再相談の電話もある。広報誌、ちらしなどで積極的に広報していることから、

                                                   
年に設立され、就労支援を通じた人権問題の解決と地域振興を掲げ、堺市地域就労支援センタ

ー事業、無料職業紹介事業、清掃・警備業務等の受託事業、堺市立共同浴場（布袋温泉）の管理運営、堺

市立人権ふれあいセンターの管理運営、堺市立舳松職能訓練センターの運営などの各事業を実施してい

る。
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支援内容の問い合わせも多くある。

（相談対応）支援は、就労支援カルテの作成後、生活面で就労を急いでいるかどうかな

どの状況の把握から始められる。例えば、友人の家に仮住まいしているなど、急を要する

状況なら、生活保護や、生活困窮者自立相談支援事業「堺市生活・仕事応援センター『す

てっぷ・堺』」につなぎ、並行して相談を進めていくことになる。こうしたケースが相談者

の 2割くらいある。どこに相談していいか分からない人も多い。また、離転職が多いなど、

中高年齢者で発達障がいが推察され、支援を進めにくいケースなどは、「堺市こころの健康

センター」と連携している。「堺市こころの健康センター」での支援を経て就労意欲が出て

きた段階で、連携して就労支援を開始するケース、逆に、就労支援センターの相談者を「堺

市こころの健康センター」に紹介することもある。

相談対応は、一般的に 2-3回の面談で終わることはなく、毎週の定期相談で方向性を検

討し、対応していく。１回当たりの相談時間は 40 分で、支援期間は相談者の状況により

異なり、例えば、9 月頃から相談を開始した場合には、年内までに就労するなどと目標を

たてる。目標は、状況に応じてもっと短いこともある。

（生活困窮者自立支援制度と地域就労支援事業）生活困窮者自立支援制度（就労準備支

援事業）の対象者は、就労意欲が高い場合と乏しい場合があるが、すぐに就労できる段階

にはなく、中高年齢者のひきこもりなどアウトリーチも必要なケースが想定されるのに対

し、地域就労支援事業の対象者は、就労意欲があり就労できる段階にあるケースである。

両事業の対象者は一部重複するが、同じ組織で両事業を受託しており、場所は異なるが、

担当者レベルで連携して情報を共有している。

（就労支援：求職活動準備、職業訓練、求職活動支援）就労に向けた具体的な支援サー

ビスは、相談の状況と段階に応じて、応募書類の添削、面接練習、職業適性診断、職業能

力開発講座、無料職業紹介、同協会が受託している職業訓練につなぐことなどである。

同協会は、職業訓練等のために、堺市の施設や公園の管理などを受託し、そこで職業訓

練を実施している。事務仕事を含めて 120名くらいが関わっており、施設や公園の現場で

従事している人は 100 名くらいである。この訓練に直接応募する人もいれば地域就労支

援事業の相談者を誘導することもある。3 年を目処として、長く仕事を離れていた人や仕

事に慣れていない人など、一般企業での就職に不安のある人を対象に実施している。地域

就労支援事業と受託事業を組み合わせた就労支援は、同協会の持ち味や資源を活かせると

考えており、同協会独自のツールと市の委託事業の相互連携の好事例の一つである。地域

就労支援事業の枠組みに限定されず、様々な資源を活かせるよう連携を意識して取り組ん

でいる。この職業訓練は、ハローワークにも求人を出しており、「堺市障害者就業・生活支

援センター『エマリス堺・エマリス南』」を利用している障がい者が、応募・面接に来るこ

ともある。職業訓練は、様々な人が一緒に働ける場で、職業だけでなく多様な人と関われ

るメリットがあると感じている。

このほか就労に有効な支援サービスとして職業能力開発講座がある。「フォークリフト
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運転技能講習講座」は女性も含め人気があり、令和 年度は追加実施した。このほか、「介

護職員初任者研修講座」「一般事務・総務入門講座」も実施している。講座参加者の要件は、

求職中であることと地域就労支援センターに登録をすることで、募集に際して面談を行っ

て受講者を決定している。

求職活動の支援では、ハローワークで就職が決まらない人、求人の内容と自分の希望が

合わず、手厚い支援が必要な人などに対応している。多くは、ハローワークか同協会の無

料職業紹介を通じて就労することになるが、ハローワークの利用の仕方や履歴書の書き方

を支援するほか、ハローワークと密接に連携し、紹介状のやり取りや事前に相談者が行く

ことを連絡することで、相談者がハローワークに出向きやすいように調整も行っている。

相談者のうち就労に至る人は 割くらいで、求職活動に積極的に取り組む人が就労につ

ながりやすい。求職活動を盛り上げることも大切で、諦めずに応募していくことで就労先

が決まるケースも少なくない。また、橋を架けるだけではなく、求職者の等身大を企業に

伝えることも大切だと認識している。

相談者の半分程度は正社員での就労を希望しているが、正社員に限定すると厳しい現状

もあるため、最初から正社員にこだわらず、まずは働くことから始め、ステップをふむよ

うに助言することもある。無料職業紹介の求人は、事務の仕事は少なく、軽作業、介護、

ケータリングなどの非正規の仕事が多く、事業者・企業に、正社員登用をしてもらえるよ

うに働きかけている。現在の登録数は 社で、求人があるのは 社程度である。課題

として、求人に対して求職者を案内するのが不定期で不確定なので、マッチングしないこ

ともあり、求職者にはハローワークの求人を案内することが多く、就職情報サイトで応募

する人もいる。

求職者の積極性が高まる契機は様々だが、例えば、面接会に行ったなど、どこかに行っ

たとか環境の変化がきっかけになることもある。職業能力開発講座は、就労先が決まる可

能性を高めるが、たとえ、該当する資格に関連する業種に就労する結果でなかったとして

も、同じ状況にある受講者が、お互いに刺激を受けることで新たな行動につながることが

大切で意義があると感じている。また、職業能力開発講座に参加を希望しても受講者に空

きがない場合には、職業訓練に誘導することもある。このように、職業能力開発講座や職

業訓練を、就労に直結するスキルを身につけるという観点だけでなく、求職活動を活性化

する一つの契機に位置づけている。

（地域就労支援事業の支援）相談者に寄り添って支援していることが評価されていると

感じている。コーディネーターの持ち味は重要で、地域就労支援センターを訪問するハー

ドルは高く、一大決心で来訪する人もいると感じている。社会的に弱い立場にある人、メ

ンタル面の不調を抱えている人、金銭面の問題を抱えている人など、まずはきちんと話を

聞き、相手の立場に立って状況を聞き対応するように心がけている。週１回開催している

ケース会議では、役員、協会管理職、コーディネーター計 人が参加して組織全体で情

報を共有している。また、週１回開催しているコーディネーター間の支援調整会議では、
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システム上で管理されている相談対応などのデータを参照し、前週の相談対応状況を共有

し、コーディネーターが感じている課題や悩んでいることなどを持ち寄り、相互に、「関係

機関に問い合わせてみたら」とか、「企業につなごうか」など打ち合わせを行い、全体会議

（ケース会議）で共有している。コーディネーターに求められるのは総合力で、相談者に

寄り添える人、企業と折衝できる人、会社や仕事のことを分かっている人が向いているの

ではないかと思っている。職種のことを幅広く分かっていることや分からなければ人に素

直に聞ける要素も大切で、キャリアコンサルタントの資格だけではなく、相手に寄り添っ

て柔軟に対応でき、応用力があることが重要だと考えている。

（今後に向けて）社会的には、ひきこもりなどのアウトリーチは必要だと考えており、

現在、「堺地域若者サポートステーション」や「堺市こころの健康センター」から紹介され

ることが多いが、民生委員等に関わってもらうことも必要だと感じている。他機関との連

携では、「堺地域若者サポートステーション」や「堺市こころの健康センター」のほか、精

神障がい者やその障がいが推察される人が多いので、「障がい者就業・生活支援センター」

と連携している。また、そういった相談者への対応に必要なスキルなど、コーディネータ

ーの資質を高めていきたいと考えている。

「さかい ステーション」とは年齢や性別等の相談者の状況に応じて、連携しながら

支援を行っているところであるが、今後もそれぞれの特色を生かしながら、個別のケース

毎に連携し、相談者の状況に応じたきめ細かな支援を行っていく必要がある。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ７３９ ５５７ ２９ ７３９→正規 ・非正規 ８５→正規１１・非正規 １２９

年度 ８９５ ７５９ ５４ ８９５→正規 ・非正規 ６８→正規 ・非正規 １５０

年度 ９０５ ７８５ ４８ ９０５→正規 ・非正規 ６７→正規 ・非正規 １１０

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は５８３件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者９０５人 過年度相談者６７人

男： 人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他
（電話相談、外国

人男性３名）

（電話相談、外国

人女性１名）

経過 就労者

相談継続

その他 ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・地域就労支援メニュー（能力開発講座４講座）に 名誘導し、男性 名女性 名就労

就労

支援

・障がい者就業・生活支援センターに 名誘導し、女性 名就労

・シルバー人材センターに 名誘導し、女性 名就労

・地域若者サポートステーションに 名誘導し、男性 名就労

・生活困窮者自立支援制度（すてっぷ堺）に 名誘導

・その他（さかいＪＯＢステーション、こころの健康センター、就労継続支援事業所Ａ・Ｂ型事業所、就労移

行支援事業所）に 名誘導し、男性 名女性 名就労

事業

・「就職応援フェア 堺区役所」（職業適性検査・就労相談、協会広報等）（ 名参加）

・「就職応援フェア 北区役所」（職業適性検査・就労相談等）（ 名参加）

・「就職応援フェア 西区役所」（協会広報等）（パネル展）

・「就職応援フェア 東区役所」（協会広報等）（パネル展）

・「就職応援フェア 美原区役所」（協会広報等）（パネル展）

・「就職応援フェア 中区役所」（協会広報等）（パネル展）

・「南サテライトフェア」（職業適性検査・就労相談等）（ 名参加）

・「（職業能力開発業務）フォークリフト運転技能講習講座」（フォークリフト運転技能資格取得）（

名参加 名修了、 名就労）

・「（職業能力開発業務）総務事務講座」（社会保険、福利厚生などに関する手続等を習得）（ 名

参加 名修了、 名就労）

・「（職業能力開発業務）介護職員初任者研修講座」（ 名参加 名修了、 名就労）

・「（職業能力開発業務）清掃スタッフ養成講座」（ 名参加 名修了、 名就労）

・人事戦略セミナー 市内事業所の経営､人事担当者対象の人材採用･育成のセミナー 名参加

・「堺職フェス Ａｒｉｏアリオ鳳」（職業適性検査・就労相談等）（ 名参加）

・「堺職フェス イオンモール堺北花田」（職業適性検査・就労相談等）（ 名参加）

・「介護職員初任者研修講座 チラシ＆ジョブショップさかいうちわ街頭配布」（ 名配布）
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事例 ：くらしサポートセンター守口（委託）

【概要】

「生活困窮者自立相談支援事業」は健康福祉部生活福祉課、「地域就労支援事業」は市民

生活部地域振興課が所管し、相談窓口は市役所内に所在する。一般社団法人ヒューマンワ

ークアソシエーションに事業を委託し、 名のコーディネーター（正規職員）が、生活困

窮者相談と兼任で相談に対応している（相談時間：月 金曜日の 時から 時半）。コー

ディネーターは 年の相談経験を有する。「 事業推薦 ケース診断会議」

（メンバー 人で 回開催）、「所内ケース検討会議」（メンバー 人で 回開催）が設置

されている。一般社団法人ヒューマンワークアソシエーションは、就職困難者の支援に取

り組んできた団体で、生活困窮者自立支援事業を受託しており、「くらしサポートセンター

守口」内に地域就労支援の相談窓口を開設している。「支援対象者の興味やこれまでの経験

等からどんな仕事に向いているか」を考え、「就労・労働だけでなく、福祉、保育、教育、

生活支援などの制度の利用について提案し、「資格や知識・技能の取得を応援（公的、民間

教育機関で実施している講座や職業訓練を紹介）」し、「就職後も、職場での疑問や悩みな

どについて相談に応じる」を掲げ支援を実施している。 （おおさか人材雇用開発

人権センター）事業も利用し、センターからの推薦と市と府の承認の手続きを経て、主に、

の人材養成事業やマッチング事業などを実施して就労支援を行っている。

【支援の概況・ポイント】

（生活困窮者自立支援事業と地域就労支援事業の一体的な実施）「くらしサポートセン

ター守口」では、守口市生活困窮者自立相談支援事業、守口市被保護者就労支援事業、職

業紹介所事業、守口市地域就労支援事業、ふーどばんくサテライト事業、ひきこもり支援

事業（当事者、家族）を実施し、一般社団法人ヒューマンワークアソシエーションの独自

事業として、守口こども食堂事業（５か所のこども食堂の応援）が行われている 。当初

                                                   
「生活困窮者自立支援事業」（①就労と生活に関する相談・支援→履歴書、職務経歴書など応募書類の

書き方、面接技術など就職活動の準備／独自求人の紹介、ハローワーク専門予約相談の活用、各種求人情

報収集／キャリアコンサルタントによる相談支援／労働に関する学習支援（ビジネスマナー、労働・福祉

制度、パソコン操作等）／職場体験、作業訓練など就労に向けて支援／生活の立て直しに向けた計画を作

成／利用可能な制度や専門機関の紹介／貸付制度や住居確保給付金の相談／住居の喪失やおそれのある

方の相談（滞納などにより）／食べ物についての相談（ふーどばんく事業活用：食糧支援要件ありの方）。

②就労準備支援事業→利用には一定の要件があるが、一般就労の前段階としての基礎能力形成のための

支援。生活習慣の形成、コミュニケーション能力、社会適応能力の習得、実際の就労に向けた能力開発を

行う）。③住宅確保給付金）、「くらサポ職業紹介所」（職業安定法に基づいて厚生労働省より許可を受け職

業紹介を運営）、「取組支援活動」（不登校・ひきこもり専門相談→訪問支援や居場所ホワイトカフェあり

／ふーどばんくサテライト事業→ふーどばんく と契約を結び、市内の生活困窮者のためにお米

やカップ麺、缶詰などの食料品を備蓄／食料・生活必需品の寄付の要請／守口こども食堂ネットワーク→
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は、生活困窮者自立支援事業と地域就労支援事業は分離していたが、類似する部分がある

ことから、 年度末に相談窓口を一本化して相談対応することになった。最近は、ひ

きこもりの支援（当事者と家族）に注力しており、ひきこもり不登校等子どものことを心

配する家族の会を毎月第２金曜日に開催し、同じ悩みを抱える家族、支援者の連携で、不

安、悩みの軽減や事例を通じて子どもへの対応方法を学ぶことを目的に実施し、家族や当

事者の個別支援に繋がっている。

また、就労準備支援事業としてグループワークや内職作業訓練（市役所内で内職を月水

金曜日に行い、作業工賃が出る）などを行っており、これらの活動と併せて、安心して過

ごせる居場所「ホワイトカフェ」を利用している。

「くらしサポートセンター守口」の就労支援対象者は、生活支援から必要なケースがあ

り、社会性を身に着けながら就労支援を進める人が多い。地域就労支援事業の相談者は、

生きづらさを抱えている人が多く、働きたい気持ちはあるが自信を喪失している、コミュ

ニケーションがうまくとれない、発達障がいなどの特性がみられ、背伸びせずに自分に合

った仕事を見つけてもらうことを第一にしている。就労準備支援の一つのメニューとして

の利用を位置付けており、 の利用が地域就労支援事業であるとの認識を

持っている。就労準備支援事業の利用者層と似ている面もあり、両事業の一つの連携方法

として、年間 人を の利用につなげている。地域就労支援事業として

に紹介した案件の１ケースは、 代の男性（家族も長期のひきこもり）で、 カ月の壁が

あり、モチベーションや人間関係が原因でアルバイトの仕事が続かない状況であったが、

を通じて人材のスキルアップにつなげている。

このように、同市では、地域就労支援事業と生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事

業）を一体的に実施し、両事業のメニューを効果的に組み合わせて支援が行われている。

様々な支援が行われており、相談や職業紹介に注力しており、やる気があれば採用してく

れる企業もある。このほか、必要に応じて、 （一般職業適性検査）、職業興味検査を

実施し、障がいの可能性があれば、障害者手帳や障害福祉サービス受給者証の取得を検討

し、就労継続支援 ・ 型事業所など多様な働き方に誘導している。

（支援の状況）市役所に立地（併設）していることで、職員の特長を活かしたメニュー

づくりや相談者にあったプログラムをつくれるメリットがある。就労支援コーディネータ

ーは、他の地域就労支援センターにコーディネーターで従事した経験があり、その後も就

職困難者の伴走型支援を継続しており、主訴の就労だけでなく生活課題への対応にも注力

し、周囲の環境や世帯にも目を向けて支援している。支援期間は、経済的な状況をみて目

標を設定はしているが、適宜見直している。最近は、生活困窮の相談が多く 年の

件に対し 年（聞き取り時点）は 件と多い。「くらしサポートセンター守口」

は、地域就労支援事業と生活困窮者自立支援制度の窓口であるため、市各課、保健所、医

                                                   
市内５か所のこども食堂が登録）。
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療機関、不動産業者からの誘導などにより幅広い相談者を受け入れており、窓口で整理し

て相談や弁護士などの専門家などにもつないでいく。些細な相談から重大な課題がみつか

る場合もあり、例えば、所持金がほとんどない状況や の被害に直面しているなどの課

題が明らかになることもある。就労支援が必要な人が地域就労支援事業の対象となり、

の利用につなげていく。様々な相談者に対応するため、伴走型の寄り添い支援が重

要で、相談者と信頼関係を構築することが必要になる。相談者からは、仕事の定着に向け

た環境づくり、自己理解、多様な働き方の推奨などの要望がある。

（ の利用＝地域就労支援事業としての支援） を利用する際には、手続

きに時間がかかり支援を急ぐ人の利用が難しいため、通常の就労支援をしながら

につなぎ、就労支援がうまくいけば をキャンセルすることもある。働くことに長

期のブランクがあり自信を喪失していても、 週間のプログラムで自信を回復するケース

がある。また、いってみてだめだったとしても前進と捉え、自己理解へのアセスメントに

なると考えている。これまでに紹介した人はうまくいっており、就労につながるなど、マ

ッチングの意義は大きい。

（相談者）「くらしサポートセンター守口」の相談者には、中高年齢層や高齢者が多いほ

か、ひとり親家庭の親の相談も増えている。就労支援や就労を困難化させている主な事象

や要因として、労働トラブルで退職になり精神状態が不安定になるケース、自己理解の欠

如と職業観のなさによりミスマッチを起こすケース、精神状態の悪化に起因するひきこも

り、発達障がいが推察されるケースなどがみられる。また、相談者には、受援力や情報収

集力が低く社会的に孤立しているケースもみられることから、「くらしサポートセンター

守口」の発信力を高め認知度を高めている。こうしたケースに対しては、支援者とのつな

がりから、医療機関、精神科、心療内科、保健所と連携して自死予防にも取り組んでおり、

地域の人から、社会的孤立になっているのではないかと心配して連絡が入ることもある。

守口市にはこうした地域のつながりがあり、支援者に情報を発信している。各支援機関が

発信力を高め、機関内連携や社会資源の連携を進めている。こうした現状を被支援者の立

場で考えると、プロポーザルで短期間で委託事業者が変わることは望ましくないと考えて

いる。相談窓口が一本化されたことによって、相談者の要望に対応しやすくなったが、福

祉担当部局が所管する生活困窮者自立支援制度と労働担当部局が所管する地域就労支援事

業の両事業の相談内容の共有や連携が難しい現状もある。

（企業の開拓）一般就労していたが、クローズで就労することが難しくなり、就労継続

支援 型事業所（雇用になる、パートより条件が良い）あるいは 型事業所へ誘導するケ

ースがあるが、本人がどうしたいのか、何が原因だったかを洗い出し、企業の側が障がい

者に合わせてほしい面もあるが、自分に合った働き方を模索する本人の働きやすさが大切

だと考えている。一歩踏み出すために、福祉的就労も含めて選択肢を多くつくる必要があ

り、その人に合った状況で雇用してくれる企業をつくっていく必要があると考えている。

また、人をやさしく育ててくれる民間の力を発見し、多様な働き方と多様な人材に目を向
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ける企業とのつながりを持ちたいと考えている。数よりも質が大切であり、求人数ではハ

ローワークにかなわないが、自治体には無理を言える企業を創造し増やしていく姿勢が大

切だと感じている。そのため、広域に求人を探したり、他市と協力して企業開拓をするこ

ともある。例えば、地域就労支援センターが実施している事業ではないが、市内の企業と

求職者をマッチングする合同企業就職面接会を、守口市、門真市、守口門真商工会議所お

よびハローワーク門真の共催により 年度から実施しており、来場者数が 名を

超え求職者のニーズも高いことから、こうした事業とのつながりも重視している。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ５ １３３ ０ ５→正規 ・非正規 →正規 ・非正規 ２

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規 ３

年度 ２ ９２ ０ →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は０件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者２人 過年度相談者２人

男：１人 女：１人 男：人 女：人

属性 若年者（ 歳以下） １ ０ １ １

中高年齢者（ 歳以上） ０ １ ０

ひとり親家庭の親 ０ ０

障がい者 ０ ０

その他 ０ ０

経過 就労者 ０ １

相談継続

その他

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ 名推薦し女性 名が就労

就労

支援

・生活困窮者自立支援制度に４名誘導し、男性１名女性１名就労

事業
・就労準備支援事業として、グループワーク、パソコン入力、調理実習、職場体験、ポスティング等の事

業を実施（ 名参加し 名就労）
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事例 ：枚方市地域就労支援センター（委託）

【概要】

観光にぎわい部商工振興課が所管し、市内 箇所（委託先の特定非営利活動法人枚方人

権まちづくり協会内）において、非常勤職員 名が専任で相談等を担当している（相談日

時：月・火・水・金曜日の 時 分／原則予約制で 回 分の個別面談）。コーデ

ィネーターは 年以上の相談経験を持っている。必要に応じ、「枚方市地域就労支援ケー

ス診断会議」を随時開催している。

【支援の概況・ポイント】

特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会は、市から「人権なんでも相談」「福祉なん

でも相談」「進路選択支援相談（主に奨学金の相談）」「男女共生フロア・ウィルの各種相談」

「就労支援」の５つの事業を受託し、就労だけでなく生活問題全般に対応しているワンス

トップの拠点である。職場におけるパワーハラスメントの相談なら人権なんでも相談、生

活困窮や経済的に緊急を要する生活問題には や奨学金の相談で対応するなど、生活

困窮から就労までワンストップで相談を受けられる点が大きな特徴である。

就労支援コーディネーターは、地域就労支援センターに 年間従事し、それ以前はハ

ローワークに在籍した経験を持つが、両者の支援対象者は違うと感じている。ハローワー

クは、近年、若者やひきこもり、障がい者に対応する担当予約制の専門相談窓口や通訳を

配置するなど機能を充実させているが、主には就職する意思と能力のある人の相談に対応

する機関である。一方、地域就労支援センターは、就労の意欲を持てるようまた潜在的な

能力を引き出せるよう、時間をかけて傾聴することに重きをおく機関だと考えている。

コーディネーターに就任した当初は、単親世帯の母親の相談が多く、ハローワークのマ

ザーズコーナーにつなぐこともあったが、市が母子自立支援員（現 母子父子自立支援員）

を配置したことで減少し、高齢者や若年者のウェイトが大きくなっていった。近年は、精

神障がい者・発達障がい者の相談が大きなウェイトを占め、一人でハローワークに行けな

い人、引きこもり期間が長く就職活動の進め方が分からない人、親の介護や子育てなどで

長期間働いていない人などの相談者が増えている。地域就労支援センターはそうした人た

ちが最後の砦として、色々な所に相談された末にたどり着く場所でもある。例えば、近年

国が注力するようになった就職氷河期世代も以前から相談に来ていた。

相談者は、市広報で知って来訪するほか、市、ハローワークから紹介されるケースもあ

り、北河内地域若者サポートステーションとは相互に紹介することもある。同じビル内に

は北河内地域若者サポートステーションや就労支援移行支援事業所リタリコワークスをは

じめ、隣接するビル内には子どもの育ち見守りセンター「となとな」（旧：子ども総合相談
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センター）があり、必要があればすぐに連携できるメリットは大きい。各機関の支援には

特徴があり、例えば北河内地域若者サポートステーションでは、グループワーク、パソコ

ン講座、ビジネスマナーセミナー、マンツーマンなどの支援が特徴で、就職活動を進めや

すいよう地域就労支援センターと並行して利用する相談者もいる。相談等に要する期間や

適した支援は人それぞれだが、他機関と連携することで有益な巡り合わせやタイミングを

見つけることも重要だと考えている。

相談者は、様々な課題を抱えているが、最後は働いて収入を得たいと思っている点は共

通しており、何らかの契機で能動的に行動するケースもある。 年以上ひきこもっていた

代の男性の例では、テレビで抑うつ症状の人を見て、自分も同じ症状だと感じ病院に行

き、現状を受け入れた上で社会復帰したいと考え、相談につながった。また、親の年金で

生活してきたが、親がいよいよ高年齢になり慌てて相談に来訪したケースもある。納得し

て働き収入を得られるよう、相談者の適性を見極めながら潜在的な能力や可能性を引き出

しマッチングする必要があると感じている。

地域就労支援センターの相談は、初回は、相談者の状況と望んでいる支援を傾聴後、得

意なこと、好きなこと、良いところなどを箇条書きにすることで自らを振り返り、履歴書

や職務経歴書の作成につなげていく。この過程を通じて徐々に相談者と信頼関係を築く中

で、家族や家計の状況なども把握し支援を継続している。パソコンを前に履歴書の添削や

職務経歴書の作成を一緒に進めるなど、時には２ ３時間かけることもある。相談は面談が

主流であるが、新型コロナ感染症の拡大に伴う緊急事態宣言時は、電話相談に切り替えて

履歴書や職務経歴書の添削等はメールで行った。一方で、定着支援としては、月１回アド

バイスを求めにくる相談者や、会社を訪問してこちらから定着を働きかけることもある。

相談者のうち、ハローワークに行ってすぐに就職活動を始められる人は 割前後と少な

い。相談者は精神的な課題を抱える人が多く、パワーハラスメントで離職してトラウマを

抱える人や 年程度ひきこもっている人、また学校卒業後 ・ 年間勤めたが離職後働

けない状態の人なども多い。そうしたケースでは、相談者の特性もあるが、自己受容が困

難であることも多く、適性検査や職業能力検査をハローワークや北河内地域若者サポート

ステーションで受検し、何が得意なのか探るほか、仕事をなかなか覚えられず上司に怒ら

れた過去の経緯などを聞くこともある。特性の存在が想定される場合、市や北河内地域若

者サポートステーションとも連携しながら、本人の気付きへの導きと障害者手帳の取得な

どにつなげていくこともある。親の理解が進まないこともあるが無理強いしないように話

を重ね、障害者手帳を取得すれば利用できる支援が多い点を説明しながら理解を得る努力

をしている。

支援に一定の期間を要する過年度相談者の意識や行動が変容する契機としては、例えば、

地域就労支援センターが開催する講座などに「毎日通えた」、「同じ場所に同じ時間に一定

の時間居続けられた」、「毎日決まった時間に起きることができスキルも身に付いた」など

で、自らの行動が自信につながり、就職活動に積極的になることがある。 でのセ
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ミナーの受講や社会での経験を活かして就労につながる人もいる。就労への道筋がつき始

めたら、相談者と共に求人票を見ながらハローワークでの応募を勧め（一般就労の場合、

コーディネーターは同行しないことが多い）、若い人は携帯電話から応募することも多い

ので情報を画面越しに共有することもある。

相談者の半数は 歳前後の中高年者であるが、障がいのある若者では、就労継続支援

Ａ型、Ｂ型、就労移行支援事業所と連携して支援するケースもある 。障がいがあること

が推察される人では再相談も多く支援期間を設けず相談に応じている。 年前に初回相

談に来訪した人が 年毎に相談に訪れ、離職を踏みとどまる人もいれば、転職の相談に

訪れる人もいる。

また、就労困難な市民を対象に、求職の幅を広げ長く働けるよう、無料の資格取得講座

を開催している。令和 年度は、パソコン基礎講習、介護職員初任者研修、フォークリフ

トの運転技能講習、調剤薬局事務講座を開催し、講座への申し込みや受講が相談に結びつ

くこともある。就労を視野に入れた講座の企画はより幅広い層のニーズに応えるために重

要で、フォークリフトの運転技能講習は、枚方市内に大規模倉庫が開設し求人需要が多い

ことから 年に初めて開催した。応募者には 分程度の面談を行い、就労の意

思がある単親世帯の母親、障がい者、生活困窮者などを優先に選考している。今後、玉掛

けやショベルカーなどの講習も検討しており、こうした仕事は対人関係に不安がある場合、

適しているのではないかと考えている。仕事によっては資格よりも経験や即戦力が求めら

れるので、就労に役立つか否かの観点で講座を企画している。

これまでの主な就労先は、製造、介護、清掃、配膳、飲食などだが、さらに業種や職種

を広げていきたいと考えている。

マッチング後の状況について、年度末に相談者に返信用葉書を同封して近況を尋ねてい

るが、返信の連絡は相談者の半数程度であるため、就職した人をすべて把握できないのが

現状である。

生活困窮者自立支援制度との関係は、市から同協会の に紹介があり就労支援コー

ディネーターにつながることはあるものの、直接の連携関係は確立されていない 。就労

準備支援事業との関係は、対象者が重なる部分も存在するが、一般的に生活困窮者自立支

援制度では生活困窮のため緊急性を伴う支援であると考えられるため、相談者のペースで

進める地域就労支援事業とは、目的に至る過程が異なると感じている。そうした中でも、

生活困窮者自立支援制度には、生活困窮のため一刻も早く就労したい相談者だけでなく、

一定程度の就労準備性が十分でない相談者の両方が存在する。こうした点から、生活困窮

                                                   
障がい者の支援について課題もあり、従来と就労支援 型事業所の働き方が、施設外就労の増加などによっ

て異なってきており、就労の継続が困難になるケースがあるため紹介を見送ることもあった。

庁内では生活困窮者自立支援制度関係課長会議が定期的に開催され、商工振興課が参画している。地域就

労支援事業で実施しているパソコン講座に、生活困窮者自立支援窓口の相談者で受講希望があれば連携してい

る。地域就労支援センターの相談者で生活困窮の相談があれば、生活困窮者自立支援の窓口へ紹介している。
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者自立支援制度の担当部署と今以上に交流する機会を獲得し、支援の現状や支援手法を共

有したいと考えている。

地域就労支援センターは生活困窮者をはじめ一人ひとりの就労を丁寧に支援する目的

でつくられ、現在では幅広い就労支援を担う組織に変容してきた。ハローワークと異なる

のは、「人権とのつながりが深く人権を重視している」こと、そして、様々な課題を抱える

人に個別に対応する丁寧さと柔軟さがあり、それこそが支援を求めている人に必要とされ

ていると考えている。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

※「就職者数」は本人からの報告分に限る。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者９５人 過年度相談者 人

男：２３人 女： 人 男：１４人 女：２０人

属性 若年者（ 歳以下） ８ １４ ３ ３

中高年齢者（ 歳以上） ６ ４２

ひとり親家庭の親 ０

障がい者 ９

その他 ９

経過 就労者 ２

相談継続 （中高年齢者 、若年者

、障がい者 、ひとり親家

庭の親 ）

（中高年齢者 、障がい者

、若年者 ）

その他 ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ ＥＰに６名推薦し男性 名が就労

就労

支援

・障がい者就業・生活支援センター 名（うち男性 名と女性 名の計 名が就労）

・ハローワーク 名（いずれも同行支援で女性 名が就労）

・北河内地域若者サポートステーション 名（男性 名が就労）

事業

・「パソコン講習会」（内容：就労支援講習会、日商 検定基礎ワード対策講座、日商 検定基礎

エクセル対策講座）

・「介護職員初任者研修」（旧ホームヘルパー 級）（介護職の技術の習得と資格取得／ 名参加

名就労）

・「介護事務講座」（ケアクラーク技能認定資格取得講座／ 名参加し 名就労）

・「調剤薬局事務講座」（調剤事務管理士資格取得講座／ 名参加）

・「就労支援事前セミナー」 回（ 名参加）

・「三市（枚方・寝屋川・交野）合同就職面接会」（来場者数 名うち就職者数 名）
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事例 ：大東市地域就労支援センター（委託）

【概要】

政策推進部（令和３年４月１日～産業・文化部）産業経済室が所管し、市内３箇所（北

条人権文化センター内、野崎人権文化センター内、大東サンメイツ二番館４階ワークサポ

ート大東内）において、特定非営利活動法人ほうじょう、特定非営利活動法人大東野崎人

権協会、社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会の３つの団体に委託して、正規職員４名が専

任で相談等を担当している 。「大東市就労支援ケース会議」、「コーディネーター会議」（毎

月開催）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

（各センターには特徴がある）３箇所ある地域就労支援センターは、各委託先の出自や

地域によってそれぞれ特徴がある。大東市地域就労支援センターは、ＪＲ住道駅前に立地

し、ハローワーク門真の出張所「ワークサポート大東」の中にある。委託先の社会福祉法

人大阪手をつなぐ育成会は、精神障がい者や知的障がい者の支援を強みとし、社会福祉士

や精神保健福祉士の有資格者の見立てにより、障がい者及び障がいが推察される人を、同

法人や同法人の就労支援統括センター「みぃーん」、職業カウンセリングセンター、就労継

続支援事業所に誘導することもできる。また、ハローワークの出張所と隣接していること

から、幅広い年齢層の相談者が訪れる。野崎地域就労支援センター（野崎人権文化センタ

ー内）では、総合相談も行われ、若年者を含むひきこもりの人などの手厚い支援が行われ

ている。北条地域就労支援センター（北条人権文化センター内）では、ひきこもりの人や

高齢者の相談、離職後の再相談などがあり、介護福祉士が在籍することから福祉施設の相

談もできる。大東市内には、ハローワークの出張所（大東市地域職業相談室）しかなく、

求人情報を検索できるものの、専門的な相談窓口（高齢者や障がい者）はない。門真市内

のハローワークはやや遠く、電車に乗って移動することが難しい人は、相談や情報収集で

きる機会が狭められてしまうため、市内に複数の地域就労支援センターが存在することは

一つのポイントである。

（近年の相談件数は横ばい）相談件数は３ ４年前がピークで、ひきこもり支援で複数回

対応していたことも影響しているが、近年は大きな増減はみられない。新型コロナ感染症

の拡大によって相談状況に大きな変化はみられないが、例えば、大東市地域就労支援セン

ターでは 名の相談があり、大阪市内で働く歯科衛生士が、患者が減り院長からしばらく

                                                   
相談日時は拠点によって異なる。北条地域就労支援センターは、月・水・木曜日の 時から 時半、火・金曜

日の 時から２０時半（事前予約不要）、野崎地域就労支援センターは、月 土曜日の 時から１８時（事前予約

不要）、大東市地域就労支援センターは、月 金曜日の１ 時から１２時、１３時から１８時（事前予約制）である。
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休んでほしいと言われ心配になって相談に来訪したケース、また、 代後半の建築塗装請

負の個人事業主が、５月ごろから仕事がなくなり収入がないため廃業して一般の仕事に就

けないかといった相談が寄せられた。ただし、こうした就労意欲が高い相談者に対しては、

就職のあっ旋をしていないため、ハローワークにつなぐことが中心になる。

（マッチングの難しさ）相談者の多くは、働くことを困難化する要因を持っている。例

えば、親の反対や押し付けなどの家庭環境、本人の希望と職種が合っていない、障害者手

帳を取得せずに就職するものの仕事が続かず一般就労が難しいことが推察されるなどであ

る。こうした要因が少なければ数回の相談で一般就労が可能なケースもあるが、就労後に

離職する人もいるのでフォローアップの面接や企業を訪問して話をすることもある。最近

の傾向として、障がい者の相談者の親が早い段階で相談するケースもある。また、生活困

窮者自立支援制度では、緊急性を要し時間をかけて仕事を選んでいられない状況もあるが、

地域就労支援センターでは、相談者が働きたいと思う仕事や職種に就けるよう一定の時間

をかけて対応する点で違いがあると認識している。 年度は新規相談 件のうち就

労先が決まった人は３件で、相談を継続する人も多い。匿名を希望する人もあるので就労

の追跡は容易ではない。マッチングが難しいと感じるときもあり、 を利用しても

就職につながらず、登録企業の面接にも呼ばれないことがある。また、高齢者では、コン

ビニエンスストアやエキナカ店舗などでは負荷がかかり相応のやる気が必要になるなど制

約もある。こうした状況に対し、相談者の状況をみてコーディネーターが飛び込みで就労

先を開拓することもある（ 代の相談者は飲食業チェーン店の調理補助の仕事に就労）。

（就労先の開拓に向けて）職業の紹介・斡旋はできないが、相談者が仕事と出会える機

会や相談者を受け入れる事業者・企業を増やしていきたいと考えている。例えば、ハロー

ワークとの合同企業面接会、大阪産業大学で企業を集めての合同企業説明会（市と商工会

議所と連携）、また、障がい者を対象にしたハローワークと連携しての企業面接会、あるい

は、大学・市・商工会議所が連携しての企業の力になるような企業向けセミナー・説明会

の開催に力を入れていきたい。以前受け入れてもらった企業とは連携しているが、企業の

理解を一層進める必要があると感じている。 年まで実施していた「若年者インター

ンシップ事業」（ 歳までの若年者 名が参加）は、市役所で１日間の研修後、協力を

得られた事業者・企業（製造業、運輸業、農園など）で５日間のインターンシップを行う

が、参加した若年者と企業の求める人材にギャップがあることが分かった。企業は意欲の

高い人を求めるが、参加した若年者の中には、就職したことのない人やインターンシップ

開始前に離脱する人もいたからである。また、障がい者を対象にした市役所のインターン

シップも実施しており、市役所の事務補助で自信をつけて一般就労を目指すが、謝礼を支

払うことで就労意欲を高める工夫もしている。就労前に事業所や企業の見学に行き、面接、

試行的な雇用へと段階を経て就労につなげられる流れを整備したいと考えている。就労先

の開拓は容易ではなく、市内の企業説明会や相談できる機会の充実化を図りたい。

（生活困窮者自立支援制度との関係）金銭の問題で生活困窮に陥り仕事もできない状況
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であれば生活困窮者自立支援制度で担い、一定の収入がある場合や障がい者などは地域就

労支援センターが担うという一定の整理をしているが、前者では仕事を選べる余地が少な

い面があると感じている。連携は個別のケースをつなぐことにとどまっており、個人情報

の取り扱いなどの検討課題がある。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ５２ ２２５ ０ ５２→正規０・非正規２ →正規０・非正規３ ５

年度 ５３ １２０ ０ ５３→正規０・非正規４ １２→正規１・非正規３ ８

年度 ５１ ６８ ０ ５１→正規０・非正規０ １３→正規０・非正規３ ３

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者５１人 過年度相談者１３人

男：２８人 女：２３人 男：１０人 女：３人

属性 若年者（ 歳以下） ７ ８ １ ２

中高年齢者（ 歳以上） １６ １３ ３ １

ひとり親家庭の親 ０ ０ １ ０

障がい者 ５ ２ ５ ０

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 ０ ０ ２ １

相談継続 ５１（若年者 、中高年齢者

、障がい者７）

１３（若年者 、中高年齢者 、

ひとり親家庭の親 、障がい者

）

その他 ０ ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・職業訓練校に 名（男性 名が就労）

就労

支援

・ハローワークに 名（うち同行支援は男女各 名計 名、男性 名、女性 名が就労）

・就労移行支援事業所、企業見学、就労継続支援Ａ型事業所、くらしサポート大東、就労支援センター

「みぃーん」に 名（男性 名、女性 名が就労）

事業 －
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事例 ：門真市地域就労支援センター（委託）

【概要】

門真市では、就職困難者等の就労を促進するため、地域の関係機関と連携して、就労・

雇用に関する相談、求人・求職情報の提供等を行う地域就労支援事業において、就職困難

者等の就職阻害要因の克服並びに就労意識及び意欲の助長を図る「門真市地域就労支援セ

ンター」（以下「センター」）を平成 年度から設置している。

センターは、門真市人権協会の業務委託により運営しており、専任の就労支援コーディ

ネーター（以下「コーディネーター」）１名が、市役所庁舎内の専用ブースにおいて面談及

び電話による相談対応を実施している。（開設時間：月・水・金曜日の９時 分～ 時

分）。現在のコーディネーターは、就任して７年目で、これまでハローワークや労働局

での実務経験があり、就労支援のノウハウや知見を活かし、ケースに応じたきめ細やかな

相談支援にあたっている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者）相談は原則予約制による面談だが、急な電話による相談などにも柔軟に対応

している。相談者の状態や背景などの情報を可能な限り引き出し、就労以外にも悩み事や

相談ごとがあるような場合でも充分な相談支援が可能となるよう、１件当たりの相談時間

は少なくとも１～２時間を確保するようにしている。

相談経路は、市のホームページ・広報紙や市民相談などからつながることが多く、また、

本人だけでなく、家族や知人の薦めで来所されることもある。

相談者は、働きたい気持ちはあるものの採用に至らない人が多数を占める。最近の傾向

では、資格やアピールできる技術・専門能力がない、転職歴が多い、コミュニケーション

が苦手などの就職阻害要因が多く見られ、こうした状況を自分でも認識しているものの「何

をどうして良いか分からない」という悩みを抱えているケースが多い。

相談者の年齢構成は、近年までは、就職氷河期世代や中高年齢者が多数を占めていたが、

最近は障がい者も同数程度まで増加している（精神障がい者、障がい者手帳を所持してい

ないものの心療内科で通院治療を受けている人など）。中高年齢者の相談者が減少してい

る要因としては、定年延長等の制度が一定程度浸透していることが背景にあると分析して

いる。

相談者の主な就職先としては、介護、工場の軽作業、清掃などが多い。しかし、相談者

のもつ「働いても良いと思う仕事」の範囲が狭いと、当然就労へのハードルは高くなるこ

とから、就労先の選択肢を自ら狭めていかないよう相談を工夫している。

（相談状況）多様な状況にある相談者にきめ細やかに対応するにあたり、面談時には、

希望する仕事の内容、職歴、これまでの仕事の探し方や家族関係など、できるだけ多くの
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情報を引き出すように心がけている。本人が就労に対する具体的な希望を持っている場合

には、まずハローワークの求人情報で諸条件を満たす求人を一緒に探していくことになる。

いわゆる「高望み」をするケースは意外に少なく、「自分にできる仕事なら何でも」と考え

ている人が大多数を占める。

また、職歴の有無で支援の進め方は大きく変わる。一般的には、転職が多すぎることが

就職への阻害要因となることもあるが、これまで様々な経験をしていることは大きなメリ

ットでもあり、そのような経験を棚卸しし、働くことの具体的なイメージを持たせるよう

相談を工夫している。一方で、ひきこもりなど職歴のないケースでは、気持ちの面も並行

して関わっていくことになり、長期間の相談支援が必要となる傾向にある。このようなケ

ースでは、保護者や親が一緒に又は代理で相談に来られるケースも増えているが、本人が

来ないと支援は難しく、本人へのアプローチ方法の工夫が今後の課題である。

相談者の就労状況は、相談開始後１カ月以内に就労に至る人が令和２年度では ％程

度である。（令和２年 月時点）

具体的な事例としては、学業と学業を続けるためのアルバイトの両立が困難になったこ

とで退学を余儀なくされた 代の元大学生のケースでは、センターとハローワークの支

援により、地元の老舗企業に接客の仕事で就職した。相談者にこれまで充分なアルバイト

経験があったこと、生活維持のため緊急性が高かったことが、短期間での就労につながっ

た。

一方、就職活動の期間が１年を超えるケースでは、面接の受け答え等において、職歴や

今までやってきたこと等を説明できないことが多く、その部分の棚卸し・整理を手助けす

ることが支援において重要であると考えている。

相談者のアフターフォローについても、再度の離職を防止する観点から重点的に取組ん

でいる。気になるケースを中心にアウトリーチによる近況確認をこまめに行うとともに、

現在の仕事の近況や時には愚痴などについてもしっかり傾聴したうえ的確にアドバイスす

るよう心がけている。

中には、センターの就労支援を経ていない方が在職中に相談に訪れる人もいる。「会社の

寮で暮らしているが、新型コロナウイルス感染症の影響で１カ月以上働けず、離職になっ

たらどうしようか、寮の管理人との折り合いも悪い。どうしたらいいか。」というケース。

この相談に対しては、性急に離職は決断せず、就労意欲を見せて仕事をできるようにもっ

ていくことが肝要だとアドバイスを行っている。

（他機関等との連携）上記のようにセンターの相談対応とハローワークの求人だけでは

就労に至らないケースももちろんある。例えば、生活が困窮、就労相談以前に求職活動を

行える状況にないケースでは、生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）の相談窓口

等と連携し対応を行っている。このほか、安定した就労経験のない若年者で、就労に向け

て一歩踏み出せないケースでは、並行して「北河内地域若者サポートステーション」の利

用を促しているケースもある。サポートステーションでは、アセスメントツール（適性検
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査）の活用や定期的なセミナーの受講が可能であり、前向きな行動への刺激になることが

期待できる。しかし、こうした連携を通じた関係機関を紹介しても、そもそも相談者が納

得して話を聞く姿勢がない等の場合には効果的な支援となるまでに時間がかかることもあ

り、今後の課題である。

（意欲の醸成・向上）就労への意欲を醸成し向上する契機やその方法は人それぞれであ

ることから、相談者に対しては可能な限り多くの機会提供を心掛けている。その一環の「職

場見学」は、企業にコーディネーターが同行し、先方担当者と面談することで、職場の雰

囲気を具体的にイメージしてもらうもので、本人に意欲があれば早期の就労につながる可

能性が高い。一方で、本人の気持ちの状態や見学後の具体的な展開に対する理解がないと

難しい面はある。

これを一歩進めた「職場体験」は、実施の手続きや本人を誘導する点においてはよりハ

ードルが上がるが、意欲的になりつつある相談者に対しては効果的であると踏んでいる。

また、介護やパソコンなどの「資格講座」を経て、十分にスキルと自信をつけさせたう

えで、仕事を探すことも効果的で、その中でも、フォークリフトの免許は特に有効だと考

えている。本市近傍では、ネット商取引などの増加に伴って大規模倉庫が多く進出してき

ており、作業員の求人が多く、就職にあたって有利に動く。免許は２週間程度の時間があ

れば比較的簡単に取得することが可能で、これまでに、生活保護費の生業扶助を使って市

内で資格を取得した相談者が、自己都合により就労にはつながらなかったものの、免許が

あるならと仕事の紹介を受けたケースがある。

（就労率の向上）就労率の向上には、事業所とのより密な関係の構築が効果的であると

考えている。１社でも多くの事業所と、顔の見える関係性が構築できれば、ミスマッチの

防止、アフターフォローの実施や後に続く求職者とのマッチング等を図ることができ、さ

らなる就労率・定着率の向上につながると考えている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 新規相談者 過年度相談者

年度 １０ ８３ １０→正規０・非正規１ ７→正規０・非正規３ ４

年度 １１ ８３ １１→正規０・非正規１ ６→正規１・非正規１ ３

年度 １４ ７７ １４→正規１・非正規０ ６→正規０・非正規２ ３

※相談件数には電話相談も含む（ 年度は２７件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者１４人 過年度相談者 人

男：６人 女：８人 男：４人 女：２人

属性 若年者（ 歳以下） ２ ２ ０ ０

中高年齢者（ 歳以上） ２ ２ １ １

ひとり親家庭の親 ０ ２ ０ ０

障がい者 ２ ２ ３ １

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 １ ０ １ １

相談継続 １３ ３

その他 ０ １

（就労移行支援事業所に通

所）

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

就労

支援

・ハローワークに同行支援で 名（女性 名が就労）

事業
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事例 ：東大阪市（意岐部就労支援センター、永和就労支援センター／委託）

【概要】

意岐部就労支援センター（荒本人権文化センター内）と永和就労支援センター（公益社

団法人東大阪市シルバー人材センター内）の２箇所で、それぞれ１名の就労支援コーディ

ネーターが専任で相談に対応している。事前予約制で、開館日は就労支援センターにより

異なる 。

【支援の概況・ポイント】

（意岐部就労支援センター）

相談者は、若年者から 歳以上の中高年齢者まで幅広く、障がいのある方、就労に不

安を抱える方など様々である。

一回あたりの相談時間は、 分から１時間程度で、一対一の相談、面接対策、応募書類

の添削が主な内容だが、ハローワークへの同行、就労継続支援Ｂ型事業所への誘導など伴

走型で支援している。相談時には、何を聞きたいのか、何が不安なのか、何を助言してほ

しいのかなど一緒に考えていき、少しずつ不安を理解して向き合い、自己理解を深めるこ

とでやりたいことを明確化し、将来設計につなげている。

（永和就労支援センター）

相談者は、 歳以上の中高年齢者、障がいのある方が多い。相談者の多くは、社会経験

が極端に少ないわけではなく、就労やコミュニケーションに問題がないように見受けられ

るが、本人もよくわからない苦しさや困難さを抱えている場合が多い。こうした相談者に

対し、支援の具体的な目標期間を設定せず継続的に対応している。

初回の相談では、職歴、健康状態、通院歴、仕事についてどう思っているかなど 時

間程度かけて細かく聞き取っている。相談者によってはコーディネーターから積極的に話

すことで様子をみていき、緊張や不安を解きほぐしながら色々な角度から人間関係の構築

や就労の可能性などを見極めている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ４４ １９７ ４４→正規４・非正規１ ６→正規１・非正規１ ７

年度 ３１ １８３ ３１→正規２・非正規３ ４→正規０・非正規１

年度 ３４ ２１８ ３４→正規１・非正規３ １５→正規３・非正規０ ７

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は５７件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者３４人 過年度相談者１５人

男：１５人 女：１ 人 男：１４人 女：１人

属性 若年者（ 歳以下） ６ ３ ０

中高年齢者（ 歳以上） ９ ９ １

ひとり親家庭の親 ２ ０ ０

障がい者 ２ ２ ０

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 ２ ２ ２ １

相談継続 ３０ １２

その他 ０ ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

－

就労

支援

・ハローワークに７名

・地域若者サポートステーションに１名

・シルバー人材センターに 名

・自立支援センターに２名

・就労移行支援施設に 名

事業 －
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事例 ：富田林市就労支援センター（委託）

【概要】

産業まちづくり部商工観光課が所管し、富田林市立人権文化センターにおいて、相談経

験年数 年以上の就労支援コーディネーター１名（委託先の一般社団法人富田林市人権

協会の正規職員）が、専任で相談に対応している（相談時間：月 金曜日の 時）。「雇

用・就労支援計画」があり、「富田林市地域就労支援事業推進事務連絡会」と「富田林市地

域就労支援個別ケース検討会議」（１回開催）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者）自分でハローワークに行けない人やハローワークで就職先が決まらない人が、

相談に来訪する。近年は、中高年齢者の相談が約 割と多く、年金を受給しても働きたい

人、 歳を過ぎても働きたい人などだが、年齢は就労の大きな障壁である。若者は地域若

者サポートステーションに相談に行く人が多いと思われるが、地域サポートステーション

で行われる体験事業などが合わない人が紹介されてくるケースもある。障がい者は、地域

就労支援事業と別の事業に紹介されることが多いが、障害者手帳の所持者も相談に訪れる。

親からの相談もある。相談対応では、相談者の話をよく聞き、就労支援と並行して、相談

者に対して仕事とそれ以外の家計の状況もたずね、状況によって国民健康保険の加入減免

や年金保険料の減免制度活用できないかなど、社会資源の活用可能性もあわせて検討して

いく。インテークは相談者によって異なるが、 分程度かけて行い、複数回の相談を

重ねて信頼関係をつくっていき、より詳しい話を聞いていく。相談者の中には、勤めてい

た職場のトラウマがあり心療内科で受診している状況にありながらも、 時間以上話した

後に有難うと言って帰ったが、その後相談はなく、後追いができないこともある 。

経済的困窮など生活の自立が優先される場合は、市の福祉相談や生活自立支援の窓口、

社会福祉協議会のなんでも福祉相談や生活つなぎ資金に誘導することもある。また、地域

就労支援コーディネーターが属する一般社団法人富田林市人権協会の生活相談員（生活総

合相談）や人権相談員が対応することもある。職場での差別の相談もあり、そうしたケー

スでは本人がどうしたいかを尊重し、人権相談の担当者と相談して対策（会社に訴えにい

くなど）をする可能性もある。

                                                   
例えば、ひきこもりの男性の例では、母親と来訪したが、毎日本人の安否を気にかける母親の疲弊も

含め、その後の経過が心配になることがある。この男性は、地域サポートステーションに行ったものの合

わなくて地域就労支援センターで相談するようになった。「 ´ワーク創造館」で実施されるワークに参

加することを勧めようとしたが、新型コロナウイルス感染症のため中止になった経緯がある。新型コロナ

ウイルス感染症の影響はこうしたところでも大きな影響を及ぼしている。来所以外の方法として家庭訪

問もあり得るが、断られることもあり、近所の目が気になるケースもある。
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（講座）集客は容易とはいえないが、就労を促進するため様々な講座を企画している。

企画に際して、「Ａ´ワーク創造館」の担当者から、どういった内容が良いか人気があるか

などアドバイスをもらうこともある。以前、相談者が、「Ａ´ワーク創造館」で行われたひ

きこもりに関係する体験事業に参加したことがあり、ワークやプランの作成を通じて効果

があったことから（学生や職場の頃に受けたことがトラウマになって人とのコミュニケー

ションがとれずにどうしたらよいか分からない状況だったが、ワークに参加することで自

分だけではないとの思いに至り心境に変化がみられた）、同館の取組みに注目している。心

療内科で診察を受けているひきこもりのケースでは、一歩前に出てもらうのに何ができる

か考えることがあり、かれこれ 年経過し カ月に 回お母さんと電話で話をして

いる。一歩出るタイミングとして、一般社団法人富田林市人権協会の独自事業である配食

サービス（フードバンクから食料を戸配）のアルバイトをしませんかと声掛けすることも

ある。この独自事業の経験をベースに新たな企画をたててみたいと思うが社会資源とのつ

ながりが十分ではなく、職場に行っての体験ができないし畑もない。また、こうした企画

に複数人が参加しなければ実施が困難などの状況もある。

市の事業では、セミナーと資格取得講座を実施している。若者・大学生の調査から福祉・

医療系に関心・ニーズが高かったことを受けて、医療機関での就職を目指すセミナーと資

格取得講座（医療事務、医師事務作業補助者、調剤薬局事務など／医療事務の例で講座と

試験対策で 時間）を開催し、現場見学も実施してミスマッチの解消を図りながら

マッチングも進めている。例えば、 年は医療機関 社、薬局 社、 年は病院

社とマッチングした。セミナーの参加者は、子育て世代の女性（ 代）や若者が多

いため、託児サービスを利用できるようにしている。医療機関や薬局の反応は良好で、医

療事務（受付、事務処理）など求人が多いわけでないが協力を得られている。年金受給者

の場合は資格が一つの武器になることもあるので、宅地建物取引士やファイナンシャルプ

ランナー（人権協議会で企画）などの資格取得や検定試験の受験を勧めることもある。同

市は、資格取得を有益な支援策と考えているが、その後のマッチングにも目を向け、資格

取得に終わらせない取組みを行っている。

（連携）他機関等とのつながりは明確な連携の外形があるわけではないが、生活自立支

援、子育て支援、障がいなどの各部署（窓口）と必要な時に連絡をとり出向いている。ひ

とり親世帯の親、生活自立支援の対象者、障がい者などについて、相談者の状況、求人情

報、資格取得の情報（ひとり親世帯の母親では看護師などの資格を取得すると就労につな

がりやすい）などの情報共有を一層進める必要があると感じている。

（これからの方向性）市内の就職困難者への情報提供として、 年６月には小学校

１校に就労支援事業のちらしを持っていき、家庭の状況を分かっている学校の先生やソー

シャルワーカーを通じて事業を告知した。富田林市人権協会が子ども食堂を実施している

ことから既に小学校と連携があり、学校の先生からの声かけをお願いしており、今後、中

学校でも告知していこうと考えている。
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（就労先の開拓）相談者がハローワークに出向く際には、面識のある担当者を紹介する

ようにしている（一人で行けない場合は同行する）。相談者が一人で出向いた際に、登録だ

けで終わることはあり、「仕事に関しても相談してくださいね」と伝え、登録だけでなく相

談まで対応して話を聞き求人票の提示もしてもらえるように念押しする。同時に、面識の

ある担当者に事前に連絡をして、円滑に登録と相談を進められるように根回しをすること

もある。このほか、雇用促進広域連携協議会（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南

町、太子町、千早赤阪村）による「求人・求職情報フェア 南河内」、「大阪府労働環境向

上塾」などを実施しており、ハローワークや商工会議所の協力も得て面接会と相談会を実

施している（例年 社程度参加）。そこでは、セブンイレブンのレジ打ち体験などもで

き、高齢者の就労相談と人権相談、地域若者サポートステーションの相談ブース、シルバ

ー人材センターなどの出展もあり、地域就労支援事業の相談者も対象になる。

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ３４ １４９ ２２８ ３４→正規４・非正規２ →正規 ・非正規 ７

年度 １９ １２７ １７３ １９→正規１・非正規１ ３→正規 ・非正規 ３

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者 人 過年度相談者８人

男：９人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他

経過 就労者

相談継続

その他

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・ へ１名推薦（就労者なし）

就労

支援

・ハローワークに 名（うち同行支援は男性 名女性 名／男性 名、女性 名就労／障がい者

担当と連携）

・就労支援継続支援Ｂ型事業所の見学に 名

事業

・「ファイナンシャルプランニング講座」（技能士３級試験対策講座）（６名参加し 名修了）

・「求人・求職情報フェア 南河内」（雇用促進広域連携協議会：富田林市、河内長野市、大阪狭山

市、河南町、太子町、千早赤阪村による開催）（ 名参加し 名就労）

・「医師事務作業補助者養成セミナー」（ 名参加し 名修了、 名就労）

・地元企業マッチング事業（医療機関への現場見学）（ 名参加）

・地元企業マッチング事業（医療機関とのマッチング交流会） 名参加し 名就労
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事例 ：島本町地域就労支援センター（委託）

【概要】

都市創造部にぎわい創造課が所管し、市内 箇所（島本町立人権文化センター内）にお

いて、島本町人権まちづくり協会 に委託して、非常勤職員 名が人権相談と兼任で担当

している（相談日時：火・金曜日の 時、第 火曜日のみ 時）。「島本町地域

就労支援事業推進連絡会」（年１回ハローワーク・府町の担当者も参加して実施）、「島本町

就労支援個別ケース検討会議」（随時、関係機関の参加）が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

相談者は、仕事がすぐに決まる人と決まらない人に二極化している。相談者の約 分の

は、 回の面談やハローワークに同行してすぐに仕事が見つかる人たちである。退職

後の再就職希望者や、仕事に関する能力があるかどうかを本人が判断できる場合は決まり

やすい。 分の は丁寧な支援が必要な人で、若年者、ひきこもり、高齢者、外国人の相

談が多い。支援の目標期間は設定していないが、 年に及ぶ相談もある。

かつて不登校・引きこもりであった人に、学習指導を行ったこともあった。履歴書の書

き方以前に、漢字が書けない厳しい現実に学習支援という形で、継続的な相談活動を進め

た。（相談員が元教員）

病気で離転職を繰り返すケースもある。医療機関で治療しつつ、求職活動を進めること

になるが、例えば、「てんかん発作」などの場合、就労可能かどうか見極めが本当に難しい。

ハローワークとも、つっこんだ相談を重ねた。職を失えば、行政的な生活支援策も求めら

れる。（社会福祉協議会の相談支援員と連携）

一方、違った観点からアプローチすることで望ましい結果に導けることもある。ある若

い求職者は、コーディネーターに誘われて、竹林整備等の里山整備のボランティアに参加

し、樹木伐採、植林の技術を学び経験を重ねた。やりがいを感じた若者は、１年余のボラ

ンティア経験を経て、森林組合に就職した。

困難なケースを見てみると、「働きつつ学ぶことができ、なお一定の収入を得られる」中

間的就労の場の拡充が必要であることを痛感している。同協会では、受託している除草、

低木の剪定業務に相談者も参加してもらっている（次頁の事例参照）。

                                                   
島本町人権啓発推進委員会（昭和 年設立）と島本地域人権協定（昭和 年設立 旧島本町同和事

業促進島本地区協議会）が平成 年４月に改組統合。島本町の人権ネットワークの拡充、人権啓発の強

化をねらいとし、人権相談、就労相談、人権講演会・講座を進めている。
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（ケース）人権まちづくり協会が受託している除草、低木の剪定業務

最低賃金ベースであるが、一日２時間程度、夏場は週１回のぺースで継続的に実施し

ている。働いてわずかであるが収入を得ること。また、屋外の作業に従事することで生

活のリズムを整えるというプラス面もある。作業には、地域の里山ボランティアの全面

的な協力があり、若い求職者に丁寧な技術指導が行われる。日本語教室に通ってくるベ

トナム人、中国人の参加もあり、多様な参加者と関わりながら働く経験を得ることがで

きる。

島本町人権まちづくり協会は日本語教室を週に ～３回開講している。参加者の多くは

ベトナム人の若い「エンジニア」たちだが、決して給料は高いとはいえず、派遣であれば

正社員にもなれない状況もあり、ビザの職種内で別の会社を探す人もいる。また、技能実

習生もコロナ禍で、帰国できず、試験を受けて他の仕事で継続して働きたいと相談にくる

人も増えている。

日本語教室は日本語の習得にとどまらず、仕事の相談も受け、さらにさまざまな生活相

談の場となっている。特別定額給付金の申請をはじめ行政手続き、外国運転免許の日本で

の切り替え試験、インターネットでの買い物、そのトラブル解決等、日本語の壁の中で相

談ニーズも急増している。

広報やホームぺージで相談日を掲載していることから電話で照会があるほか、生活困窮

者自立支援窓口等、他の相談窓口から紹介されるケースもある。しかし、大事なことは、

地域の状況から課題を感じ取る、就労支援コーディネーターの感性と意欲である。事務所

にいるだけでは相談は来ない。

多岐にわたる相談を受ける中で、関係機関とのネットワークを一層強化する必要がある

と感じている。昨年 月に開催された「地域就労支援事業推進連絡会」では、町内就労支

援のネットワークの充実が課題とされ、社会福祉協議会、島本町福祉推進課、地域就労支

援コーディネーターの連携がニーズの掘り起こしにつながり、外国人労働者の労働相談に

も答えられる体制づくりが求められることなど提起された。しかし、現在は新型コロナ感

染症拡大の関係で、連携が一層難しくなっている。特に、担当者レベルの会議を開催する

必要性を感じている。また、地域に密着した関係組織（社会福祉協議会、地域の民生委員、

自治会関係者等）と連携する中でニーズを掘り起こしたいと考えている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ６ １３６ ６→正規 ・非正規 ８→正規 ・非正規１ ４

年度 ７ ８２ ７→正規 ・非正規 ８→正規１・非正規 ５

年度 １６ ６６ ０ １６→正規 ・非正規 →正規１・非正規 ４

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は ９件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者１６人 過年度相談者６人

男：８人 女：８人 男：４人 女：２人

属性 若年者（ 歳以下） １ ２ ２ ０

中高年齢者（ 歳以上） ６ ６ ０ １

ひとり親家庭の親 ０ ０ ０ ０

障がい者 １ ０ ２ １

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 ０ １ ２ １

相談継続 １０（中高年齢者 、若年者 ） ３（障がい者 ）

その他 ５（外国人帰国１、就労支援作業所
に通所 、相談中断１、その他２）

０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

－

就労

支援

・ハローワーク 名（うち同行支援 名／男性 名が就労）

・障がい者就業・生活支援センター 名（就労は ）

・生活困窮者自立支援制度 名（就労継続支援 型事業所に通所）

事業 －
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事例 ：泉南市地域就労支援センター（委託）

【概要】

産業観光課商工労働観光係が所管し、市内１箇所（泉南市人権協会内）において、一般

社団法人泉南市人権協会に委託して、嘱託員 名が、人権啓発等と兼任で相談に対応して

いる（相談時間：月 土曜日の 時と 時 分 時半 土曜日は要予約）。コー

ディネーターの中には、 年以上の相談経験を持つ人もいる。同協会のウェブサイトに

は、支援事例として、「ハローワークの求人情報（毎日更新）の閲覧（大阪府下、和歌山県

の求人情報）」「履歴書・職務経歴書などの応募書類の書き方」「面接の基本マナー、模擬面

接を指導」「就労支援技能取得講座（資格取得支援）」が掲げられている。

【支援の概況・ポイント】

（相談者） 代の相談者が多く、求職者は高齢化している。市内から最寄りのハロ

ーワークに行くのに電車で 分あるいは車で 分かかる。ハローワークの求人情報を

閲覧する、あるいは、失業認定証（証明書）の発行を依頼するために来訪する人も多い。

同センターでは、求人の閲覧に毎日来る人もいる。地域性と利便性（利用時間、求人情報

の印刷などに制限を設けていない、土曜日も相談可能）などを背景に、ハローワークで求

職活動を行うことが難しい相談者が比較的多く、パソコン検索の件数も多い。しかし、高

齢者に対する就職情報の提供では、年齢不問の求人であっても実質的には定年（ 歳）を

想定されることが多いため難しいのも事実である。このため、ハローワークと連携して

歳以上の相談者（求職者）が応募できる求人情報をファックスで送付してもらっている。

また、最近の状況として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、仕事量が減っ

ていることから、ダブルワークを希望し求職活動を始める人も増えている。高齢者の就労

先として多い職種は、清掃や送迎、軽作業、介護などが多い。女性の方が、就労先が決ま

るのが早く、男性は事業所を選ぶ傾向がある。また、相談者（求職者）全般の傾向として、

泉佐野以南で仕事を探したい人、車があってもせいぜい岸和田市内までという人が多い。

岸和田より大阪市内方面は遠いと感じることから希望する人が少ない。

（支援例と関係する事業）相談者に適した求人があればコーディネーターから都度連絡

するが、不明な連絡先からの携帯電話に出ない人もいるため、地域就労支援センターの電

話番号を記載したテイッシュを配り、電話番号を登録してもらっている。求人のマッチン

グは、コーディネーター３名全員で、相談者の状況や求職活動に関する情報を共有し考え

ている。関係する事業として、フォークリフト技能運転、調剤薬局事務、介護職員初任者

研修などの講座を企画し毎年開催している。就職困難者を優先して、会議で参加の可否を
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判断している。ケース検討会議の一例として、障がい者の職業訓練校での適性検査の結果

をハローワークと共有し相談者の就労につなげている。また、発達障がいが推察される人

からの相談の際、障害者手帳を取得することで就職の選択肢が広がると感じることがあり、

「障がいの診断と障がい受容（オープン就労とクローズ就労）」、「コミュ障（医学的なコミ

ュニケ―ション障がいと俗称としてのコミュ障との違い）」などのテーマで人権啓発講座

を企画開催し発達障がい当事者を招聘した。就労と人権の両方の相談に対応していること

は、相談者の心理的障壁を下げる可能性があると考えられる。

（ケース）

歳代の看護師の例では、 年前に、発達障がいが推察され、職場でコミュニケーシ

ョンをとるのが難しいなどの状況で来訪した。老人保健施設に長く勤めていたため、病

院で勤務するようになった時に医療的行為に自信が持てず、看護師の仕事ができない状

況に陥った。本人は障がいを受け入れられていなかったが、ハローワークの精神保健福

祉士と連携して話をし、障害者手帳を取得して求職活動を行うように勧めたところ手帳

を取得した後、高等職業技術専門校に入学することに決め、看護師と異なるキャリアに

向けて学び始めた。

（生活困窮者自立支援制度との関係）生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）は、

「ここサポ」（生活困窮者自立支援、就労支援準備に関する相談対応センター）として、同

じ組織の別のスタッフが担当しており相互に連携している。仕事を探しに来た人で生活に

困っているがすぐに仕事が出来る人は地域就労支援事業で対応し、高齢や生活面の課題が

大きい場合は生活困窮者自立支援制度で対応している。組織が総合相談（生活相談、地域

就労支援、進路選択支援、人権相談、出張相談）を実施しているので、状況に応じて必要

とされる関係機関につなぐこともある。生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業では、

主に、パソコン、内職のような同じ仕事の繰り返し、数を数えたり、封筒に入れるなどの

作業が多いのに対し、地域就労支援事業では、相談者に適した仕事があれば連絡すること

が主で、就労準備と就労支援の各事業に違いがあると考えている。
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【相談・就労の状況】

年度

相談件数 相談者数→就労者数

就労者新規相

談

再相

談

その他

※
新規相談者 過年度相談者

年度 １０４ ６ ８３ １０４→正規６・非正規１１ →正規１・非正規０ １８

年度 １００ ２３２ ４９１ １００→正規７・非正規１１ ３２→正規２・非正規１２ ３０

年度 ７６ １７４ ２３６ ７６→正規４・非正規１３ ２２→正規３・非正規９ ９

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者７６人 過年度相談者２２人

男：２６人 女：５０人 男：１１人 女：１ 人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他

経過 就労者

相談継続

その他 ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

就労

支援

・ハローワークに 名（男性 名、女性 名が就労）

事業 ・介護初任者研修（ 名参加・修了し 名就労）
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事例 ：阪南市地域就労支援センター（委託）

【概要】

市民部まちの活力創造課が所管し、市内１箇所（阪南市人権協会内）において、阪南市

人権協会 に委託して、非常勤職員１名が、進路選択相談と兼任で相談に対応している（相

談時間：月 金曜日の 時 分から 時 分）。同就労支援センターでは、泉州地域

若者サポートステーションの支援員による、「若年者等（概ね 歳まで）のためのしごと

の出張相談」（週 回）やキャリアカウンセラーによる「就労・生活相談」（月 回）も実

施している。センターでは、ハローワークの求人情報の閲覧（毎日更新）、履歴書・職務経

歴書などの応募書類の書き方、面接の基本マナーや模擬面接の指導、就労支援のための講

座などが行われる。「阪南市就労支援ケース検討会議」（必要に応じて年数回）を実施して

いる。

【支援の概況・ポイント】

（相談の流れや事例）まずは地域就労支援相談（就労支援コーディネーターが対応）か

ら始まることが多く、聞き取りの上、相談票を作成した後、①ハローワークの求人情報や

講座情報、面接会の情報等を提供し求職活動を開始、②泉州地域若者サポートステーショ

ンや「若年者等（概ね 歳まで）のためのしごとの出張相談」に誘導、③キャリアカウ

ンセラーによる「就労・生活相談」に誘導、④その他関係機関や庁内の他の窓口に誘導、

などといったように本人の希望と状況に応じて支援・誘導していく。

ハローワークの求人情報の提供 等をしていく中で、すぐに相談者自身で希望の仕事を

見つけてハローワークに行って応募し、就労につながる場合もある。一方で、特に希望は

ないというケースや、具体的な仕事の希望を持っているものの、現実とのギャップがある

ケースもある。また、就労場所としては近隣の場所を希望する人が多い。一旦就労したも

のの、コミュニケーション、条件と希望の相違などが原因で離職した後、再相談に来訪す

るケースもある。

若年者等は、泉佐野市内の泉州地域若者サポートステーションに紹介することも想定し

ているが、ケースによっては、泉州地域若者サポートステーションから「若年者等（概ね

歳まで）のためのしごとの出張相談」（週 回）としてサテライトで相談に応じてもら

っている。ここでの相談後、泉州地域若者サポートステーションの本所でのステップアッ

プにつなげていく。

                                                   
阪南市人権協会は、人権教育・啓発事業、阪南市総合相談（人権相談・就労支援相談・進路選択支援相

談）事業等を実施している。

地域就労支援センターでは、オンラインでハローワークの「求人・求職情報提供サービス」を利用で

きる。
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相談者本人が求職活動できる状態の場合には、「就労・生活相談」 （月 回、木曜日予

約制）に誘導することもある。「就労・生活相談」は、キャリアカウンセラーによる相談を

受け、希望に応じて （厚生労働省編一般職業適性検査：

）を活用して仕事につなげたり、面接の受け方や履歴書の書き方なども指導する。

相談者の中には、すぐには就労には結びつかず、継続した支援が必要になる場合がある。

キャリアカウンセラーは、これまでの振り返りと気づきを得られるように導き、必要に応

じて や専門的な検査や相談などにつなぐこともある。

就労支援コーディネーターは、関係機関や他の相談窓口に誘導した後も連携し、必要に

応じて引き続き日々の相談対応も行っている。相談に際して標準支援期間は設けず、相談

者の状況や気持ちに寄り添い対応している。

（相談者の傾向）中高年齢者や障がい者の相談も多い。障がい者枠で作業所などに通所

しているが、定着のために相談に来訪するケースもある。

（相談者の状況：長期的な支援が必要なケース）ひきこもりの方の保護者が相談に来訪

するケースでは、本人には就労意欲がないこともあるため、他の関係機関等と連携し、対

応していく。また、就労意欲はあるものの、求職活動に踏み出せない原因として生活面や

体調面・精神面の悩みがある場合、まずは生活困窮者自立支援制度と連携し、生活面の安

定を図ることを優先する場合や、状況によっては市民福祉課に相談することもある。その

後、本人と話し合い、求職活動に取り組める状態になってから具体的な就労支援を開始し、

就労支援コーディネーターが相談に応じ情報提供を行うほか、キャリアカウンセラーを含

め他の関係機関等につなぎ、ともに就労をめざしていく。長時間の就労はまだ自信がなく

不安を持つ相談者には、短期間や短時間の求人情報から提供し始め、病院に通院している

場合には、医師とも可能な時間や仕事について本人を通して相談しながら、ともに求人を

探していく。

（相談者の状況：就労状況）資格を活かして期限のない短時間の勤務で就労したケースや、

「就労・生活相談」で相談していた若年者が、キャリアカウンセラーの相談対応のもと、

繰り返し行った面接練習で自信がつき、就労に結びついたケースがある。その他、泉州地

域若者サポートステーションに誘導した後、自分にできることに気づき、自分に合った求

人を見つけられるようになったことで、パート社員として就労した人もいる。何か仕事が

できたらよいなと感じているものの、何をしてよいか・できるのか分からない、どのよう

に求職活動を進めればよいのかわからない、と悩みを抱えているケースも多いため、就労

に対するイメージを持てる機会が求められている。

                                                   
大阪府の「おでかけサポートネット」（キャリアカウンセラーによる相談）の事業が終了した後も継

続している。
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（変容のきっかけとなる資格取得や講座等の学び）資格取得を契機に自信がつき、状況

が良くなっていったケースもある。市では、在宅ワークセミナー、就職支援のためのパソ

コン講習会などを実施している。

（生活困窮者自立支援制度との連携） 年度から生活支援課の所管で生活困窮者自

立支援制度の就労準備支援事業が開始された。今年度からなので、まだ具体的な連携事例

はないものの、相互に連携していければと話し合っている。今後、雇用による就労が困難

な相談者に対し、就労準備支援事業で行われる「まちあるき」や中間的就労等も案内しな

がら共に支援していきたい。また、逆に生活支援課への相談者に対しても、地域就労支援

事業の相談、メニューや講座を利用してもらうなど、就労の実現のために連携していきた

い。ただし、相談者がそれぞれの事業の対象者である必要があるため、状況に応じて対応

していくことになる。

（地域就労支援事業の意義）地域就労支援事業は、求職者支援のメインストリームがハ

ローワークである中で、地域と密着したワンストップ機能を持ち、いつでも相談でき、必

要に応じて関係する資源につなげることができる、きめのこまかい支援が特徴だと考えて

いる。

- 141 -



 
 

【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ３９ １１２ ５８ ３９→正規 ・非正規 →正規 ・非正規 ５

年度 ２６ ９８ １０１ →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

年度 ３８ １３１ １０３ →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談は就労・生活相談。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者 人 過年度相談者 人

男： 人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下）

中高年齢者（ 歳以上）

ひとり親家庭の親

障がい者

その他 （ホームレス）

経過 就労者

相談継続

その他 ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

－

就労

支援

・ハローワークに 名（男性 名、女性 名が就労（うち 名同行支援））

・障がい者就業・生活支援センターに 名（女性１名が就労）

・泉州地域若者サポートステーションに 名（男性 名が就労）

・その他機関に 名（就労者なし）

事業

・在宅ワークセミナー（在宅ワークに求められる能力・ポイントを学ぶ／ 名参加し 名が在宅ワーク

登録者として就労）

・就職支援のためのパソコン講習会（ 日間／ 名参加し 名修了、就労者なし）
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（３）直営 委託型

事例 ：吹田市地域就労支援センター（相談は委託、無料職業紹介所は直営）

【概要】

都市魅力部地域経済振興室が所管し、「 ナビすいた」と「吹田市地域就労支援岸部

センター」の 箇所で、事業委託先（ヒューマンアカデミー株式会社・一般社団法人吹田

市きしべ地域人権協会）の職員・嘱託員 名の就労支援コーディネーター（正規職員 名、

嘱託員 名）が、専任で相談に対応しており（相談時間： ナビすいたは月 金曜日と

第 土曜日の 時、岸部センターは月 金曜日の 時）、相談経験年数が 年

を超えるコーディネーターも 名在籍している。 ナビすいた内には「吹田市無料職業

紹介所」があり、市内企業を中心に求人の紹介が行われている（市の会計年度任用職員が

担当）。地域就労支援実施計画があり、「地域就労支援事業推進会議」、「地域就労支援事業

個別検討会議」、「地域就労支援事業庁内連絡会議」が設置されている。

【支援の概況・ポイント】

「岸部センター」と「ＪＯＢナビすいた」の各拠点の相談者や相談状況には地域特性が

みられるので、それぞれについて紹介する。

（岸部センター）

岸部センターは、交流活動館（貸館事業などを行う市の施設）の中にあり、 年以上の

相談経験を持つコーディネーター 名により、地域に密着した支援が行われている。受託

している一般社団法人吹田市きしべ地域人権協会は、総合生活相談と人権ケースワーク相

談にも対応しており、就労のほか生活問題がある場合でもワンストップで対応できるのが

特徴で、生活困窮者自立支援制度（生活福祉課）につなぐこともある。

相談者は年間 名程度で、約 割が 歳以上の退職者を含む高齢者で、このほか中

高年者が多い。当該エリアは、高齢者向けの住宅や施設が新設されており、今後、地域に

密着した、高齢者の就労支援ニーズが増えると予測している。

高齢者の相談者には就労意欲の高い人が多いが、生活に切羽詰まった人が来訪すること

もある。支援には課題もあり、求人の職種が限られる、資格を求められる、健康不安があ

る、対人コミュニケーションが難しい、生きがいを求めている、外に出て働くことが難し

く内職を希望するなどである。このように、高齢者の相談者は多様で、支援期間が長くな

るケースもある。また、中高年の相談者には、職場で精神面の不調をきたし、離職後ある

いは在職のまま来訪する人もいる。就労面では、ハローワークや吹田市無料職業紹介所、
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、シルバー人材センターなど多くの選択肢を提供しているが、精神面のサポート

が必要となるケースも多い。

多様な求職者に対応する際に、話を十分に聞くことを重視し、来訪相談だけでなく電話

での 時間の対応やメールでの対応もある。相談時間の上限や支援期間の具体的な目標

を明確に定めず、各相談者の状況に応じて臨機応変に対応している。求職者や仕事の課題

に直面している在職者の現状を聞き、気持ちを吐き出してもらうことで状況が改善するこ

ともあり、離職を踏みとどまる人もいる。一方、就労のことで頭がいっぱいになっている

相談者には、一息つくことや自分磨きの目的で、生涯学習セミナー・自己啓発講座などの、

相談者の趣味に関する内容の講座の受講を勧めることもある。

コーディネーターには、相談者の状況を的確に見極め、そのとき最も有効と思われる就

労支援に限定されない資源につなぐことが求められている。働くことで様々な課題に直面

してきた相談者にとって、就労一辺倒にならず各相談者のその時々の状況やペースに応じ

た支援が行われることは、不安を軽減し就労への意欲を高める契機になる。支援はコーデ

ィネーターのパーソナリティーに依るところも大きいが、ハローワークに行ったことがな

い人や何をしてよいか分からない人だけでなく、支援後に就労したものの離職または在職

の状況で再度来訪する相談者もいることから、相談者とコーディネーターの関係性を構築

する重要性と、多様なケースに臨機応変に対応していける資質、また、精神面のケアに関

する専門性が益々求められるようになっている。

（ＪＯＢナビすいた）

来場者数は、中高年齢者（ 歳以上）が若年者（ 歳以下）の約 倍である。若年者

は正社員の希望が多く、応募書類の志望動機、職歴、自己 などの作り込みに手厚い支

援が必要になるという背景がある。 年は、新型コロナ感染症拡大により大学キャリ

アセンターが閉室となり、 年次生が来訪するケースが増え、そうした学生は、若者ハ

ローワークや しごとフィールドなどの相談やセミナーにも参加するなど、例年と

違った相談者の動向もみられたが、通常は、就職を困難化させる何らかの課題、例えば、

発達障がいが推察される、働いたがメンタル不調によりドクターストップがかかった、大

学等を中退したなどの状況にある若者が多い。ひきこもりの若者は、吹田市子ども・若者

総合相談センター（ぷらっとるーむ吹田）あるいは高槻や豊中の地域若者サポートステー

ションなどの支援により就労準備性が高まった後、 ナビすいたに紹介されるケースも

ある。

このほか、吹田市内にはハローワークがなく、市外の淀川、茨木、梅田などのハローワ

ークに相談に行くことが難しい主婦などの求職者が 吹田駅前の立地のよさから来訪す

るケースもみられる。

また、来訪者の特徴として、パート社員を希望する相談者は、市内で就労することを希

望するが、正社員を希望する相談者は大阪市内や隣接市でも就労可能と考える人が多い。

相談者の 割は、 ナビすいただけでなくハローワークやタウンワークのような求
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人誌も活用するなど積極的に求職活動を行えている人で、自ら求人を探してきて応募に際

しての具体的な支援が可能な相談者である。一方、自らだけでは動きにくい相談者が

割程度を占める。中高年の相談者には主婦層が多く 代の男性はやや少ないが、健

康や生活面の課題を抱え定着できずに離転職を繰り返す人の相談が多い。

相談 回あたりの時間の目安は、インテークが 分、通常相談が 分（枠は 時間）

で、インテークの内容次第で臨機応変に対応することもある。相談者は、中高年者は目指

す職種がある程度見通せていることが多いが、 代の若年者は何をしたら良いのか職種

を見通せないことも多く、話を重ねることで見通せるようになるとはいえ、実際の仕事や

職場を見たわけでもないので不安感が残ることが多い。そこで、ポリテクセンター関西で

実施される見学説明会で の実機を見て現場にどう役立つかといった見聞を広げること

や、わかものハローワークや しごとフィールドなどの企業説明会に参加すること

を勧め、キャリアアセスメントツール（ ： など）を併用し

て、働くことや職業のイメージを持てるように働きかけている。そして、先入観を一つ一

つ削ぎ落とすことで、求職活動に踏み出せるように働きかけている。就労準備性がある程

度高ければ、就労までに要する期間は カ月程度だが、就労に係る阻害要因が見られる場

合は半年から 年近く要することも多い。就労意欲はあるものの、複数社の面接で落ち、

相談者の就労意欲が削がれる可能性があれば、少し時間をおくこともある。また、面接の

当落だけではなく、親の我が子に対する強い意向が就労意欲に影響することもある。

無料職業紹介所には、市内や隣接市の を超える企業・事業者が登録し、 程

度の企業・事業者が恒常的に求人を出している。企業を訪問して求人を開拓しているが、

現在は、新型コロナ感染症拡大の影響で難しくなっている。職業紹介の方針は、この 年

間で大きく変わり、開所当初は登録が優先されたが、 年度にハローワークと求人情

報を共有し連携できるようになってからは、求職者と企業・事業者のマッチングの実効性

を高める方向に転じている。職業紹介は、ハローワークの求人を 割、独自の求人情報

を１割活用して行われるが、求人情報の選択肢が広がる中で、ハローワークの求人情報を

単に活用するだけではなく、独自性のある取組みとして、企業のニーズや本音を引き出す

ことに注力し、仕事の内容、求める人材、公平採用（年齢不問、男女不問など）、仕事に対

する体力の要不要の情報など、求人票からだけでは知ることのできない、企業・事業者が

実際に求めている本音を引き出す努力を続けている。また、企業・事業者に具体的な求職

者像を示し、採用の可能性があるかどうかをたずね、マッチングの機会を広げようとして

いる。求職者と求人企業・事業者の双方が折り合いをつけられる着地点を見出すコーディ

ネート機能を大切にし、求職者が許容できる条件と企業・事業者の理解の促進の両方の観

点から、マッチングの件数よりも質を重視して職業紹介を行っている。

さらに、企業の理解を得られれば、企業見学や仕事体験の機会をつくり、理解を深めら

れるようにすることもあり、仕事体験は市として力を入れていきたいと考えている。企業

との関係構築では想像力を働かせることが重要で、求職者の状況をみて、求人を出してい
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ない企業に働きかけることもあるし、求職者には職業適性の発見や職種の制約を広げる提

案を行うことで身の丈に合ったマッチングを図り、マッチングの精度を高めようとしてい

る。求職者の多くが求人票の内容に合わせようとする傾向があるが、それでは就労後に違

和感を覚えることも少なくない、このため、求職者の身の丈にあった求人を創造すること

も大切だと考えている。

就労相談と職業紹介が丁寧に行われることで、再相談に訪れる人もいるが、正社員で働

き始めた人は、熱心に求職した経緯や複数社に応募して苦労して採用に至った経緯がある

ことなどから、比較的定着しやすい面もある。在職しながら相談に訪れるケースでは、特

定の仕事の負担が大きいなどの状況を上司に言えない相談者に対し、思い切って一度話し

てみたらとアドバイスすることで、離職を回避できたケースもある。就労した相談者には、

か月後を目安に定着状況を電話で確認しているが、同時に、無料職業紹介所から就労先

の企業・事業者にも状況を確認している。就労者と企業・事業者の双方に確認して定着状

況に関することで問題などがあれば、 時までの開所時間を活かして終業後に相談する

ことや月１回の土曜日開所時に来訪することを勧めることもある。また、就労者側の問題

だけでなく、企業に対して定着改善に向けて提案することもある。定着の観点では、経営

者の資質や仕事の内容をみて紹介することが大切で、企業ごとの特性にあった求職者の見

極めに至ることもあり、こうした情報を次回の紹介時に活かしている。

マッチングが難しいのは高年齢者である。 歳前後が相談者のボリュームゾーンだが、

健康問題などで続かないこともあり、また、警備、介護、マンション管理、調理補助など

に職種が限定される。こうした制約は、相談者と求人によって異なるが、大企業だと規定

で求人がないこともあり、就労の可能性が狭くなることもある。また、相談者は、働くこ

とを生きがいにしたい人と生活困窮を背景に働かざるを得ない人に二極化している。高年

齢者向けの企業説明会のニーズは大きく、 社の参加企業に対し 人集まるが、

就労先の確保が困難な現状がある。最近は、生活困窮者自立支援センターから、同センタ

ーで就労準備性があると判断された人（職業紹介につながる人）を紹介されるケースが増

えている。年齢層は様々だが、 歳の層がやや多く、健康問題があるケースも少なく

ない。 しごとフィールドのシニア就業促進センターの来訪者と ナビすいたの

来訪者では状況は異なり、前者は仕事を選ぶ相談者が多いのに対し、後者は配偶者を亡く

して少額年金で生活困窮状態の人も少なくない。

生活困窮者自立支援センターとの関係では、同センターの就労準備支援事業の対象にな

るのは、一般の企業・事業者に紹介することが難しい人で、就労以外にも課題を持ってい

る、長期間ひきこもっていた、職業の経験や体験がないなどの状況にあり、就労準備支援

で、業務の体験やパソコンなどの訓練の後、 ナビすいたに紹介されることが多い。住

居や所持金のないケースでは、緊急を要するため、寮を有する警備や作業の仕事に紹介す

ることもある。健康ですぐ働ける状態なら即日就労を決めることもあり、企業に面接に行

く所持金がない場合には、 ナビすいたに企業に来てもらい、会社に連れて行ってもら
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って面接を行うか、 ナビすいたで面接をして即採用になるケースもある。若者では、

自分探しを続けるような人あるいは生活を維持できない人など、抱えている問題は多岐に

及び、支援の負担や求められるスキルも大きくなっている。

上記でみてきたように、対象者と対象者が抱える課題は多岐に及び、企業・事業者の理

解を一層促進する必要性が高まっている。こうした現状のもとで、就労支援が各自治体に

任されているのであれば、 しごとフィールド（大阪府）が核になるのではないか

と思っている。例えば、若年者の就労支援では、就職活動のオンライン化が進んだ状況下

で周りの求職者と出会う機会が限られているため、企業を巡るバスツアーあるいは合同企

業説明会やジョブフェアに会場入りして参加したいと思っている若者が多くみられる。数

百人を集める合同企業説明会に参加することで、参加した若者は、求職している人がこれ

ほどいるのだ、自分の思っていない企業・業種の人から勧誘されて話を聞いたなど有益な

経験を得られる機会になる。また、地元でないところだと人目を気にせず参加しやすいな

どのメリットもある。 歳の高年齢者では、受け入れてくれる企業・事業者が増える

ことが望ましく、職場見学できるところも探しているが、 しごとフィールドが核

になって、市の域を超えて企業・事業者リストを整備できればより良いと感じている。吹

田市では、近隣市にも広げて求人を開拓しており、訪問して交渉している。地域就労支援

事業の出口として、例えば、即戦力でない人や障がいがあることが推察される人などの求

職者に対して、何らかの配慮を検討できる企業・事業者のリストを整備することが一つの

課題であると感じている。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

５６５ ４６５ ５６５→正規 ・非正規 →正規２３４・非正規１４０ ５８０

６５３ ２，８６４ ５３４ ６５３→正規９１・非正規１２５ ５０５→正規１８９・非正規１７４ ５７９

６２０ ２，３８１ ６２０→正規８３・非正規１１４ ５９０→正規１６３・非正規１９４ ５５４

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は６４件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者６２０人 過年度相談者５９０人

男：２１３人 女：４０７人 男：２２６人 女：３６４人

属性 若年者（ 歳以下） ８１ ７８ ９０

中高年齢者（ 歳以上） １３８ ２９０ １３９ ２６４

ひとり親家庭の親 ０ １８ ０ ６

障がい者 １５ １８ ９ ４

その他 ０ ０ ０ ０

経過 就労者 ６８ １２９ １２３ ２３４

相談継続 ３４８ ２１４

その他 ０ ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・大阪府人材育成課の委託訓練（パソコン、経理事務等）に５名誘導し、男性 名、女性 名が就労

就労

支援

・ハローワークに 名（うち男性 名、女性 名が就労）

・母子家庭等就業・自立支援センターに 名（就労者はなし）

・障がい者就業・生活支援センターに 名（就労者はなし）

・シルバー人材センターに 名（うち男性 名が就労）

・地域若者サポートステーション（特定非営利活動法人フルハウス）に 名（就労者はなし）

・ しごとフィールドに 名（就労者はなし）

・生活困窮者自立支援制度に 名（男性 名が就労）

・就労支援事業所などに 名（うち男性 名、女性 名が就労）

事業

・「調剤事務講座」（ 名参加・修了）

・「介護職員初任者研修」（ 名参加し 名が修了）

・「ビジネスパソコン講座」（新型コロナ感染症による中止）
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事例 ：泉佐野市（直営 箇所、委託 箇所）

【概要】

生活産業部まちの活性課が所管し、地域就労支援センターはまちの活性課を含め市内に

合計 カ所ある（内、 カ所は委託）。

まちの活性課は、商工業振興業務と兼任で 名（内、任期付き短時間職員 名）となっ

ており、他 カ所は専任の相談員が 名配置されている。

【支援の概況・ポイント】

最近の相談者の傾向として、すぐに就職活動が出来る状況ではなく、福祉と連携の必要

があると考えられるケースが増えてきている。例えば、コミュニケーションが苦手であっ

たり、精神疾患等の病気を抱えている、経済的に困窮しているなど、生活面の支援も必要

な場合であり、福祉部署との連携の他、まちの活性課を除く他２センターには、総合相談

員も常駐しており、一緒に相談対応をすることも多い。なお、生活困窮者自立支援制度と

地域就労支援事業のどちらを活用するかは、すぐに就職活動を開始できる状態かどうかで

見極めており、日常生活や社会生活の自立の問題が大きい場合は生活困窮者自立支援制度

で対応しており、相互に誘導することもある。

地域就労支援センターに来られる相談者は、インターネットを活用して情報を収集した

り、自らハローワークに赴いたりして求職活動を行ったりすることが出来ない方が多く、

対面で支援する必要性が高いため、地域就労支援センターは重要であると考えている。

相談者は若年層から中高年齢層まで幅広く、後者について、働いた経験のある人は在職

時の生活水準（給与水準）と比較したり、不慣れな仕事に対する不安などから、仕事と相

談者をマッチングすることは難しい。また前者については、ゲームのプログラマーになり

たいなど、やりたいことが決まっている場合もあるが、なかなか行動に移せずに就職に至

っていないケースもある。なお、地域の特性として、堺以北、大阪市内など、あまり遠く

に出たがらない傾向が相談者から感じられることが多い。また、相談期間が長期に及ぶほ

ど就労することが難しくなる傾向が見られる。個別のケースでは、タクシー運転手だった

人が脚を悪くし、アルコール中毒で離職したが、パソコンを使うことが出来ない、立ち仕

事が出来ないなどの状況から就ける職業が限られたり、別の 代のケースでは、人間関

係の難しさから１年前後で離転職を繰り返し、相談開始から８年を経過しているケースも

ある。

就労相談に来られる契機は、直接窓口に相談に来られる他、福祉関連窓口からの紹介、

その他就労に関する施策として、泉佐野市では、就職困難者に対して、就職に有利となる

資格の取得に係る費用を助成するバウチャー制度（次頁参照）を実施しており、資格取得

に関する相談から来所される場合もある。また、毎年１月に開催している就労支援フェア
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では、合同就職面接会の他、就労相談、職業体験、職業適性検査コーナーなどを設けてい

る。

現状では、商工労働部署と福祉部署がそれぞれで動いており、相互に連携を取る形を取

っているが、商工労働部署では、身体や精神に障がいを抱える人で、地域から出てくるこ

とが難しい人に対するアウトリーチが難しく、今の形が良いのか、一体型でワンストップ

にするのが良いか、判断していく必要がある。また、現状の課題として、庁内では人権推

進課が所管する、市の相談業務の担当者が集まる会議があるが、他部署がどのような支援

を行っているのか？、更には、庁内組織のみならず、 や ´ワーク創造館が実施

する職業訓練・職場体験、特定非営利活動法人障害者自立支援センターほっぷの支援内容

等を把握し、ハローワークが行うハロートレーニングよる資格取得支援と、本市のバウチ

ャー制度の内容を精査し、幅広く支援が行えるように見直していくなど、各機関との連携

の深化に取り組んでいく必要があると考えている。

泉佐野市資格取得支援助成事業（バウチャー制度）

正規雇用を目指す就職困難者（障がい者、ひとり親家庭の親、中高年齢者等の中で資

格取得費用の捻出が困難と考えられる方）を対象に、資格取得にかかる受講料を課税世

帯 【上限 万円】・非課税世帯 【 万円】補助する制度。講座は、大阪府

内の事業所、資格取得を行う講座を開講する事業者が実施し、介護初任者、医療事務、

簿記、パソコンなどの講座が行われる。
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【相談・就労の状況】

年度
相談件数 相談者数→就労者数

就労者
新規相談 再相談 その他※ 新規相談者 過年度相談者

年度 ４８ １１７ １７１ ４８→正規１・非正規８ →正規 ・非正規 ９

年度 ５１→正規４・非正規７ →正規 ・非正規

年度 →正規 ・非正規 →正規 ・非正規

※「その他」の相談はパソコン検索のみ。相談件数には電話相談も含む（ 年度は 件）。

（ 年度の相談者の属性と経過）
新規相談者 人 過年度相談者 人

男：２９人 女： 人 男： 人 女： 人

属性 若年者（ 歳以下） ０

中高年齢者（ 歳以上） ０ ０

ひとり親家庭の親 ０ ０

障がい者 ０ ０

その他 ０ ０

経過 就労者

相談継続 中高年齢者 、若年者

その他 ０

（ 年度の他機関への誘導・他機関との連携・事業実施の状況）
他機関への誘導・他機関との連携・事業（講座・セミナー、就職相談会・就職面接会、広域連携講座等）

能力

開発

・バウチャー事業に 名誘導したが就労には至っていない

就労

支援

・連携の実績はなし

事業 ・就職困難者対象のパソコン講座（ スペシャリスト及び スペシャリスト）に 名参加。

- 151 -



 
 

第４章 まとめ－就職困難者の今後の支援のあり方（今後への課題）

本報告書では、府内の全 市町村で実施されている「地域就労支援事業」を通して、

就職困難者の就労支援の現状、課題、今後の方向性などをみてきた。就職困難者は、様々

な生活困窮の側面を持つケースも少なくなく、働く意欲の醸成と生活上の困難に対する社

会的な支援が必要である。こうした要請に対し、自治体の主導と裁量に委ねられる「地域

就労支援事業」は、事業の核となる就労支援コーディネーターが、自治体はじめ地域の様々

な資源を活用しながら、多様な就職困難者に多方面から対応している。この事業は、「就労」

という観点を軸に据えつつ、「福祉」「人権」「教育」などとも密接に関係し、政策や制度の

枠を超えて、各相談者（求職者）にとって必要な支援や取組みがワンストップ的に提案・

実施される、多面性や柔軟性を備えた事業である。

以下では、上記の意義をふまえたうえで、今後の事業展開の課題と支援のあり方を記載する。

まず総論として、第一に、政策・施策・事業の連携の一層の促進が求められる。自治体

が主導する就労支援事業は、事業開始後約 ８年経過しているが、この間、相談者の属性

や就労阻害要因に変化がみられ（ひきこもりなどの若年無業者、障がい者や障がいが推察

される人、年金を受給する高齢者、就労に制約のある単親世帯の親など）、就労までに解決

を要する課題は増え、複合化する状況もみられる。相談者の状況を十分に理解し、就労と

生活の両面から時間をかけて寄り添った支援が求められるようになっている。政策・施策・

事業の連携を一層促進する必要性が高まっているが、地域雇用政策における支援のあり方

として、地域就労支援では、就労支援だけに限定されず、福祉的支援、企業支援（人材育

成、企業の啓発・育成）とも連動させて取り組むことがますます必要になっている。大阪

府全体の雇用情勢と地域就労支援事業の実施状況に基礎自治体間の違いがみられるなかで、

府及び市町村が一体となって地域雇用政策（地域就労支援）を検討し、府民に事業を周知

する必要がある。

第二に、継続的な事業検証が必要である。就労支援事業は、「まだ着手されたばかりの新

たな公共サービスの領域」（櫻井 ）といえ、地域の内実から今後の就労支援の

あり方を考えていく必要がある。第３章の各事例からは、地域就労支援事業が、「計画段階

の想定にしたがって淡々とニーズに対応していくものではなく、そのつど顕在化する多様

なニーズへの対応態勢・方法を、関係者の見解の相違も含め再構造化しながら進める営み。

すなわち『動く企画』」（筒井 ）の指摘の通り、各地域就労支援センターのコーデ

ィネーターが、各相談者と向き合う中で様々な経験と創意工夫を重ねていく過程でもある

ことが明らかになった。また、地域に密着した就労支援は、自治体やＮＰОなどの受託団

体の取組みが先行していることも多く、自治体と民間団体との連携が主流である。地域性

や組織間の連携の観点から、各市町村の地域就労支援事業を継続的に検証する必要がある。

次に、上記の総論とアンケート及び聞き取り調査の結果をふまえて就労支援の方向性を考える。
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第一に、相談者の開拓に関することである。地域就労支援事業は、相談者の属性を限定

せず多様な就職困難者に対応できる特長を有しているが、顕在化していない（潜在的な）

相談者にアプローチし開拓する必要性がある。相談拠点への来訪だけでなく、新たな相談

対応や事業実施のあり方として、電話やメールによる相談のほか、オンラインによるセミ

ナー・講座、企業面接会等の実施、アウトリーチが必要なケースでは、 等の を

活用した相談の予約や相談の機会を創出することにより、潜在的な相談者の発見につなが

ることが期待される。もちろん、電話、メール、 等の だけで相談は完結しない

が、相談の間口を広げる余地はある。

第二に、他機関との連携に関することである。地域就労支援コーディネーターは、資格

よりもむしろ実務経験を活かして相談等の支援に対応しており、それが、多様な相談者に

柔軟に対応する際の創意工夫にも活かされている。しかし、多くの相談者にみられる複数

の就労阻害要因に対し、多様な支援が必要だと考えているものの十分に取り組めているの

は求職活動に向けた実践的な支援が中心である。支援体制に制約があり、支援内容によっ

て他機関等と連携することが不可欠である。連携する余地が大きいのは、「商工会議所・経

済団体」「 しごとフィールド」「中間的就労を受け入れる企業・団体」「近隣の市町

村・他の市町村」「企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先）」「自治会・町内会・民生

委員」「就労移行支援事業所」「医療機関（保健所を含む）」などで、相談者のアウトリーチ

や就労支援の先にある就労先の確保、就労支援と並行して必要となる福祉・医療的な支援

にかかる機関等との連携を促進していく必要がある。

第三に、 年に開始された生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業・就労

訓練事業（任意事業）との関係性である。現時点では、同制度との連携は決して多いとは

いえないが（ ％が連携していないか連携の機会が少ない状況と回答）、連携する予定

がないのは ％にとどまり、今後の連携には積極的といえる。そして、生活困窮者自立

支援制度の対象は、就労訓練可能及び求職活動可能の段階に到達できておらず、福祉的な

支援などを含む複合的な支援が必要なケースと考えられているが、地域就労支援事業の相

談者が二極的であるとの指摘もあり、日常生活支援や社会生活支援から始まる相談者が多

い一方、情報の整理や書類関係の見直しを一緒に行えば就労につながる相談者が多い実態

もある。支援対象者のすみ分けの観点だけでなく、就職困難者が有する阻害要因が多岐及

び複合的である現状、また、生活と就労の支援を並行して進める必要のある案件も多いこ

とから、２つの事業の相互補完の観点から、連携と相乗効果を見出す視点で連携のあり方

を考えることが一つの方向性になる。

第四に、就労支援コーディネーター及び他機関の担当者との交流を促進することが求め

られる。就労支援は、相談者の状況とその変化を的確に見極め、時々の判断に基づく適切

な支援が求められる。こうした支援において、定型的なマニュアルだけでは立ち行かず、

支援の実効性を高めるには、制度上の連携よりもむしろ、就労支援コーディネーターの経

験の積み重ねをベースに、担当者間の緊密な連携やスーパーバイズ機能を伴う情報共有、
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議論、検討など、担当者間で交流できる機会を創出することに一定の意義がある。就労支

援コーディネーターからは、スキルアップが必要との声が聞かれるが、例えば、障がいの

理解を進める知識や支援のノウハウなど、就労支援コーディネーターに求められる支援は

複雑化し、求められる資質や経験が高度化する中で、集団的な学びの場などでスキルアッ

プできる機会を創出する必要がある。

第五に、支援の出口になる就労先の開拓では、企業・事業者の理解と具体的なメリット

の提案が欠かせない。就労支援コーディネーターは、いわゆる雇用先としてだけではなく、

職場での見学・実習や体験（インターンシップ）、中間的就労、職業訓練、資格取得（実務

経験を伴う資格取得）の取組みなどにも就労可能性を高める有用性を認めており、企業・

事業者と、雇用に限定されない多面的なつながりを持つことが求められる。これらの取組

みが、地域就労支援コーディネーターの知識・視野を広げるうえでも有効であるとの指摘

からは、企業・事業者からの「学び」が関係性を構築するポイントになると考えられる。

こうした観点から、無料職業紹介所を設置している自治体が、登録企業数を増やす方向で

はなく、求職者と企業・事業者のマッチングの実効性を高める方針を有している点は重要

である。求人票だけでは知ることのできない企業・事業者の実際の姿を丁寧に導き出し、

就労後の定着の実効性を視野に入れて求人を開拓・創造することは、自治体だからこそで

きる取組みである。「総合評価事業」や「雇用奨励金」などによる雇用のインセンティブも

有用と考えられるが、地域就労支援センターが、単独あるいは関係機関と連携し、地域の

企業・事業者と関係性を深めていくことが求められる。

本調査では、 の地域就労支援センターで就労支援コーディネーターからお話を聞く

ことができた。コーディネーターお一人おひとりのお話に通底するのは、「共感」、「寛容」、

「伴走」であるように思われた。「相談者との信頼関係の構築」、「当事者の主体性の尊重」、

「自己理解と自己肯定感・自己効力感の醸成」が重視され、十分な時間をかけて伴走型で

進められる支援には、過度に性急な結果を求めない、「ネガティブ・ケイパビリティ」（負

の能力もしくは陰性能力／どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐え

る能力）（帚木 ） の概念が伴っているように思われた。もちろん、就労支援がど

うにも答えの出ない事態というわけではないが、相談者に共感することと当事者に主体的

に考えてもらうことの間には、時間や寛容さも必要で、息の長い支援とその過程にある創

意工夫にこそ注目する必要がある。就労支援のあり方は、就労までの期間や就労数という

指標だけでなく、相談者の変容にも着目して考える必要があるように思われる。

                                                   
「ネガティブ・ケイパビリティ」の対語は「ポジティブ・ケイパビリティ」で、帚木は、「才能や才覚、

物事の処理能力」「問題が生じれば、的確かつ迅速に対応する能力」と表現している 帚木 。
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アに関する連合・連合総研共同調査研究報告書Ⅱ－分析編－～困難な時代を生きる人々の仕事と生活の実態～」。

佐口和郎 「第１章 大阪府における地域雇用政策の生成－就業支援策への収斂」田畑博邦編著『（東京大学社会科

学研究所研究シリーズ ）地域雇用政策と福祉－公共政策と市場の交錯－』 頁、東京大学社会科学研究所。

櫻井純理 「地域就労支援事業の意義と市町村補助金の交付金化」。

同 「市町村による地域雇用政策の実態と課題 大阪府 「地域就労支援事業」 の交付金化に関する考察」『京都女子

大学現代社会研究』（京都女子大学現代社会学部紀要）、第 号、 頁。

同 「地域に雇用をどう生み出せるのか？－大阪府豊中市における雇用・就労支援政策の概要と特徴－」『立命館産業

社会論集』第 巻第 号、 頁。

同 「第２章 基礎自治体による就労セーフティネットの構築－豊中市の雇用・就労支援政策」大阪市政調査会『自治体

とセーフティネット－地域と自治体ができること』 頁、公人社。

同  『地方分権下におけるアクティベーション政策のガバナンス構造に関する研究（平成 年度科学研究費補助

金 基盤研究（Ｃ）研究成果報告書（研究課題番号 Ｋ ））』。

澤井勝 「第２章 日本における自治体就労政策の新展開－分権改革と自治体の雇用労働行政」大谷強・澤井勝編『自

治体の雇用・就労施策の新展開：地域での働く場の確保と自治体の役割』 頁、公人社。

田畑博邦編著 ａ 『（東京大学社会科学研究所研究シリーズ ）地域雇用政策と福祉－公共政策と市場の交錯－』、

東京大学社会科学研究所。

田畑博邦 ｂ 「第２章 和泉市の雇用政策」田畑博邦編著『（東京大学社会科学研究所研究シリーズ ）地域雇用

政策と福祉－公共政策と市場の交錯－』 頁、東京大学社会科学研究所。

筒井美紀 「基礎自治体による就労支援・雇用開拓－試行錯誤のリアリティ－」関西社会学会『フォーラム現代社会学』

、 頁。

同 「自治体による就労支援事業の外部委託とその課題－「動く企画」の調整と支援人材の育成」」『日本労働研究雑

誌』 、 頁。

筒井美紀・櫻井純理・本田由紀 編著 『就労支援を問い直す－自治体と地域の取り組み』勁草書房。

上原慎一・久住千佳子 「地域就労支援の現状と可能性」『教育学の研究と実践』第 号、 頁。

内田龍史・李嘉永（報告）、福原宏幸（座長）「大阪地域就労支援事業相談者の貧困と社会的排除－調査報告から（貧困研究

会第 回研究大会 大阪市立大学 年 月 日）」。
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資料１：調査票「地域就労支援センターにおける求職者支援に関する調査」

地域就労支援センターにおける求職者支援に関する調査
回答は、該当する選択肢の番号を「○」で囲み、それ以外の場合は、回答欄に該当する数字や文章などを
ご記入ください。ご多用のところお手数をおかけしまして申し訳ありませんが、 年 月 日（金）
までに、ご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

１．地域就労支援コーディネーターご自身（ご回答者）について
１）所属されているセンター名（括弧内に該当するセンター名をお書きください）
【 】地域就労支援センター

２）センターでの従事形態（あてはまる番号１つに○）
１．市町村の正規職員

２．市町村の正規以外の職員 嘱託員・非常勤嘱託員・非常勤・臨時・任期付き・アルバイト

３．委託先の正規職員

４．委託先の正規以外の職員 嘱託員・非常勤嘱託員・非常勤・臨時・アルバイト・個人委託

３）従事形態と従事期間（あてはまる番号１つを○で囲み、従事期間実数をお書きください）
①地域就労支援センターでの従事状態

（あてはまる番号１つに○）

１．専任

２．兼任（兼任する業務等： ）

②地域就労支援センターでの従事期間 年 か月

③就労相談の従事期間（通算年数） 年 か月

４）実務経験等と資格等の保有の状況（あてはまる番号すべてに〇）

①
実
務
経
験
等
の
状
況

１．就労に関係する実務経験を有している

２．福祉に関係する実務経験を有している

３．教育に関係する実務経験を有している

４．人権に関係する実務経験を有している

５．就職・生活の困難に直面した経験を有している

６．上記以外で業務に活かせる経験を有している（下欄にその内容をお書きください）

実務経験の内容

（具体的に）

②
資
格
等
の
保
有
の
状
況

７．心理系資格（臨床心理士、公認心理士、産業カウンセラーなど）

８．福祉系資格（精神保健福祉士、社会福祉士など）

９．医療系資格（保健師、看護師、作業療法士など）

．職業系資格（キャリアコンサルティング、キャリアコンサルティング技能士（１・２級）など）

．労働系資格（社会保険労務士など）

．教育系資格（保育士、幼稚園教諭、小・中・高等学校教諭）

．大阪府が実施する「就労支援コーディネーター養成講座」を受講済み

上記以外の資格（下欄に保有する資格をお書きください）

保有する資格（具体的に）
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２．相談者（求職者）の状況（2019年度および2020年度の回答時点の状況）
１）対応されている相談者（求職者）と相談後の経過
※今年度から従事されている方は2020年度のみの状況についてご回答ください。
※各担当者によるご回答が難しい場合は、センター全体の数値でご回答ください。

相談者の属性等
2019年度 2020年度

男性 女性 男性 女性
① 継続相談者（実人数） 人 人 人 人

② 新規相談者（実人数） 人 人 人 人

③ 相談者総数（①＋②） 人 人 人 人

④ ：うち就労した経験のある相談者 人 人 人 人

⑤ ：うち就労は難しいと思われる相談者 人 人 人 人 
⑥ ：うち再求職の相談者及び定着の相談者 人 人 人 人 
③ ：相談者の

属性

注１ 学卒後に就業でき
なかったか安定した就業
に移行できなかった相談
者。

注２経済的困窮者、生活
保護受給者、 被害者、
病気や障がい等で診断や
治療を受けている相談者
など。

若年者（ 歳以下） 人 人 人 人

成人年齢層（ 歳以下） 人 人 人 人

→うち氷河期世代該当者注１ 人 人 人 人

中高年齢者（ 歳以下） 人 人 人 人

高齢者（ 歳以上） 人 人 人 人

単親家庭の母親・父親 人 人 人 人

障がい者 人 人 人 人

その他（例：外国人） 人 人 人 人

福祉的な支援を要する相談者 注２ 人 人 人 人 
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受けた離職者 人 人 人 人 

④支援後の状況

正規雇用で就労 人 人 人 人

非正規雇用で就労 人 人 人 人 
相談（求職活動）を継続中 人 人 人 人

職業訓練などに移行 人 人 人 人 
就労移行支援事業所などに移行 人 人 人 人 
他の支援機関などに紹介 人 人 人 人

センターの利用を中断 人 人 人 人 
その他（定着支援など上記以外） 人 人 人 人 

⑦ 就労した相談
者が就労に至
るまでに要し
た期間

１か月以内に就労 人 人 人 人

３か月以内に就労 人 人 人 人 
６か月以内に就労 人 人 人 人

１年以内に就労 人 人 人 人 
１年以上で就労 人 人 人 人

⑥就労先の主な業
種・職種
（自由記述）

業種 業種 業種 業種 

職種 職種 職種 職種 
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２）相談者（求職者）が来所したきっかけ・経路（あてはまる番号すべてに〇）
１．市町村の広報（例：広報誌、ちらし、ウェブサイト、センターの情報発信、回覧板など

２．市町村の窓口（例；生活困窮者自立支援、障がい、高齢者、子育て、生活保護等の窓口

３．ハローワークの紹介

４．就労支援機関の紹介（地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、ｼﾙﾊﾞｰ人材センター、民間職業紹介所など）

５．医療・福祉関係機関の紹介（社会福祉協議会、保健所、医療機関、ＣＳＷなど）

６．学校・教育委員会の紹介

７．家族や知人の紹介、口コミ

８．地域の団体や住民の紹介（自治会、民生委員・児童委員、近隣住民、市民活動団体など）

９．その他（具体的に： ）

付問：上記で選択したもののうち、主なきっかけ・経路の番号を3つまでお書きください

最も多い ２番目に多い ３番目に多い

３）相談者（求職者）にみられる状況や傾向（就労阻害要因）（自由記述及び複数選択）

相談者（求職者）の区分 状況や傾向(就労阻害要因)
(自由記述及び右欄の番号を選択)

例：自由記述のほか、下記の該当する
番号もお書きいただけます

若年者（ 歳以下）

．職業経験のなさ・少なさ／ ．健康

状態／ ．精神状態／ ．家族 同居者

の世話・介護／ ．自己流の判断やこだ

わり／ ．コミュニケーションの困難性

／ ．不活発・無気力／ ．家族関係、

親の態度や志向／ ．依存傾向、主体性

の欠如／ ．社会経験の少なさ／ ．

自信喪失、劣等感、自己肯定感の低さ

／ ．学業不振（中退など）／ ．経

済的困窮／ ．居住環境の不安定さ／

．障がい・障がい傾向／ ．年齢／

．無業やひきこもりの期間／ ．自

己理解や自己受容の困難性／ ．仕事･

職場での辛い経験／ ．仕事に対する

覚悟・意欲のなさ／ ．日常生活での

辛い経験／ ．単親世帯に伴う就労面

の制約／ ．支援機関との連携やつな

がりを持てていない／ ．情報収集能

力が十分でない

成人年齢層（ 歳以下）

→うち氷河期世代該当者※
※学卒後に就業できなかったか安定した

就業に移行できなかった人。

中高年齢者（ 歳以下）

高齢者（ 歳以上）

単親家庭の母親・父親

障がい者

その他（外国人など）

相談者（求職者）にみられる上記の就労阻害要因に対して有効だと思われる取組み（自由記述）
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３．センターでの支援内容（1.～30.の｢０～３｣の該当する数字１つに｢○｣）

支援内容
必要な支援
とは考えてい

ない

必要な支援と考えている
十分に取り組め

ていない
どちらかといえば
取り組めている

十分に取り組め
ている

１．インテーク（初期面談） ０ １ ２ ３
２．日常生活での意欲喚起 ０ １ ２ ３
３．相談・助言（日常生活） ０ １ ２ ３
４．信頼関係の構築（ラポール形成） ０ １ ２ ３
５．相談・助言（自己理解・自己分析） ０ １ ２ ３
６．相談・助言（職業興味・職業適性） ０ １ ２ ３
７．アセスメント（支援内容の見立て） ０ １ ２ ３
８．相談・セミナー（家族・保護者対象） ０ １ ２ ３
９．メールや巡回の方法による相談 ０ １ ２ ３
．サポートプラン（支援計画）の作成 ０ １ ２ ３
．コミュニケーションスキルの向上 ０ １ ２ ３
．フィールドワーク・ボランティア ０ １ ２ ３
．職業訓練 ０ １ ２ ３
．職場見学・職場体験 ０ １ ２ ３
．就労体験先の開拓・創出 ０ １ ２ ３
．相談・助言（職業・進路） ０ １ ２ ３
．講座・セミナーの開催 ０ １ ２ ３
．応募書類作成・履歴書の書き方 ０ １ ２ ３
．志望動機・自己ＰＲの検討・作成 ０ １ ２ ３
．面接対策 ０ １ ２ ３
．資格取得支援 ０ １ ２ ３
．能力開発（例：パソコン・ 関係） ０ １ ２ ３
．ピアサポート（求職者の支え合い） ０ １ ２ ３
．企業マッチング・面接会 ０ １ ２ ３
．無料職業紹介（自治体の職業紹介） ０ １ ２ ３
．就職後の支援・職場定着支援 ０ １ ２ ３
．キャリアアップ支援 ０ １ ２ ３
．訪問支援（アウトリーチ） ０ １ ２ ３
．ＳＮＳ等によるコミュニケーション ０ １ ２ ３
．評価・効果測定（事業全般・実績） ０ １ ２ ３

充実したい支援や取り組みたい支援。その実現に必要となる資源や環境（自由記述）
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４．他機関との連携の状況・内容（1.～29.の｢０～３｣の該当する数字１つに｢○｣）

連携先と連携の状況 連携する必要
性は低い

連携する必要がある
連携している
とまではいえ

ない

連携の効果が
十分に現れて

いない

連携の一定の
効果が現れて

いる
１．企業（職場見学先､職業体験･訓練先､就職先） ０ １ ２ ３
２．商店街・商店（同上） ０ １ ２ ３
３．商工会議所・経済団体 ０ １ ２ ３
４．非営利団体（ や公益法人等の支援組織） ０ １ ２ ３
５．社会福祉協議会・社会福祉法人 ０ １ ２ ３
６．自治会・町内会・民生委員 ０ １ ２ ３
７．センター所在地の市町村の他の関係部署 ０ １ ２ ３
８．近隣の市町村・他の市町村 ０ １ ２ ３
９．都道府県庁（広域自治体） ０ １ ２ ３
．教育委員会 ０ １ ２ ３
．全日制の学校 ０ １ ２ ３
．通信制・定時制の学校 ０ １ ２ ３
．大学・短期大学・高等専門学校 ０ １ ２ ３
．専門学校 ０ １ ２ ３
．職業訓練機関（例： への推薦､大阪府人材育成課の委
託訓練､高等職業技術専門校､ ’創造館事業）

０ １ ２ ３

．障害者就業・生活支援センター ０ １ ２ ３
．母子家庭等就業･自立支援センター ０ １ ２ ３
．シルバー人材センター ０ １ ２ ３
．就労移行支援事業所 ０ １ ２ ３
．就労継続支援事業所Ａ･Ｂ型 ０ １ ２ ３
．医療機関（保健所を含む） ０ １ ２ ３
．ハローワーク（相談者の相互紹介、同行支援） ０ １ ２ ３
．民間職業紹介事業者・人材派遣事業者 ０ １ ２ ３
．ＯＳＡＫＡしごとフィールド ０ １ ２ ３
．生活困窮者自立支援事業の実施主体・部局 ０ １ ２ ３
．Ｃ－ＳＴＥＰ ０ １ ２ ３
．地域若者サポートステーション ０ １ ２ ３
．中間的就労を受け入れる企業・団体 ０ １ ２ ３
．起業を支援する組織（例：労働者労働組合） ０ １ ２ ３

他の連携先や連携内容、連携上の課題、取り組みたい連携やその内容など（自由記述）
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５ 生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業）との関係
１）生活困窮者自立支援制度との連携状況（あてはまる番号すべてに○）
１．連携して相談に対応している
２．連携して事業（例：講座、面接会、説明会）を実施している
付問：どのような事業で連携していますか（具体的に）

３．担当窓口や関係機関、関連事業に相談者を紹介している
付問：どのような相談者を、どのような窓口、機関、事業に紹介していますか（具体的に）

４．会議等の場や担当者間で情報交換や情報共有をしている
付問：どのような場で、どのような内容を情報交換や情報共有していますか（具体的に）

５．連携していないかその機会は少ないが、今後連携していきたい
６．連携しておらず、現在のところ連携する予定はない

２）地域就労支援と就労準備支援の事業対象者の支援段階（それぞれ該当する番号１つに○）

対象者の主な支援段階 日常生活支援⇒社会生活支援⇒就労訓練可能⇒求職活動可能

①地域就労支援事業の対象者 １ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

②就労準備支援事業の対象者 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

付問：地域就労支援事業と就労準備支援事業の各対象者の判断基準等があればお書きください

３）生活困窮者自立支援制度との連携や一体的実施による効果（あてはまる番号すべてに○）
※連携や一体的実施を行っていない場合は、想定される効果としてご回答ください。
１．自治体の関係部署との連携が進み、適切な支援に誘導できるようになる
２．外部の関係機関等との連携が進み、適切な支援に誘導できるようになる
３．相談者を開拓できる ４．事業参加者を開拓できる ５．生活保護受給申請につながる
６．福祉的な支援が可能になる ７．情報を共有できる ８．特に効果はない・わからない
９．その他（ ）

４）生活困窮者自立支援制度と地域就労支援事業との関係にみられる課題（自由記述）

- 164 -



 

６ 地域就労支援事業について感じておられることを自由にお書きください。
例：１）相談者（求職者）について：相談者にみられる就労阻害要因や状況の近年の傾向など

２）就労支援について：支援に際して創意工夫されていること、効果的だった支援など
３）地域就労支援事業について：事業の意義、事業の課題、これからの事業のあり方など
４）必要な施策や資源について：相談者の就労の実現に向けて必要と考える施策や資源
５）地域における雇用政策や就労支援について日ごろ感じておられること

など

おうかがいしたい項目は以上です。最後までご協力いただきまして有難うございました。
※ご回答いただいた内容は、すべて統計的に集計・分析し、結果の公表に際して、各内容を貴市町村並び
に貴センターの同意なしに、各回答者の個別の情報とわかる形で公表することはありません。

回答者名
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資料２：調査票「地域就労支援センターの求職者の仕事と生活に関する調査」

地域就労支援センターの求職者の仕事と生活に関する調査
回答は、該当する選択肢の番号を「○」で囲み、それ以外の場合は、回答欄に該当する数字や文章などを
ご記入ください。回答期限を特に設けておりませんが、第一段階の集計に向けて、 年 月 日
（木）を目処にご回答にご協力いただけましたら幸いです。
１．あなたご自身について
１）性別と年齢（あてはまる番号１つを〇で囲み、年齢をお書きください）
①性別 １．男性 ２．女性 ３．その他（性別を明確にできない）

②年齢 【 】歳（ 年 月 日現在）

２）居住地
【 】市・町・村

３）配偶関係（あてはまる番号１つに○）
１．配偶者なし ２．配偶者あり 同居 ３．配偶者あり 別居 ４．離別・死別

４）世帯の人数と同居している家族
①世帯人数 【 】人

②同居家族（あては
まる番号すべてに
○）

１．同居家族はいない（単身） ２．自分の父親・母親 ３．兄弟姉妹

４．祖父母 ５．孫 ６．配偶者 ７．自分 または配偶者 の子

８．恋人・パートナー ９．友人 ．その他（ ）

５）生活の状況（1.～11.の「０ないし１～５」の該当する数字１つに「○」）
生活の状況

この問いに

該当しない
良い

まあ

良い
ふつう

あまり

良くない

良く

ない

１．自分自身の健康状態、精神状態 １ ２ ３ ４ ５

２．家計状態 １ ２ ３ ４ ５

３．居住環境 １ ２ ３ ４ ５

４．家庭環境（家族や親族との関係） ０ １ ２ ３ ４ ５

５．悩みや不安を相談できる環境 １ ２ ３ ４ ５

６．娯楽や社会活動に参加できる環境 １ ２ ３ ４ ５

７．食生活･栄養面の状態 １ ２ ３ ４ ５

８．保育･育児･子育てをしやすい環境 ０ １ ２ ３ ４ ５

９．家族の介護や看護をしやすい環境 ０ １ ２ ３ ４ ５

．学習･自己啓発･訓練をできる環境 １ ２ ３ ４ ５

．必要な情報を収集できる環境 １ ２ ３ ４ ５

．現在の生活全般の満足度・生活の質 １ ２ ３ ４ ５

付問：現在の生活で、関心のあること、気になること、不安なことなど（自由記述）
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６）現在の就業の状況
【現在、仕事をしていない方】（以下の「1.～8.」のうちあてはまる番号1つに○）
１．直近は正社員で働いた ２．直近はパート・アルバイトで働いた
３．直近は契約社員・嘱託で働いた ４．直近は派遣労働者で働いた
５．自営業者・家族従業者だった ６．その他の就業形態だった（例：内職、在宅ワーク）
７．休業している（休業中） ８．これまで一度も働いた経験がない
付問：①直近の仕事を離職後の経過期間 仕事をしていない期間 と②仕事をしていない理由
①直前の仕事を辞めてから現在までの期間 仕事をしていない期間 【 】年【 】カ月
②仕事をしていない理由（あてはまる番号１つに〇）：１．勤め先や事業の都合で離職
２．家庭の都合で離職 ３．自分の都合で離職 ４．一度も就職しなかった

【現在、仕事をしている方】（以下の「9.～14.」のうちあてはまる番号1つに○）
９．正社員で働いている ．パート・アルバイトで働いている
．契約社員・嘱託で働いている ．派遣労働者で働いている
．自営業者・家族従業者である ．その他の就業形態（例：内職、在宅ワーク）

付問：現在の仕事で就業している期間
現在の仕事で働き始めてから現在までの期間【 】年【 】カ月

７）希望する働き方（あてはまる番号すべてに○） 
１．正規雇用 ２．パート・アルバイト ３．契約社員・嘱託 ４．派遣労働者
５．自営業者 ６．その他の働き方（ ）７．わからない
付問１：希望する業種（あてはまる番号すべてに○）
１．建設業 ２．製造業 ３．電気・ガス・熱供給・水道業 ４．情報通信業
５．運輸業・倉庫業 ６．卸売業 ７．小売業 ８．金融・保険業 ９．不動産業
．飲食店、宿泊業 ．医療、福祉 ．教育、学習支援業 ．郵便局・協同組合
．対個人サービス業 ．対事業者サービス業 ．その他（ ）

付問２：希望するしごと（あてはまる番号すべてに○）
１．専門技術 ２．介護関連 ３．運搬・清掃等 ４．事務 ５．販売 ６．輸送・機械運転
７．生産工程 ８．建設・採掘 ９．保安 ．管理 ．農林漁業 ．その他（ ）
８）希望する手取り年収（生活を送るうえで最低限必要な年収／あてはまる番号1つに○）
１． 万円未満 ２． ～ 万円 ３． ～ 万円 ４． ～ 万円
５． ～ 万円 ６． ～ 万円 ７． ～ 万円 ８． ～ 万円
９． ～ 万円 ． ～ 万円 ． 万円以上 わからない
９）就職先や仕事を選ぶ際に重視する条件・情報（あてはまる番号すべてに○）
１．事業内容
５．勤務地
９．福利厚生

２．仕事内容
６．適正な労働時間
．職場の人間関係

３．経営状態
７．柔軟な勤務時間
．職場環境

４．給料
８．休日
．未経験で働ける

．職場見学が可能 ．職業体験が可能 ．昇進や昇給できる可能性がある

．教育訓練･人材育成 ．その他（ ）
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２．求職活動について
１）地域就労支援センターでの求職活動

①利用しているセンター名 【 】地域就労支援センター

付問：地域就労支援センターを利用した契機（あてはまる番号すべてに○）
１．市町村の広報（例：広報誌、ちらし、ウェブサイト、センターの情報発信、回覧板など
２．市町村の窓口（例；生活困窮者自立支援、障がい、高齢者、子育て、生活保護等の窓口
３．ハローワークの紹介
４．就労支援機関の紹介（地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、ｼﾙﾊﾞｰ人材センター、民間職業紹介所など）
５．医療・福祉関係機関の紹介（社会福祉協議会、保健所、医療機関、ＣＳＷなど）
６．学校・教育委員会の紹介
７．家族や知人の紹介、口コミ、地域就労支援センターの利用者の口コミ
８．地域の団体や住民の紹介（自治会、民生委員・児童委員、近隣住民、市民活動団体など）
９．その他（具体的に： ）
②就労するまでの目標期間

あてはまる番号 つに○
１．１ヶ月以内 ２．３ヶ月以内 ３．６ヶ月以内
４．１年以内 ５．１年以上 ６．わからない・未定

２）地域就労支援センター以外に利用したことのある支援機関（あてはまる番号すべてに○）
１．ハローワーク ２．地域若者サポートステーション ３．ＪＯＢカフェ
４． しごとフィールド ５．市町村の無料職業紹介 ６．シルバー人材センター
７．生活困窮者自立支援（就労準備支援） ８．職業訓練校 ９．Ｃ－ＳＴＥＰ
．大阪府人材育成課の委託訓練 ．Ａ´ワーク創造館 ．高等職業技術専門校
．母子家庭等就業・自立支援センター ．障害者就業・生活支援センター
．総合生活相談 ．自立相談支援機関 ．その他の機関（ ）

３）求職活動を進めるうえで有益だと思う支援の内容（あてはまる番号すべてに○）
１．日常生活に関する相談・助言 ２．信頼関係の構築（ラポール形成）
３．自己理解・自己分析に関する相談・助言 ４．職業興味・職業適性に関する相談・助言
５．家族・保護者対象の相談・セミナー ６．メールや巡回方式による相談
７．コミュニケーションスキルの向上 ８．フィールドワーク・ボランティア
９．職業訓練 ．職場見学・職場体験
．就労体験先の開拓・創出 ．職業・進路に関する相談・助言
．講座・セミナーの開催 ．応募書類作成・履歴書の書き方
．志望動機・自己ＰＲの検討・作成 ．面接対策
．資格取得支援 ．能力開発（例：パソコン・ 関係）
．求職者同士の交流や支え合い ．企業マッチング・面接会
．無料職業紹介（自治体の職業紹介） ．就職後の支援・職場定着支援
．キャリアアップ支援 ．訪問支援（アウトリーチ）

．ＳＮＳ等によるコミュニケーション ．その他（ ）
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３．自己の認識と人生での経験・今後について
１）自己の認識（1.～11.の「１～５」の該当する数字１つに「○」）

自己の認識

かなり
当ては
まる

少し当
てはま
る

どちら
でもな
い

あまり
当ては
まらな
い

まった
く当て
はまら
ない

１．自分に対して自信が持てる １ ２ ３ ４ ５
２．日々の生活が楽しい １ ２ ３ ４ ５
３．帰属感を感じる １ ２ ３ ４ ５
４．物事に対してやる気を感じる １ ２ ３ ４ ５
５．将来についてポジティブに感じる １ ２ ３ ４ ５
６．充実感がある １ ２ ３ ４ ５
７．他の人とうまく付き合うことができる １ ２ ３ ４ ５
８．人間関係が充実している １ ２ ３ ４ ５
９．社会的な能力（ﾁｰﾑﾜｰｸやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝなど）がある １ ２ ３ ４ ５
．創造的な能力（創造性や自由な発想など）がある １ ２ ３ ４ ５
．社会での問題や政治・選挙に関心がある １ ２ ３ ４ ５

２）人生において、楽しいと感じたりうれしいと感じた出来事などがあればお書きください。
例：何かを達成したこと、人との出会い、地域とのつながり、印象に残る言葉

３）人生において辛いと感じたり苦しいと感じた出来事などがあればお書きください。
例：いじめ、大きな病気や怪我、受験の失敗、離職、人との別れ、辛い言葉など耐え難い経験

４）自分の強みや得意だと思うことを自由にお書きください

５）今後取り組みたいこと、目指したい暮らし方など自由にお書きください。
また、その実現に必要となる資源や環境、求めたい支援など自由にお書きください

おうかがいしたい内容は以上です。最後までご協力いただきまして有難うございました。
※ご回答いただいた内容は、すべて統計的に集計・分析または自由記述の内容を整理集約し、結果の公表に際して、各回
答者の回答内容とわかる形で公表することはありません。また、各回答者の回答内容は、市町村や地域就労支援センタ
ーに共有されません。 
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